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■JR・京阪・地下鉄山科駅
　京阪バス26A・28A系統「京都橘大学」下車
　京阪バス26系統「大宅（おおやけ）」下車徒歩約5分
　地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）駅」下車徒歩約15分
※京阪バス26A・28A系統は、日・祝日は運休となります。
　また、学休期間は一部運休する便があります。

■JR京都駅（八条口）
　京阪バス山科急行線「京都橘大学」下車
※大学に乗り入れない便は「大宅中学校（京都橘大学下）」で下車　徒歩５分
※学休期間は一部運休する便があります。
　土・日・祝日は運休となります。

■四条大宮・四条河原町方面
　京阪バス85系統「大宅甲ノ辻」もしくは「大宅」下車徒歩約5分

■四条大宮・大宮五条方面
　京阪バス82系統「大宅」下車徒歩約5分

■三条京阪駅
　京阪バス17系統「大宅」下車徒歩約5分
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR二条駅・地下鉄烏丸線烏丸御池駅
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR・京阪六地蔵駅
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR・地下鉄六地蔵駅
　京阪バス京都橘大学急行線「京都橘大学」下車
　※学休期間は大学への乗り入れはありません。
　　土・日・祝日は運休となります。

■近鉄・京阪丹波橋駅
　京阪バス京都橘大学急行線「京都橘大学」下車
　※学休期間は大学への乗り入れはありません。
　　土・日・祝日は運休となります。

〉〉〉セクション別直通電話番号及びメールアドレス
　京都橘大学は、「自立」「共生」「臨床の知」という教学理念を掲げ、人文・社会・

医療系の多様な学部・学科を設置し教育・研究を行っています。

 　2005年４月、本学では男女共学化とともに「自立した女性の育成」という従来

の教学理念を、今日的・世界的課題との関連において発展させ、21世紀にふさわし

い男女両性の《自立》と《共生》としました。

　めまぐるしく変化を遂げる今日の社会にあって、男女共同参画社会の実現、さら

に民族・宗教・文化などの違いを越えた共生社会の実現が緊急の課題になっていま

す。本学が培ってきた女性史・女性文化をはじめとする教育・研究資産を、新しい

教学理念のなかで活かし、新しい男女共学の姿を追求しています。

　また現在、大学と学問のあり方も問い直されています。学問を閉ざされた世界か

ら解放し、社会とのつながりのなかで、その成果を問い直し再構築しようとする動

きです。この要請に応え、本学では、社会と人々の幸福に貢献できる“実践的”な

学問の追究と人材の養成をめざすという意味を《臨床の知》という教学理念に込め

ています。

■ブランドマーク

　橘の紋章を現代的にアレンジし、未来を見つめるブランドをデザインしました。

安定した形状の正円は自立を表し、背景と溶け合う橘の形は共生を意味しています。

ブランドカラーの古代紫は、本学が教育で築いた100年の伝統と古都・京都をイメー

ジしています。
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京都橘大学
学生憲章

私たち京都橘大学の学生は、歴史に学び、社会の現実を見つ
め、未来を明るくゆたかなものにするために、次の学生憲章
を掲げ、行動の指針とします。

１．�私たちは常に深く思索し、自分の意思で判断し、行動し
ます

２．�私たちは多様な意見や価値観を尊重し、協働して支え合
う人間になります

３．�私たちは地域や社会の現場から積極的に学び、真理を誠
実に探究します

４．�私たちは地域社会と国際社会に貢献するために、知恵と
力を重ね、日々向上するよう努めます

　本学は、《自立》《共生》《臨床の知》という教学理念に基づ
いて教育・研究活動に取り組んでいます。この学生憲章は、
本学が 2017 年に開学 50 周年を迎えるにあたり、学生一人ひ
とりが教学理念を体現し、未来を明るく豊かなものにするた
め、日々の学修のなかで大切にする行動の指針として策定し
ました。

※�掲載している内容・情報は、2017年 2月1日
現在のものです。4月1日以降、諸般の事情によ
り変更される場合には、ホームページや学内の掲
示板等でお知らせいたします。
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CHAPTER1� 学部生
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HISTORY　■京都橘大学の沿革
1902年（明治35年）
　�中森孟夫により京都女子手藝学校として京都市上京区
に創立される

1904年（明治37年）
　「女子大学設立予備」の目的をもって高等文学部を開設
1909年（明治42年）
　京都女子商業学校併設
1910年（明治43年）
　京都高等手藝女学校と改称
1948年（昭和23年）
　新制高等学校に認可される（校名・京都手芸高等学校）�
1951年（昭和26年）
　�私学法制定により財団法人を学校法人京都たちばな女
子学園に組織変更�

1957年（昭和32年）
　校名を京都橘女子高等学校と改称�
1965年（昭和40年）
　橘女子大学設立を決定�
1967年（昭和42年）
　橘女子大学開学（文学部）
　高田三郎が初代学長に就任
1974年（昭和49年）
　新村猛が第2代学長に就任�
1978年（昭和53年）
　長廣敏雄が第3代学長に就任�
1979年（昭和54年）
　大学キャンパス再整備計画により「清和館」完成�
1980年（昭和55年）
　細野武男が第4代学長に就任�
1983年（昭和58年）
　新「体育館」（現・第二体育館）完成�
1986年（昭和61年）
　新「図書館・研究室棟」（現・図書館）完成
1987年（昭和62年）
　「管理・特別教室棟」完成�
1988年（昭和63年）
　大学名を京都橘女子大学に改称
　学生会館「リバティホール」完成�
1989年（平成元年）�
　越智武臣が第5代学長に就任�
1992年（平成4年）�
　千地万造が第6代学長に就任
　女性歴史文化研究所開設
　外国語教育研究センター開設�
1993年（平成5年）
　�新教室棟「清心館」完成�
1994年（平成6年）�
　大学院文学研究科設置�
1995年（平成7年）�
　門脇禎二が第7代学長に就任�
1997年（平成9年）�
　文学部に文化財学科設置
　新教室棟「清史館」完成�
2000年（平成12年）
　大南正瑛が第8代学長に就任
　文化政策研究センター開設�
2001年（平成13年）
　文化政策学部開設
　新教室棟「清風館」完成�
2002年（平成14年）
　学園創立100周年・大学開学35周年�

2003年（平成15年）
　大学院文化政策学研究科（博士前期・後期課程）設置�
2004年（平成16年）
　田端泰子が第9代学長に就任�
2005年（平成17年）
　男女共学化し大学名を京都橘大学に改称
　看護学部設置
　文化政策学部に現代マネジメント学科設置
　看護実践異文化国際研究センター開設
　言語教育センター開設（外国語教育研究センターを改組）
　新教室棟「清優館」「清香館」完成�
2006年（平成18年）
　看護教育研修センター開設�
2007年（平成19年）
　文学部に児童教育学科開設
　認定看護師教育課程（皮膚・排泄ケア分野）開講
　新教室棟「児優館」完成�
2008年（平成20年）
　現代ビジネス学部設置（文化政策学部を名称変更）
　都市環境デザイン学科設置（文化政策学科を改組）
　大学院看護学研究科設置
　「クラブハウス」「クリスタルカフェ」完成�
2009年（平成21年）
　教職保育職支援室開設�
2010年（平成22年）
　青木圭介が第10代学長に就任
　人間発達学部設置
　新教室棟「明優館」完成�
2011年（平成23年）
　�総合教育センター（教養教育推進室／基礎教育推進室／
初年次教育・キャリア教育推進室）開設

　�（言語教育センターを基礎教育推進室に改組統合）
2012年（平成24年）
　健康科学部設置
　健康科学部心理学科に通信教育課程を設置
　文学部に歴史遺産学科設置（文化財学科を名称変更）
　�総合学術推進機構開設（従来の研究所・研究センター
等を改組：女性歴史文化研究所／総合研究センター）

　�総合教育センターの基礎教育推進室をグローバル教育
推進室に改組

　新教室棟「優心館」および「中央体育館」完成
2013年（平成25年）
　細川涼一が第11代学長に就任
　心理臨床センター開設
2014年（平成26年）
　大学院看護学研究科に博士後期課程設置
　�地域連携推進機構開設（地域連携センター／看護異文
化交流・社会連携推進センター）

2015年（平成27年）
　�現代ビジネス学部経営学科設置（現代マネジメント学
科を改組）

　�学生コミュニティ施設・研究室棟「響友館」および「レ
ッスンホール」完成

2016年（平成28年）
　健康科学部に救急救命学科設置
　大学院健康科学研究科設置
2017年（平成29年）
　�国際英語学部、発達教育学部設置（人間発達学部を改組）
　大学院文学研究科の2専攻を歴史文化専攻に改組
　�大学院現代ビジネス研究科設置（文化政策学研究科博
士前期課程を改組）
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は　じ　め　に
現代社会は大きく変わりつつあります。一方で政治や経済のグローバル化が進み、世界が一つになる

傾向が強まっています。同時に他方で宗教や文化の違いによる民族間のあつれきが世界各地で顕在化し

ています。寛容と切磋琢磨を方法的基盤として平和な地球をつくる課題が日々重要になっています。

京都橘大学は、このような時代をリードする人間が育つ場です。

1967年の橘女子大学の開学以来、1988年の京都橘女子大学への校名変更を経て、本学は常に時代

の先頭を切る教育研究の場として、京都にそして日本に盤石の基盤を築いてきました。2005年の共学

化による京都橘大学への移行は、これまでの「自立した女性の育成」という教学理念を発展的に継承し、

さらに充実させるものです。

本学の教学理念は「自立・共生・臨床の知」です。

「自立」とは、ひとりひとりが自分の頭でものごとを深く考え、世界と人間の真実を理解し、感じ、他

者とのゆたかな交流の中で自分を創っていくこと、そして経済的にも自分を支えることができて、社会

的に一人前と見なされることでしょう。

また「共生」とは、思想、意見、感じ方、生育歴を異にする人々が、異質な他者と出会いながら、そ

の出会いをゆたかに意味づけて、ともに手を取り合い支え合って生き生きとした生活、人生、そして社

会を創っていくことでしょう。

日本でも世界でも時代の課題となっている男女共同参画社会の実現をめざし、民族、宗教、文化の違

いを越えて、平和でゆたかな共生社会の実現をめざす課題を、私たちは担おうとしています。

「臨床の知」は、私たちの研究と教育を、単に教室の中だけのものとすることなく、広い社会的な文脈

の中で、その意味や機能を問い直そうとする態度と意欲を表しています。学生の皆さんにも、ぜひ自ら

の学びを、社会的にも文化的にも時代と社会に参加する営みであると捉え、その意味を日々吟味して欲

しいと思います。先生方との交流の中で、学生同士の会話の中で、学ぶことの社会的文化的意味を問い

直すことが「臨床の知」を体得する上でとても大切です。

現代社会が抱える問題は複雑です。環境問題、人権問題、平和の問題、生命のあり方に関わる問題、

どれも、現代社会に生きる人間が、ひとりひとりの頭で考え抜き、議論し、実践するといった、ねばり

強い取り組みの中でのみ解明できるものです。

京都橘大学での学びは、専攻する学問の勉強も、あるいはもっとひろい教養の勉強も、皆さんが一人

前になるために不可欠のものです。どうか４年間しっかり学んで、有意義な学生生活を送ってください。

この『学生生活の手引き』はそのためのガイドブックです。学生生活にとって不可欠の情報、知って

おくといい情報がコンパクトにまとめられています。

よく読んで活用してください。
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 　（奨学金・学生相談・課外活動等）
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LIFE 2 学生生活のために‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  15
　1　あなたにとって大学とはなにか

　　　——自ら考え、自ら創りあげていくもの——

　2　学籍番号と学生証

　3　大学からの連絡は掲示板・ポータルサイトで

　4　学習支援システム（KT-note）について

　5　臨時休講措置

　6　身上に関する異動はすみやかに届出

　7　通学定期券について

　8　通学用車輌の乗り入れについて

　9　マナーについて

�10　�SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）�

利用の注意について

�11　薬物乱用は「ダメ！ゼッタイ！」

�12　未成年者の飲酒やイッキ飲みは厳禁です！
�13　未成年の喫煙は厳禁です！マナーを守りましょう！
�14　学内外の迷惑行為には厳しく対処します�
�15　気をつけよう�〝うまい話�〟（悪徳商法）
�16　カルト集団による勧誘について
�17　アルバイト
�18　ブラックバイトに用心

�19　学内での忘れ物、盗難について

�20　安全について

�21　人権について

�22　クラスアドバイザー制度

�23　専用学生寮・下宿斡旋
�24　学生教育研究災害傷害保険（学研災）
　　��（看護学科および理学療法学科以外）

�25　学研災付帯賠償責任保険（学研賠）
　　��（看護学科および理学療法学科以外）

�26　総合補償制度「Will2」（看護学科・理学療法学科）
LIFE 3　学費と奨学金制度‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥25
　1　学費の納付について

　2　学籍に関する異動について

　3　奨学金

　4　短期貸付金

LIFE 4　医務室‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  37
　1　医務室

　2　遠隔地被保険者証

　3　インフルエンザの予防接種可能な医療機関について

LIFE 5　学生相談室‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39
　1　カウンセリング

　2　学生相談談話室

LIFE 6　課外活動‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  39
　1　課外活動の意義

　2　課外活動の紹介

　3　課外活動のルール

　4　課外活動に使用できる施設とその使用について

　5　フィットネスルーム・ラクトスポーツプラザについて

　6　アッセンブリーアワーについて

　7　課外活動のための援助制度について

　8　クラス・ゼミ活動補助金について

　9　学生団体組織構造図（自治会組織図）

�10　サークル・ボランティア団体紹介

LIFE 7　学生表彰‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  47
　学生表彰

LIFE 8　父母の会・淳芳会‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  47
　1　父母の会

　2　淳芳会（同窓会）

2017 年度 学生生活カレンダー（予定）‥‥‥‥‥‥  48

Ⅱ　就職・進路について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ �49
LIFE 1　はじめに‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  49
　　　�—就職・進路を考えるにあたってまず大事なこと—

　1　大学生活の中で『生きる力』を身につけよう

　2　就職・進路のスタートは入学時から

　3　キャリア教育──身につけたい基礎的能力──

LIFE 2　就職活動の実際‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  50
　1　早い段階から独自の準備が必要な職種も

　2　教職をめざす人へ

　3　公務員をめざす人へ

　4　資格や語学力を生かした仕事がしたいと希望している人へ

LIFE 3　大学での就職進路支援について‥‥‥‥‥‥  52
　1　全回生の就職進路に関するバックアップを

　2　就職進路に関する相談はキャリアセンターへ

2017 年度  主な就職関連行事等（予定）‥‥‥‥‥ ‥53

Ⅲ　図書館‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥54
　1　図書館へ行こう！

　2　開館時間と休館日

　3　利用案内

　4　施設案内〜コーナー紹介〜

　5　図書館の資料とオンライン資料・データベース

　6　分類表

　7　資料の探し方

　8　その他
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LIFE 1　情報メディアセンターとは‥‥‥‥‥‥‥‥  63
LIFE 2　情報メディアセンターの利用について‥ ‥  63
　1　開室時間と休室日

　2　情報機器の利用について

　3　印刷、コピーについて

　4　AV資料の利用について

Ⅴ　教育・研究センター、研究所‥‥‥‥‥‥‥‥ 65
LIFE 1　グローバル教育推進室
　　　　（言語教育・国際交流支援オフィス）‥ ‥‥  65
LIFE 2　教職保育職支援室‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  65
LIFE 3　総合研究センター‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  66
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Ⅵ　学�会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ �68

CHAPTER 2　大学院生
　　　　　　　　研究活動をすすめていくにあたって‥ ‥‥�69

��1　京都橘大学大学院生協議会

��2　こんな時はどこへ

��3　学費延納／除籍・復籍について

��4　奨学金／短期貸付金について

��5　通学定期券の購入／学割証の発行について

��6　医務室
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10　印刷、コピーについて

11　研究奨励金について

12　その他
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2017年度　　学　年　暦
2017/01/13

2017年度　授業日程票(通学)

1
日 月 火 水 木 金 土 4 月

04/01 学年始・入学式
04/08 前期授業開始
04/10 受講登録訂正期間開始（～4/14）
04/14 受講登録訂正期間終了（4/10～）
04/21 時間割確認期間開始（～4/25）
04/25 時間割確認期間終了（4/21～）
04/28 大学院研究計画書提出締切
04/29 昭和の日

1 1 1 1 1 1
1 1

2 3 4 5 6 7 8 1
9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 1
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
3 0

1 1 1
日 月 火 水 木 金 土 5 月

05/03 憲法記念の日
05/04 みどりの日
05/05 こどもの日
05/31 博士学位論文（１次提出締切）

1
2 3 4 5 61 1

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 1
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
2 8 2 9 3 0 3 1

日 月 火 水 木 金 土 6 月
06/30 大学院予備論文（Ｄ３）提出締切

1
1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 1 0 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

日 月 火 水 木 金 土 7 月
07/17 海の日
07/24 前期卒業論文・修士論文提出期間開始（～7/27）
07/25・29・31 授業調整日
07/27 前期卒業論文・修士論文提出期間終了（7/24～）

1
1 1

2 3 4 5 6 7 8 1 1
9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 1
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 1 1
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9
3 0 3 1

1 1 1 1 1
日 月 火 水 木 金 土 8 月

08/02～03 授業調整日
08/04 授業調整日／前期授業終了日
08/11 山の日

1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 1 1 1
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

1 1
日 月 火 水 木 金 土 9 月

09/07 前期成績通知
09/15 受講登録訂正期間開始（～9/27）
09/18 敬老の日
09/20 前期卒業式・修了式／後期入学式
09/21 後期授業開始
09/23 秋分の日【平常授業】
09/27 受講登録訂正期間終了（9/15～）

1 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1

3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

    1 / 2

＊看護学科、 理学療法学科、 救急救命学科の卒業論文受付期間は、 決定次第、 別途ポータルサイトにてお知らせいたします。
＊受講登録期間は学部によって異なります。 詳細については、 別途ポータルサイトにてお知らせいたします。
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2017/01/13

2017年度　授業日程票(通学)

1
日 月 火 水 木 金 土 1 0 月

10/05 時間割確認期間開始（～10/11）
10/09 体育の日
10/11 時間割確認期間終了（10/5～）
10/20 【休講】創立記念日

1 1
3 4 5 6 71 2 1 1 1

8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1
1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 1
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
2 9 3 0 3 1

日 月 火 水 木 金 土 1 1 月
11/03 文化の日【平常授業】
11/23 勤労感謝の日

1
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1
1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6 2 7 2 8 2 9 3 0

日 月 火 水 木 金 土 1 2 月
12/18 卒業論文受付期間開始（～12/21）
12/21 卒業論文受付期間終了（12/18～）
12/23 天皇誕生日【平常授業】
12/25 年内授業終了日
12/26 窓口業務終了

1
1 2 1

3 4 5 6 7 8 9 1
1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1 1 1 1 1
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 1
2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0
3 1

1 1 1 1 1
日 月 火 水 木 金 土 1 月

01/01 元旦
01/06 年始授業開始／窓口業務開始
01/08 成人の日
01/13 【休講】センター試験
01/15 修士論文提出期間開始（～1/18）
01/18 修士論文提出期間終了（1/15～）
01/23～27 授業調整日
01/29 授業調整日／後期授業終了日
01/30～31 履修ガイダンス（１～３回生）

1 1 1
2 3 4 5 61 1

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 1 1 1 1
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
2 8 2 9 3 0 3 1

1 1 1
日 月 火 水 木 金 土 2 月

02/11 建国記念の日
02/12 振替休日
02/16 修士論文等仮題目届提出締切
02/23 卒業・修了判定結果通知

1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 1 1
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6 2 7 2 8

1 1 1
日 月 火 水 木 金 土 3 月

03/01 成績通知
03/05 受講登録期間開始（～3/9）
03/09 受講登録期間終了（3/5～）
03/16 卒業式・修了式
03/21 春分の日
03/31 学年終

1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 1 1 1 1 1 1 1

4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 1 1 1 1 1
1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

    2 / 2

＊看護学科、 理学療法学科、 救急救命学科の卒業論文受付期間は、 決定次第、 別途ポータルサイトにてお知らせいたします。
＊受講登録期間は学部によって異なります。 詳細については、 別途ポータルサイトにてお知らせいたします。
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工事中

授業時間

1 講時 2 講時 3 講時 4 講時 5 講時 6 講時

9:00 〜10:30 10:45 〜12:15 13:00 〜14:30 14:45 〜16:15 16:30 〜18:00 18:10 〜19:40

教室番号の見方
1で始まる教室…清和館
2で始まる教室…管理・特別教室棟
7で始まる教室…清心館
8で始まる教室…清史館
9で始まる教室…清風館
Aで始まる教室…清優館
Bで始まる教室…清香館
Cで始まる教室…児優館
Dで始まる教室…明優館
Eで始まる教室…優心館
Ｆで始まる教室…響友館

※ 2 番目の番号は、
　その建物の階数です。

工事中
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LIFE 
LIFE1 こんな時はどこへ

キャンパスライフ（奨学金・学生相談・課外活動等）

学生の皆さんが学生生活を送る上で、「これはどうしたらいいのかな？」と迷ったり、困ったりすることがあると思います。
そんな時のために、「こんな時はどこへ」を一覧表にしてみました。

本学では、単位制度の考え方に基づき、授業はすべて受
けることを前提とし、欠席した分の学修は自分で進めること
を基本としています。やむを得ず授業を欠席する（した）場
合は、自分の意志でその理由等について「欠席連絡票」を用
いて担当教員に報告し、指導を受けてください。
※欠席の取り扱いは科目によって異なります。

※�わずかな欠席でも単位修得が認められない科目もあり
ます（シラバス参照）。

※�「欠席連絡票」は、事由の発生前または発生後すみや
かに担当教員へ申告してください。

※�「欠席連絡票」は、学務各課（学務第２課、学務第３
課、総合教育課）窓口にあります。

■�授業を欠席する場合�■

○‥不正使用防止のため、大至急、カードによる

取引を停止する手続きが必要です。

■�各種の相談�■
事　　項 取扱窓口 摘　　　　要 参照頁

けが・病気になったとき

からだの相談
医務室（管理・特別教室棟１階）

○応急処置等

　気軽に相談してください。

　病院の紹介もします。

37〜38

心理相談

悩みごと相談

学生相談室

（響友館３階）

○心理相談・悩みごと等の相談
性格・対人関係・進路等についてどんな小さな問題でも相談
に応じます。

　心理テストを受けたい人には、実施します。
　相談内容（個人の秘密）は守られます。

39

発達障害等の相談
学生支援課
医務室（管理・特別教室棟１階）
学生相談室（響友館３階）

小・中・高校等で支援を受けてきたことについての相談に応じま
す。

—

修学問題の相談

クラスアドバイザー

学務第2課

学務第3課

総合教育課

○履修・単位修得など大学での学修に関する相談に応じています｡

　学務第2課　‥文学部・発達教育学部・人間発達学部（児童教育

学科）・現代ビジネス学部、教職課程、保育士養成

課程

　学務第3課　看護学部・健康科学部

　‥総合教育課　‥国際英語学部・人間発達学部（英語コミュニケ
ーション学科）、教養教育、外国語教育、キャ
リア教育、留学、日本語教員養成

—

学生生活の相談
クラスアドバイザー

学生支援課
○クラブ・サークル活動や奨学金等に関する相談に応じています。 39〜47

就職・進路相談

クラスアドバイザー

就職進路課キャリアセンター

○就職・進路全般に関する相談に応じています。

○公務員試験対策（キャリアセンター）
49〜53

教職保育職支援室

○教員採用試験・保育士採用試験に関する情報提供

○教職・保育職関係の求人情報の提供

○教職や保育職希望者を対象とした個別指導・個別支援

○採用試験対策講座や模擬テスト等の実施

65

セクシャルハラスメント

などの相談

医務室（管理・特別教室棟１階）
学生相談室（響友館３階）

人権相談員

○‥学内外を問わず、セクシャルハラスメントなど人権問題に関

する相談に応じています。

23・

101〜103

学生証の盗難・紛失 学生支援課
○‥学生支援課窓口で再発行手続きを行い、その後、生活協同組

合で再発行手数料を支払ってください。
23・160
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1
■�経済生活で困った時�■

事　　項 取扱窓口 摘　　　　要 参照頁

奨学金を受けたいとき 学生支援課

○京都橘大学経済援助給付奨学金

○京都橘大学緊急就学援助奨学金

○京都橘大学貸与奨学金

○京都橘大学看護学部貸与奨学金

○日本学生支援機構奨学金

○地方自治体その他奨学金

33〜36

就職進路課キャリアセンター ○看護学部病院貸与奨学金 36

一時的に生活費に

困ったとき
学生支援課

○短期貸付金

　3 万円以内　返済は 3 カ月以内
36

学費の延納 ○学費延納願 25

アルバイトの紹介 ○アルバイト中の事故、トラブルの相談 22〜23

下宿の紹介と相談 生活協同組合店舗 23〜24

■�各種証明書の発行�■
機械発行するものは学務第２課横にある証明書自動発行機で自分の学籍番号、パスワードを入力し、メニューより必要な証明書を選び所定の

手続きをすれば即時発行できます。

事　　項 取扱窓口 手数料 摘　　　　要 参照頁

通学定期乗車券

発行控

学生支援課

無　料

○証明書自動発行機により交付。

○有効期限は翌 3 月 31 日までです。

○ 原則として、発行枚数は年度内に 1 枚です（紛失等の場合は

学生支援課までお問合せください）。

—

学校学生生徒旅客

運賃割引証

（学割証）

無　料

○証明書自動発行機により交付。

○学生割引証の有効期間は発行日より 3 カ月以内です。

○年間発行枚数は 10 枚までなので計画的に使用してください。

○ 就職活動等の事由により、10 枚以上必要な場合は、学生支

援課にご相談ください。

—

健康診断証明書 無　料

○証明書自動発行機により交付。

○定期健康診断を受けておくこと。

○  5 月上旬頃に発行を開始します。詳細は掲示等で確認してく

ださい。

37

奨学金・授業料減免等の

証明書や推薦書
無　料 ○募集要項および所定の様式とともにご相談ください。 —

成績証明書

学務第 2 課

学務第 3 課

無　料

○機械発行可（証明書自動発行機）。 —
在学証明書 無　料

卒業見込証明書 無　料

各種資格取得見込証明書 無　料

その他各種証明書 200 円

○ 機械発行できない証明書が必要な場合は、学務第 2 課または

学務第 3 課の窓口にて申し込みが必要です。発行までに 1

週間程度時間を要するため、余裕をもって申し込みしてくだ

さい。

—

就職・進学に関する学長推

薦状、人物考査書　など
就職進路課
キ
※

ャリアセンター 無　料
○キャリアセンターにご相談ください。

※教職・保育職に関するものは教職保育職支援室へ。
—

学費納入額・納入予定額

証明書
経理課 無　料

○所定の用紙にて申し込むこと。

○学生証を持って受け取りにいくこと。
25
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■�各種届・願出等�■

事　　項 取扱窓口 摘　　　　要 参照頁

休 学

学務第 2 課

学務第 3 課

総合教育課

やむを得ない事由で休学をしなければならない場合、事前に相談して「休学願」

を提出すること。

—復 学 復学を希望する場合、事前に相談して「復学願」を提出すること。

退 学
やむを得ない事由で退学をしなければならない場合、事前に相談して「退学願」

を提出すること。

住所・（携帯）電話番号

変 更 （ 本 人 ）

学生支援課

学生基本情報変更届を提出のこと。

本籍地の異動、改姓の場合は住民票または戸籍抄本を添付すること。
16〜17

保証人ならびに保証人

住 所 の 変 更

学資負担者ならびに学

資負担者の住所の変更

本籍地異動および改姓

家 庭 住 所 変 更

落とし物をした時・

拾った時
拾得物については学生支援課で保管します。保管期間は 3 カ月です。 23

盗難、その他事故災害

に遭った時
盗難その他事故災害届等を提出し、相談すること。 23

海 外 旅 行 す る 時

サークル活動等で海外渡航をする場合は、「海外渡航願」、「誓約書および同意書」、

「名簿」、「緊急連絡先一覧」、「旅行行程表」等を提出すること。

海外渡航時には、「外務省 海外安全ホームページ」等も参照して下さい。

http://www.anzen.mofa.go.jp/

—

通 学 車 輌 の 登 録

自転車やバイクで通学を希望する者は「車輌乗り入れ申請書」を提出し許可を受

けること（在学中有効。登録料無料）。

※学生の自動車通学を禁止しています。
17

携 帯 メ ー ル ア ド レ ス

の 変 更

就職進路課

キャリアセンター

P.52 の変更方法を参考にして必ず各自で再登録の手続をしてください。

※�手続をしなかった場合は大学からの就職支援講座などの案内、その他重要な通
知を受信することができなくなります。

52

■�課外活動に関すること�■

事　　項 取扱窓口 摘　　　　要 参照頁

サ ー ク ル 等 へ の 加 入

学生支援課

直接各団体に申し込むこと。

39〜47

団 体 の 結 成 学生支援課に相談すること。

集 会 ・ 催 物 学内での集会・催物は原則５日前までに届け出て許可を受けること。

学 外 行 事・ 合 宿 届 学外で行事、合宿等を行う場合、原則５日前までに届け出て許可を受けること。

サ ー ク ル 等 に

関 す る 印 刷
リバティホールの自治会印刷機を利用すること。

掲 示・ 印 刷 物 配 布
学内での掲示、印刷物配布の場合、学生支援課へ届け出て許可を受けること。掲

示物は所定の掲示板に貼ること。

課 外 活 動 上 の

諸 問 題

課外活動上の問題については、サークル等の先輩や友達に相談すること。また、

サークル内で解決できない問題については、顧問またはサークル連盟・ボランテ

ィア推進委員会、学生支援課へ相談すること。

—
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■�施設・備品の利用�■
事　　項 取扱窓口 摘　　　　要 参照頁

施 設 使 用

学生支援課

課外活動で使う場合、所定の手続きを行うこと。

41〜42

和 室（ 宿 泊 可 ）L305 宿泊をする場合、原則として 5 日前までに 1 団体 1 泊 300 円を学生支援課に

納入して、許可を受けること。

※正規団体のみ。

第２体育館合宿スペース

（ 宿　 泊　 可 ）

中 央 体 育 館 所定の手続きを行うこと。備品については貸出不可。

（体育館シューズ着用）第 ２ 体 育 館

サ ー ク ル B O X
所定の手続きを行うこと。

グ ラ ウ ン ド

図 書 館 の 利 用
図書館サービス

カウンター

図書の閲覧・貸出・複写やレファレンスサービスの概要は、新入生図書館ガイダ

ンスでお知らせします。詳細はサービスカウンターで確認すること。
54〜62

情 報 メ デ ィ ア

セ ン タ ー の 利 用
情報メディアセンター

コンピューターやソフト、マルチメディアの操作、運用などについて相談に応じ

る。
63〜64

学 内 放 送 学生支援課
個人的な放送は一切しません。クラス、公認団体でやむを得ず全学放送を必要と

する場合は学生支援課窓口へ。
—

授 業 発 表 用

プ リ ン ト 印 刷

学務第 2 課

学務第 3 課

コンピューターの印刷機能を利用して各自で準備することが原則です（用紙は各

自用意すること）。

手書き原稿などコンピューターの印刷機能を利用できない資料の場合は「授業発

表用資料印刷申請書・許可書」に必要事項を記入し、担当教員の許可を受けて、

生協の指定コピー機でコピー（白黒のみ）すること。「授業発表用資料印刷申請

書・許可書」は学務各課窓口にあります。なお、サークル等の印刷物はリバティ

ホール 4 階の自治会印刷機を利用すること。

—

■�緊急事態が起こったら……�■
　窓口時間終了後、事故、火災等緊急事態が起こった場合、受付まで連絡してください。
　TEL.（075）571-1111㈹　内線4052（守衛室）京都橘大学
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■�各課業務内容と窓口時間�■
　各課とも窓口業務は、月曜日〜金曜日で、11:10〜12:10は窓口業務を行いません。（図書館・情報メディアセンターを除く）

課　名 主な業務内容 窓口時間

総 務 課
文書の取扱、父母の会・淳芳会（同窓会）等に関すること、物品調
達または処分に関すること、学内諸施設の保守管理、等

月〜金　8：45 〜17：15

人 事 秘 書 課 理事会・評議員会に関すること、人事に関すること 月〜金　8：45 〜17：15

経 理 課
学園財政に関すること、大学の予算執行管理、学費・寄付金等の納
入に関すること、学生団体等への補助金の支払い

月〜金　8：45 〜17：15
ただし、現金取扱時間は 8：45 〜16：15

学 務 第 ２ 課

文学部の教学に関すること（修学相談を含む）
発達教育学部・人間発達学部（児童教育学科）の教学に関すること

（修学相談を含む）
現代ビジネス学部の教学に関すること（修学相談を含む）
大学院文学研究科の教学に関すること
大学院現代ビジネス研究科・文化政策学研究科の教学に関すること
資格課程に関する事務
教員免許・学校図書館司書教諭・保育士に関すること
教職保育職支援に関すること

（教職保育職支援室・学習スペースは 3 階です）
教員採用試験対策に関すること
証明書発行に関すること

基本は 8：45 〜17：15
平常授業期間中の月〜金は以下の業務に限り、窓
口業務を延長します。
〜18：15 まで　証明書自動発行（5 講時に授
業がある場合）
〜19：40 まで　授業に関する対応（6 講時に
授業がある場合）
土曜日の補講・集中講義
8：45 〜17：15（授業対応・証明書自動発行
のみ）

※管理・特別教室棟３Ｆ学習スペースの利用時間
は以下の通り（日曜日、祝日、入学試験日、休校
日を除く）
月〜金　8：45 〜20：30
土　　　8：45 〜17：15

学 務 第 ３ 課

看護学部・健康科学部の教学に関すること（修学相談を含む）
看護師・保健師・助産師・理学療法士・救急救命士などの国家試験
対策に関すること
大学院看護学研究科・大学院健康科学研究科の教学に関すること
証明書発行に関すること

総 合 教 育 課

国際英語学部・人間発達学部（英語コミュニケーション学科）の教
学に関すること（修学相談を含む）
総合教育、教養教育、キャリア教育に関すること
グローバル教育、留学に関すること
グローバル人材の育成と就職支援に関すること
国際交流・言語教育に関すること（修学相談を含む）
留学生の日本語教育に関すること
日本語教員養成に関すること

学 生 支 援 課

課外活動への援助（集会 ･ 行事 ･ 掲示 ･ 教室使用 ･ カギの貸し出し等）
ボランティアに関すること、拾得物 ･ 遺失物の保管、日本学生支援機
構その他奨学金全般に関すること、短期貸付金、アルバイトの斡旋、
学費の延納に関すること、健康診断証明書・通学定期乗車券発行控・
学割証に関すること

月〜金　8：45 〜17：15

就 職 進 路 課
キャリアセンター

就職相談や大学院等への進学相談、求人に関すること、就職対策セミ
ナーの実施、就職・進路ガイダンス、各種就職・進路情報の提供、イ
ンターンシップ、公務員試験対策、看護学部病院奨学金に関すること 月〜金　8：45 〜17：15

キャリアインフォ 
メーションセンター

求人票、就職関連資料の閲覧、自学習スペース

就職活動目的の利用のための PC ルーム

学 生 相 談 室
心理相談・悩みごと等の相談、性格、対人関係、進路等について（心
理テストも実施します）

月〜金　9：00 〜16：15

医 務 室 ケガ、病気、応急処置、定期健康診断、健康相談
月〜金　8：45 〜18：15、18：15 以後は
授業担当者、サークル顧問等に連絡

図書館および情報
メディアセンター
（図書館情報課）

図書・雑誌・AV 資料等の収集・閲覧・貸出に関すること、レファレン
スサービス（資料の使い方や探索法・他館の利用案内等の相談受付）、
情報メディアセンターに関すること、PC 教室の利用に関すること

51 〜61 ページを参照してください。

エクステンション
セ ン タ ー
地域連携センター

（学術振興課）

エクステンション講座等の実施、研究支援に関すること、研究紀要
の発行、女性歴史文化研究所、総合研究センター、地域連携センタ
ー、看護異文化交流・社会連携推進センターに関すること、産学公
地域連携に関すること

月〜金　8：45 〜17：15

企 画 広 報 課
調査企画に関すること、大学広報（広報誌の編集、マスコミ対応等）
に関すること、ブランドマーク・キャンパスキャラクター等の管理
に関すること、ホームページに関すること

月〜金　8：45 〜17：15

入 学 課 学生募集に関すること、入試広報に関すること、入試に関すること 月〜金　8：45 〜17：15

通 信 教 育 課 通信教育課程に関すること 月〜金　8：45 〜17：15

※金曜日の下記時間帯は課会議のため窓口業務を限定して行います。
　  9:00 〜10:30 総務課、人事秘書課
　13:00 〜14:30 学務第 3 課、学生支援課、就職進路課、学術振興課、経理課、入学課、通信教育課
　14:45 〜16:15  学務第 2 課、総合教育課、企画広報課
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1
あなたにとって大学とはなにか
——自ら考え、自ら創りあげていくもの——1

■�①教育研究の場としての大学�■
学生の皆さんにとって “大学 ” とはどのような場でしょう

か？「専門知識を学ぶ場」「幅広く教養を身につける場」
「自由な時間をフルに使ってレジャーを楽しむ場」「友達を
つくる場」等、個々人によって捉え方はさまざまだと思いま
す。しかし、共通してあるのは、やはり、「教育研究の場」
としての大学でしょう。
大学は小学校、中学校、高校とつながってきたこれまで

の学校の単なる延長線上にあるのではありません。高等教
育機関としての「教育・研究」を担うところとして、これ
までの学校とは質的に異なったものとしてあるのです。そ
して大学では、教育・研究活動を教員のみで行うのではな
く、教職員・学生がそれぞれの立場において行うべきもの
として捉えられています。したがって、学生の皆さんは決
して受身の存在ではなく、大学における「教育・研究」の
主体者として、その役割が求められているのです。

■�②教育と研究の場であるからこそ大学の自治は存在し得る�■
「教育・研究」は、基本的にどんな外的圧力も受けずにな
されてこそ、その成果を見ることができるものです。した
がって、「教育・研究」の場である大学には、“自治 ” があ
るのです。
“自治 ” とは何でしょうか。皆さんは、“自治 ” という言

葉は “地方自治 ” とか “ 学生自治 ” とかいう言葉で聞いて
いることでしょう。これらの “自治 ” という言葉には、そ
の組織が、他からの干渉から自由であり、そして、その共
通事項に関して、自主的に決定し、実行するという精神が
こめられています。

■�③大学の自治は全構成員自治が原則�■
さて、大学の自治は、誰によって守られなければならな

いのでしょうか。大学の自治は、大学における教育・研究
を守る上で必要であり、したがって、教職員・学生みんなで
守らなければなりません。つまり、「全構成員自治」です。
教員・職員、学生と各々の立場は違っても、また、独自の
組織（教授会や学生自治会 etc）に属していても、“大学自
治を守る” という点では、本学では一致した取り組みを全
学的にさまざまな場を通じて進めています。

■�④さまざまな全学討議の場�■
1 教学懇談会、学費交渉
日常の教学や施設改善等について、学生自治会と教務部

長・学生部長等との意見交換の場が設けられ、改善に生かさ
れています。懇談会、交渉は必要に応じて開かれます。
2 京都橘大学公費助成推進協議会
私立大学の財政は、主に学生納付金（学費） と補助金

（私学助成）とによってまかなわれています。したがって、
補助金を大幅に増やすことが私立大学における教学条件を
良くしていく大きな道です。本学では、理事会、教授会、
学生自治会、教職員組合、生協理事会の五団体と父母の会
をオブザーバーとして「京都橘大学公費助成推進協議会」
をつくり、“大幅で民主的な公費助成獲得 ”のため、さまざ
まな活動をおしすすめています。

学籍番号と学生証2
■�学籍番号�■
学籍番号は、試験や諸届等、学内のすべての手続きに必

要となります。学生証は、あなたが本学の学生であること
を証明する大切なものです。常に携帯してください。紛失
や盗難にあった場合は、速やかに学生支援課へ届け出て再
発行手続きをしてください。学籍番号の仕組みは以下のとお
りです。

a 1 0 2 0 1 7 0 0 1

学部・学科 一連番号入学年度

（学部・学科）
a1020：文学部　日本語日本文学科
a1030：文学部　歴史学科
a1041：文学部　歴史遺産学科
a2010：国際英語学部　国際英語学科
a3010：人間発達学部　児童教育学科
a3020：人間発達学部　英語コミュニケーション学科
a3110：発達教育学部　児童教育学科
a5010：現代ビジネス学部　現代マネジメント学科
a5011：現代ビジネス学部　経営学科
a5020：現代ビジネス学部　都市環境デザイン学科
a7010：看護学部　看護学科
a9010：健康科学部　理学療法学科

（2015年度入学生以前）
a9020：健康科学部　心理学科
a9030：健康科学部　理学療法学科
a9040：健康科学部　救急救命学科
e9020：健康科学部　心理学科（通信課程）
h1010：大学院　文学研究科　言語文化専攻（修士課程）
h1020：大学院　文学研究科　歴史学・文化財学専攻

（博士前期課程）
h1025：大学院　文学研究科　歴史学・文化財学専攻

�（博士後期課程）
h1030：大学院　文学研究科　歴史文化専攻

（博士前期課程）

LIFE2 学生生活のために
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h1035：大学院　文学研究科　歴史文化専攻
（博士後期課程）

h5110：大学院　文化政策学研究科　文化政策学専攻
（博士前期課程）

h5115：大学院　文化政策学研究科　文化政策学専攻
（博士後期課程）

h5210：�大学院　現代ビジネス研究科　マネジメント
専攻（修士課程）

h7010：大学院　看護学研究科　看護学専攻
� （修士課程）
h7011：大学院　看護学研究科　看護学専攻

（博士前期課程）
h7015：大学院　看護学研究科　看護学専攻
� （博士後期課程）
h9010：大学院　健康科学研究科　健康科学専攻

（修士課程）
（入学年度）西暦の下2ケタ
（一連番号）各学科ごとに001〜

■�授業出欠確認について�■
学生証を利用して授業出欠確認を行っています。授業に

出席した時には、ICカードリーダーによる出席確認を行っ
てください。（詳細は『履修の手引き』で確認してください）。

大学からの連絡は掲示板・
ポータルサイトで3

大学から学生への連絡は、特別な場合を除いてすべて掲
示またはポータルサイトで行われます。内容は緊急を要する
もの、知らないと後日支障をきたすものなどさまざまです。
掲示板やポータルサイトは大学とあなたを結ぶ重要な役割を
持っています。毎日必ず確認する習慣をつけてください。
掲示やポータルサイトの見忘れなどによる不利益は、各

自が追うことになります。
なお、ポータルサイトに届いた大学からのメッセージを、

自分のメールアドレス宛に転送することができます。忘れず
に設定して、大学からの連絡を見逃さないようにしましょ
う。
掲示板の位置（学舎配置図参照）
⃝�管理・特別教室棟1階　学生ロビー（大学、学生支援
課、学務第1課、学務第2課、学務第3課、総合教育
課、学術振興課関係）

⃝�図書館入口（図書館関係）
�

学習支援システム（KT-note）に
ついて4

本学では、学生のみなさんの学修を支援するためのツー
ルとして、学習支援システム（KT-note）を導入していま
す。
KT-note の役割は、①みなさんの学修をはじめとした学

生生活の記録を蓄積すること、②蓄積された学生生活の記録
を元に教職員がこれまで以上に適切にみなさんへの修学支
援、学生生活に関するアドバイスを行うことです。
KT-note では、学生のみなさん自身が記録する学生生活

の状況とともに、従来から大学で管理していた情報と同様に
成績情報、面談記録や過去の指導記録などを管理していま
す。KT-note に蓄積された情報は必要に応じて関係教職員
間で共有しますが、システムの利用可能者を学生さんの所属
学科の教員に限定するなど、閲覧権限は厳格に管理していま
す。
KT-note は、学内の情報管理諸規程を遵守して運用しま

す。このシステムで教職員に提供される情報は、学生の学修
指導以外の目的には利用しません。学生の皆さんも、このシ
ステムを利用し、自身の学習の振り返りと学習計画立案の資
料として活用してください。

臨時休講措置5
次の�1�2�3�のいずれかに該当する場合、授業は休講と

なります。
1暴風警報もしくは大雪警報または特別警報（高潮、波浪を
除く）が京都市または京都市を含む地域に出された場合
2�台風等の災害やストライキ等のために京阪バス（山科・
醍醐地域系統）と地下鉄東西線が両方とも不通になった
場合

3�上記2が運行中でも下記の4交通機関のうち、3交通機
関以上が不通の場合

　　JR西日本（大阪から草津を基準とします）
　　阪急電車（京都線梅田から四条河原町を基準とします）
　　近鉄電車（京都から橿原神宮前を基準とします）
　　京阪電車（本線・淀屋橋から出町柳を基準とします）
※�上記の暴風警報等の解除・交通機関の開通の場合は、次
の原則で授業を開始します。
a��午前 6時30分までに解除・開通になった場合は平常
通り授業を行います。

b��午前 10時までに解除・開通の場合は第3講時（13
時）から授業を行います。

c��午前 10時を過ぎても解除・開通しない場合は全日休
講となります。

身上に関する異動はすみやかに届出6
次の場合は学生基本情報変更届ですみやかに学生支援課

に届出てください。
1改姓、改名、本籍異動等身上の異動があったとき
住民票または戸籍抄本を添付のこと。改姓、改名の場合
学生証の再発行手続きも併せて必要になります。

2�教員免許、救急救命士、看護師等の資格取得予定者は、
戸籍上の漢字氏名の登録が必要です。詳しくは「学務」
担当各課に相談してください。

3�現住所、下宿住所、電話番号に変更があったとき
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1

4�父母、保証人、学資負担者の変更、住所変更、緊急連絡
先の変更があったとき

※�連絡上のことを考え、住所の記入は○棟○号室、下宿に
あっては○○方等詳しく書いてください。

　電話番号および携帯電話番号も必ず記入してください。

通学定期券について7
通学定期券は、現住所の最寄り駅から大学までの通学区

間を購入することができます。下表を参照して、各鉄道・
バス会社の定期券販売窓口で手続きを行ってください。な
お、アルバイト等の通学以外の目的で通学定期券を購入す
ることはできません。

■�①通学定期券の購入について�■
通学定期券の購入には、学生証や通学定期乗車券発行控

または各鉄道・バス会社所定の申込書が必要です。大学が発
行する通学定期乗車券発行控は、証明書自動発行機で発行で
きます。（新入生・編入生については、入学後、別途に発行
対応を行います）。

■�②通学定期券の購入に関する問い合わせ�■
運賃・料金、定期券販売窓口、連絡定期券の購入等でご

不明な点については、各鉄道・バス会社ホームページや電
話で確認してください。

■�③学割証について�■
学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）は、下記の利用

を目的として、鉄道（JR）・航路で片道100㎞を超える場
合に運賃が2割引になります。

休暇、所用による帰省／実験実習などの正課の教育活
動／大学が認めた特別教育活動又は体育・文化に関す
る正課外の教育活動／就職又は進学のための受験等／
大学が修学上適当と認めた見学又は行事への参加／傷
病の治療その他修学上支障となる問題の処理／保護者

の旅行への随行
学割証は、証明書自動発行機で入学式以降に発行できま

す。切符を購入する際には、窓口で学生証を提示してくださ
い。学割証は、学生1人当たり年間10枚まで発行可能で
す（年間10枚を超えて発行する場合は、学生支援課に申し
出てください）。有効期間は3ヶ月となり、記載された本人
以外は使用できません。学割証の不正使用は、普通運賃3
倍の追徴金と本学学生に対する発行停止処分を受ける場合が
あります。

通学用車輌の乗り入れについて8
本学では、学生の自動車通学を禁止しています。交通事

故を未然に防ぐためにも極力、バスや電車等の公共交通機
関を利用するようにしてください。
自転車、バイクでの乗り入れは許可制にしています。無

許可で学内に乗り入れることはできません。自転車、バイク
を利用する場合は、事前に必ず学生支援課で乗入許可証の発
行を受けてください。また、車輌は指定された場所へ駐輪し
てください。バイクを利用する際にはヘルメットを着用し、
任意保険にも必ず加入してください。また、自転車も加害者
になり得ます。自転車通学の場合も大学生協学生賠償責任保
険等の賠償責任保険に加入するようにしてください。
キャンパス内では徐行運転を心がけてください。また、

キャンパス外でも少しの気のゆるみが事故につながりかね
ません。バイクや自転車の事故では、被害者となるだけで
はなく加害者にもなりえます。事故をおこした際の責任の
重さを十分認識し、安全運転を心がけてください。

マナーについて9
皆さんは本学の学生であると同時に、本学を取り巻く地

域の一員であり、「大学生」という社会的地位をともなった
社会の一員でもあります。そこでは周囲と協調を保ちなが

■�通学定期券の購入

事　　項 定期券販売窓口へ持参するもの 備　考

京阪バス、JR、京阪電車、

阪急電車、近畿日本鉄道、

京都市営地下鉄

①大学が発行する通学定期乗車券発行控（白色）

②学生証

大学が発行する通学定期乗車券発行控（白色）には、現住所

と通学区間を正しく記入してください。大学の証明（学長印）

が必要となりますので、学生支援課窓口までお越しください。

京都市バス、ほか各鉄道・

バス会社

①各鉄道・バス会社所定の定期券購入（発行）申込書

②学生証

各鉄道・バス会社所定の「定期券購入（発行）申込書」

には、大学の証明（学長印）が必要です。学生支援課

窓口までお越しください。

■�乗入許可証

車輌種 有　効　期　間 備　　　　　考

バイク
在学中有効

（任意保険の継続が必要）
学内に乗り入れるには、任意保険の加入が必要

自転車 在学中有効 個人賠償責任保険等への加入を推奨
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ら自覚的に行動することが当然の義務となります。わかり
やすくひとことで言えば、「他人に迷惑をかけず、大学生ら
しく振る舞う」ということです。

■�①バス乗車マナー�■
【京阪バス】
山科駅・京都駅八条口・丹波橋と本学の間を運行する路

線バスは、本学学生専用のスクールバスではありません。た
くさんの大学生に囲まれて乗車される地域の方々の気持ち
になって、気持ちよく利用していただけるような配慮を忘
れないでください。バスの乗車にあたっては、特に以下の
点に配慮してください。
・�できるだけ大学直行便「28A」系統を利用するように
してください。

・バスの中では大きな声を出さない。騒がない。
・バスの中で携帯電話の通話はやめましょう。
・�お年寄り、子供連れの方、妊婦の方、体の不自由な方
に席をゆずりましょう。

・バス停では横に広がらず、きちんと整列してください。
・山科駅バス停では踏み切りを避けて並んでください。
・�バスには詰めて乗車してください（座るために次を待
たない）。立ち止まると後列の人が乗れず、迷惑となり
ます。

学生の皆さんが率先してその当たり前な行動を実践し、
全員で協力してよき乗車マナーを育てていかれることを望
みます。
■�②通学路でのマナー�■
大学の門を一歩出れば、そこは様々な人たちの生活空間

です。通学路では、特に以下の点に注意してください。
・道路、駐車場、住居敷地内にゴミやタバコを捨てない。
・道路や住宅地周辺で大きな声を出さない。騒がない。
・道路を広がって歩かない。
・�自転車、バイクで横に並んで走らない。坂道を下ると
きは、スピードを出さない。

・�歩きながら、自転車、バイクに乗りながら、携帯電話、
ヘッドホンを使用しない。

・�自転車、バイクを利用する際、一旦停止の標識のある
ところでは必ず停止する。

・夜間は自転車、バイクのライトをつけましょう。

＜京阪バス［山科←→大学］山科駅のりば＞ 

KYOTO
AVANTI

＜山科急行線［京都駅八条口←→大学］京都駅八条口のりば＞

近
鉄
丹
波
橋
駅

京
阪
丹
波
橋
駅

 京都教育大附
　桃山小学校

至 

出
町
柳

至 

淀
屋
橋

下板橋通

Ｊ
Ｒ
線

国道２４号

丹波橋通

＜京阪バス橘大学急行線［丹波橋〜六地蔵〜本学］のりば＞
丹波橋駅東

大宅中学校（京都橘大学下）

至 京阪六地蔵

至 京都橘大学
方面

府
道
７
号
線

のりば
(ＪＲ六地蔵)

おりば
(ＪＲ六地蔵北口)

至 丹波橋方面至 京都

至 宇治

Ｊ
Ｒ
六
地
蔵
駅

ＪＲ六地蔵駅



19

C
H

A
PTER

 1

Ⅰ 

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
（
奨
学
金
・
学
生
相
談
・
課
外
活
動
等
）

1CHAPTER

1

自分がそこに住んでいる立場なら許せないことばかりで
す。大学付近の通学路にはガードマンも配置されています。
ガードマンの指示にも従い、整然と通行してください。

■�③喫煙マナー�■
本学では学内の喫煙場所として、❶学生会館リバティホ

ール東側「風の広場」、❷図書館研究室棟東側、❸清香館1
階入口北側ベンチ、❹中央体育館西側の4ヶ所が指定され
ています。喫煙は指定場所でおこない、それ以外の場所での
喫煙は禁止です。
また、学内・学外に関わらず、タバコのポイ捨てや歩き

タバコはしないでください。

■�④エコでのマナー　地球に優しく！�■
地球環境を守るため、リデュース（ゴミを減らす）、リユ

ース（再使用）、リサイクル（再資源化）の推進が求められ
ています。学内においても「廃プラ」（お菓子の包装や弁当の
容器）、「カン・ビン・ペットボトル」、「一般ゴミ」（紙類な
ど）、「雑がみ」とゴミ箱を分けています。エコ習慣を身に付
け、きちんと分別しましょう。

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）利用の注意について10

本学では学生SNS利用ガイドラインを定めました。ガイ
ドラインおよび以下の注意事項をよく読み、SNSの利用に
十分注意してください。
＜ SNS のリスク＞

・�ツイッターなどSNSは内輪のコミュニケーションツー
ルではありません。

　�見られてないと思い込んでいるのは ｢あなただけ」で
す。

・�いったん掲載した書き込みは、あなたが削除しても消
えません。

　�あなたの名前や事件の詳細が　永久に、世界的に残っ
てしまいます。

・�あなたの個人情報が検索され、氏名、顔写真、住所、所
属などが公開されるリスクがあります。

　�また、あなただけでなく、家族や友人の情報までも公
開されかねません。

　�あなたの不用意な書き込みをネタにして、金品やわい
せつ行為を強要される可能性もあります。

・�就職活動の時や婚約する時、企業や結婚相手先があな
たのネット書き込み情報を調べたり、悪意のある者が、
あなたの過去に行ったことを企業や結婚相手先に通報
するかもしれません。

　�今の軽率な書き込みが将来をつぶす可能性があること
を重々認識してください。

・�ツイッターのアカウントに鍵をかけるなどアクセスを
制限していても、システムエラーやフォロワーのミス、
悪意で意識的・無自覚的に内容が流れる可能性もあり
ます。

　ネット上に完全な匿名やセキュリティなどありません。

＜ SNS 利用の注意＞
・�氏名、所属（大学名、学科名、サークル名など）をプ
ロフィールに載せて書き込むことは危険です。

・�無自覚、不用意な書き込みに十分注意してください。自
分の発言に問題がないか、書き込む前によく考えてく
ださい。

・�他人の顔写真、姿は載せても大丈夫か、許可を取った
かよく考えてください。

・�アカウントに鍵をかけることだけでは、万全ではあり
ませんが、最低限鍵をかけるよう（限定公開、プライ
バシー保護設定等）にしましょう。

京都橘大学学生SNS利用ガイドライン
2014年 5月13日制定

法令を守り、権利を尊重しましょう 
日本国の法令を守りましょう。また、基本的人権、肖像

権、プライバシー権、著作権、商標権など各種権利を侵害し
ないように注意しましょう。特に、次のような情報を発信し
てはいけません。
①他人（法人を含む）を誹謗中傷する内容
②�他人（法人を含む）のプライバシーやセンシティブな
内容

③公序良俗に反する内容
④�人種、民族、言語、宗教、身体、性、思想、信条等に
関する差別的な内容

工事中

喫煙場所
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⑤教育・研究上の秘密事項

発言内容に責任を持ちましょう 
発言内容に対する責任は、発言者であるあなた個人が負

うことになります。発言する前に、その内容に嘘偽りがない
ことを確認しましょう。情報を転送、シェア、リンクする時
も同じです。誤った内容を公開してしまった時には、そのこ
とをただちに認め、早急に訂正しましょう。そして、訂正し
たことを公開しましょう。

自分自身や家族・友人を守りましょう 
SNSにおける個人情報の公開範囲について十分に検討し

ましょう。SNS上で完全に限定されたコミュニティや完全
な匿名は存在しません。一度ネットワーク上に公開すると完
全には削除できないこと、第三者によって保存され将来にわ
たり人物情報として利用される恐れがあることを認識し、自
分自身のプライバシーの保護に留意しましょう。自分だけの
つもりが、不注意で家族や友人の情報を流出させると、家族
や友人に不利益をもたらし危険にさらすこともあります。気
をつけましょう。各SNSの利用規約を知り、個人情報の公
開範囲に十分な注意を払いましょう。

京都橘大学の一員であることを自覚し、責任をもって利 
用しましょう 
SNSにおけるコミュニケーション活動は、あなた個人の

イメージだけでなく、所属している京都橘大学のイメージで
受け取られる可能性があることを十分に自覚しましょう。京
都橘大学に関連した内容について、個人的見解を発信する時
には、京都橘大学の見解ではなくあなた自身の見解であるこ
とを明確にしましょう。

懲戒・法的処罰・内定取消等について 
犯罪行為、人権を侵害する行為、試験および論文作成等

における学問的倫理に反する行為、その他学生の本分に著し
く反する行為があった場合には本学の規程に基づき懲戒処分
となるほか、法令に基づき処分されます。また、就職活動や
アルバイトにおいて企業情報の守秘義務違反などがあった場
合には、内定取消や解雇といった処分や場合によっては損害
賠償請求を受けることになります。

社会の一員であることを自覚しましょう 
SNSが公共の場であることを理解し、コミュニケーショ

ン活動の基本として、一人一人の個性や多様性を尊重し、異
なる意見や考え、生き方をお互いに認めあう姿勢を持ちまし
ょう。正しい情報を発信する姿勢を持ち、誠実な態度で、モ
ラルのある活動を心がけましょう。

トラブル等相談窓口 
　学生支援課 075 － 574 － 4114
SNS等ネット上でトラブルに巻き込まれてしまい自分で

解決できないと感じた場合は、速やかに相談してください。
最初の対応を間違ってしまった場合、被害を大きくしてしま
うこともあります。やみくもに対応してしまう前に、ぜひ相
談窓口を利用してください。

薬物乱用は「ダメ！ゼッタイ！」11
■�薬物の所持、乱用は犯罪です�■
近年、学生が大麻や覚せい剤などの売買や薬物乱用によ

って逮捕される事件が相次ぎ、社会問題となっています。
薬物乱用とは、薬物を本来の目的や用法から逸脱して使

用することをいいます。大麻や覚せい剤などの違法薬物は
たとえ1回使用しただけでも乱用にあたり犯罪となります。
また、これらの違法薬物の所持、栽培、輸出入は法律で厳し
く禁じられています。

■�薬物乱用をすると�■
薬物は、ほんの出来心や好奇心から乱用が始まります。

使用しているうちにやめられなくなる「依存症」になった
り、乱用による「幻覚」「妄想」がおきたり、「脳や身体が
破壊」されていきます。また、乱用者自身の問題だけにと
どまらず、薬物欲しさの多重債務、家庭の崩壊さらには放
火や殺人などの悲惨な重大事件の原因にもなり、社会全体
の問題へと発展していきます。

■�「合法」「脱法」「違法でない」＝「安全」ではない�■
「アロマ」などを偽装した危険ドラッグには中毒時の対処
法が確立されていないものが多く、これまでの薬物よりもむ
しろ危険です。
「元気がでる」「みんなやっている」「合法だよ」「1回な
ら大丈夫」などと甘い言葉で誘われてもきっぱりと「ＮＯ」
といいましょう。

【薬物乱用防止に関する情報や相談窓口】
■京都橘大学　医務室　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL075-574-4119（直通）
■京都橘大学　学生支援課　　　　　　　　　　　　　　　TEL075-574-4114（直通）

■京都府薬物乱用対策推進本部：http://www.kyotofuyaku.or.jp/drug/index.html
　相談窓口：http://www.kyotofuyaku.or.jp/drug/secondary/drug_abuse_window.html

■財団法人　麻薬・覚せい剤乱用防止センター　http://www.dapc.or.jp

■内閣府  薬物乱用対策　http://www8.cao.go.jp/souki/drug.html
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未成年者の飲酒やイッキ飲みは厳禁です！12
■�未成年者の飲酒は禁止されています�■
大学生になればコンパ等でお酒を飲む機会が増えてきま

す。しかし、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
未成年者の飲酒は脳や内臓に悪影響を与え、アルコール依
存症の危険性も高まります。周りの人から勧められても、
決して飲んではいけません。

■�イッキ飲みはしない、させない�■
イッキ飲みによる急性アルコール中毒のために死亡する

という痛ましい事故が毎年報道されています。
イッキ飲みは絶対しないでください。また飲酒の無理強

いやイッキ飲みの強要は絶対してはいけません。

未成年の喫煙は厳禁です！
マナーを守りましょう！13

■�未成年の喫煙は禁止されています�■
未成年者の喫煙も法律で禁止されています。未成年者の

喫煙も健康への悪影響やニコチンへの依存が強くなります。
周りの人から勧められても、決して吸ってはいけません。

■�受動喫煙に配慮が必要�■
他人のタバコの副流煙を吸い込むことを受動喫煙といい

ます。副流煙にはフィルターを通った主流煙より数十倍の
有害物質が含まれることもあり、副流煙の方がむしろ有害
といえます。受動喫煙は周囲の人に健康被害を広げます。
喫煙しない人に対して配慮をもってください。

学内外の迷惑行為には
厳しく対処します14

通学マナー、公共交通機関の利用、喫煙、飲酒、自転車
の駐輪場所、さまざまな施設設備の利用等では、法令遵守
はもちろんのこと、学内で定められたルールも守らなけれ
ばなりません。
本学は、近隣住民からのご指摘や教職員による再三の指

導にもかかわらず、公共の場や学内で迷惑行為を続けるよ
うな学生には『学生の施設設備等の損壊に関する規程』『京
都橘大学学生懲戒に関する規程』（99〜100ページ）およ
び下記の「マナー違反者に対する処分内容の基準」により
処分します。
学生一人ひとりが、地域社会の一員として、自覚と責任

ある行動が求められているのです。

気をつけよう〝うまい話〟（悪徳商法）15
京都の繁華街・四条河原町や新京極を歩いていると、〝あ

なたのお肌を診断してあげます〟〝今や常識！　あなたにも
すぐ語学力がつきます〟と、高い化粧品やCD・DVDを売
りつけるために、言葉巧みに販売員が寄ってきます。
マルチ商法とは、商品を販売しながら会員を勧誘すると

リベートが得られるとして、消費者を販売員にして、会員
を増やしながら商品を販売していく商法です。
この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康

器具などいろいろな商品があります。
また、最近はインターネットメールを利用して販売・勧

誘が行われるようになってきました。
販売員になると高い利潤を得ようとして、たくさん仕入

マナー違反者に対する処分内容の基準
1�喫煙コーナー以外での喫煙を行った場合には「誓約書」の提出を求め、3回目で訓告処分の対象、4回目で停学
処分の対象となります。
2�指定駐輪区域以外への駐輪を行った場合には「誓約書」の提出を求め、3回目で訓告処分の対象、4回目で停学
処分の対象となります。
3�自家用車の学内乗り入れが発覚した場合は、「誓約書」の提出を求めると同時に保護者に連絡、2回目で訓告処分
の対象、3回目で停学処分の対象となります。
4�未成年者の喫煙が発覚した場合は、「誓約書」の提出を求めると同時に保護者に連絡、2回目で訓告処分の対象、
3回目で停学処分の対象となります。
5�近隣への迷惑駐車が発覚した場合は、「誓約書」の提出を求めると同時に保護者に連絡したうえで訓告処分の対象、
2回目で停学処分の対象となります。
6�近隣への迷惑行為など、公序良俗に反する行為が発覚した場合は、近隣の通報など悪質なケースでは、「誓約書」
の提出を求めると同時に保護者に連絡したうえで訓告処分の対象、2回目で停学処分の対象となります。その他
のケースでは上記に準じてしかるべき処分を行います。
7�インターネットへの違反行為書き込みが発覚した場合は、法令違反を伴うなどの悪質なケースでは「誓約書」の
提出を求めると同時に保護者に連絡したうえで訓告または停学処分の対象となります。
8�上記処分者に対しては、クリーンキャンペーンなどの奉仕活動を課すことがあります。
9�サークル等の本学公認団体の活動中、またはその前後に上記の違反や処分が行われた場合は、その団体に対し活
動制限や補助金カット等の処分をあわせて行う場合があります。
※�上記1〜7の違反に関して、違反回数は累積します（例：4未成年喫煙で指導を受けた後、3自家用車の学内乗
り入れを行った場合は2回目の違反となり、訓告処分の対象となります）。
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れをしてしまったにもかかわらず、思ったほど会員の勧誘
ができず、仕入れた商品が売れないため、不必要な売れな
い商品を抱えてしまうことになるといった問題が生じやす
いことから、この商法は、「特定商取引に関する法律」によ
り「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。
規制では、取引を行うにあたっての不実告知や威迫困惑

行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表示や実際
のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認さ
せるような表示（誇大広告）をしてはならないことになっ
ています。
さらに、契約締結までに概要について記載した書面を交

付しなければならず、契約を締結した場合には契約の内容
を明らかにした書面を交付しなければならないことになっ
ています。
販売する商品の性能や品質、入会したり販売員となった

ときの負担等について、契約の相手方からきちんとした説
明を受けるべきです。
会員を増やせば利益になる、“誰でも ”“ 簡単に ”儲けられる

といった甘い言葉にも注意しましょう。
この商法には、クーリング・オフ制度が設けられています。

カルト集団による勧誘について16
カルト集団は、マインドコントロールなどの悪質な手法

で信者を獲得し、本人や家族や社会全体に害を与える集団
です。
自分たちの正体を隠したまま、サークル勧誘、コンサー

トやセミナーへの勧誘などを装って皆さんに近づき、気づ
かれないうちに組織的に巧妙にマインドコントロールを駆
使して、ノルマを課した物販や新規勧誘に駆り出したり、
やがて社会常識を捨てさせ、全てを集団の論理で行動させ
たりします。

おかしい、怪しいと思ったらきっぱり断りましょう。
また、執拗な勧誘にあったり、不安や疑問を感じたら学

生支援課まで相談してください。

アルバイト17
学業とアルバイトを両立させることは、困難を伴います。

基本を学業におき、アルバイトは最小限にとどめるように
してください。学生支援課で一部のアルバイトの紹介をして
います。教育上好ましくないもの、学生の職種として不適当
なものについては紹介を行いません。
1 アルバイト手続き
求人：�雇用条件を明示した求人票を掲示および学生支援

課窓口で紹介します。
応募：�求人台帳の紹介者欄に氏名を記入し、学生支援課

へ紹介依頼をしてください。
2 アルバイト心得
⃝�就労に際しては必ず印鑑を持参してください。もし、
掲示の雇用条件と異なったり、不審な点があれば、た
だちに学生支援課へ連絡するようにしてください。

⃝�アルバイト期間中、病気その他の理由によってやむを
得ず欠勤する場合には、事前に必ず雇用者へ届出るよ
うにしてください。

　・�無用のトラブルをさけるため、不用意に現住所や電話
番号を知らせることは慎んでください。

ブラックバイトに用心18
近年、「ブラックバイト」が大学生の間でも問題になって

います。
・�雇用契約書を交わさない。労働条件が不明確。

悪徳商法からあなたを守る7ヵ条
1.　気をつけて、甘い誘惑、やさしい言葉
2.　〝うまい話〟あればみんながやっている
3.　キミだけ、今だけ、ここだけはうそっぱち
4.　よく考えて、必要ですか？　その商品
5.　とりあえず「はい」というのは命取り
6.　「支払いはなんとかなるサ」は甘すぎる
7.　8日間、使える奥の手　クーリング・オフ

《こんな言葉に注意しましょう》
●「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、
　高いリベートが手に入ります。」
●「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
●「この商品は売れますよ。確実に儲かります。」
●�「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分も
あなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ。」

［出典：警視庁ホームページより抜粋］

■�学生アルバイト協定賃金（2017年度）

職　　種 賃　　金 備　　考

一 般 事 務

最 低 賃 金
日給 6,160 円　時給 880 円 整理、宛名書き、採点等

軽 労 働

最 低 賃 金
日給 6,300 円　時給 900 円 封入、包装、受付等

労 働

最 低 賃 金
日給 7,210 円　時給 1,030 円 配達、運搬、設営等

家 庭 教 師

標 準 賃 金
月額 19,000 円〜25,000 円 週 1 回、1 日 2 時間の場合



23

C
H

A
PTER

 1

Ⅰ 

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
（
奨
学
金
・
学
生
相
談
・
課
外
活
動
等
）

1CHAPTER

1

・�募集内容と実際の仕事内容が違う。
・�アルバイトを始めるにあたり、登録料や会費を払わせ
る、仕事道具の自費購入。

・�労働基準法に違反した長時間労働をさせられたり、残
業代が支払われない。

・�ノルマや罰金、損害賠償を要求される。
・�売れ残りの商品を「もしよかったら」とかいいつつ買
い取らせる。

・�勝手にシフトを入れられる。退職させてくれない（「辞
めると解雇になって就職に響くよ」）。

・�セクハラ、パワハラや脅しがある（「親にばらすぞ。下
宿におしかけるぞ」）。

・�風俗店での接客や客引き、危険ドラッグの製造・販売、
集客のための「サクラ」、インターネットでの会員・顧
客獲得、金融商品販売など。

明らかに悪質なものもありますが、「頼れる人材としてバ
イト先に認められたい」という学生側の心理を逆手にとり、
たくみに利用するケースもあるので注意してください。最初
は「〜してくれたら助かるんだけどなぁ。無理ならいいんだ
けど」などと柔らかく持ちかけてきますが、「少しぐらいい
いか」と引き受けているとだんだんエスカレートし、ついに
は断れない雰囲気を作られてしまいます。まず雇用契約の内
容を明確に把握しておくことが肝心で、契約にないことは、
はっきりと断りましょう。契約自体が不明瞭ならそのこと自
体が違法です。
危険や不安を感じたら、一人で悩まず、
・家族に相談する。
・労働基準監督署やハローワークに相談する。
・学生支援課やアドバイザーに相談する。
・脅しや強要などがあれば、警察に相談する。
などの対応をとってください。

学内での忘れ物、盗難について19
毎日、多くの忘れ物があります。各自忘れ物のないよう

気をつけてください。
忘れ物は最終、学生支援課に届きます。書籍、ノート類

は学生支援課前に陳列し、財布等の貴重品は学生支援課内で
保管します。保管期間については、改正遺失物法に準拠し３
カ月とします。
近年、大学内での盗難が増加しています。貴重品につい

ては常に携帯し、盗難には充分気をつけてください。

安全について20
日本が世界一安全な国だと自他ともに認めることができ

たのは、すでに過去のことになってしまいました。
危険は皆さんが一人でいるとき、そして警戒心が緩んだ

隙に襲ってくる可能性がもっとも高いといえます。いつ被
害にあってもおかしくない現状があることをきちんと認識
しておく必要があります。

いざというときにどうしたらいいかという危険意識を常
に持ち、「自分の状況を自分自身で把握し、対処する」方法
をきちんと考えておく必要があるといえるでしょう。

1「自分の置かれた状況を知る」
　　危険な場所、時間帯ではないかどうか？
2「シミュレーションの習慣をつける」
　　日ごろから危険を予測し、危険に近づかないようにす
る。

3「避難方法を用意する」
　　万が一犯罪や危険に遭遇してしまったら、なんとしても
身の安全を守らなければなりません。被害を最小限にく
い止めてその場から逃げ出すこと。それしかありません。
もっと簡単で効果的なのは、大声を出すことです。また、
防犯グッズも役に立ちます。

人権について21
本学は、共学理念のひとつとして「共生」を掲げていま

す。そのためには、学生・教職員も安心して快適に学び、働
けることが重要です。相手の人格を傷つけ、嫌がらせを行う
ことは人権侵害行為として一掃していく必要があります。
本学では人権侵害を一掃し、発生することを予防し、万

一発生した時には速やかに対応できるように人権相談員や
人権委員会を設置しています。
人権相談員、人権委員会に相談したり、苦情を申し立て

たりすることで、その後に不利な取り扱いを受けることは決
してありません。またプライバシーには最大限の配慮を行い
ますので安心して相談してください。
セクシャルハラスメントなど人権侵害への対処や相談窓

口については、「京都橘大学人権侵害防止に関するガイドラ
イン」（101〜103ページ）を参照してください。

クラスアドバイザー制度22
各クラスには1名のクラスアドバイザー（専任教員）が

配置されています。
アドバイザーはクラス活動を援助するとともに、履修、

学習上の相談や助言を行います。また、大学生活全般にわ
たっての個人的な相談にも応じ、みなさんが安心して勉学
に励めるよう援助します。研究室を気軽に訪ねてみてくだ
さい。
クラス活動についてはクラス・ゼミ活動補助金制度も設

けられています（43ページ）。

専用学生寮・下宿斡旋23
下宿の斡旋については、大学生活協同組合で行います。

新入生を対象とした集中斡旋期間を中心としていますが、
苦情やトラブル等の相談については、随時、学内の生協店
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舗で受付けます。

■�おとり広告（物件がない広告等）に注意しましょう�■
・�他の広告と比べて、間取りや立地条件はほぼ同じなのに、
家賃等が極めて安く、誰もが「掘り出し物」だと感じる
広告は、おとり広告が多いので注意しましょう。

・�万一、こんな広告に魅かれて店舗へ出向いたときは、ま
ったく別の物件をしつこく勧められることがあるので注
意しましょう。

・�必ず現地を確認し、納得して契約するよう注意しましょう。
1�広告に掲載している写真・間取り図が、実物と異なる場
合には注意しましょう。

2�徒歩所要時間は、道路距離80mを1分（1分未満の端
数は1分に切り上げ）として計算しますので、広告表示
と同じであるかを確かめましょう（例：「○○駅徒歩5
分」と表示している場合、○○駅から物件までの道路距離
は400m以内となります）。

3�客観的・具体的な事実に基づかない表示は不当表示です。
注意しましょう（例一格安家賃、日当たり最高、環境抜
群、特選物件）。

4�電柱等に掲出しているビラは不法屋外広告物であり、お
とり広告の場合が多いので注意しましょう。

5�実在しない団体名等を実在する各大学生活協同組合等と
誤認させるような紛らわしい表示を行っているパンフレ
ット等に掲載された物件は、おとり広告のおそれがある
ので注意しましょう。
（例）�全国学生○○会、全国学生〇〇〇〇、全日本学生〇

〇〇〇、〇〇学生マンション、学生○○社　等
※ 不動産の取引で不明な点があれば、各府県の宅地建物取引業

法担当課に相談して下さい。

　各府県の宅地建物取引業法担当課　電話番号
　滋賀県土木交通部住宅課　　　　　077-528-4231
　京都府建設交通部建築指導課　　　075-414-5343

学生教育研究災害傷害保険（学研災）
（看護学科および理学療法学科以外）24

本学は、教育研究活動の不慮の傷害事故に対する補償制度
である「学生教育研究災害傷害保険」に加入しています。事故
に遭遇した場合は、速やかに学生支援課に届け出てください。
　　◉保険金が支払われる場合
　　1．正課中（治療日数が1日以上）

講義、実験、実習、演習または実技による授業を
受けている期間。

　　2．学校行事中（治療日数が1日以上）
オリエンテーション、大学祭等教育の一環として
学校行事に参加している間。

　　3．通学中・学校施設等相互間の移動中
　　　　（治療日数が4日以上）
　　4．課外活動中（治療日数が14日以上）

大学が公認した学生団体で、学校施設内外におい

て課外活動を行っている間。
　　5．キャンパス内の休憩中（治療日数が14日以上）
学外での課外活動は、事前に「学外行事願・参加者名簿」

を学生支援課に届けてください。

学研災付帯賠償責任保険（学研賠）
（看護学科および理学療法学科以外）25

本学は、正課、学校行事、課外活動と位置づけている国
内でのインターンシップ、介護等体験活動、教育実習、学校
ボランティア活動、医療関連実習等において他人に怪我をさ
せたり、他人の財物を損壊したことによる法律上の損害賠償
責任の損害を補償する「学研災付帯賠償責任保険」に加入し
ています。事故が発生した場合は速やかに東京海上日動の損
害サービス課（学校保険コーナー）（0120-868-066）に
電話し、学生の氏名、年齢、大学名、事故発生日時、場所、被
害者の氏名、年齢、事故の原因、被害の程度を報告してくだ
さい。また、あわせて学生支援課に事故報告をしてくださ
い。

総合補償制度「Will2」
（看護学科・理学療法学科）26

看護ならびに医療・福祉系専門職教育における事故防止
とその対策を目的に創られた日本看護学校協議会共済会に
よる総合補償制度です。

　　◎傷害保険・共済制度の補償対象について
　　1．実習中にケガをしたとき
　　2．実習中の移動（在宅看護など）にケガをしたとき
　　3．大学の授業中などにケガをしたとき
　　4．�登下校および実習先への移動などでケガをしたと

き
　　5．実習中の針刺し事故でケガをしたとき
　　6．実習中に感染事故で発病したとき

　　◎賠償保険の補償対象について
　　1．�実習中に患者さんやスタッフにケガをさせたり、

物を壊したりしたとき
　　2．大学の医療機器などの物品を壊したとき
　　3．�実習の移動中や通学中に自転車などで人にケガを

させたとき

「Will2」は、傷害・賠償・実習中の外傷を伴う感染事故
の補償に関しては損害保険で対応し、実習中の外傷を伴わ
ない感染事故に関しては、日本看護学校協議会共済会の事
業として運営されています。補償範囲、補償額などについ
ての詳細はパンフレットを配布いたしますので、そちらで
必ずご確認ください。
事故に遭遇した場合は、速やかに学生支援課に届け出て

ください。
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学費は所定の期限までに納付しなければなりません。学

費は、学資負担者宛に送付される納付書で納付してくださ
い。納付期限等は下表を参照してください。

納付期限までに納付が困難な場合は、事前に「学費延納
願」を学生支援課へ提出してください。期限内に提出がな
ければ除籍となります。

学費の納付について1

LIFE3 学 費 と 奨 学 金 制 度

■�学費の構成�■
2014年度以前入学生

■ 納付期限
事　　項 納付書送付時期 納付期限 延納期限

前期分 （前年度の）3 月下旬 4 月 30 日 8 月 5 日まで

後期分 8 月下旬 10 月 31 日 2 月 5 日まで

※納付期限日および延納期限日が金融機関休業日の場合、翌営業日が納付期限日となります。

※納付書は各期毎に、在籍状況を確認のうえ、送付します。

※学費の納付にあたっては間違いを防ぐため、必ず指定の納付書を利用して、銀行等の窓口で手続してください。

　やむをえず ATM 等を利用される場合には、必ず整理番号と学生氏名（納付書に印字してあります）を入力してください。

※  10 万円を超える授業料などの現金振込みには、本人確認書類（運転免許証・健康保険証・パスポートなど）の提示が求められる場合がありま

す。なお、現金ではなく預貯金口座を通じて振込む場合は、必要ありません（ただし、口座開設時に本人確認が完了していない場合、窓口で

本人確認書類の提示が必要な場合があります）。

※延納手続をせず、納付期限をすぎても未納の場合、除籍となります。必ず延納手続をしてください。

【文学部】
日本語日本文学科、歴史学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 542,000

後　　　　期 417,000 125,000 542,000

納付金合計額 834,000 250,000 1,084,000

文化財学科・歴史遺産学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 542,000

後　　　　期 417,000 145,000 562,000

納付金合計額 834,000 270,000 1,104,000
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英語コミュニケーション学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 424,500 125,000 549,500

後　　　　期 424,500 125,000 549,500

納付金合計額 849,000 250,000 1,099,000

【現代ビジネス学部】
現代マネジメント学科現代マネジメントコース・経営学系

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 542,000

後　　　　期 417,000 145,000 562,000

納付金合計額 834,000 270,000 1,104,000

現代マネジメント学科救急救命コース・救急救命学系

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 75,000 617,000

後　　　　期 417,000 145,000 75,000 637,000

納付金合計額 834,000 270,000 150,000 1,254,000

都市環境デザイン学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 25,000 567,000

後　　　　期 417,000 145,000 25,000 587,000

納付金合計額 834,000 270,000 50,000 1,154,000

【看護学部】
看護学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 550,000 150,000 125,000 825,000

後　　　　期 550,000 150,000 125,000 825,000

納付金合計額 1,100,000 300,000 250,000 1,650,000

理学療法学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 550,000 150,000 125,000 825,000

後　　　　期 550,000 150,000 125,000 825,000

納付金合計額 1,100,000 300,000 250,000 1,650,000

【健康科学部】
心理学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 417,000 125,000 542,000

後　　　　期 417,000 145,000 562,000

納付金合計額 834,000 270,000 1,104,000

【人間発達学部】
児童教育学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 447,000 125,000 25,000 597,000

後　　　　期 447,000 145,000 25,000 617,000

納付金合計額 894,000 270,000 50,000 1,214,000
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2015年度および2016年度入学生（編入学生は編入学年次の学費を適用する）
（1年次）
【文学部】
日本語日本文学科、歴史学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 25,000 697,000

後　　　　期 ——— 472,000 25,000 497,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 50,000 1,194,000

歴史遺産学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

【人間発達学部】
児童教育学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 503,500 34,500 25,000 763,000

後　　　　期 ——— 503,500 34,500 25,000 563,000

初年度納付金合計額 200,000 1,007,000 69,000 50,000 1,326,000

英語コミュニケーション学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 479,500 25,000 704,500

後　　　　期 ——— 479,500 25,000 504,500

初年度納付金合計額 200,000 959,000 50,000 1,209,000

【現代ビジネス学部】
経営学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

都市環境デザイン学科・都市デザイン学系

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 25,000 732,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 25,000 532,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 50,000 1,264,000

都市環境デザイン学科・救急救命学系

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

【看護学部】
看護学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　期 ——— 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000
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（2年次以降）

理学療法学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　期 ——— 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

救急救命学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

【健康科学部】
心理学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

【文学部】
日本語日本文学科、歴史学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 125,000 597,000

後　　　　期 472,000 125,000 597,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 250,000 1,194,000

歴史遺産学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 607,000

後　　　　期 472,000 135,000 607,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 1,214,000

【人間発達学部】
児童教育学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 503,500 134,500 25,000 663,000

後　　　　期 503,500 134,500 25,000 663,000

2 年次以降納付金合計額 1,007,000 269,000 50,000 1,326,000

英語コミュニケーション学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 479,500 125,000 604,500

後　　　　期 479,500 125,000 604,500

2 年次以降納付金合計額 959,000 250,000 1,209,000

【現代ビジネス学部】
経営学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 607,000

後　　　　期 472,000 135,000 607,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 1,214,000



29

C
H

A
PTER

 1

Ⅰ 

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
（
奨
学
金
・
学
生
相
談
・
課
外
活
動
等
）

1CHAPTER

1

都市環境デザイン学科・都市デザイン学系

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 25,000 632,000

後　　　　期 472,000 135,000 25,000 632,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 50,000 1,264,000

都市環境デザイン学科・救急救命学系

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 150,000 1,364,000

【看護学部】
看護学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

2 年次以降納付金合計額 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

理学療法学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

2 年次以降納付金合計額 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

救急救命学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 150,000 1,364,000

【健康科学部】
心理学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 607,000

後　　　　期 472,000 135,000 607,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 1,214,000
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2017年度以降入学生（編入学生は編入学年次の学費を適用する）
（1年次）

【国際英語学部】
国際英語学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 479,500 25,000 704,500

後　　　　期 ——— 479,500 25,000 504,500

初年度納付金合計額 200,000 959,000 50,000 1,209,000

【発達教育学部】
児童教育学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 503,500 34,500 25,000 763,000

後　　　　期 ——— 503,500 34,500 25,000 563,000

初年度納付金合計額 200,000 1,007,000 69,000 50,000 1,326,000

【現代ビジネス学部】
経営学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 435,000 25,000 660,000

後　　　　期 ——— 435,000 25,000 460,000

初年度納付金合計額 200,000 870,000 50,000 1,120,000

都市環境デザイン学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 435,000 25,000 25,000 685,000

後　　　　期 ——— 435,000 25,000 25,000 485,000

初年度納付金合計額 200,000 870,000 50,000 50,000 1,170,000

【看護学部】
看護学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　期 ——— 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

【文学部】
日本語日本文学科、歴史学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 25,000 697,000

後　　　　期 ——— 472,000 25,000 497,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 50,000 1,194,000

歴史遺産学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000
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（2年次以降）
【文学部】
日本語日本文学科、歴史学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 125,000 597,000

後　　　　期 472,000 125,000 597,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 250,000 1,194,000

【国際英語学部】
国際英語学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 479,500 125,000 604,500

後　　　　期 479,500 125,000 604,500

2 年次以降納付金合計額 959,000 250,000 1,209,000

歴史遺産学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 607,000

後　　　　期 472,000 135,000 607,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 1,214,000

【発達教育学部】
児童教育学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 503,500 134,500 25,000 663,000

後　　　　期 503,500 134,500 25,000 663,000

2 年次以降納付金合計額 1,007,000 269,000 50,000 1,326,000

【現代ビジネス学部】
経営学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 435,000 125,000 560,000

後　　　　期 435,000 125,000 560,000

2 年次以降納付金合計額 870,000 250,000 1,120,000

理学療法学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　期 ——— 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

救急救命学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

【健康科学部】
心理学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　期 ——— 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000
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（注 1） 一旦納入された学費等は、理由のいかんにかかわらず、一切返還しません。
（注 2） 看護学部においては、上記学費以外に、次の費用が必要です。
 ※ 助産師国家試験受験資格（選択により取得できる資格等で、法律等により女性のみ資格取得可能）のための科目等を履修する場合、助

産師関係科目履修費（4 回生後期学費納入時に納入／150,000 円を予定）が必要です。
 ※ 養護教諭 1 種免許状（選択により取得できる資格）のための科目等を履修する場合、養護実習費（詳細は実習時に通知／18,000 円を予

定）が必要です。
（注 3）  発達教育学部および人間発達学部児童教育学科以外の学部・学科に在籍する学生のうち、小学校教員免許課程に関する教職科目を履修す

る場合、小学校教員免許関係科目履修費（最初に登録を行った年度後期学費納入時に納入／100,000 円を予定）が必要です。
（注 4）  上記学費以外に諸費として 1 回生は学会費（文学部、国際英語学部、看護学部、健康科学部心理学科および理学療法学科 4 年分 4,000 円／発

達教育学部 4 年分 6,000 円／現代ビジネス学部および健康科学部救急救命学科 4 年分 10,000 円）、学生自治会費（4 年分 12,000 円）、
父母の会費（年会費 12,000 円）が後期学費納入時に必要です。2 回生以上は、父母の会費（年会費 12,000 円）が前期学費納入時に必
要です。

 編入生の諸費については、入学年次の後期学費納入案内でお知らせします。
（注 5） 4 回生次に、淳芳会（同窓会）終身会費として 20,000 円が必要です。
（注 6） 資格を取得するための課程等を履修する場合には、実習費が別途必要です。
（注 7） 海外研修・SAP 等への参加については、別途費用が必要です。
（注 8）  B 型肝炎抗原抗体検査、B 型肝炎ワクチン接種、小児感染症抗体検査等を定期健康診断時等に受検した学生は、後期学費とともに検査

料・接種料等の納入が必要です。
（注 9）  最短標準修業年限（通常、5 回生以上）を超過し卒業要件を満たすための要卒単位数が 10 単位以下の者が申請を行い、審議のうえ承認

された場合、その期の授業料は 2 分の 1 免除されます。詳しくは経理課までお問い合わせください。

理学療法学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

2 年次以降納付金合計額 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

救急救命学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　期 472,000 135,000 75,000 682,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 150,000 1,364,000

【健康科学部】
心理学科

区　　分 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　期 472,000 135,000 607,000

後　　　　期 472,000 135,000 607,000

2 年次以降納付金合計額 944,000 270,000 1,214,000

【看護学部】
看護学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　期 600,000 140,000 125,000 865,000

2 年次以降納付金合計額 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

都市環境デザイン学科

区　　分 授業料 教育充実費 実験実習料 合　　計

前　　　　期 435,000 125,000 25,000 585,000

後　　　　期 435,000 125,000 25,000 585,000

2 年次以降納付金合計額 870,000 250,000 50,000 1,170,000
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学籍に関する異動について2
■�①除籍�■
定められた期日までに学費の納入を怠り督促を受けても

納入しない者、また、休学者が期間を過ぎても復学・退
学・休学願を提出せず許可を得なかった場合は除籍となり、
学生の身分を失います。

1�指定された納付期限までに学費納入が困難な場合には、
事前に「学費延納願」を学生支援課に提出しなければな
りません。
　書類不備の場合には、受理しないことがあります。
2�日本学生支援機構奨学金を受給していた場合には、除籍
後、月賦等により返還しなければなりません。

■�②復籍�■
学費の滞納により除籍となった者が、指定された期日ま

でに学費納付金を添えて願い出、許可されれば、復籍とな
り、学生の身分を再び有することとなります。この場合、
除籍時の学部学科、回生、修得単位などをそのまま継続す
ることとなります。

■�③再入学�■
退学した者、または学費未納による除籍となった者が再

入学を希望する場合は、審議の上、許可することがありま
す。詳しくは学務各課に相談してください。

■�④その他�■
休学にともない、日本学生支援機構奨学金は「休止」ま

たは「停止」措置となります。
ただし、復学した時には日本学生支援機構奨学金を復活

させることも可能です。
なお、学籍異動については、事前に家族でよく話し合う

ことが大切です。
その際にはクラスアドバイザーにも相談し、今後の対応

が決まった段階で、学務各課や学生支援課で所定の手続き
を行ってください。

1休学
病気等やむを得ない事由で学修を継続できない場合は、

許可を得てセメスター単位で「休学」することができます。
休学願は所定の様式により学務各課へ提出してください。
病気による場合は、医師の診断書が必要です。
休学した場合には、その期間が終了するまでに復学願、

退学願または継続する休学願を提出して許可を得なければ
なりません。
なお、休学期間中は在学期間には算入されません。また、

休学の期間は1年を超えることはできません。ただし、特
別の事情がある場合に限り、さらに1年延長することがで
きます。
休学中の学費は免除されますが、学期の途中で休学する

場合は、その期の所定の学費は納入しなければなりません。

2退学
病気等、やむを得ない事由で退学する場合には、所定の

手続きにしたがって退学願を提出して許可を得なければな
りません。
3転学部、転学科、転コースおよび転課程
入学した学部・学科で学修することが原則です。しかし、

特別の事由がある者に限り、学則第30条に基づき転学部、
転学科、転コースおよび転課程を認める場合があります。詳
しくは学務各課に相談してください。

奨学金3
■�①日本学生支援機構奨学金�■
1奨学金の種類
第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）があ

ります。
いずれも、修学意欲がありながらも経済的理由で修学困

難な学生に対して願出によって貸与されるものです。
2推薦と採用
推薦——大学で家計状況、学業等について審査し、面接の

上、日本学生支援機構に推薦します。
採用——日本学生支援機構が、大学から提出された書類を

審査し決定します。日本学生支援機構からの採用通知によ
って大学が本人に通知します。
なお、成績不振の場合、奨学金の停止、廃止等の処置を

受けることがあります。
3決定通知
大学入学前に、日本学生支援機構奨学生候補者（予約奨

学生）として内定している人は、予約進学者説明会に出席
してください。手続きについて説明します。
4在学届
高校在学中、日本学生支援機構奨学金を受けていた人は、

在学届を学生支援課へ提出してください。
在学届を提出すると、大学卒業まで奨学金の返還が猶予

されます。
5奨学金の継続
毎年12月にインターネットにより継続手続をおこない

ます。インターネット手続にはスカラネットパーソナルへの
登録が必要です。ガイダンスを実施しますので必ず出席して
ください。手続きせず放置した場合、2月より奨学金廃止と
なります。
なお、各回生ごとの修得単位数が基準に満たない場合は、

激励〜停止の指導を受けることになります（次頁参照）。前
期末の成績が所定の基準に満たない場合も大学で個別に指導
を行います（次頁参照）。
留年が確定した場合は奨学金は停止となります。
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■基準修得単位表
（前期末）� （単位）

基準単位 継続 警告 停止
1 回生前期末 　18 ※ 17 以上 16 〜9 8 以下
2 回生前期末 53 48 以上 47 〜27 26 以下
3 回生前期末 80 72 以上 71 〜68 67 以下

（後期末）� （単位）

基準単位 継続 警告 停止
1 回生終了時 36 33 以上 32 〜18 17 以下
2 回生終了時 70 63 以上 62 〜35 34 以下

3 回生終了時
看護学部以外

90 81 以上
80 〜76 75 以下

看護学部 80 〜64 63 以下

■�本学で取り扱っている奨学金一覧（2017年 2月1日現在）

種　　類 出願資格 金　　額 貸与・給付時期

日
本
学
生
支
援
機
構

第 一 種 奨 学 金
（無利息）

人物、学業ともに特に優れ、経済的理由によ
り著しく修学困難な者
学業成績
　1 年次生—高校時の評定平均 3.5 以上
　2 年次生以上—GPA 2.2 以上

月額 30,000 円
月額 54,000 円
　　　（自宅生）
月額 64,000 円
　　　（自宅外生）
　　　　から選択

4 月〜毎月

第 二 種 奨 学 金
（有利子）

人物、学業ともに特に優れ、経済的理由によ
り著しく修学困難な者
学業成績
　1 年次生—高校での成績
　　　出身学校において平均水準以上
　2 年次生以上—学科の成績

各年次修了時の基準修得単位を満たしていること
（1 回生 36 単位、2 回生 70 単位、3 回生 90 単位）

月額 30,000 円
 50,000 円
 80,000 円
 100,000 円
 120,000 円
 から選択

4 〜9 月開始より選択、毎月

京 都 橘 大 学
経 済 援 助 給 付 奨 学 金

人物、学業ともに優れ、経済的理由により修
学困難な者

各年次修了時の基準修得単位を満たしていること
（1 回生 36 単位、2 回生 70 単位、3 回生 90 単位）

授業料相当額以内
又は授業料・教育充実費
相当額以内 学費納入時

京 都 橘 大 学 貸 与 奨 学 金 授業料相当額以内

京 都 橘 大 学
緊 急 就 学 援 助 奨 学 金

学費負担者が倒産・解雇により失職、自営業が
廃業した者
日本学生支援機構適格認定「継続」以上の単
位を満たしていること

（1 回生 33 単位、2 回生 63 単位、3 回生 81 単位）

授業料相当額以内
又は授業料・教育充実費
相当額以内

学費納入時

京 都 橘 大 学
看 護 学 部 貸 与 奨 学 金

（１年ごとの申請必要）

学習状態が良好で経済的理由により修学困難
な看護学部の学生で（留学生を除く）京都市
が創設した京都市看護師修学資金融資制度に
申しこみをする学生。

年額 50,000 円 学費納入時

京 都 橘 大 学 SAP 奨 学 金
SAP 参 加 者 全 員（ た だ し 経 営 学 科 生 は
TOEIC400 点以上の者）

留学先授業料額（本学通
年授業料相当額を上限）

2 回生後期〜3 回生前期
SAP 留学中の１年間

留 学 先 授 業 料 支 援 制 度
（国際英語学部生対象）

SAP 参加者で TOEIC スコア上位 20 名

上記 SAP 奨学金差引学
後の留学先授業料自己負
担額の 100％（TOEIC　
650 以 上 ）、75％（ 同
600 以 上 ）、50％（ 同
600 未満）

2 回生後期〜3 回生前期
SAP 留学中の１年間

京 都 橘 大 学
留学生経済援助給付奨学金

人物、学業ともに優れ、かつ健康であって、
経済的理由により修学困難な者

学部生
月額 20,000 円
大学院生
月額 30,000 円

4 月中旬 １年間

地 方 公 共 団 体
民 間 育 英 団 体

貸与・給付は各団体によって異なります。
募集は、4 月に集中するので掲示に注意してください。

※奨学金に関する業務は、学生支援課で取り扱います。連絡はすべて学生支援課掲示板にて掲示しますので見逃さないようにしてください。
※奨学金に関する各種ガイダンス・説明会への参加は、奨学生の義務としています。
　奨学金に関する手続きを期限までに完了していなかったり、期限までに書類を提出しなかった場合には、奨学金を受給・継続する意志がない

ものとして、やむなく奨学金を「停止」することになります。

※ 18 単位未満でも要卒登録単位の 80％以上を取得していれば可と
する。
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6奨学金返還
・�卒業から6ヵ月経過したのち返還開始となります。第二
種奨学金の場合、日本学生支援機構が定める利率により
利子がつきます。在学中の利子はつきません。
・�経済的に困窮している場合は返還方法に猶予措置がありま
す。詳しくは日本学生支援機構までお問い合わせくださ
い。

■�②京都橘大学経済援助給付奨学金�■
1募集、出願
4月（日本学生支援機構奨学金と同時募集）、9月に募集

します。
緊急給付については随時出願できます。

2他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です。ただし、他の本学独自

奨学金との併給はできません。
3選考基準
家計の状態を重視して選考します。基準修得単位（34ペ

ージ参照）を取得していることが条件となります。
4給付方法
学費と相殺とし、現金給付はしません。給付決定額を控

除した金額を学費として納入することになります。
毎年度応募できます。

■�③京都橘大学貸与奨学金�■
この奨学金には通常貸与と緊急貸与があります。緊急貸

与は、家庭の経済事情が急変し、学費の納付が困難になっ
た場合に貸与するものです。いずれも貸与額は授業料相当

額以内です。
1募集、出願
通常貸与は4月に募集します（日本学生支援機構奨学金

と同時募集）。
緊急貸与については随時出願できます。

2他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です。ただし、他の本学独自

奨学金との併給はできません。
3選考基準
家計の状態を重視して選考します。基準習得単位（34ペ

ージ参照）の取得が条件となります。
4貸与方法
学費と相殺とし、現金貸与はしません。貸与決定額を控

除した金額を学費として納入することになります。
貸与は単年度かぎりです。次年度も貸与を希望する場合

は改めて出願手続きが必要です。
5返還
卒業後、所定の期間で返還しなければなりません。

■�④京都橘大学緊急就学援助奨学金■
1募集、出願
4月に募集（日本学生支援機構奨学金と同時募集）、また

随時応募が可能です。
原則として就学困難となる事由から1年以内のケースに

限って出願できます｡
2他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です｡ ただし、他の本学独自奨

学金との併給はできません｡

■�2017年度�奨学金年間スケジュール表（予定）�■

時　期 内　容 備　考

前期 　3 月下旬 １回生対象　奨学金募集説明会

 （大学奨学金等を含む）

　4 月上旬 上回生対象　奨学金募集説明会

 （大学奨学金等を含む）

　4 月上旬 日本学生支援機構　奨学金予約進学者説明会 高校で奨学金の予約をうけた新入生は必ず出席してください

　4 月下旬 奨学金申請書類 提出期間

　5 月上旬 日本学生支援機構　奨学金予約進学者対象

　 申請書類提出期間

　7 月中旬 奨学金採用決定通知発送

　7 月下旬 奨学金採用者説明会

後期 10 月上旬 日本学生支援機構奨学金　前期適格認定

10 月下旬 日本学生支援機構奨学金返還説明会

 （4 回生対象）

12 月上旬 日本学生支援機構奨学金 返還手続き書類提出週間 期限内に、各自で手続きを完了させること

12 月下旬  日本学生支援機構奨学金 適格認定継続手続き

説明会

12 月下旬 日本学生支援機構 奨学金適格認定継続手続き

〜１月初旬  奨学生本人によるインターネットでの申請手続き
期限内に、各自で手続きを完了させること

　3 月下旬  日本学生支援機構 奨学金適格認定審査結果通

知激励・警告・停止・廃止者のみ通知

継続者には、別途通知します。4 月下旬には奨学金の振込が

ありますので、各自でご確認ください
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3選考基準
災害被災、学資負担者の失職、廃業、自己破産、離別、病

気等により家計急変したと認められた場合とします｡ 日本学
生支援機構適格認定「継続」以上の単位を満たしていること
が条件となります｡
4給付方法
学費と相殺し、現金給付はしません｡ 給付決定額を控除し

た金額を学費として納入することになります｡

■�⑤京都橘大学看護学部貸与奨学金�■
1募集、出願
4月に募集します。単年度の奨学金ですので希望する場

合は、年度出願する必要があります。
2他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です。ただし他の本学独自奨

学金との併給はできません｡
3選考基準
学習状態が良好で経済的に修学困難で京都市看護師修学

資金融資制度に申請する学生とします。
4返還
卒業後、所定の期間で返還しなければなりません。

■�⑥京都橘大学SAP奨学金�■
1給付条件
SAP参加者全員（ただし経営学科生はTOEIC400点以

上の者）に給付され、人数の制限はありません。
2給付額・給付方法
本学通年授業料相当額を上限に留学先授業料額から相殺

し給付されます。
3他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です。

■�⑦留学生授業料支援制度（国際英語学部生対象）■
1給付条件
SAP参加者でTOEIC スコア上位20名

2給付額・給付方法
SAP留学中の1年間、上記SAP奨学金差引後の留学先

授業料自己負担額の100％（TOEIC650以上）、75％（同
650以上）、50％（同600未満）が留学先授業料額から
相殺され給付されます。
3他の奨学金との併給
他の奨学金との併給は可能です。

■�⑧病院貸与奨学金（看護学部学生対象）■
1内容

病院が看護学部学生に対し一定額を貸与するものです。
貸与額や期間、募集条件等は病院によって異なります。詳
細についてはキャリアセンターに問いあわせてください。
2募集
応募や採用については、各病院等のスケジュールにより

異なります。病院のホームページやパンフレットで情報を
入手してください。
また応募に際しては、病院と学生がお互いをよく理解す

るため、希望先の病院を訪問することを義務づけています。
なお、病院奨学金についての相談は、キャリアセンター

で受け付けています。
3出願
出願については直接、希望した病院に対しておこないま

す。選考基準等も病院によって異なります。出願から選考、
貸与から返還にいたるまで、大学は直接関与しません。ト
ラブルについては自己責任となりますので、貸与から返還
までの条件などをよく吟味し、将来計画を立てたうえで応
募してください。
4返還免除
卒業後、看護師、保健師または助産師の免許を取得し、

奨学金を受けた病院に就職して一定期間就労すれば、奨学
金の返還が免除される制度を設けている病院もあります。
反面、卒業後の進路を一時期制限することにもなります。
免除条件の細かい規程や、実際にその病院に就職する強い
意志があるかなどをよく確かめたうえで出願してください。

■�⑦その他の奨学金�■
＊都道府県、市町村の教育委員会の奨学金　＊交通遺児

育英奨学金　＊母子福祉修学資金等、全国で奨学事業を行
っている団体は多数あります。しかし、一般公募としてい
ないものもありますので、詳細については学生支援課に問
いあわせてください。

短期貸付金4
一時的に生活費に困ったときに短期間、生活資金を貸付

ける制度です。計画的に生活を送るように望みますが、病
気等で思わぬ出費があった場合等、学生支援課に相談して
ください。
＊貸付金額：30,000円以内　＊返済期間：3ヵ月以内

　＊手 続 き：�学生証と印鑑をもって学生支援課で申請して
ください。即日貸付します（16時15分ま
でに申込んだ場合）。無利子です。
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心身の健康は、大学での学習研究や有意義な学生生活を

保障する基本となります。また、食事・喫煙・アルコー
ル・運動等に対する生活習慣は、将来の成人病の発生に大
きく影響します。これらについても自ら関心をもち、健康
づくりに努めてください。
一番簡単そうで一番難しいことですが、生活スタイルの

基本は、規則正しい生活を送ることです。特に食事・睡眠
は重要です。意識して守るよう努力しましょう。

医務室1

学内でのケガや病気のとき、応急手当や健康相談を行い
ます。
医務室（管理・特別教室棟1階）の開室時間
　月〜金　8:45〜18:15（場所は 139 ページの図参照）

　075-574-4119（内線�4040、4041）

【救急連絡体制表】は153ページを参照のこと。

■�①定期健康診断�■
定期健康診断は、学校保健法で義務化されているもので、

必ず全員が受診しなければなりません。検査により健康状
態を知るだけでなく、疾病の早期発見にもなります。また、
海外研修や就職活動、病院実習や教職課程の介護等体験に
も健康診断書が必要です。定められた検診日に必ず受診して
ください。日程は掲示で確認してください。結果は医務室
で個人宛にお渡ししますので必ず受け取りに来てください。
健康診断で異常所見のある人は、再検査・精密検査を受け
るようにしてください。

■�②抗体検査とワクチン接種�■
大学生の間で感染症（インフルエンザ等）が蔓延し、大

学キャンパスが一時閉鎖されるというニュースが報道され
ています。学生自身が大学生活を安心して過ごすために、
そして、実習・体験学習施設の安全確保のために、本学で
は定期健康診断時に抗体検査を受けておくことを推奨して
います。学生の抗体検査結果やワクチン接種履歴の動態等
については必要な時期に調査等を実施して、最新情報を管
理する体制をとっています。これは、履修指導上または体
験学習指導上の参考資料として活用するものです。
1費用は学生の自己負担です。
2�検査の結果、ワクチン接種が必要な場合は、計画的な接
種が必要です。

3�アレルギー等でワクチン接種が心配な学生は、家族や教
員とも相談してください。

4�分からない事があれば医務室にお問い合わせください。

■�③健康診断証明書の発行�■
定期健康診断の全項目を受診した人には健康診断証明書

を発行します。学務第2課横の証明書自動発行機から出力
してください。未受診の人や再検査結果の届出のない人に
は、健康診断証明書の発行は行いません。届出等の期日の
詳細は、掲示でお知らせします。

■�④健康相談�■
体調がすぐれないといった場合の健康相談や精神健康等

も含め、全般にわたって、医師が来校して定期的に健康相談
を行っています。詳細は、前もって掲示しますので気軽に利
用してください（6月、7月〜10月、1月に実施予定です）。

LIFE4 医 務 室

■�学科・コース別の実習・体験学習時に必要な抗体検査一覧�■

学科・コース 必要な抗体検査 ワクチン接種 費　　用

児童教育学科 小児感染症抗体検査
風疹　麻疹　水痘

流行性耳下腺炎

ワクチン 1 種類につき

5,000 〜7,000 円程度

その他抗体検査等には

実費が必要です。

現代マネジメント学科
　救急救命コース・救急救命学系
都市環境デザイン学科
　救急救命学系
看護学科
理学療法学科
救急救命学科

小児感染症抗体検査

B 型肝炎抗体検査

ツベルクリン反応検査

風疹　麻疹　水痘

流行性耳下腺炎

Ｂ型肝炎ワクチン

その他の学科・コース生で実習

や体験学習に参加する者
小児感染症抗体検査

風疹　麻疹　水痘

流行性耳下腺炎

１．各種抗体検査等の受検料は後期学費とともに徴収します。

２． B 型肝炎ワクチンは抗体がない 1 回生を対象として大学にて接種することができます（6、7、1 月の 3 回を予定）。対象者には別途説明し

ます。

３．小児感染症ワクチンについては各自医療機関において接種してください。

４．医療機関により、ワクチンの接種費用は異なります。
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遠隔地被保険者証2
家族と離れて下宿や寮で生活している学生が医療機関に

かかる場合、健康保険証の「遠隔地被保険者証」が必要で
す。「遠隔地被保険者証」はご家族の方が加入している健康
保険の交付先に、在学証明書または、住民票を添えて申請
すれば交付されます。

インフルエンザの予防接種可能な
医療機関について3

■�予防接種を受ける前に�■
・�予防接種を受けようとする病院で接種可能かどうか事
前に電話確認してください。

・�そのときに接種費用、接種可能日や受付時間などを確
認してください。

・�インフルエンザの予防接種を受けようとしている場合
は、他の予防接種後1ヶ月は期間を空けて接種してく
ださい。詳しくは接種予定の病院の医師と相談してく
ださい。

・�アレルギー等がある場合は、家族・医師と相談の上、
接種するか決めてください。

■�感染拡大の予防�■
学校保健法により、出席停止の措置がとられます。イン

フルエンザ、風疹、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎と診断さ
れたら、医師が許可するまで登校することはできません。

自宅で安静にして、感染拡大の予防に努めてください。

■�講義を欠席する場合／欠席連絡票について�■
『履修の手引き』にも記載されている通り、授業を欠席す
る場合、必要であれば自分の意志でその理由等について担
当教員に「欠席連絡票」で報告し、指導を受けてください。
「欠席連絡票」は、学務各課窓口にあります。くれぐれも、
医師の許可で大学へ登校できるようになってから、欠席連
絡票の提出、教員への報告・指導を受けるようにしてくだ
さい。

インフルエンザ・風疹・麻疹・水痘・流行性耳下腺炎について
インフルエンザ、風疹、麻疹（はしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）の疑いがあれば、すぐに医療
機関へ行きましょう。インフルエンザ、風疹、麻疹、水痘、流行性耳下腺炎と診断されたら大学に連絡し、医師の許可がある
まで登校しないでください。

【連　絡　先】京都橘大学　医務室　TEL.�075-574-4119（直通）
【開室時間】平日　8�:�45 〜18�:�15

●大学近隣で予防接種が出来る医療機関
予　　約 時　　間

なぎ辻病院
山科区椥辻

TEL 591-1131
不要 月〜金 8:30 〜12:00

月〜金 18:00 〜19:30

音羽病院
山科区・名神東 IC

フリーダイヤル
0120-489-300
TEL 593-4111

要 月〜土 8:00 〜12:00

大宅診療所
山科区大宅

TEL 581-5207
要

月〜土 8:30 〜11:30
月・火・水・金　
　　　 17:30 〜20:00

共和病院
伏見区醍醐

TEL 573-2122
不要 月〜金 8:30 〜12:00

月〜金 17:00 〜20:00

武田総合病院
伏見区石田

TEL 572-6331

要
TEL 572-6976

（15:00 〜17:00）
来院予約
　8:00 〜17:00

月〜金 14:00 〜15:00
（接種日限定しています）
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大学生活を送る中で、さまざまな悩みを抱えることがある

かもしれません。学業のこと、人間関係のこと、進路のこと、
その他どんなことでも、困ったときには気軽に学生相談室を
訪ねてみてください。保護者の方も相談していただけます。
また、学生相談室内には静かにゆったり過ごすことので

きる相談室があります。休憩したいときなどに利用してくだ
さい。

カウンセリング1
1回 40分、カウンセラーが話を聞きます。自分の気持

ちや抱えている問題を、見つめ直したり整理したりするの
に利用してください。
相談室で話したことが、先生や友だち等他人に知られる

ことはありません。
カウンセリングは原則として予約制です。予約が詰まっ

ていなければその場で相談に応じます。
相談室に直接申込をしてください。

個別面接時間（月〜金）
1．　9:00〜　9:40� 2．　9:50〜10:30

3．10:45〜11:25� 6．13:50〜14:30
4．11:35〜12:15� 7．14:45〜15:25
5．13:00〜13:40� 8．15:35〜16:15

学生相談談話室2
談話室は「静かな場所で過ごしたい」「心を休めたい」と

思っている人が、安心して過ごせる場所です。図書コーナー
には心理学関係を中心に多種の本や雑誌があり、借りること
もできます。談話室は予約制ではありませんので、誰でも自
由に利用いただけます。
また、談話室では年に数回、ティー・アワーやイベント

を行っています。お茶やお菓子とともにのんびりお喋りした
り、楽しいモノづくりや簡単な心理テストなどを体験しても
らうことができます。予約不要・出入り自由ですので、一人
ででも友人とでも気楽に参加してみてください。
学生相談室の場所は148ページの図参照。
　※予約は学生相談室又は医務室で受け付けます。

　※詳細については、各自お問い合わせください。

電話�075-574-4239（内線�4862）9:00〜16:15

LIFE5 学 生 相 談 室

▶課外活動のすすめ

課外活動の意義1
大学は正課授業を通じ学問から知識を獲得することや思

考の方法、学問を成り立たせている考え方を学ぶだけでな
く、課外活動を通じ様々な場で社会に触れ、学生相互に学
びあい、人格の形成をはかるところでもあります。人格の
形成は、自ら学ぶものとして能動的で自律的であることに
よって豊かに築かれていきます。したがって、正課の授業
はもちろん、文化、スポーツ、ボランティア等に積極的に
取り組むことが重要です。学生の皆さんが、積極的にサー
クル等の課外活動に参加することを期待します。

課外活動の紹介2
■�①学生自治会活動について�■
すべての新入生は入学と同時に本学学生の自治組織であ

る学生自治会の会員となり、各クラスの構成員となります。
学生自治会は、学生相互の要求や意見を出し合い、日常

の学習研究を行う権利を実現したり、サークル活動等、自
主活動を展開するセンターとなるところです。大学は学内
でのさまざまな重要事項について学生自治会と協議してい
ます。また、学生の皆さんが納入する「学生自治会費」は

皆さんの自主活動を積極的に行うための費用として学生自
らが運営しています。したがって、皆さんのさまざまな声
を学生自治会に寄せ、本学の自主活動を振興していくこと
が重要になります。
また、学生自治会には自治委員会や大学祭実行委員会等

各種委員会があり、クラス・ゼミ・サークルから選出され
た委員で、企画・運営を行っています。

■�②サークル活動について�■
本学のサークル活動は、サークル連盟のもとで行われて

います。学術・文化・スポーツ等幅広いサークルがありま
すので、ぜひ積極的に参加してください。45、46ページ
に本学のサークルの紹介がありますので、ぜひ積極的に参
加してください。

■�③学内ボランティア活動について�■
本学ではボランティア推進委員会のもとでボランティア

活動が行われています。
47ページに本学のボランティア団体の紹介がありますの

で、ぜひ積極的に参加してください。

■�④クラス・ゼミ活動について�■
本学はクラス・ゼミを自主活動の組織と位置付けていま

す。各クラス・ゼミで自主ゼミや合宿旅行、スポーツ大会
等、さまざまな自主活動が積極的に行われることを期待し

LIFE6 課 外 活 動
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ています。クラス・ゼミ活動の運営は、各々選出された自
治委員をはじめとするクラス委員を中心に行われます。
クラス・ゼミ活動に対して、クラス・ゼミ活動補助金制

度（43ページ参照）、クラスアドバイザー制度等積極的な
援助を行っています。

■�⑤アッセンブリー活動について�■
本学では水曜日5講時にアッセンブリーアワーを設けて

います。正課授業の組まれていないこの時間は、全学年を
対象とした各種の行事やクラス・サークル活動やアドバイ
ザーとの懇談等に有効に活用してください。
※アッセンブリーアワー委員会規程より

　… 全学年を対象とした行事は、この委員会において企画・運営され

ます。構成は、学生代表の委員が中心となり、学生のみなさんの

自主性・創造性を尊重した運営が行われるようになっています。

■�⑥学外のボランティア参加について�■
ボランティアへの参加方法は地域や活動先によって異な

ります。それぞれ開始までの手順が異なりますので、内容
をよく読んでから準備を行うようにしてください。

　ボランティア
　1. �一般のボランティア（社会福祉施設、NPO、地域関

連等）へ参加
　2. �「学生ボランティア」学校サポート事業（京都府・京

都市教育委員会主催等）へ参加　

1一般のボランティア参加
　（社会福祉施設、NPO、地域関連）への参加までの流れ
　以下の流れにしたがって活動を開始してください。

　❶活動先を探す
大学では、掲示等でボランティアの紹介を行っていま
す。各地の社会福祉協議会にあるボランティアセンタ
ー等では、各種ボランティアの紹介を行っており、情
報収集することもできます。これらを利用して、各々
の興味・目的にあったボランティア先へ直接応募して、
開始してください。
京都市福祉ボランティアセンター
　http://v.hitomachi-kyoto.jp/
山科区ボランティアセンター
　http://www.mediawars.ne.jp/~fukusi08/04vc/
　index/vchyousi.html

　❷活動先に問合せ
参加を希望する施設に、直接募集内容の詳細を問合せ、
参加希望の旨を伝えてください。

　❸ボランティア保険
大学で加入している保険は適用されませんので、活動
先でボランティア保険に加入してください。
活動先で加入手続きを行うことができない場合は、各
地の社会福祉協議会で保険加入手続を行うことができ

ます。

　❹活動開始から活動終了まで
ボランティア受入先と相談を行い決めてください。

2「学生ボランティア」学校サポート事業等
・（京都市教育委員会主催）への参加について
「学生ボランティア」学校サポート事業は、京都市教育
委員会が「大学のまち・京都」の特性を活かし、各大
学との連携のもと、大学生を市立小・中・高等学校・
幼稚園に派遣し、授業及び部活動の指導補助等を行い、
一人一人の子どもに対するきめ細かな指導を充実させ
るプログラムです。本学も京都市教育委員会等と提携
を結んでおり、学部を問わず、多くの学生がこの活動
に参加しております。
以下の流れにしたがって活動を開始してください。登
録は年度ごとに必要です。

・�京都市以外でも「学生ボランティア」へ参加する場合
は、以下の流れに従って手続きしてください（④は受
入校の指示に従ってください）。

　❶活動先を探す
京都市教育委員会「学生ボランティア」学校サポート
事業のホームページで、参加を希望する学校・園・所
属を探してください。また、大学でも近隣の受入先を
中心に掲示を行っています。

　❷活動先に問合せ
参加を希望する学校・園・所属に、直接募集内容の詳
細を問合せ、参加希望の旨を伝えてください。

　❸教職保育職支援室に報告
学校・園・所属からのボランティア受け入れの許可が
出たら、教職保育職支援室にボランティア登録票を提
出してください（登録票は教職保育職支援室窓口に申
し出てください）。

　❹活動開始
活動中に生じた問題や不安などがあれば、学務第2課
に相談してください。

　❺活動終了
活動終了日は必ず受入先と相談の上、各自受け入れ先
へ報告してください。

　※ ボランティア保険については、看護学科、理学療法学科は

「will2」、その他の学科は「学研災付帯賠償責任保険」にそれぞ

れ、大学負担で加入しています。

・ 京都府山城教育局学生パワー活用事業（参考）
�教職や臨床心理士等をめざす学生を山城教育局管内の
小・中学校にボランティアとして派遣し、児童生徒への
個に応じたきめ細かな支援を行うことにより、学力の充
実・向上等を図ることを目的とした事業です。参加手順
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については、Webで確認してください。
http://www.kyoto-be.ne.jp/yamasiro-k/index.html

課外活動のルール3
【 各種申請書類等は学生支援課前レターケースに保管しています　

※巻末に主要様式添付】

■�①同好会（サークル・ボランティア団体）の結成ルール�■
本学では、正団体と同好会があります。同好会は活動を

充実させ、将来的には正団体への昇格をめざす団体をいいま
す。同好会として承認された場合、施設や予算の面で一定
の補助を受けることができます。結成については、下記a
〜fの条件すべてを満たした上で学生支援課へ相談をしてく
ださい。
◇同好会（サークル・ボランティア団体）結成条件
a�人数が5名以上集まっていること（但しスポーツは競
技人数以上であること）

b大学間サークル（インターサークル）でないこと
c�活動の目的および趣旨が、既存の本学サークルと重複
しないこと

d原則として学内で日常活動を行えること
e�活動目的が明確であり、広く一般の学生が参加できる
社会的に認知された内容であること（競技人口が極端
に少ないような特殊サークル、イベント系サークルは
認めない）

f�特定の政治団体、宗教団体、営利団体への勧誘を目的
としたものでないこと

同好会の結成にあたっては、学生支援課でヒアリング後、
団体結成願を提出し、サークル連盟またはボランティア推進
委員会で審査をし、学生部長が承認を行いますが、団体結成
願申請に虚偽の記述があった場合は、結成後であっても、結
成を取り消すことがありますので、ご注意ください。

■�②正団体への昇格ルール�■
同好会として1年以上の活動実績を持てば、正団体への

昇格申請を行うことができます。ただし、正団体への昇格に
あたっては、サークル連盟またはボランティア推進委員会で
審査をし、学生部長が承認を行いますが、団体昇格願申請に
虚偽の記述があった場合は、昇格を取り消すことがあります
ので、ご注意ください。

■�③団体の更新�■
本学での活動が承認されている団体は、「団体承認更新願」

を毎年度末に学生支援課に提出しなければなりません。な
お、団体結成時の趣旨と活動実態が異なる場合やサークル連
盟またはボランティア推進委員会からの重大な指摘があった
場合は、更新を受け付けないことがあります。

■�④課外活動団体部長連絡会について�■
開講期間中は月例で課外活動団部長連絡会を実施します。

詳細の日時・場所はサークル連盟より案内を行います。翌月
分の施設調整や大切な連絡事項もありますので、各団体から
必ず1名参加するようにしてください。

■�⑤宣伝活動について�■
掲示・印刷物の配布・立看板・広告物の掲示等を行う場

合は、「掲示・印刷物配布許可願」に原紙を添えて学生支援
課に提出して許可を受けてから行ってください。宣伝物には
必ず団体の正式名称を記載してください。必要があれば、許
可印を受けた原紙をコピーして使用してください。なお、掲
出許可期限を過ぎれば、自主的に掲示を撤去してください。
掲示が許可されている場所（学舎配置図参照）
⃝�清和館廊下課外活動掲示板（建物入口付近のガラス面
には掲示しないこと）

⃝学生会館（所定の掲示場所のみ）
⃝�セントラル・コモンズ内提示用つい立（管理・特別教
室棟2階）

⃝優心館２階掲示板
⃝中央体育館掲示板
⃝�その他、大学が指定する掲示板

■�⑥集会・催物等実施について�■
団体が学内・外で行事を行ったり、学外で合宿を実施す

る場合は、「課外活動許可申請書」を実施日の5日前までに
学生支援課に提出してその承認を受けてください。なお、学
内で合宿を行う場合は、実施日の5日前までに「学内合宿
許可申請書」を学生支援課に提出してその許可を受けてくだ
さい。
なお、万一事故等が発生した場合は、学内であれば医務

室（内線4040、4041） 学 生支援課（内線1401、
1403〜1408、1410）へ連絡してください。業務時間
外や休日は守衛室（内線4052）へ連絡してください。学
外であれば、大学（075-571-1111）に状況を報告し、
対応を相談してください。いずれの場合も、状況により救急
車を要請してください。

■�⑦サークル活動等に伴う施設使用について�■
グラウンド、体育館、学生会館等学内の施設を使用する

場合は、課外活動団体部長連絡会でサークル間の施設調整
を行います。ミーティングなどで空き教室を使用する際は、
「施設・設備使用許可願」をその都度学生支援課へ提出して
ください。またやむを得ず施設使用をキャンセルする場合も
事前に学生支援課に報告してください。なお、授業用機材等
は原則として使用できません。
看護学科や救急救命学科の国家試験対策、教員採用試験

対策、就職活動対策などの勉強会については施設使用を認め
ています。

■�⑧活動時間について�■
学内での団体の活動および施設使用は原則として午前9

時から午後9時までとします。活動後は、後片付け、消灯・
施錠を行ったうえ、鍵を守衛室に返却し、午後9時までに
下校してください。
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■�⑨予算書・決算書の提出について�■
団体は毎年4月末までに所定様式の予算書・決算書をサ

ークル連盟に提出して承認をうけなければなりません。

■�⑩外部団体との企画等実施について�■
学外の団体や業者を呼んで企画を学内で行う場合は、必

ず「課外活動許可申請書」を学生支援課に提出してくださ
い。

課外活動に使用できる施設と
その使用について4

■�①課外活動に使用できる施設について�■
正課授業での使用が無い場合、クラス・ゼミ・サークル

等の課外活動の場として学内施設を利用できます。施設を
使用する場合は「施設・設備使用許可願」を学生支援課に
提出し、許可を受けてから使用してください。

■�②合宿使用について�■
合宿に使用できる施設は、第２体育館合宿スペースおよ

びリバティホール3階和室です。午後8時〜翌朝9時まで
使用することができますが、アドバイザー、顧問、大学が委
嘱しているサークル指導員が宿泊しない場合は、同施設内で
の男女同泊はできません（ただし、男女が施設を分ければ宿
泊可能です）。また、合宿者は午後10時から翌朝7時まで
合宿場所から外出はできません。
合宿を行う場合は「学内合宿許可願」を学生支援課に提

出し、許可を受けてください。なお、合宿料は1団体1泊
300円です。クラス補助金を使用する場合は、申請時に窓

口で申し出てください。合宿に本学卒業生が参加する場合
は、事前（実施5日前までに）に学生部長の承認が必要で
す。コーチ等の学外者については午後10時以降学内で留ま
ることはできません。

■�③ BOX等専用施設の使用について�■
サークルのBOX等の使用については、「団体結成等に関

する規程」および「リバティホール使用規程細則」により
毎年度末にa「団体継続承認願」、b「使用継続承認願およ
び火元責任者届」、c「サークル指導員登録票（コーチ等）」
を学生支援課に提出し、許可を得なければなりません。な
お、BOXについては保安のため定期的に大学関係者が立ち
入りを行うことがあります。また、部員等が購入した備品が
不要になった場合は、各サークルで処分を行うようにしてく
ださい。大学内のゴミ収積場所等への投棄はできません。

■�④ BOX等の鍵の貸し出しについて�■
BOX等の鍵の貸し出しは、学生支援課窓口で行います。

貸出し帳に記入の上、キーボックスから鍵を取ってくださ
い。使用後はただちに返却をしてください。学生支援課業務
時間外（14ページ参照）の貸し出しは管理・特別教室棟2
階入口の守衛室で行います。貸し出し時間は午後9時まで
です。後片付けを終え、消灯・施錠を行ったうえ、鍵を守衛
室に返却し、午後9時までに下校してください。

フィットネスルーム・
ラクトスポーツプラザについて5

■�①フィットネスルームについて�■
中央体育館にはフィットネスルームがあり、利用は許可

学内合宿許可申請書 施設・設備使用許可願

京都橘大学 学生部長 殿                     20  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

学内合宿許可申請書 
 

下記の通り学内合宿を実施するにあたり許可申請をおこないます。 

行 事 名  

日   時    年  月  日（  ）  ：  ～   年  月  日（  ）  ：   

参 加 者 男子    名・女子    名・計    名 

 

使用施設名 

 

 

 

食事【自炊 生協 外食 その他（          ）】 

活 動 内 容 

 

 

備   考 

 

 

 

 

体育館更衣室シャワーの使用（不要・要   ：  ～   ：  ） 

備 品 貸 出  

※庭園でのバーベキューや花火、夜間の談笑等、近隣の迷惑となる行為を一切禁止します。 

 

学内合宿料納入書      年  月  日 学内合宿料領収書兼許可証   年  月  日 

学籍番号     学籍番号   

氏名            １泊 300 円  泊 氏名           １泊 300円  泊 

団体名            計     円 団体名           計     円 

□クラス活動補助金から執行する   □クラス活動補助金から執行する 

合宿日  月  日～  月  日   合宿日  月  日～  月  日 

                     ※鍵を借りる際に、提示が必要となりますので、大切に

保管してください。 

団 体 名  

団体代表者 学籍番号 氏名 携帯番号 

当日責任者 学籍番号 氏名 携帯番号 

顧 問 名                     印 

学生支援課受付印 台帳処理 確認・調整 総務課連絡 学生支援課長 終了確認 

      

施設・設備使用許可願 
２０１ 年  月  日 

京都橘大学 学生部長殿 
下記の通り、学内の施設・設備を使用したいと思いますので許可をお願いします。 

使用月日     月   日 （    ） 

使用時間に 
○印を 

9:00 
～ 

10:30 

10:45
～

12:15 

昼休み 

 

13:00 
～ 

14:30 

14:45 
 ～ 
16:15 

16:30 
 ～ 
18:00 

18:10 
～ 

19:40 

19:40 
～ 

21:00 

        

使用施設・設備  

使用物  

使用目的  

使用団体名                     使用人数      名 

使用責任者 
学籍番号（        ）学生氏名 
役職名 

学外者の立ち入り  無・有（     名）  関係など 

 
  

施設・設備使用許可証 
（学生団体用） 

  施設・設備使用許可証 
（総務課用） 

     月    日（     ）        月    日（    ） 

9:00～ 
10:30 

10:45～ 
12:15 

昼休み 
13:00～ 
14:30 

  9:00～ 
10:30 

10:45～ 
12:15 

昼休み 
13:00～ 
14:30 

14:45～ 
16:15 

16:30～ 
18:00 

18:10～ 
19:40 

19:40～ 
21:00 

14:45～ 
16:15 

16:30～ 
18:00 

18:10～ 
19:40 

19:40～ 
21:00 

使用施設・設備   使用施設・設備 

使用物   使用物 

使用団体名   使用団体名 

使用目的   使用目的 

使用責任者 
学籍番号（      ） 
役職名 

  使用責任者 
学籍番号（      ） 
役職名 

学外者の立ち入りの有無  有  無   学外者の立ち入りの有無  有  無 

 ＊鍵の貸出を受ける時は本証を提示

すること。 
＊許可条件以外の使用をした場合は、

許可を取消、使用を中止させること。 
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制になっています。許可を受けるには安全のため必ずフィッ
トネスルーム利用者講習会を受講してください。講習会の日
程については随時、掲示などでお伝えします。

■�②ラクトスポーツプラザについて�■
山科駅にあるラクトスポーツプラザ（京都市ラクト健

康・文化館）は、トレーニングジムや25mプール等を備え
た施設です。本学の学生は特別料金（1回400円）で利用
できます。利用の際はフロントで必ず学生証を提示し、利
用者記入簿に必要事項を記入してください。年末年始及び
施設点検日を除き無休となっています。詳しくはWebでご
確認ください。
（ラクトスポーツプラザHP：

　　http://www.racto.jp/sportsplaza/）

アッセンブリーアワーについて6
本学では、水曜日5講時に全学生を対象とした各種企画

や講演会、また、クラス・自治会・サークル活動などに取
り組むアッセンブリーアワーを設けています。
就職活動に際しては、大学生として最低限の一般・社会

常識を身につけておけば心強いことでしょう。また、アッ
センブリーアワーを通じて、自らのリーダーシップ育成や
組織運営の基礎を学ぶことともなり、自分自身をさらに高
めていくことにもつながります。多くの学生・院生が参加
することを期待しています。

課外活動のための援助制度について7
■�①学生団体補助金について�■
サークル活動や自治活動の基本的な財政基盤は部費・会

費等の自主的な収入によっていますが、大学としても以下
のような援助金制度があります。
a クラス・ゼミ活動補助金
クラス・ゼミの自主的な課外活動に対して学生1人あた

り年間1,000円の補助を行います。
b  サークル補助金（サークル・ボランティア団体および

同好会）
サークル・ボランティア団体の活動全般に対し補助しま

す。申請は年間計画に基づいて指定された期日までに行って
ください。
c  サークル等奨励金（サークル・ボランティア団体およ

び同好会）
本学のサークル・ボランティア団体の一層の振興を期待

して奨励金を給付します。申請方法は各団体へ案内します。
各団体は指定された期日までに申請してください。

d その他の援助金
⃝�淳芳会よりサークル・ボランティア団体に対して援助
を行います。（別途案内）

⃝�大学祭や新入生歓迎活動の費用の一部を実行委員会に
対して行います。

⃝�学生自治会費からサークル・ボランティア団体に分配
される補助金もあります（予算・決算の報告を行うこ
とが支給の条件です）。

■�②クラスアドバイザーとサークル等の顧問制度について�■
クラス活動を援助するため、本学では専任教員の中から

各クラス・ゼミに1名のアドバイザーを配置しています。
また、サークル・ボランティア団体の活動の発展と成長を促
進するため、各団体には専任教員の中から顧問をおき、活
動運営上の相談や援助を行っています。

クラス・ゼミ活動補助金について8
■�概要�■
クラス・ゼミ活動補助金は学生一人あたり年間1,000円

の補助を行います。対象は現金で支出した博物館等入場料、
文献購入、消耗品購入等のクラス・ゼミの自主的な活動が対
象となります（クラス・ゼミ活動に相応しくないものや商品
券・図書券・クーポン券等の購入は補助対象となりません。
詳細は、年度最初の自治委員会で説明します）。

■�申請期間受付�■
前期授業開始日から後期授業終了日までを原則とします。
（別途案内）

■�領収書・請求書について�■
領収書（原紙）もしくは請求書（納品書は不可）を必ず

添付してください。ただし、クラスアドバイザー補助金で
同じものを申請する場合に限り、学生支援課窓口でその旨
を伝えた場合はコピーでもかまいません。
※�領収書・請求書は所属団体名が明記されたものが補助
対象となります。

■�申請方法�■
1�学生補助金支払伝票は学生支援課前レターケースに設
置しているので、各自で取ること。

2�必要事項記入後、クラスアドバイザー、自治委員の承認
印を得る。領収書欄には何も記入しないこと。

3��学生支援課窓口に提出。支払日を学生支援課窓口担当者
が記入をし、受付印を押した支払伝票の返却を受ける
こと。

　※�各印鑑が確実に得られるよう、早期に申請を行うこ
と。

■�現金受取方法�■
約10日後に経理課窓口で支給します。支払伝票（写）

と印鑑・学生証を持参し、記載された支払日以降の窓口時間
内に経理課窓口に行くこと。
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【記入例】領収書金額が20,000円でクラス人数が15名の場合。

No.　　　　　　
（経理課用）

20＊＊年＊＊月＊＊日
［クラス活動補助金］を請求いたします。

京都橘大学学生補助金請求支払伝票

団　体　名　児童教育学科ⅠC　
学籍番号　a102017＊＊＊
氏　　名　橘　太郎　印

↓申請時に記入しないこと

支　払　方　法 立　替　払 学　校　払 立替払か学校払に○をつける

請　求　金　額 ￥15,000

品　　　　　　目 支　払　先

＊＊書店

数　量

15

単　価

1,000

金　額

15,000

15,000

No

１ 書　籍

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

支払日　　　月　　　日

学生団体組織構造図（自治会組織図）9  　（2017 年 2 月 1 日現在）

全学生投票学
生
自
治
執
行
委
員
会

学生総会

サークル連盟
執行委員会

自治委員会

大学祭実行委員会 （新入生歓迎祭実行委員会）

総　　　会

選挙管理委員会

クラス・ゼミ会

総　　　会

書記局・広報局・会計局
会計部・渉外部

ボランティア
推進委員会

部長連絡会議
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サークル・ボランティア団体紹介10
�スポーツ系サークル

サークル名（創立） ボックス 部　費 活動内容
居合道部

（2008.1） 中央体育館 9 500 円／月 正規の練習は月〜木の週 4 日です。希望者で遠征や合宿を行った
り、他大学との稽古や交流もあります。

弓道部
（1990.5）

クラブハウス 11（男子）
クラブハウス 12（女子）

1,000 円／月 練習は基本週 4 回で、男女一緒に仲良く練習しています。メイン
の試合は秋のリーグ戦。男女共にリーグ昇格が目標です。

京炎そでふれ！部
（2007.6） L710 なし 京炎そでふれ！は京都学生祭典から生まれた踊りで、日々様々なイベ

ントで披露しています。初心者大歓迎なので一度見に来てください。
剣道部

（2005.9） 中央体育館 10 なし 男女混合で週 1 〜2 日、1 時間程度、中央体育館中アリーナまた
は小アリーナで練習しています。上下関係もなく、楽しい部活です。

硬式テニス部
（2005.7） クラブハウス 15 1,000 円／半年 毎週、月、火、金曜日の 18 時〜20 時 30 分までテニスコートで

活動しています。初心者も歓迎します。気軽に見に来て下さい。
サッカー部

（2005.7） クラブハウス 1 10,000 円／半年 関西学生連盟リーグ戦に参加しています。去年は昇格することがで
きませんでした。今年は必ず昇格します。

準硬式野球部
（2005.9） クラブハウス 8 10,000 円／年 主に水、日曜日に練習しています。西都六大学リーグに所属してお

り、楽しさの中にも勝つ事を目標に日々頑張っています。
女子バレーボール部

（1978.4） 中央体育館 4 〜8 2,000 円／月 私たちは、週に 6 日 16 時 45 分〜20 時まで限られた時間の中
で楽しく元気に活動しています。選手・マネージャー募集中‼

ソフトテニス部
（2004.10） クラブハウス 19 500 円／月 週 2 〜3 回大学内のコートで練習・試合をしています。最近は活動

をより活発にしようと、他校と練習もしていて、大会も出ています。
卓球部

（2005.11） 中央体育館 11 なし
毎週火、金、土曜日に中アリーナで練習しています。試合にも出場し
ており、経験者から初心者まで、男女ともに幅広く募集しています。

男子バスケットボール部
（2003.7） 中央体育館 14 1,000 円／月

3 部リーグ昇格を目指して練習に励んでいます。バスケが好きな人。
一緒に楽しくバスケをしましょう。

男子バレーボール部
（2005.7） 中央体育館 12 なし 練習は週 3 回程度あり練習試合や公式試合などもあります。バレ

ーボールに興味がある方、一度見に来てください。
ダンス部

（1991.7） 第二体育館 No.4 1,000 円／年間 こんにちは、ダンス部です。ダンス部は新歓や学祭等に向けて日々頑
張っています。月・水・土の放課後、小アリーナまで見に来てネ？

軟式野球部
（2006.11） クラブハウス 3・4 1,000 円／月

週に 2 回の練習 + 月 1 試合の対外試合。春夏秋と大会に参加。今年
の目標はカレッジで優勝奪回、全ての大会でベスト 8 以上‼

バドミントン部
（1983.3） 中央体育館 15 1,000 円／月 男女仲良く、初心者経験者関係なく日々練習に取り組んでいます。

年に 2 回の合宿、大会も数回あり、仲の良い友達もできます。
ハンドボール部

（2007.11） 第二体育館 No.2 1,000 円／月 週 2 〜3 日、本学大アリーナで練習しています。基礎練習からゲ
ームまで幅広い練習を行っています。部費は物品の購入に使用。

フットサル部
（2004.10） 第二体育館 No.3 500 円／月 週に 2 回程、大アリーナで練習を行っています。楽しくやってい

ます。
ラクロス部

（1991.6） クラブハウス 5 1,000 円／月 週 4 回、グラウンドで練習しています。夏には関西ラクロスリー
グ戦に参加し、夏と冬には 1 回生だけの新人戦があります‼

陸上競技部
（2005.7） クラブハウス 17 1,000 円／月 毎週月・木・土に練習しています。時間は平日：17 時〜20 時、土：

10 時〜13 時。月・木は主にグラウンド、土曜は主に皇子山競技場。

�スポーツ系同好会

サークル名（創立） ボックス 部　費 活動内容
自転車競技同好会

（2017.1） 第二体育館 No.5 10,000 ／年 平日は学内、休日は学外でトレーニングをしています。選手の他に自転車整
備士も在籍している為、整備士は自転車の点検、修理を主に活動しています。

女子バスケットボール同好会
（2010.7）

中央体育館 13 必要時のみ随時徴収 週 1 回を目安に活動。他大学との練習試合や、大会への参加など定期
的に行う。
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�文化系サークル

サークル名（創立） ボックス 部　費 活動内容
裏千家茶道部

（1967.11） L504 1,000 円／月
毎週月・水曜日にリバティ棟 3 階の和室で活動しています。Twitter
で活動紹介中！（京都橘大学裏千家茶道部で検索してください）

演劇部
（1990.5） L609 3,000 円／半年 年 4 回の公演を目標に日々稽古に励んでいます。お客様の心に何

かを残せるよう、失敗を恐れず革新的な表現を目指します。
表千家茶道部

（1968.4） L604 2,000 円／月 季節ごとのお茶会に向けて、毎週火曜・金曜に和室でお稽古をして
います。初心者の方、男女問わず大歓迎です。お気軽に。

音楽研究部
（2009.4） L602・L603 未定 バンド活動を中心に活動しています。他大学とのライブも行いま

す。学生会館 3 階のスタジオ・レッスン室にお立寄りください。
着物部

（1991.12） L608 1,000 円／半期 毎週水曜日に着付け、着物に合う髪の毛の結い方を練習しています。
初心者の方でも丁寧に教えるので１年で綺麗に着物が着れます。

写真部
（1998.7） L506 前期 3,000 円

後期 2,000 円
毎週 1 回昼休みにミーティングをしています。年 2 回の展示会と
春夏の合宿があります。興味のある人は BOX506 まで！

書道部
（1967.11） L601 5,000 円／前期・後期 年 2 回の橘花展と二回生展に加えて、展覧会にも出品しています。

書道コース以外の方の入部も大歓迎です。
吹奏楽部

（1990.4） L610（L605） 1,000 円／月 定期演奏会やコンクール、学内や地域でのイベントで積極的に演奏
活動を行っています。楽器がまったく初めての方でも大歓迎です！

箏曲部
（1968.10） L503（L508）

部費　　  500 円／月
お稽古代　2,000 円／月

（要相談）

週に一度、先生をお招きしてのお稽古があり基礎からきちんと習え
ます。定期演奏会や学内外での依頼演奏も行っていますよ。

美術部
（1998.7） L606 なし 美術部は、月例展・大学祭・全日本学生美術展へ向けた活動をメイ

ンに個人ごと自由な創作をするサークルです。
文芸部

（1987.6） L704 400 円／月 主な活動は、年 3 回の部誌の発行とイベント参加です。また合宿
では自分達の作品の批評会を行って、意見を述べ合ったりします。

放送研究部
（2012.2） L708 1,000 円／年 放送コンテストに参加し、学内や地域のイベントの際に司会・撮影を行う。

また、様々なジャンルの映像・ラジオ作品を制作する。
漫画研究会

（1977.5） L607 2,000 円／年 図書館展示・部誌の制作・販売を行っています。絵が描ける方もそ
うでない方も、興味をもった方は BOX607 までどうぞ。

歴史学研究会
（1972.4） L701 500 円／月 月 1 回程度京都の町を散策し、長期休暇には旅行、不定期水曜に

ミーティングをしています。歴史・遺産以外の学生も多くいます。
和太鼓部

（2006.6） L507 800 円／月 現在、和太鼓部は部員約 20 名で楽しく練習しています。毎週水曜
が全体練です。地域イベントやお祭に出演しています。

和洋菓子研究会
（2005.7） L709 200 円／月 京都のカフェ巡りやお菓子作りをしています。月に 2 回程カフェ

を山科青少年活動センターで開いています。

�文化系同好会

サークル名（創立） ボックス 部　費 活動内容
アカペラ同好会

（2013.9） L707 500 円／半期 アカペラを通して、京都橘大学学生始め、様々な人に笑顔や勇気・
感動を与えたい。

考古学研究会
（2008.7） L701 500 円／月 遺跡や博物館をめぐり、古墳の測量や土器の実測などを行います。

考古学や文化財に興味がある方は、ぜひ入ってください。
天文同好会

（2010.1）
L705 300 円／月 活動は主に星の勉強や観測をしており、七夕陶灯路や、学園祭では

プラネタリウムを上演しています。春と夏には合宿を行っています。
料理同好会

（2011.1）
L703 500 円／月 得意でなくても料理に興味がある方、私たちと一緒に活動しましょ

う！　下宿している方も大歓迎です。
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本学には、正課及び課外において他の学生の模範となる
行為をもって、本学の名誉を高めた学生などを表彰する学
生表彰制度があります。
学生表彰にはレベルにより「特別学生表彰」「学生表彰」

の二段階があります。
詳細については毎年1月頃、掲示で告知されます。
選考により表彰対象となった学生には、表彰式で表彰状

が授与され、京都橘大学父母の会から副賞が授与されます。

父母の会1
本学に学ぶ学生の保護者や学資負担者のみなさんは全員

父母の会の会員となります。父母の会は大学と家庭との連
絡を緊密にして、教育の効果をあげ、大学の教育事業を後
援して、大学の発展のため諸活動を行う組織です。
父母の会は毎年総会を開き、役員を選出します。年3回

の会報「花たちばな」を通して大学の近況を知らせること
や会員相互の親睦を図るとともに、地区別父母懇談会を全
国各地で開催し、大学との結びつきを強め、大学に対する
要望や意見などの交流も深めます。
また、父母の会は在学中のみなさんの勉学や学生生活向

上等の援助をすることはもちろん、就職支援などにも協力
をします。そして、みなさんが大学で身につけた学問と幅
広い教養や人格を社会で生かせるように援助します。
本会の会費（年会費12,000円）は学費納入時に徴収さ

せていただきます。なお、姉妹兄弟が複数在学する時、父
母の会会費の納入は弟妹のみとし、姉兄分の会費は申請に

より免除されますので、該当の方は「父母の会会費免除申
請書」を総務課まで提出してください。

　淳
じゅんぽうかい
芳会（同窓会）2

みなさんが本学を卒業されると、本学の同窓会である
「淳芳会」の正会員となります（在学中は準会員）。淳芳会
の会費は4回生の学費納入時に徴収させていただきます。
淳芳会は会報を発行し、全国各地で活躍する多くの先輩

と連絡をとり合い、総会や親睦会、また研究会や講演会等、
本学の研究の発展につながる援助活動を行います。
また、各都道府県には支部をつくり、活動が多様に広が

るよう努めます。この淳芳会には、本学の専任教職員と旧
教職員とが客員会員として加入し、活動を幅広いものにし
ています。
淳芳会は本学の卒業生の組織として、みなさんが卒業後

その生涯を通して深くかかわりを持つものです。在学中の
みなさんも積極的に活動に協力してください。

学生表彰

LIFE7 学 生 表 彰

LIFE8 父 母 の 会 ・ 淳 芳 会

�ボランティア系団体

サークル名（創立） ボックス 部　費 活動内容
救急救命研究会

（2008.10） 中央体育館 16 1,000 円／年 学外活動などを通して、救命知識の向上、スキルの上達を図ってい
ます。救急救命学系（コース）以外の方の参加も歓迎しています｡

京都子ども守り隊 〜守る
んジャー〜（2006.7） 中央体育館 17 なし 月から金の 14：30 から 16：00 に活動。京都市立大宅小学校の児

童の下校時見守り活動の他、地域行事への参加なども行います。
国際医療コミュニケーショ
ンサークル（2016.2） 中央体育館 16 なし みんなで楽しく医療英語を学び、留学生との交流を目的に活動して

おります。英語に興味がある方はぜひ気軽に見学に来てください。
スポーツリハビリテーション

（2012.11） 中央体育館 19 500 円／月 スポーツリハビリテーションに関する実践的な体験を通して、知識
や技術を高める事を目的として、活動を行っています。

手話サークル
（2009.5） 中央体育館 18 なし 週 2 回の活動で、週 1 時間の参加でも大丈夫です。医療手話や手話

検定にも挑戦し、楽しく手話を学んでいます。
ピアカウンセリングサークル

（2014.8） L502 なし 同世代に生きる価値観を共有・共感する仲間（peer）が、「生」「性」「自
分」を語り、考え、支え合うピアカウンセリング活動を行っています。

防災サークル
（2014.3） L509 なし 消防・防災に関する知識と技術を習得するとともに、その知識をも

とに防災活動及び広報活動を行います。
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2017年度　学生生活カレンダー（予定）
時　期 課外活動・アッセンブリーアワー・新歓祭・大学祭 奨学金・学費・定期健康診断

4 月 入学式／学生生活ガイダンス／クラス懇談会
新入生セミナー（自己の探求・学外研修・自主企画）
新歓祭・サークル向けガイダンス

定期健康診断
B 型肝炎抗原抗体検査

（看護学科・理学療法学科・救急救命学科 1 回生対象）
小児感染症抗体検査

（児童教育学科・看護学科・理学療法学科・救急救命学科 1
回生対象）
ツベルクリン反応検査（看護学科・理学療法学科・救急救命学
科 1 回生対象）
定期健康診断欠席者を対象とした追加受付開始

（〜4 月末日締め切り：受診費用は 1 回生以外学生負担で
す）
自転車・バイクの乗入申請（登録制）
通学定期乗車券購入用通学証明書／学割証の発行開始
奨学金募集説明会（大学奨学金等を含む）
日本学生支援機構　奨学金予約進学者説明会
奨学金申請書類提出会（大学奨学金を含む）
前期学費納入期限：4 月 30 日

5 月 サークル補助金申請 健康診断証明書の発行開始
心電図検査（スポーツ系公認団体を対象とします）
定期健康診断結果票配布
日本学生支援機構　奨学金予約進学者対象　申請書類　提出期間

6 月 学生自治会総会 学校医健康相談日
B 型肝炎ワクチン接種（看護学科・理学療法学科・救急救命
学科対象）
奨学生出席確認週間

7 月 公認団体対象　新入部員セミナー
留学生交流会企画
サークル連盟総会、ボランティア推進委員会総会

学校医健康相談日
B 型肝炎ワクチン接種（看護学科・理学療法学科・救急救命
学科対象）
奨学金採用決定通知発送
奨学金採用者説明会

9 月 前期卒業式、後期入学式 後期奨学金支給審査申請受付会　（日本学生支援機構　奨学
生前年度指導対象者）

10 月 大学祭（10 月末）
京都学生祭典
留学生交流会企画

学校医健康相談日
後期学費納入期限：10 月 31 日
日本学生支援機構　奨学金返還説明会（4 回生対象）

11 月 日本学生支援機構奨学金　返還誓約書提出週間

12 月 淳芳会クラブ奨励金申請 日本学生支援機構奨学金　適格認定継続手続き説明会
B 型肝炎抗体検査／小児感染症抗体検査の申込（別途告知し
ます）

1 月 各種課外活動補助金　執行期限
サークル団体更新願　提出期限
クラスアドバイザー補助金　執行期限（別途案内）
クラス・ゼミ活動補助金　執行期限（別途案内）

学校医健康相談日
B 型肝炎ワクチン接種（看護学科・理学療法学科・救急救命学
科 1 回生対象）
日本学生支援機構　奨学金適格認定継続手続き

（奨学生本人によるインターネットでの申請手続き締切）

3 月 卒業式予行／卒業式 日本学生支援機構　奨学金適格認定審査結果通知（激励・警
告・停止・廃止者のみ通知）
定期健康診断

※日程など変更が生じた場合には、掲示板や大学ホームページでお知らせします。
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大学生活の中で『生きる力』を
身につけよう1

みなさんは大学を卒業し、社会人として活躍する自分の
姿をイメージしたことがあるでしょうか。民間企業、公務
員、教諭、保育士、看護師、大学院進学…など、将来の自分
について明確に目標を持っている人もいれば、まだなんとな
くという人もいるでしょう。また、まったく何も考えていな
い人も多いと思います。
だからといって、あわてて何かを考える必要はありませ

ん。しかし、大学を卒業すれば社会に出ていくことは避けら
れない事実です。みなさん一人ひとりが希望する進路を実現
していくことが大学教育のひとつの目標であり、目的でもあ
るのです。そのためには必要な力を身につけて、成長してい
くことが大事です。その力を身につける方法は実は難しいこ
とではありません。みなさんの日常の生活にこそ、その方法
はあるのです。それは、授業はもちろん、クラブ・サークル
活動に打ち込むことであったり、ボランティア活動で社会貢
献することや、アルバイトや趣味、地域での活動などで視野
を広げることであったりするかもしれません。
そういったことと向き合い、前向きに大学生活を送って

いくことは、『生きる力』として、今後の大きな力になるで
しょう。『生きる力』は経験から身につきます。経験をせず
に成長はないとも言えます。「よりよい人間関係」をその中
で培っていくことも、大きな成長となります。

就職・進路のスタートは入学時から2
では、社会人として人生を送る、働くとはどういうこと

なのでしょうか。これまであらゆる方面から様々に論じられ
てきました。その中で何が正解で、何が正しいということは
一概に言えないでしょう。しかし、はっきりしていること
は、人が「働く」ためには動機が必要ということです。この
「働くことの動機」についても多くの意見はあるでしょう。
ですが、みなさん一人ひとりが「働くことの動機」を持つこ
とが大切であるということに異議を唱える人はいません。簡
単に言えば、「あなたが将来やりたいことは何？」というこ
とになるでしょうか。
「自分のやりたいことがよくわからない」。これは就職活
動をスタートさせた大学生が、就職活動に行き詰まってしま
った時、陥りやすいことです。こんなことを言うと多くの方
が、少し不安になっているのではないでしょうか。「自分が
将来やりたいことは何だろう？」。しかし、そこがスタート
地点です。新たに大学生活をスタートさせる今だからこそ、
これからの大学生活を通してみなさん自身のキャリアについ
て考え、その意識を持って大学生活を送りましょう。
やがてみなさんが体験することとなる就職活動は、学生

生活の「まとめ」の活動で社会人になるための準備です。
「就職・進路」について考えることは、みなさん一人ひとり
のライフプランニング（人生設計）、つまり、「生き方」や
「生きがい」の問題を考えていくことであり、みなさん一人
ひとりが今後の人生の中で成長していくことにつながってい
るのです。

キャリア教育
──身につけたい基礎的能力──3

今後就職を考えるにあたって、大学生活の中でぜひ身に
つけてほしい基礎的能力は次の通りです。正課授業や課外

LIFE 
LIFE1 はじめに —就職・進路を考えるにあたってまず大事なこと—

就職・進路について

■�社会人基礎力（3つの能力／12の要素）

分　　類 能力要素 内　　容

前に踏み出す力（アクション）
一歩前に踏み出し、失敗しても
粘り強く取り組む力

主体性
働きかけ力
実行力

物事に進んで取り組む力
他人に働きかけ巻き込む力
目的を設定し確実に行動する力

考え抜く力（シンキング）
疑問を持ち、考え抜く力

課題発見力
計画力
創造力

現状を分析し目的や課題を明らかにする力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
新しい価値を生み出す力

チームで働く力（チームワーク）
多様な人々とともに目標に向け
て協力する力

発信力
傾聴力
柔軟性
情況把握力
規律性
ストレスコントロール力

自分の意見をわかりやすく伝える力
相手の意見を丁寧に聴く力
意見の違いや立場の違いを理解する力
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
社会のルールや人との約束を守る力
ストレスの発生源に対応する力

経済産業省ホームページより：http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/about.htm
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早い段階から独自の準備が必要な
職種も1

就職活動は準備が8割、行動2割とも言われます。低回
生のうちから、学生生活をいかに充実させたものにするかが
就職活動において非常に大事であるかを理解していただけた
と思います。しかし、業種や職種によってはそれに加えて、
早くから独自の就職対策の準備が必要なものもあります。そ
こで、就職活動の実際について、特徴的なことを少し述べて
みます。

教職をめざす人へ2
一般に教師の社会的地位は高く、また基本的に男女格差

もなく、給与や福利厚生などの労働条件の水準も決して低
いものではありません。
教職希望が多く、競争が激しくなるのはこうした労働条

件に対する安定志向の反映とみることもできます。しかし、
教育という仕事は決して生易しいものではありません。授
業以外の仕事も多く、帰宅してからも自宅研修が待ってお
り、精神的にも肉体的にも強さが求められます。
教師の生徒等に対する教育責任は重く、教育の仕事は厳

しい不断の研究と教育実践を通して、専門的知識の習得と教
育技術の向上に努めなくてはなりません。また、教育者とし
ての人間性、責任感、児童生徒に対する教育愛が要求されま
す。
教職を志す人は、安定志向に目を奪われるのではなく、

教師の仕事を厳しく受けとめ、教育基本法の精神にのっと
った「教育に人生を捧げる使命感」を持つことが求められ
ています。
2009年 4月より、「教職保育職支援室」が開設され教

育職を目指す学生の採用試験対策などの支援を行います。
詳しくは65、66ページを参照してください。

■�公立学校教員採用試験について�■
公立学校の採用試験は、内容は多少違いますが、各都道

府県及び政令指定都市の教育委員会毎に毎年6月下旬〜7
月下旬にかけて一次試験（主に、教養や専門科目の筆記試
験、面接、論文など）が実施され、7月下旬から8月上旬
に一次合格者の発表があり、次に8月から9月にかけて二
次試験が行われるケースが一般的になっています。そして、
ほとんどのところで一次試験と二次試験の結果の総合評価を
元に「名簿登載者」の決定を行い、その中から専任の教諭
を採用しています。
また、各都道府県によって競争率は違いますが、かなり

の難関試験となっています。従って、一般教養や教職教養、
専門教養科目の勉強はもちろんのこと、最近では人物評価に
重きがおかれており、常に「教育」に対する情熱をもち、粘
り強い準備が必要です。
教職関連科目の授業を真剣に受けるとともに、課外で行

われる模試の受験や採用試験対策講座等の受講をペースメー
カーにしながら、同じ教職希望者の仲間と励まし合っていく
ことが大きな力になります。教職を希望する人は、2回生か
らの採用試験対策講座に積極的に参加することをお薦めしま
す（別途ガイダンスを実施します）。

■�私立学校採用試験について�■
私立学校は独自の校風を持ち、特色ある教育方針をもっ

ています。このため、大学への求人申込みはごく限られた
ものになっています。各学校ホームページを確認するなど、
常に求人情報に気をつけておいてください。
また、母校の教員に採用されるケースもあり、教育実習

などを通し、つながりをもっておくことも一つの方法です。
応募方法でも、その県の「私学協会」を通じて募集する

LIFE2 就 職 活 動 の 実 際

活動などを通して身につけてほしいと思います。
1 �情報収集・処理能力�——特にコンピュータ運用能力は必
須です。

2 �自己表現能力（コミュニケーション能力、プレゼンテー
ション能力）——読む力、聞く力、書く力、話す力、論

理的思考力が必要です。
3語学力�——英語はもちろん、中国語や韓国語なども。
4基礎学力�——語彙力、数的処理能力
�経済産業省が提唱する『社会人基礎力』（49ページの表）
もぜひ身につけてほしいものです。

■ 公立学校教員採用システム

この教員採用システムは、教員採用試験の出願から採用までの一般的なシステムです。
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場合がありますので、それぞれで確認する必要があります。

公務員をめざす人へ3
公務員には国家機関で働く国家公務員と地方自治体で働

く地方公務員があります。公務員全体で約330万人おり、
その2割が国家公務員、8割が地方公務員です。国家公務
員は、中央官庁やその出先機関で働く事務職のイメージがあ
りますが、裁判所や税務署・労働基準監督署、自衛隊や海上
保安庁で働くなど様々な種類があります。地方公務員は、府
庁や県庁、市役所・町役場などで行政全般の仕事に携わる行
政事務職をはじめ、警察官や消防官、保健所等で働く保健師
や公立病院で働く看護師、公立の図書館での司書、公立の博
物館での学芸員、公立の保育園や幼稚園で働く保育士や小学
校・幼稚園教諭も地方公務員です。
（注 : 警察官にはごく少数ですが国家公務員もいます。）
様々な公務員の採用試験を総称して「公務員試験」と呼

んでいます。採用試験はそれぞれの機関ごとに実施されるた
め（官庁で働く国家公務員は後述）、例えばある市役所で行
政事務職として働きたい場合はその市役所の採用試験に合格
し、採用されなければなりません。
採用試験は、国家公務員の場合は人事院が実施し、地方

公務員の場合は各自治体の人事委員会や人事課などが担当し
ます。中央官庁（出先機関を含む）で働く公務員の採用試験
は、「総合職」や「一般職」などの区分ごとに人事院が採用
試験を行い、その合格者に対して省庁が個別に採用面接を行
う仕組みになっています。（下図参照）
公務員試験の内容（行政事務職の場合）は、1次試験で教

養試験・専門試験（地方公務員の場合は専門試験を実施しな
いところも多くあります）などを行い、1次試験の合格者は
さらに2次試験の小論文や適性検査、面接試験に進みます。
教養試験は、知能分野（数的推理・判断推理・文章理解）

と知識分野（人文科学・社会科学・自然科学）から出題され
ます。専門試験は、行政事務職の場合は法律・政治・行政・
経済などの分野から、司書・学芸員・保健師などではそれぞ
れの専門分野からの出題です。教養試験に替えて民間企業で
採用されているSPI3 を実施する自治体もあります。
警察官・消防官の採用試験は、教養試験・小論文・面接

に加えて体力試験があるのが特徴です。受験資格に、警察官
では身長・体重・視力、消防官では視力を中心とした身体条
件があります。警察官は都道府県ごとの募集、消防官は市長

村単位に募集されます。近年、近隣の市長村の消防本部が共
同して活動する広域消防が増えており、その場合は採用も広
域消防として募集されます。
司書として公立の図書館で働く場合は、司書職の募集が

ある自治体の採用試験に合格し採用されなければなりませ
ん。しかし、正規職員の募集は極めて少なく、非正規職員が
多いのが現状です。
学芸員として公立の博物館で働く場合は、学芸員職の募

集がある自治体もしくは博物館の採用試験に合格し採用され
なければなりません。司書と同じく正規職員の募集は少な
く、受験資格には「考古学または歴史学を専攻し…」など専
攻分野の条件をつける場合がほとんどです。
近年、公務員試験でも面接重視の傾向が強くなっていま

す。しかし、面接重視であっても、その前の筆記試験の関門
を突破しなければなりませんので、長期的で計画的な学習を
していくことが必要です。

資格や語学力を生かした仕事が
したいと希望している人へ4

本学では、教員免許（幼・小・中・高・養護）、図書館司
書、学芸員、社会教育主事、保育士、アーツマネジメント、
2級考古調査士等の資格、インテリアプランナー登録資格、
国家試験受験資格（看護師、保健師、助産師、救急救命士、
理学療法士）、その他の受験資格（一級建築士、二級建築士・
木造建築士など）が取得できます。なお、これらの資格は取
得するだけでは就職できません。教員採用試験のように採用
試験に合格し、採用されてはじめてその資格が生かせます。
『図書館司書』は、主に公務員試験を受験することが近道
です。しかし、正規職員の採用数が他の職種よりも少なく、
嘱託などの非正規職員が多いのが現状です。
博物館や美術館の『学芸員』は「研究職」としての採用

がほとんどであり、専門分野が限定されたり、一定の研究
業績が求められます。また、採用数も少なくかなりの狭き
門と言えます。従って、学芸員を希望する人は、強い気持
ちで勉学に励み、大学院進学も視野におかなければなりま
せん。まれにではありますが、自治体によっては、大卒程度
の学力での「学芸員」採用を行っているところもあります。
これは公務員試験を受験しなければなりませんので、公務員
試験の準備を早くから始めることが必要です。
社会教育主事資格を生かすにも公務員試験に合格するこ

■ 例：国家公務員試験　一次試験から内定まで
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とが前提と言えます。
大学での勉強や留学経験を通じて培った英語力を生かし

て仕事をしたいと考えている人は結構多いようです。もちろ
ん、語学力が必要な仕事は世の中にたくさんあります。し
かし、「語学が堪能である」「留学経験がある」というだけ
で就職できる会社はほとんどありません。やはり、その会
社で何がしたいか、そのために自分の適性や能力はどうか
ということが問題になります。なお、語学力を生かしたい
と考えるのであれば、今ある語学力に更に磨きをかける
（語学検定やTOEIC スコアに挑戦するなどを含めて）のと
同時に、語学を生かせる仕事にどんなものがあり、そのた
めに必要な適性や能力は何かを調べることが大事です。そ
の上で、必要な適性や能力を開発していくことが大事です

（参考図書は資料室にあります）。
『国家試験受験資格』については、これを取得できなけれ
ばその国家試験を受験することができません。合格しなけれ
ば就職が内定していても取消しとなる職種もあるので、絶対
合格することが必要です。また、一級建築士になるには、卒
業後、建築に関する実務経験2年で一級建築士試験の受験
資格を得ることができます。
その他、専門学校等に通い独自に取得した資格（旅行業

務取扱管理者、簿記、通関士、販売士など）も、その資格が
あれば就職できるというわけではありません。資格取得の準
備を通じて自らを高めることに意味があります。但し、パソ
コンの操作能力などのベーシック・スキルは誰もが持ってお
きたいものです（本学の正規授業で修得可能です）。

全回生の就職進路に関する
バックアップを1

本学において、就職進路支援業務はキャリアセンターが
行っています（ただし、教職・保育職の進路に関しては教
職保育職支援室および学務第2課、公務員・消防・警察・
行政職については公務員試験対策センター）。本格的な支援
は皆さんが3回生になってからとなりますが、低回生から
個人面談、キャリアガイダンスや各種講座、ゼミ訪問、イン
ターンシップなどでサポートします。また、就職活動に必要
な社会人基礎力を身につけるために、１回生から橘アカデミ
ー、２回生以降は公務員対策講座で上場企業、公務員を目指
す双方の学生支援も行っています。
キャリアセンターで行う行事や企画については、一般的

に就活の流れにあわせて実施し、掲示やホームページ、メー
ル配信サービス等でお知らせしております。また本学に届く
企業からの求人票は、掲示だけでなく大学内の端末や自宅の
PCから検索、閲覧することができます。このサービス “求
人検索NAVI” は、入学後に全員に登録していただきます。

就職進路に関する相談は
キャリアセンターへ2

就職進路課キャリアセンターとキャリアインフォメーシ
ョンは、リバティホール（学生会館）の１階にあります。就
職進路に関する相談や問い合わせがありましたら、気軽に
キャリアセンターまでお越しください。

LIFE3 大 学 で の 就 職 進 路 支 援 に つ い て

主な取得可能資格
教育教員免許状・保育士・司書・学校図書館司書教諭・博物館学芸員・一級建築士・二級建築士・救急救命士受験資格・保健師国家試験受験
資格・認定心理士・社会調査士・理学療法士　など
※詳細は、各学部の履修の手引きを確認してください。

＜重要＞求人ナビの再登録方法
　アドレス変更等をされた場合は、以下の手順に従って各自で再登録を必ずしてください。再登録をされないと、大学
からの重要な通知が届かなくなるだけでなく、キャリアセンターからの各種講座、セミナーの申し込みもできません。

■求人 NAVI へのメールアドレス登録方法

＜重要＞求人ナビの再登録方法 

アドレス変更等をされた場合は、以下の手順に従って各自で再登録を必ずしてください。再登録をされな

いと、大学からの重要な通知が届かなくなるだけでなく、キャリアセンターからの各種講座、セミナーの申

し込みもできません。 

 
求人 NAVI へのメールアドレス登録方法 

１．QR コードを読み取り
「空メール」を送信 

２．届いたメールを開き、URL に

アクセス（※注） 

３．ユーザー名：ktcareer 
学籍番号・パスワードを入力して

[ログイン］をクリック 

４．「登録」をクリック。 
これでメールアドレスの登録が完了 

QR コードが読み込めない場合は、 
mail-touroku@kyujin-navi.com 
へ「空メール」を送信 

注意点 

指定受信設定・着信拒否設定をされている方 もしくは 手順 2.のＵＲＬが記載されたメールが届かない方

は着信設定を確認して @kyujin-navi.com のドメインからのメールを受信できるように設定してください 
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2017年度��主な就職関連行事等（予定）
日程や内容については追加や変更がありますので、その都度掲示等でお知らせします。

※これは、経団連の倫理協定が、3月1日企業の採用広報解禁、6月1日選考開始の場合の予定です。

月 プログラム（予定） 受講料 必修 選択 1回生 2回生 3回生 4回生

4月

大学生協提携講座「教員採用試験対策講座」開始 有料 ※ ●
社会人基礎力テスト ※ ● ●
看護学科　病院説明会 ※ ●
第１回就職ガイダンス ※ ●
単位認定型コンソーシアム京都インターンシップ募集説明会 ※ ● ● ●

5月

大学生協共催　教員採用試験　学習スタート・ガイダンス ※ ● ● ●
就職サイト登録会 ※ ●
就活振返りセミナー ※ ●
第２回就職ガイダンス ※ ●

6月

個人面談開始（予約制） ※ ●
第２回学内合同企業説明会 ※ ●
第 1回 SPI３模試＋解説講座 ※ ● ● ●
第３回就職ガイダンス ※ ●

7月

基礎計算特訓講座 ※ ●
第４回就職ガイダンス ※ ●
公務員ガイダンス ※ ● ●
理学療法学科病院説明会 ※ ●

8月
単位認定型インターンシップ　実習開始 ※ ● ●
第３回学内合同企業説明会 ※ ●

9月
第５回就職ガイダンス ●
文章作成基礎講座 ※ ●
就活見直しセミナー ※ ●

10月

第６回就職ガイダンス ●
第 2回 SPI３模試＋解説講座 ※ ● ● ●
インターンシップ体験報告会 ※ ● ●
女子学生対象　キャリア形成セミナー ※ ● ● ●
第４回学内合同企業説明会 ※ ●
履歴書＆ES対策講座 ※ ●

11 月

第７回就職ガイダンス ※ ●
業界別講演会（キャリアフェア） ※ ● ● ●
ES対策講座 ※ ●
SPI テストセンター対策講座 ※ ●

12月

キャリアサポート講座 ※ ●
就職活動マナーセミナー ※ ●
第８回就職ガイダンス ※ ●
ES対策講座 ※ ●
就活管理講座 ※ ●
公務員行政職仕事研究セミナー ※ ● ●

1月

第３回SPI３模試＋解説講座 ※ ● ● ●
面接対策講座 ※ ●
第９回就職ガイダンス ※ ●
企業研究セミナー ※ ●
U・I ターン就職フェア ※ ● ● ●
公務員公安職仕事研究セミナー ※ ● ●

2月
第 10 回就職ガイダンス ※ ●
面接対策講座 ※ ●
企業研究セミナー ※ ●

3月
第1回学内合同企業説明会 ※ ●
公務員面接対策講座 ※ ●

1．日程・会場・講座内容・講師・受講料等が変更される場合があります。
2．各種企画・講座の詳細は、求人ナビ、大学ホームページならびにキャリアセンター掲示板で確認していただけます。
3． 原則、３回生６月より個人面談を開始いたしますが、希望者には、低回生時より個人面談および個々の状況に応じたサ
ポートも随時行っています。
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図書館へ行こう！1
学生のみなさん、図書館といえばどういうイメージがあ

りますか？
「本がたくさん並んでいて、借りることができる」－はい、
正解。ですが、それだけではありません。まず、図書館とは
何か、図書館に行けばどのようなことができるのか、その歴
史から紐解き、いまどきの図書館事情まで簡単に解説しま
す。

■�図書館の歴史�■
図書館とは、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整

理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研
究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」（図
書館法）です。図書館の歴史は非常に古く、紀元前7世紀
にはアッシリアの宮廷図書館があり、また古代最大の図書館
といわれるアレクサンドリアの図書館には、紀元前3世紀
にはすでに所蔵資料の目録が備えられていました。
しかし、歴史的には図書館は、学術研究のために資料を

収集したもので、学者や貴族等、一部の者しか利用すること
ができない時代が長く、今日のように、誰でも自由に資料に
接することができるようになったのは、19世紀後半の公共
図書館の成立以降のことです。グーテンベルクの印刷術によ
り本が大量生産できるようになって初めて「誰でも無料で」
利用できる図書館制度が発達していったのです。

■�図書館の種類�■
「図書館」は、“その図書館をだれが利用するか”という
違いによって、国立図書館、公共図書館、大学図書館、学校
図書館、専門図書館、その他の施設設置の図書館に分けられ
ます。
「国立国会図書館」は、日本全国民に対し、サービスを提
供すると同時に、国会の立法・調査活動をサポートする役割
を担っています。また納本制度により、日本国内で発行され
ているすべての図書や雑誌を収集・保管しています。その資
料目録情報を提供したり、所蔵する重要な資料をデジタル化
して公開したり、各地の図書館活動を支援するなど、幅広い
活動を行っています。
地方自治体が設置する「公立図書館」と、法人等が設置

する「私立図書館」を総称して「公共図書館」と呼びます
が、地域住民に図書館サービスを提供する図書館です。
図書館図書や視聴覚資料等の貸出、地域情報の提供、ビ

ジネスや学習の支援、イベントの開催等、地域の人々のニー

ズに応じて展開しています。
学校図書館は、小学校・中学校・高等学校など、学校の

カリキュラムを支援し、児童・生徒の健全な教養を育成して
おり、すべての学校に図書館の設置が義務づけられていま
す。子どもたちが生きていくうえで必要な情報を獲得する能
力を身につけるとともに、読書の楽しみを知る手助けをする
重要な役割を担っています。
それでは、大学図書館は、これらの図書館と何が違うの

でしょうか。大学図書館は、基本的には、その大学に所属す
る学生や教職員の学習・研究の支援を行うところです。その
ため、大学の教育・研究活動を支える専門的な図書・資料等
を収集・所蔵しています。

■�京都橘大学図書館は学生の学習をサポートします！�■
京都橘大学図書館においても、本学のカリキュラムに沿

ったさまざまな図書・資料を収集しており、その数はなん
と、約25万冊にものぼります（受入雑誌数は約3,700
種）。
いままで、高校の図書室や公共図書館を利用した人は多

いと思いますが、本学図書館は１〜５階まであり、図書館の
中には多くの図書・資料が整然と並んでいます。高校までと
は桁違いの量と質だということがわかるでしょう。
本学図書館では、少数の図書を除いて利用者が自由に閲

覧できる開架方式を採用していますので、書架（本棚）で実
際に本を手にとって、どの本を借りるか、じっくり品定めす
ることができます。
本学図書館にあるのは本だけではありません。新聞や雑

誌、古文書や貴重書、CD-ROM、DVD、マイクロフィルム、
オンライン・データベースなど、さまざまな形態の「学術情
報」を所蔵しています。新聞を読んで情報収集するもよし、
雑誌でリラックスしてもよし、データベースで本学にない資
料を調べることもできます。
最近ではさまざまなことをインターネットで手軽に調べ

ることができますが、情報の出所が不明で信憑性が低いもの
も少なくありません。そうした中で、図書館の資料やデータ
ベースなどは、最も信頼の高い情報収集手段なので、試験や
卒論、レポート作成時の強い味方になります。
そのほか、本学では、特徴あるコレクションとして「古

丁文庫…東洋史関係の古文書、貴重書」「女性歴史文化研究
所…女性学、女性史関連図書・資料」「ロレンス文庫…作家
D.H. ロレンス関連出版物、著作、論文など」を収集してい
ます。特定の貴重書及び古文書を除いて、閲覧することがで
きます。

LIFE 図　書　館
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開館時間と休館日2

利用案内3
■�入館・退館�■
図書館に入館・退館の際は、入館ゲート・退館ゲートを

通ってください（入口を入ったところが２階です）。入館ゲ
ートを通る時には学生証が必要です。貸出手続を済ませてい
ない資料を持ち出すと、ゲートが閉まり、アラームが鳴りま
す。アラームが鳴った場合は、持ち物の確認をさせていただ
く場合があります。

■�閲　覧�■
図書館資料はほぼすべて、自由に閲覧することができま

す。閲覧後はもとの書架には戻さず、必ず返却台に返してく
ださい。なお、参考図書コーナーにある資料は2階参考図
書専用返却台に返してください。

■ 貸　出 ■
借りたい図書を持って学生証を提示のうえ、サービスカ

ウンターで手続してください。貸出手続は窓口時間内に行っ
てください。
※ ただし、禁帯出資料・貴重書・雑誌（製本雑誌）・新聞・マイク

ロ資料・CO-ROM 類は貸出できません。

図書館・情報メディアセンターを利用するときのマナー
■�所蔵資料、ＡＶ資料、情報機器、ＡＶ機器や備品は大切に扱ってください。書き込みや折り曲げは禁止です。
■�貸出・返却等は、利用者本人が行ってください。又貸しは絶対禁止です！
■�貸出を受けた資料の返却期日を守ること！図書館の所蔵する資料は、その資料を必要とするすべての人に利用してもらうた
めにあります。必ず返却期日を守るようにしてください。

■�図書館、情報メディアセンターを利用の際には、静かな環境保持にご協力ください。
■�携帯電話はあらかじめ電源を切るか、マナーモードにして、会話は禁止です。
■�図書館、情報メディアセンター館内での飲食は絶対禁止です！
�ただし、図書館閲覧席でのペットボトル等、ふたつき飲料の持ち込みおよび水分補給は可能です（机の上には置かないでく
ださい）。

■�図書館、情報メディアセンターでは喫煙できません。
■貴重品は、各自で責任を持って管理してください（図書館２階ロッカーも利用できます）。
■図書館内での携帯電話などを使用した写真撮影は、絶対禁止です！
■各種掲示に注意してください。
■他大学図書館の利用を希望する場合は、必ず事前にサービスカウンターで相談してください。

開館時間 窓口時間

開 講 日
 月　〜　金 　8:45 〜20:30

 　　土 10:00 〜18:30

 月　〜　金 　8:45 〜20:15

 　　土 10:00 〜18:15

休 講 日
 月　〜　金 　8:45 〜17:15

 　　土 　8:45 〜17:15

 月　〜　金 　8:45 〜17:00

 　　土 　8:45 〜17:00

休 　 　 館 　 　 日

日曜日・国民の祝日

大学祭期間中

入学試験日

夏・冬の長期休暇中の一定期間

蔵書点検期間など図書館長が定めた日

窓口時間とは、貸出・返却等を受け付けている時間です。

くわしい開館日程は、図書館のホームページ（http://www.tachibana-u.ac.jp/library/）やサービスカウンターで配布しているカレンダーで

ご確認ください。

回生 貸出期間 冊数
1 回生

2 回生

3 回生

14 日 10 冊

4 回生 30 日 10 冊

大学院生 30 日 20 冊

貸出期間および冊数
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■�返　却�■
図書は返却期日までにサービスカウンターに持参し、返

却手続をしてください。休館日には、返却ポストへ返却して
ください（返却の処理は翌開館日となりますので注意してく
ださい）。
返却が遅れた場合、延滞日数（休館日も延滞日数に数え

ます）と同じ日数の間、貸出停止処分となります。

■�一時貸出・一夜貸出�■
通常貸出できない禁帯出資料を館外へ持ち出したい場合

は「一時／一夜貸出利用申込票」に必要事項を記入の上、学
生証を持ってサービスカウンターで手続してください。
■�一時貸出→授業での発表や報告に使用するため、該当授業
の時間に限って禁帯出資料などの貸出を受けることができ
ます。貸出期間は当該授業時間開始直前の休憩時間から、
授業終了直後の休憩時間中までです。

■�一夜貸出→レポートや論文作成のため、図書館閉館時間に
限って禁帯出図書などの貸出を受けることができます。貸
出期間は貸出当日の窓口時間終了15分前から、次の開館
日の朝10時までです。

対象資料：�禁帯出図書（参考図書など）、指定図書、雑誌な
ど通常の貸出を行っていない資料。

　　　　　※ただし、マイクロ資料、CD-ROM類は対象外。

■�貸出状況照会�■
webOPACから貸出中の図書の書名や返却期日を確認す

ることができます。また過去の貸出履歴も確認できます。
ポータルサイト用 ID・パスワードでログインしてくださ

い。

■�貸出期間の延長�■
貸出の更新をしたいときは、期限内に図書および学生証

を持参のうえ、サービスカウンターで手続してください。ま
た、1回に限りwebOPACからの更新も可能です。ただし、
その資料に予約がある場合または延滞罰則中は延長できませ
ん。

■�予　約�■
貸出中の図書を予約することができます。「図書予約申込

票」に必要事項を記入のうえ、学生証を提示してサービスカ
ウンターで手続してください。また、webOPACからの予
約も可能です。予約している図書が返却されれば、大学登録
のメールアドレスに連絡します。なお、サービスカウンター
での取置期間は1週間です。

■�コピーサービス�■
学習・研究活動の援助として本学の所蔵する資料の「一

部分」（著作権法第31条）について、コピーすることができ
ます。「館内文献複写申込書」に記入・提出の上、館内1〜
4階にあるコピー機で白黒1枚10円、カラー1枚50円
で、コピーできます。コピー機を利用する場合は、生協コピ
ーカードをご用意ください（館内2階の自販機、または生
協購買部で販売）。なお、館内2階にコイン式のコピー機が
あります。サービスカウンターでは両替できませんのでご注
意ください。
なお、コピーによって生じる著作権に関する一切の責任

は利用者が負うことになりますのでご注意ください。

■�レファレンスサービス（利用相談）�■
図書館の利用方法、資料の探し方等、わからないことが

あれば、気軽にサービスカウンターで相談してください。本
学図書館に希望する資料がない場合には、他大学図書館など
が所蔵する資料も、以下の方法で利用することができます。
ただし、利用に必要な費用は自己負担となります。
■�複写依頼→相手館まで出向くことができないときに、他大
学の図書館等より、所蔵資料の一部分をコピーして送って
もらう方法です。

■�閲覧依頼→他大学の図書館等を訪問して、所蔵資料を利用
させてもらう方法です。必要な場合には、紹介状を発行し
ます。他大学図書館等を利用したい場合は、必ず事前に、
サービスカウンターへ相談してください。

■�館間貸出→他大学の図書館等より本学図書館に資料を貸出
してもらい、館内で一定期間利用することができる方法で
す。

■�貴重書の利用�■
貴重書の利用を希望する場合は、サービスカウンターへ

申し出てください。「貴重図書閲覧許可願」をお渡しします
ので、必要事項を記入し、指導教員の許可を得た上で、利用
希望日より１週間以上前に学生証と一緒に提出してくださ
い。館内指定場所にて閲覧できますが、利用には制限があり
ます。

■�マイクロ資料・CD-ROM類の利用�■
マイクロ資料・CD-ROMの利用を希望する場合は、「CD-　

ROM／データベース／マイクロ利用申込票」に必要事項を
記入し、学生証を持って、サービスカウンターで手続してく
ださい。マイクロ資料は館内のマイクロリーダーで閲覧と印
刷（１枚30円）ができます。CD-ROM類は館内の端末で
閲覧と印刷ができます。印刷用紙は各自が持参してくださ
い。

■�蔵書検索・インターネット検索等�■
図書館内にはパソコンがあり、蔵書検索やデータベース

等の検索ができます。図書館内でのインターネットの利用
は、「資料検索」を目的とする場合に限定しています。図書
館ホームページ内の「文献検索／電子コンテンツ」から、各
種データベースを利用できます。中には利用制限があるもの

指定図書：�講義に必要な参考書等、教員によって指定・
推奨された図書

参考図書：�辞典、事典、書誌、索引、年鑑、白書、蔵書
目録などの図書

雑　　誌：�新着雑誌コーナー、雑誌バックナンバーコー
ナーや女性歴史文化研究所などに置かれてい
る資料
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もありますので、くわしくはホームページか、サービスカウ
ンターで配布している各種データベース検索マニュアルで確
認してください。
■蔵書検索「webOPAC総合案内」　
　�「大学ホームページ」→「図書館」→「webOPAC総合案内」
（https://opac.tachibana-u.ac.jp/webopac/topmnu.do）
　図書館や情報メディアセンターをはじめ、パソコン・携帯
電話で蔵書検索ができます。ただし、学外からは情報メディ
アセンターの蔵書検索はできません。「書名」、「著者名」、
「出版者」のどれか一部でもわかれば検索できます。キーワ
ード（件名）検索もできます。
■ディスカバリー・サービス「TAGURU」　
�　「大学ホームページ」→「図書館」→「文献検索／電子コン
テンツ」
（http://www.tachibana-u.ac.jp/library/information/
database_list.html）
本学が所蔵する図書・雑誌だけでなく、電子資料もまと

めて検索できます。

■�グループ学習室�■
2名以上のグループで自主ゼミや学習会などに利用でき

ます。1週間前から予約可能です。「グループ学習室利用申
込書」に必要事項を記入の上、サービスカウンターで学生証
提示して、手続してください。

■�対面朗読室�■
視覚障害者の対面朗読に利用できます。対面朗読の利用

がないときは、グループ学習室として利用できます。サービ
スカウンターで手続してください。

■�コインロッカー�■
荷物が多いときや、貴重品などの保管に、図書館２階の

コインロッカーをご利用ください。利用は１回10円で、利
用終了時に返却されます。なお、利用は当日限り（閉館ま
で）です。

■�資料購入希望制度�■
論文・レポート作成などの学習・研究に必要な資料の購

入を希望することができます。webOPACから申し込んで
ください。原則として雑誌の希望は出せません。図書館運営
委員会で購入の可否を決定します。

■�学生選書ツアー�■
学生選書ツアーとは、学生のみなさんが直接書店に出向

き、図書館に置いてほしい本を選ぶイベントです。授業や学
習で必要な資料、不足していると思われる分野の資料を補充
することを目的としており、学生の視点から選書することが
できます。「本が好き」「本の魅力を伝えたい」「図書館をも
っと身近に感じたい…！」というあなたの積極的な参加をお
待ちしています。選書後は、書評POPを作成して、図書の
展示を行います。

■�問合せ�■
電話での問合せは、やむをえない場合以外は受け付けて

いませんので、ご了承ください。　

施設案内〜コーナー紹介〜4
京都橘大学図書館は１〜５階まであります。主なコーナ

ーを紹介しますので、フロアガイド（図書館で配布中）を片
手にまわってみてください。

■�新着図書コーナー�■
図書館に新しく受け入れた図書を一定期間置いています。

こまめにチェックして、あなたのお気に入りの本を見つけて
ください！

■�新着雑誌コーナー�■
国内の雑誌を中心に１年間分を配架しています。ただし、

新着であっても、このコーナーではなく、雑誌バックナンバ
ーコーナーや女性歴史文化研究所などに配架している雑誌も
ありますので、ご注意ください。また、和雑誌・洋雑誌の一
部は、電子ジャーナルで契約していますので、大学ホームペ
ージ「webOPAC総合案内」から蔵書検索を行ってくださ
い。

■�新聞閲覧コーナー�■
全国紙を中心に購読しています。“The�New�York�Times”

のような英字新聞もあります。図書館では新聞を半年間保存
していますので、コーナーに並んでいない新聞を利用したい
ときは、サービスカウンターで申し込んでください。

■�参考図書コーナー�■
わからないことがあれば、２階にある参考図書コーナーで

調べてください。百科事典をはじめ、辞・事典、辞書、年表、
地図や目録、索引、便覧といった多くの資料があります。

■�大型図書コーナー�■
大型図書（大型古地図含む）をまとめて配架しています。

■�女性歴史文化研究所�■
女性史・女性問題・女性学に関連する図書や雑誌、新聞

類、辞・事典、ミニコミ紙など女性史・女性学研究には欠
かせない貴重な資料がそろっています。グリーンの請求記
号ラベルが目印です。

■�古丁文庫（こていぶんこ）�■
本学名誉教授宇都宮清吉先生寄贈のコレクションです。

既に絶版となり、入手不可能な資料や漢籍など東洋史研究
の貴重な資料がそろっています。ブラウンの請求記号ラベ
ルが目印です。

■�ロレンス文庫�■
20世紀のイギリス人作家David�Herbert�Lawrence の

コレクションです。小説・詩、研究書や絵画集、雑誌など
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がそろっています。イエローの請求記号ラベルが目印です。

■�貴重書�■
図書館には、資料的に価値が高く希少性が高い図書（貴

重書）があります（図書館４階閉架書庫にて管理）。
貴重書の閲覧を希望する場合は、事前に図書館サービスカ

ウンターで手続してください。

■�書道書コーナー�■
書道に関連する辞・事典や図書、雑誌がそろっています。

■�教科書コーナー�■
小学校、中学校、高等学校の各教科・科目の教科書をま

とめて配架しています。

■�児童書・絵本コーナー�■
児童書・絵本をまとめて配架しています。

■�文庫・新書コーナー�■
文庫本・新書をまとめて配架しています。

■�トラベルコーナー�■
『地球の歩き方』シリーズや『るるぶ』などのガイドブッ
クがあります。海外だけでなく、京都の街歩きにも便利で
す。

図書館の資料と
オンライン資料・データベース5

■�オンライン資料とデータベース�■
図書館では図書館および情報メディアセンターに配架さ

れる資料だけでなく、インターネット上のオンライン資料お
よびデータベースも提供しています。それらは、図書館ホー
ムページに掲載されています。なお、検索は図書館設置のコ
ンピューターだけでなく、情報メディアセンターやコンピュ
ーター教室、VPN接続により自宅からも一部利用可能です。
詳細は「7　資料の探し方」の60〜61ページで確認し

てください。

■�請求記号�■
図書の背表紙の下方にラベルを貼付しています。このラ

ベルの情報にしたがって図書館の図書は並べられています。

分類記号：図書の内容を数字で表したもの。
　　　　　�京都橘大学図書館では日本十進分類法（NDC）

9版を利用して分類しています。
著者記号：�和書・洋書ともに著者の頭3文字を表したも

の。一部例外あり。
巻冊記号：�主にシリーズなどいくつもの巻に分かれてい

る本の何巻目かを表したもの。

■ 図書館配架資料の所在
原則として以下のルールによって配架場所を決めています。

一般資料

000 〜099（総記）─図書館学や博物館学を含む

100 〜199（哲学）─心理学、思考史、宗教などを含む
図書館 1 階

600 〜699（産業）─商業などを含む

700 〜799（芸術、美術、ただし書道を除く）─音楽、演劇などを含む

300 〜399（社会科学）─法律や経済、財政、社会、教育を含む

400 〜499（自然科学）─看護学、医学、薬学などを含む

500 〜599（技術、工学）─建築を含む

図書館 3 階

200 〜299（歴史）─地理、地誌、紀行や伝記など

800 〜899（言語）─英語、日本語など
図書館 4 階

900 〜999（文学）─日本文学、英米文学など 図書館 5 階

AV 資料 DVD、ビデオ、CD 情報メディアセンター（清心館 1 階）

別置資料

雑誌バックナンバー、新着雑誌 図書館 1 階

参考図書、マイクロ資料、新着雑誌、新聞、CD-ROM 類、点字図書

女性歴史文化研究所（女性史、女性学など）、新聞縮刷版
図書館 2 階

古丁文庫、ロレンス文庫、書道書、教科書、児童書・絵本、

文庫・新書、大型図書
図書館 3 階

貴重書 図書館 4 階（閉架書庫）

古典文庫 図書館 5 階

492.926

HAK

1

分類記号

著者記号

巻冊記号
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分類表6
■ 日本十進分類法新訂 9 版　第 2 次区分表（綱目表）

■ AV 資料旧分類記号表

注意　1993 年 4 月以降の AV 資料は日本十進分類法にて分類されています。

000 総記
010 図書館、図書館学
020 図書、書誌学
030 百科事典
040 一般論文集、一般講演集
050 逐次刊行物
060 団体
070 ジャーナリズム、新聞
080 叢書、全集、選集
090 貴重書、郷土資料、その他の特別コレクション

語学教材
E 英語
F フランス語
G ドイツ語
J 日本語
C 中国語
ZL その他の言語
 

（語学補助教材）
MJ 日本の映画や演劇
MF 外国の映画や演劇
語学教材にこだわらず、楽しい娯楽映画やアニメ
等もたくさん集めています。

専攻学科関係
HG 世界史、歴史一般
HJ 日本史
HA アジア史
HZ 西洋史、他
Bi 個人の伝記
 

LJ 日本文学
LE 英米文学
LZ その他の文学

文学作品の映画や演劇化されたものは「MJ」
「MF」におさめています。

その他のジャンル
Ed 教育学・教育問題
WS 女性学
Ar 芸術（音楽以外）
Mu 音楽
Sp 保健・スポーツ
SS 他の社会・人文科学
NS 自然科学
ZZ 趣味・諸芸・娯楽
CL 就職・大学生活
TC 本学行事記録、大学問題

100 哲学
110 哲学各論
120 東洋思想
130 西洋哲学
140 心理学
150 倫理学、道徳
160 宗教
170 神道
180 仏教
190 キリスト教

200 歴史
210 日本史
220 アジア史、東洋史
230 ヨーロッパ史、西洋史
240 アフリカ史
250 北アメリカ史
260 南アメリカ史
270 オセアニア史、両極地方史
280 伝記
290 地理、地誌、紀行

300 社会科学
310 政治
320 法律
330 経済
340 財政
350 統計
360 社会
370 教育
380 風俗習慣、民俗学、民族学
39 国防、軍事

400 自然科学
410 数学
420 物理学
430 化学
440 天文学、宇宙科学
450 地球科学、地学
460 生物科学、一般生物学
470 　植物学
480 　動物学
490 医学、薬学

500 技術、工学
510 建設工学、土木工学
520 建築学
530 機械工学、原子力工学
540 電気工学、電子工学
550 海洋工学、船舶工学、兵器
560 金属工学、鉱山工学
570 化学工業
580 製造工業
590 家政学、生活科学

600 産業
610 農業
620 園芸
630 蚕糸業
640 畜産業、獣医学
650 林業
660 水産業
670 商業
680 運輸、交通
690 通信事業

700 芸術、美術
710 彫刻
720 絵画、書道
730 版画
740 写真、印刷
750 工芸
760 音楽、舞踊
770 演劇、映画
780 スポーツ、体育
790 諸芸、娯楽

800 言語
810 日本語
820 中国語、その他の東洋の諸言語
830 英語
840 ドイツ語
850 フランス語
860 スペイン語
870 イタリア語
880 ロシア語
890 その他の諸言語

900 文学
910 日本文学
920 中国文学、その他の東洋文学
930 英米文学
940 ドイツ文学
950 フランス文学
960 スペイン文学
970 イタリア文学
980 ロシア・ソビエト文学
990 その他の諸文学



60

K
Y

O
T

O
 T

A
C

H
IB

A
N

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

Y
| 2

0
1

7

資料の探し方7
●本学図書館の蔵書を調べる
・京都橘大学図書館webOPAC�（http://opac.tachibana-u.ac.jp/webopac/）

webOPACは、本学の図書館・情報メディアセンター所
蔵資料を検索するシステムです（情報メディアセンターの資
料は、学外から検索できません）。コンピューターやスマホ
だけでなく、携帯電話からも利用できます。
検索するには上記アドレスを入力するか、「大学ホームペ

ージ」→「図書館」→「学内蔵書検索（webOPAC）」を選
択します。
キーワードを入力して検索すれば、どのような資料があ

り、どこに配置されているか、利用可能かなどを確認できま
す。また、webOPACにログインすれば、自分の図書館・
情報メディアセンターの利用状況を確認することや、現在借
りている資料の確認、貸出期間の更新、これまでの貸出履歴
の確認、貸出中資料の予約などが可能です。
＊ �webOPAC用の ID・パスワードは、ポータルサイト用
（証明書発行用）ID・パスワードと共通です。

■�各種データベースについて�■
データベースとは、特定のデータを集めて整理し、必要

に応じて検索できるようにしたものです。
「大学ホームページ」→「図書館」→「文献検索／電子コ
ンテンツ」のページから接続できます。データベースには自
由に利用できるものと、学内ネットワークでのみ利用できる
ものがあります。

主なオンラインデータベース等の紹介
●図書や雑誌を探す
・CiNii　Books　…全国の大学図書館等が所蔵する資料を

一括で検索できる。

・国立国会図書館サーチ　…国会図書館や全国の公共図書館
等が持つ学術情報を検索できる。

●雑誌に掲載されている論文・記事を探す
・CiNii　Articles　…国内発行の学術雑誌に掲載された論

文を検索できる（一部本文閲覧が可能）。
・医中誌Web　…医学・薬学・看護学等の関連分野の論文

を検索できる。
・メディカルオンライン　…医学、看護学などの文献検索・

本文の閲覧および文献本文をダウンロードできる。
・日経BP記事検索サービス　…日経BP社発行の約50

誌の記事検索と本文閲覧ができる。
・Web�OYA-bunko　…大宅壮一文庫の雑誌記事索引検索

データベース。
●新聞に掲載された記事を探す
・聞蔵Ⅱビジュアル　…朝日新聞（1945年〜）・週刊朝

日・AERAの記事検索と本文閲覧ができる。
・日経テレコン21　…日経各紙の記事検索と本文閲覧、ま

た企業情報の参照等ができる。
・毎索　…毎日新聞（1872年〜）の記事検索と本文閲覧

ができる。
●辞事典、叢書、雑誌を検索する
・JapanKnowledge�Lib�＋ RK　…約50種類の辞書、事

典を横断検索できる。
●自分用の文献情報を管理する
・RefWorks　…文献情報を収集し、個人の参考文献データ

を管理できる。
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■�資料の入手方法�■
①�まずは、本学図書館・情報メディアセンターが所蔵しているかを調べます。
　所蔵していることが確認できれば、閲覧・複写・貸出、または予約することができます。

京都橘大学図書館webOPAC（＝図書館・情報メディアセンターが所蔵する資料を検索できる）
http://opac.tachibana-u.ac.jp/webopac/

所蔵がない
　　 データベース検索 　雑誌記事、論文等の場合、オンライン上で本文が確認できるものもあります。
　　　　　　　　　　　　　例）　聞蔵Ⅱビジュアル、日経テレコン21、メディカルオンライン等
　　 購入希望提出 　所蔵していない資料の購入希望をwebOPACで申し込めます。

②次に、近隣の公共図書館が所蔵しているかを調べます。
　所蔵していることが確認できれば、自由に出掛けて、閲覧・複写・貸出することができます。

京都府立図書館（＝京都府内にある全ての公共図書館が所蔵する資料を一括で検索できる）
https://www.library.pref.kyoto.jp/
京都市図書館（＝京都市の全ての公共図書館が所蔵する資料を一括で検索できる）
http://www2.kyotocitylib.jp/
※他にも施設はあります。次ページに近隣の主な情報機関一覧を掲載しますので、参考にしてください。

所蔵がない

③次に、他大学図書館・国立国会図書館が所蔵しているかを調べます。
　資料が見つからなければ、サービスカウンターへ相談してください。入手をお手伝いします。

CiNii�Books（＝全国にある大学図書館等が所蔵する資料を一括で検索できる）
http://ci.nii.ac.jp/books/
国立国会図書館サーチ（＝国会図書館や全国の公共図書館等が持つ学術情報を検索できる）
http://iss.ndl.go.jp/

所蔵があった

④�他大学図書館・国立国会図書館が所蔵する資料の利用を、サービスカウンターへ申し込んでください。利用方法は3つあり
ます。

※他大学図書館を無断で利用することはできません。必ず事前にサービスカウンターへ申し込んでください。

閲覧依頼　※図書館が発行する紹介状が必要な場合もあります。
�近隣の大学図書館へ求める資料がある場合に、直接行って利用させてもらう方法です。事前に先方へ連絡する必要があるの
で、閲覧希望日の2、3日前までに申し込んでください。

複写依頼　※複写料（1枚40円前後）＋送料等の費用がかかります。
�遠方の大学図書館にしか求める資料がない場合、または閲覧に行く時間がない場合に、必要な部分（論文等）のコピーを図
書館へ取り寄せる方法です。複写物が届くまでに1週間程度の時間がかかります。

館間貸出　※貸出・返却時の送料等の費用がかかります。
�求める資料そのものを図書館へ取り寄せる方法です。2〜3週間程度の期間、館内で利用できます（館外へ持ち出すことは
できません）。

≪資料の情報として必要な項目≫

　 図書の場合 　書名・著者名（編者名）・出版者名・出版年
　 論文の場合 　論文名・著者名・論文掲載誌名・掲載巻 [号 ]・発行年月・掲載ページ
　 Web 資料の場合　Webページ名・著者名・Webサイト名・入手先URL・アクセス日時
　※Web上の情報は、内容が資料として信頼できるものだけを選択して利用してください。
　　�また、利用した情報は、必ずダウンロードかプリントアウトをして手元に残してください。
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■ 主な情報機関

その他8

左京区下鴨半木町1-4

（地下鉄北山駅１番出口）

名称（Tel） 住所（最寄りのバス停） 開館時間・休館日

国立国会図書館関西館

http://www.ndl.go.jp/jp/service/kansai/

TEL：0774-98-1200

京都府相楽郡精華町精華台 8-1-3

（近鉄新祝園駅下車、

奈良交通バス国立国会図書館）

（開館） ㈪〜㈯ 10:00 〜18:00

（休館） ㈰・㈷・年末年始

 第３㈬・特別整理期間

京都府立総合資料館

http://www.pref.kyoto.jp/shiryokan/

（京都府立図書館の URL でも検索可能）

TEL：075-723-4831

左京区下鴨半木町 1-4

（地下鉄北山駅１番出口）

（開館） 9:00 〜16:30

（休館） 第２㈬・㈷・年末年始

 蔵書整理期間

 ※ 閉館中平成 29 年度早期の開館

予定

京都府立図書館

https://www.library.pref.kyoto.jp/

TEL：075-762-4655

左京区岡崎成勝寺町 9

（地下鉄東山駅）

（市バス岡崎公園美術館・平安神宮前）

（開館） ㈫〜㈮ 9:30 〜19:00

 ㈯・㈰・㈷ 9:30 〜17:00

（休館） ㈪、第４㈭

 年末年始、特別整理期間

京都市歴史資料館

http://www.city.kyoto.lg.jp/menu2/

category/24-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

TEL：075-241-4312

上京区寺町通荒神口下ル松蔭町 138-1

（市バス河原町丸太町）

（開館） ㈫〜㈰　9:00 〜17:00

（休館） ㈪・㈷・年末年始

京都市考古資料館

http://www.kyoto-arc.or.jp/museum/

TEL：075-432-3245

上京区今出川通大宮東入ル元伊佐町 265-1

（市バス今出川大宮）

（開館） ㈫〜㈰　9:00 〜17:00

（休館） ㈪・年末年始

京都府京都文化博物館

http://www.bunpaku.or.jp/

TEL：075-222-0888

中京区高倉通三条上ル東片町 623-1

（地下鉄烏丸御池駅）

（開館）  ㈫〜㈰ 10:00 〜18:00（特別

 展示）常設展示は 19:30 まで

（休館） ㈪・年末年始

京都市醍醐中央図書館

http://www2.kyotocitylib.jp/?page_

id=77

TEL：075-575-2584

伏見区醍醐高畑町 30-1

パセオ・ダイゴロー西館 4 階

（地下鉄醍醐駅）

（開館） ㈪・㈬〜㈮  9:30 〜20:30

 ㈯・㈰・㈷  9:30 〜17:00

（休館）  ㈫・年末年始

京都市山科図書館

http://www2.kyotocitylib.jp/?page_

id=162

TEL：075-581-0503

山科区竹鼻四丁野町 34-1

山科合同福祉センター4 階

（京阪バス竹鼻、地蔵寺）

（開館） ㈪・㈬〜㈮  9:30 〜19:30

 ㈯・㈰・㈷  9:30 〜17:00

（休館） ㈫・年末年始

京都国立博物館

http://www.kyohaku.go.jp/

TEL：075-525-2473

東山区茶屋町 527

（京阪七条駅）

（市バス博物館・三十三間堂前、東山七条）

（開館） ㈫〜㈭・㈰ 

 　9:30 〜18:00（特別展）

 ※㈮・㈯は 20:00 まで

 名品ギャラリーは 9:30 〜17:00

 （㈮・㈯は〜20:00）

（休館） ㈪・年末年始ほか

滋賀県立図書館

https://www.shiga-pref-library.jp/

TEL：077-548-9691

大津市瀬田南大萱町 1740-1

（JR 瀬田駅下車、

帝産バス・近江バス文化ゾーン前）

（開館） ㈬〜㈮ 10:00 〜18:00

 ㈯・㈰・㈷ 10:00 〜17:00

（休館） ㈪・㈫・㈷の翌日・

 年末年始・特別整理期間

奈良県立図書情報館

http://www.library.pref.nara.jp/

TEL：0742-34-2111

奈良市大安寺西 1 丁目 1000 番地

（近鉄新大宮駅下車、奈良交通バス県立図書情報館西口）

（JR 奈良駅下車、奈良交通バス県立図書情報館）

（開館） ㈫〜㈰ 9:00 〜20:00

（休館） ㈪・月末・年末年始・

 図書点検整理期間

大阪府立中之島図書館

https://www.library.pref.osaka.jp/site/

nakato/

TEL：06-6203-0474

大阪市北区中之島 1 丁目 2-10

（京阪中之島線大江橋、なにわ橋駅）

（大阪地下鉄御堂筋線・京阪淀屋橋駅）

（開館） ㈪〜㈮ 9:00 〜20:00

 ㈯　　9:00 〜17:00

（休館） ㈰・㈷・年末年始ほか
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本学では、高度情報化社会で活躍できる人材を育成する
ため、キャリア教育の一環として情報リテラシー教育の獲
得を重視したカリキュラムを導入しており、情報メディア
センターを中心として、最新のコンピューターネットワー
クを整備し、自由にコンピューターやネットワークを利用
できる環境を整えています。常時開放しているコンピュー
タールームのメディアホールや本学所蔵のマルチメディア
資料が閲覧できるメディアモールを自由に利用することが
できます。また、授業やガイダンス等が行われていなけれ

ば、コンピューター教室も自由に利用することができます。
情報メディアセンターでは、学生のコンピューターやマルチ
メディア、情報通信ネットワーク等の操作技能習得のサポ
ートを行っています。学生の皆さんが機器の操作やソフトの
操作等で困らないように、常駐のサポートスタッフを配置
していますので、気軽に相談してください。情報メディア
センターをフル活用して、キャンパスライフを充実させてく
ださい。

LIFE 
LIFE1 情報メディアセンターとは

情報メディアセンター

開室時間と休室日1

LIFE2 情報メディアセンターの利用について

情報機器の利用について2
■�①ユーザーIDについて�■
本学では、学生の皆さんに京都橘大学学術情報ネットワ

ーク（ORANGE）の利用を承認し、ユーザーIDを付与し
ています。ORANGEは、SINET（学術情報ネットワーク）
と呼ばれる国立情報学研究所が中心になって整備されてい

る学術研究用の情報通信ネットワークに接続し、インター
ネットを利用しています。そのため教育・研究活動以外の
利用はできません。ORANGEの利用にあたっては、情報メ
ディアセンターガイダンスで説明します。
ユーザーIDおよびパスワードは各自責任を持って管理し

てください。もしユーザーIDやパスワードを忘れた場合は、
情報メディアセンターで再発行手続きをしてください。た
だし、3回以上再発行手続きを行った場合、利用停止措置

メディアホール

メディアモール

編集室

開室時間
開　講　日

月曜日　〜　金曜日　8：45　〜　20：30

土曜日　　　　　　　8：45　〜　17：15

休　講　日 月曜日　〜　土曜日　8：45　〜　17：15

休　室　日
日曜日・国民の祝日、大学祭期間中、入学試験日、夏・冬の長期休暇中の一

定期間、機器メンテナンス期間、図書館長が定めた日等

  711 教室（PC）
  721 教室（PC）
  722 教室（PC）
  723 教室（PC）
  724 教室（PC）
  731 教室（PC/CALL）

上記開室時間において、正課の授業や本学主催の課外講座、ガイダンス等が開講されていない時、
必要に応じて開放します。（731 教室を除く）

D301 教室（CAD）

9：00　〜　21：00 ／  ただし、メディアセンターのサポート時間は、開講日の平日 20：15、休講日の平日お
よび土曜日は 16：45 までとなります。

  なお、土日の利用は、金曜日の 17：15 までに学務第 2 課に申請が必要です。あわせて
利用に際しては、「CAD 室利用者台帳」に氏名・学籍番号・入室時間・退室時間を記入
してください。

Tachibana English 
Community

（英語学習専用 PC）

9：00　〜　21：00 ／ メディアセンターのサポート時間は、開講日の平日 20：15、休講日の平日および土曜
日は 16：45 までとなります。

※　なお、別途開室日程を定めますので、掲示等で確認してください。
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をとる場合があります。

■�②情報機器の利用にあたっての注意事項�■
a教育・研究目的以外の用途で利用しないこと。
b情報メディアセンター利用規程を遵守すること。
　（遵守事項）
第 �26条　ORANGE利用者は、次に掲げる事項を遵
守しなければならない。

　（1）�教育・研究およびその支援の目的以外の目的に
利用してはならない

　（2）�営利目的に利用してはならない
　（3）�公序良俗に反する行為をしてはならない
　（4）�第三者に対する誹謗中傷など人権を侵害する行

為をしてはならない
　（5）�第三者の知的財産に関わる権利を侵害する行為

をしてはならない
　（6）�その他ORANGEおよびこれに接続する他のネ

ットワークの正常な維持および運用を妨げる行
為をしてはならない

　（7）�その他部長が必要と認める事項
c �「ネチケット」（ネットワーク上のエチケット）を理解
し、遵守すること

d �情報メディアセンターガイダンスを受講すること
e �ソフトウェアのダウンロードおよびインストールをし
ないこと

■�③京都橘大学のホームページについて�■
　a 京都橘大学ホームページ
〈URL〉http://www.tachibana-u.ac.jp/

　b 情報メディアセンターホームページ
〈URL〉http://www.tachibana-u.ac.jp/library/media/

　c 学生団体等のホームページ
�〈URL〉http://www.tachibana-u.ac.jp/campuslife/
activity/
�学生の皆さんが活動しているサークル等のためのWeb
サイトです。利用にあたっては、情報メディアセンタ
ーで受け付けています。

印刷、コピーについて3
■�①レジュメ等の印刷について�■
発表用レジュメ・資料等の印刷は、各自の責任において

印刷してください。
　・�コンピューターの印刷機能を利用して各自で準備す

ることが原則です。
　・�コンピューターによる印刷の用紙は各自用意してく

ださい（用紙は生協でも販売しています）。
手書き原稿などコンピューターの印刷機能を利用できな

い資料の場合は、コピー（白黒のみ）の利用を許可します。
コピーを利用するには、原則として科目担当者の許可が

必要です。
　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」を科目担当

者より受け取り、許可を受けてください。
　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」を生協に提

出し、「コピーカード」を受け取り、指定された機械
で、学生自身でコピーをしてください。

　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」は学務各課
においてあります。

■�②学内でのコピーについて�■
学内のコピー機を使用するには、コピーカードが必要で

す。コピーカード（500円〜）は大学生協で販売していま
す。
図書館内でのコピーについては、56頁を参照してくださ

い。

■�③大判プリンタについて�■
授業やゼミ・サークルなどでA3より大きいサイズの印刷

（ポスター印刷など）をしたい場合、情報メディアセンター
に申し出てください。利用するには申請書の記入と担当教員
または学生支援課の押印が必要です。

AV資料の利用について4
■�① AV資料の利用�■
AV資料を利用するには、学生証を持参し、利用申込書に

記入の上、手続してください。
利用申込書には、webOPACもしくは、AV資料目録で

調べた資料名、図書番号、請求記号を記入してください
（webOPACの利用については、「7　資料の探し方」の60
〜61ページ参照）。

■�② AV機器の利用について�■
以下の施設のAV機器が利用できます。
メディア・モール（清心館1階　情報メディアセンター

内）
⃝�ビデオブース：1人または2人でDVDやビデオテー
プを視聴できます。

⃝�多人数用ブース：3〜5人でビデオテープや、レーザ
ーディスク、DVDの視聴ができます。（※レーザーデ
ィスク利用の場合は、1人からでもOKです。）

※�メディア・モールでは、BSの視聴も可能です。視聴で
きるチャンネル等、くわしくは情報メディアセンター
で確認してください。

メディアホール（清心館1階　情報メディアセンター内）
⃝�編集室：ビデオやDVDの編集を行うことができます。
利用にあたっては、予約が必要です。

■�③ AV資料の利用における注意事項�■
　AV 資料および AV 機器の情報メディアセンター外への
持ち出し禁止
AV資料およびAV機器は原則として情報メディアセンタ

ー内での利用のみとなります。
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グローバル教育推進室は、グローバル社会で活躍できる
人材の育成を目的とし、そのために必要な教養教育、キャリ
ア教育、言語教育や異文化理解教育を総合的に推進するため
に設置されました。また、同推進室には言語教育・国際交流
支援オフィスがあり、英語をはじめとする外国語教育の充実
強化、海外教育機関との教育学術提携、それに基づく学生の
交換（交換留学、派遣留学）、海外体験プログラムの実施、
受入留学生の日本語教育の運営、などを担当しています。
グローバル社会で活躍する人材とは、必ずしも “英語が堪

能 ”な人を意味しません。まずは、日本人として正しい日本
語を習得し、他者とのコミュニケーション能力をしっかり身
につけることが基本です。その上で、幅広い教養（日本文化
に対する深い理解）と、異文化に対する正しい理解力を持
ち、国際社会における日本の位置を客観的に捉え、世界に向
けて発信できる力を持つことが真のグローバル人材に必要な
条件です。グローバル教育推進室は、このような考えから、
入学後の基礎教育、教養教育の段階から総合的な人材養成プ
ログラムを企画・立案、推進しています。
みなさんは入学後、まず「英語」や「情報処理」、「教養

入門」、「アカデミックライティング」、「数学演習」などの科
目を学びます。これらは、今後大学で学ぶために必要な基礎
となる科目群ですが、実は将来グローバル人材として育って
いくためにも大変重要な科目です。1回生後期には「時事問
題研究」、2回生になると「キャリアコミュニケーション」

「キャリアデザイン入門」などへと発展し、後期からは「キ
ャリア開発演習」や「インターンシップ」へと、プログラム
が徐々に、本格的な人材育成と就職支援の内容にグレードア
ップしていきます。グローバル教育推進室は、これらのカリ
キュラムの総合的な企画立案と運営を担当しているのです。
言語教育・国際交流支援オフィスでは、上記の英語をは

じめとした諸外国語など、言語教育の分野を担当しますが、
そのほかにも、これらの学習効果を高めるため、海外留学や
外国語研修、海外体験プログラムの企画と運営を行っていま
す。海外留学に関する相談、募集、選考、留学中のケアや帰
国後の学修指導も行いますので、留学希望者は気軽に立ち寄
ってください。
正しい異文化理解のためには、海外での学習・生活体験

はとても重要です。本学で実施する海外留学や海外体験プロ
グラムにはぜひ積極的に参加してほしいものです。一方、本
学で学ぶ、外国からの留学生と交流することも大変貴重な体
験となります。本学では、アジアを中心に各国からの留学生
を受け入れています。留学生交流会など、いろいろな交流の
場に参加し、日本人学生と留学生が共に学び合う場を広げて
ほしいと思います。
なお、英語以外の「第2外国語」を身につけることも将

来にとってとても有益です。本学では、韓国語、中国語、フ
ランス語、ドイツ語を開講していますので、積極的な履修を
期待します。

LIFE 
LIFE1 グローバル教育推進室（言語教育・国際交流支援オフィス）

教育・研究センター、研究所

教職保育職支援室は、「教職」や「保育職」をめざす学生
のみなさんの就職支援を目的として、2009年 4月に開設
されました｡ 支援室では、教育行政や教育現場の経験豊富な
教員スタッフが進路相談や学習支援にあたります｡ 気軽に相
談してください｡
また、教員採用試験対策図書、各種教科書、教師用指導

書、各都道府県採用情報、先輩の合格体験や受験報告書な
ど豊富な資料を配置した広く明るい学習スペースもあり、個
人学習やグループ学習に最適な環境です｡ 学生のみなさんの
積極的な利用を期待します｡

＜教職保育職支援室の主な業務内容＞
・教職や保育職をめざす学生の個別指導・個別支援
・採用試験対策ガイダンスや学習支援企画の実施

・採用試験対策講座や模擬試験の実施
・採用試験の動向など情報の提供

＜主な配置資料＞
・各都道府県・政令指定都市教員採用試験実施要項
・保育士、幼稚園教諭募集要項、求人票
・教員採用試験過去問題集
・保育士採用試験問題集
・教育業界新聞　
・�新聞抜き刷り速報版　月刊「教育」、月刊「保育と幼児
教育」

・教科書（小学校・中学校・高等学校）
・学習指導書（小学校・中学校・高等学校）
・学習指導要領（小学校・中学校・高等学校）
・幼稚園教育要領　保育所保育指針

LIFE2 教職保育職支援室
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・その他各種試験対策本
・卒業生の受験報告書
・模擬授業集、研究授業集

＜相談時間・利用時間＞
相談時間　9：00〜17：00
　　　　　（土日祝、入学試験日、大学の休校日を除く）

学習スペース利用時間　8：45〜20：30　月曜日〜金曜日
　　　　　　　　　8：45〜17：15　土曜日
　　　　　　　　　（日・祝日、入学試験日、大学の休校日を除く）

本学は、文学、言語学、歴史学、歴史遺産学、教育学、建
築学、経営学、社会学、看護学、心理学、理学療法学、救急
救命学などの広範囲にわたる学問領域を研究する専任教員を
擁する6学部11学科の総合大学として発展してきていま
す。
こうした点をふまえて、これまで各研究所・研究センタ

ーで実施してきた研究プロジェクトを学際的に展開し、外部

資金の導入を視野に入れつつ、より社会的評価を得られる京
都橘大学としての「機関研究」を創出するため、総合研究セ
ンターを設置しました。
センターでは研究サロンの開催や、公募型研究助成、プ

ロジェクトなどによる研究活動を行っており、本学における
総合的な研究活動の推進に取り組んでいます。

LIFE3 総合研究センター

地域連携センターは、本学がこれまで取り組んできた地
域社会や地方自治体・企業・NPO法人等との連携事業をよ
り一層発展させるため、大きな役割を担っています。
本学における各種地域連携・社会貢献事業に関して、学

内外の要請に応じて支援体制を組むことや、各種事業の活動
計画等をとりまとめ、それらの活動状況に関する情報の収
集・提供・発信などを行っています。
毎年、広報誌『つながる』を発行し、地域連携活動の積

極的な広報に努めています。また、学内外との連携を深める
交流企画として「橘セッション」を開催しています。
地域連携センター（清風館2階）では、地域政策、現代ビ

ジネス、観光・まちづくり、建築などに関する資料を収集・
整備しており、これらの図書・雑誌の閲覧ができます。ま
た、本学学生・教職員のみならず、学外からの来訪者の利用
も可能で、各種研究会、学習研究活動に利用することができ
ます（利用時間：平日8:45〜17:15）。

LIFE4 地域連携センター

女性歴史文化研究所（図書館2階）は、1992年の開設
以来、女性史を中心に据えた西日本で初めての研究機関とし
て大きな注目を集め続けています。本学の教学理念のひとつ
である「自立と共生」という目標の実現をめざし、女性の歴
史や文化に関する総合的研究を行い、両性の視点から解明す
ることによって、人類の文化の発展に寄与することを目的と
しています。女性の置かれている現状や、それが形成されて
きた歴史的・文化的環境などについて分析・研究し、現代社
会における女性の地位の一層の向上を図ると同時に「女性」
という視点から歴史を見つめ直すことで、歴史の空白部分を

埋め、歴史学全体に深みと広がりをもたせることも大きな使
命としています。そのため、さまざまな専門領域にわたる、
学際的で国際性、共同性をもったプロジェクトによって「女
性史」「女性文化」「ジェンダー」の研究が進められており、
その成果は、シンポジウムや研究会の開催、研究紀要の発
行、広報誌「CHRONOS（クロノス）時の鳥」の発行など
を通じて、広く地域・社会に還元しています。
なお、女性歴史文化研究所には、女性史・女性学に関す

る専門書を備えており、これら図書・雑誌の閲覧・貸出がで
きます。（利用時間 : 図書館の開館日と同じ）。

LIFE5 女性歴史文化研究所
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健康科学部心理学科には、臨床心理士資格をもった教員
が多数在籍しています。その人的資源を地域社会のニーズに
応えるために活用し、教育・研究活動の成果を地域社会に還
元していくため、心理臨床センターを開所しています。
心理臨床センターは心の問題の援助・支援を目的とした

施設で、地域社会の人々を対象としています。幼児から成人
まであらゆる年代の方の下記のような悩みや問題について、
専門のスタッフが心理相談を行います。

・子どもに関する悩み
�不登校、いじめ、進路、友人関係、子どもへの接し方、発
達の遅れ、子育ての不安など

・人間関係に関する悩み
�親子関係、夫婦関係、家庭内での暴力、職場での人間関
係など

・こころの健康や生き方に関する悩み
�不安感、ストレス、睡眠、食欲、自分を見つめたい、こ
れからの生き方についてなど

また、相談業務のほかに以下の事業を主に土曜日に開催
し、社会貢献活動を行っています。

（１）パパとママのこころ育て広場
　対象：乳児・幼児とその保護者、プレパパ・プレママ
　内容：�お子さんは、異年齢交流を含め、ふだんとは違った

お友達との出会いと遊び
　　　　保護者は、「子育て」にまつわる情報や気持ちの共

有、臨床心理士からの助言など
（２）対人援助職セミナー
　対象：保育・教育・福祉・看護等、現場の対人援助職の方
　内容：�「対人援助」の難しさを共有し、現場で役立つスキ

ルを体験的に学びます。
（３）臨床心理セミナー
対象：�臨床心理士・臨床心理学専攻の大学院生・周辺領

域の専門職の方
内容：�毎回、さまざまな講師が臨床心理学の専門領域に

ついてレクチャーやワークショップを行います。
（４）事例検討会
対象：�臨床心理士・臨床心理学専攻の大学院生・周辺領

域の専門職の方（職務上・守秘義務をお持ちの方）
内容：様々な事例について共に学ぶ。

（開室時間：月曜日〜金曜日　10：00〜20：00）

詳細は本学ホームページ内「心理臨床センター」のペー
ジ（http://www.tachibana-u.ac.jp/about/psychology/）
に記載しています。
※�なお、本学学生の相談は、学生相談室（39ページに掲載）
で行います。

看護異文化交流・社会連携推進センターは、看護実践異
文化国際研究センターを前身としており、国内外を問わず、
看護における文化を越えた普遍性と異文化による看護の多様
性の探求をめざして、実践に密着した看護教育活動や異文
化・国際交流および社会連携を推進することにより、看護学
の発展に寄与することを目的としています。
以上のような目的を達成するために、以下の事業を展開

しています。

（1）�学習支援事業（現職の看護職者や、看護職をめざす
人のためのリカレント講座の開催）

（2）�健康支援事業（たちばな健康相談、公開講座の開催）

（3）�国際交流事業（国際交流推進）
（4）�情報発信事業（ニュースレター「フロネーシス」・セ

ンター活動報告書「年報」の発行）
（5）�資料収集・管理事業（資料収集とセンターならびに

ホームページ管理）

一般市民を対象とした「たちばな健康相談」や、ニュー
スレター『フロネーシス』の発行などにより、その成果を広
く地域・社会に還元しています。なお、看護異文化交流・社
会連携推進センター（清優館2階）では、看護学に関する専
門書を備えており、これらの図書・雑誌の閲覧ができます
（利用時間 : 平日 9：00〜16：00）。

LIFE6 看護異文化交流・社会連携推進センター

LIFE7 心理臨床センター
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本学では、それぞれの学問研究分野によって「学会」が
結成され、日常的な研究活動と会員相互の交流が図られて
います。この学会は、本学学生と大学院生や専任教員によ
って構成されるため、「学内学会」と呼ばれ、会員が負担す
る学会費を財源として自主的に運営されています。従って、
各学会は学内にありながも自主的・自立的な団体であり、
自らが定めた規約を持ち、総会（または代議員会）で活動
予算や活動方針を決定して活動しています。
各学会においては該当する学部学科・研究科の学生・大

学院生と教員の全員が会員となるよう取り決めていますの
で、学生・院生のみなさんは入学と同時に必ずいずれかの
学会の会員となります（ただし、「看護学学生学会」は院生

を会員としていません）。
大学は学会に対し、「学会活動補助金」や学会誌の発行の

際の「学会誌出版助成金」を交付して、その活動を積極的
に援助しています。
各学会と学科・研究科の関係は下記のとおりとなってい

ますので、各人が所属する学会を確認してください。
※なお、各学会の学会費は、入学初年度の後期分学費納

入の際、在学4年分（大学院は2年または3年分）を一括
して前納することが各学会規約によって決められており、
大学が後期学費とともに「代理徴収」し、会費徴収事務の
軽減をはかっています。

LIFE 学�会

■ 各学会と所属学部学科・研究科との関係

日本語日本文学会
文学部／日本語日本文学科の学生

大学院／文学研究科言語文化専攻（日本語・日本文学・書道を専攻する）院生

歴史文化学会
文学部／歴史学科と文化財学科・歴史遺産学科の学生

大学院／文学研究科歴史学・文化財学専攻の院生

児童教育学会 人間発達学部／児童教育学科の学生

英語コミュニケーション学会
人間発達学部／英語コミュニケーション学科の学生

大学院／文学研究科言語文化専攻（英米言語文化を専攻する）院生

文化政策・現代ビジネス学会
現代ビジネス学部／現代マネジメント学科および経営学科と都市環境デザイン学科の学生

大学院／文化政策学研究科文化政策学専攻の院生

看護学学生学会 看護学部／看護学科の学生

心理学学生学会 健康科学部／心理学科の学生

理学療法学生学会 健康科学部／理学療法学科の学生

救急救命学生学会 健康科学部／救急救命学科の学生

（2017.1.1　現在）
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ここでは、大学院生が研究活動をすすめていくにあたっ
ての重要事項および『履修の手引き』に記載していない内容
について紹介します。

京都橘大学大学院生協議会1
研究活動にかかわる教学改善等については、大学と協

議・懇談する場が設けられています。学生自治会同様、本
学では “ 大学自治を守る ” という点で全構成員が一致した
取り組みを、全学的に強めていく必要があります。

こんな時はどこへ2
詳細は、『学生生活の手引き』10〜14頁を参照してく

ださい。

学費延納／除籍・復籍について3
詳細は、『学生生活の手引き』25〜32頁を参照してく

ださい。

奨学金／短期貸付金について4
詳細は、『学生生活の手引き』33〜36頁を参照してく

ださい。

通学定期券の購入／学割証の発行について5
詳細は、『学生生活の手引き』17頁を参照してください。

なお、本学は自動車での通学を禁止しています。ただし、社
会人等で仕事の関係上やむを得ない事情がある場合は、学生
支援課までご相談ください。自転車、バイクの乗り入れにつ
いては登録制となっています。

医務室6
詳細は、『学生生活の手引き』37〜38頁を参照してく

ださい。

就職・進学について7
詳細は、『学生生活の手引き』49〜53頁を参照してく

ださい。キャリアセンターでは、進路に関するご相談を個
別に受け付けております。気軽に来談してみてください。

図書館・情報メディアセンターの利用について8
『学生生活の手引き』54〜64頁を参照してください。

大学院生室の使い方9
■�①大学院生室の使用時間�■

■平日（月〜金）� 9:00 〜21:00

■土曜日� 9:00 〜21:00

■休日および休講期間� 9:00 〜21:00

施錠の上、21時までに下校してください。

※大学入試等、入構できない日があります。（別途案内）

■�②貴重品の管理について�■
貴重品は、自己の責任において、常に携行するようにし

てください。

■�③戸締まり�■
コンピューター・プリンターの電源がオフになっている

か必ず注意してください。戸締まりの際には、電気・冷暖
房・換気扇のスイッチもオフにしてください。

■�④コンピューター・プリンターの使用上の注意�■
大学院生室に設置してあるプリンターのインクがなくな

った場合は、情報メディアセンター（清心館1階内線
6301）へ空のインク容器を持って行ってくだい。空容器
と交換で、新しいインクを受け取ってください。空のイン
ク容器がない場合は交換できません。交換できない場合は、
自費購入となりますので、くれぐれもご注意ください。
なおインク交換の際には、事前にインクの在庫があるか

どうかを情報メディアセンターに確認するとともに、大学院
生室の部屋番号を伝えてください。レーザープリンターの
トナーがなくなった場合も同様です。
また、コンピューター等が不調の場合やその他トラブル

があった場合は放置せずに、必ず情報メディアセンターへ
連絡してください。

GRADUATE SCHOOL 研究活動をすすめていくにあたって
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なお、プリンター用紙（OA用紙）は各自で用意してくだ
さい。

■�⑤冷暖房について�■
冷暖房が入らない時は、総務課（平日のみ）または守衛

室（平日夜間、土日祝日に対応）まで連絡してください。な
お、冷房は28℃、暖房は20℃の設定温度を厳守してくだ
さい。※冷暖房運転停止期間は除く。

■�⑥内線電話の使用について�■
学内で先生方等と用事がある場合に使用することができ

ます。先生方の内線番号を表示してある「学内電話番号�
一覧表」はそれぞれの大学院生室に備え付けてあります。

■�⑦ロッカーの使用について�■
ロッカーの鍵については、修了するまで各自で大切に保

管してください（看護学研究科のみ）。鍵を紛失した場合は、
学生支援課で再交付手続きを行ってください。鍵の作成費用
等は、ご本人に弁済していただきます。看護学研究科以外の
方は、各自で南京錠をご用意ください。

■�⑧大学院生室の備品について�■
大学院生室にある備品は自由に使用することができます

が、次に使用する院生のためにも丁寧に扱うとともに、整
理整頓についてご協力をお願いします。また、室内の電球
交換は総務課まで連絡してください。

■�⑨私物の持込みについて�■
大学院生室は、共同で利用する施設です。共有スペース

に長期間に渡って私物を放置したりしないよう注意して下さ
い。また、修了時には、私物は各自で持ち帰って下さい。

印刷、コピーについて10
■�①レジュメ等の印刷について�■
発表用レジュメ・資料等の印刷は、各自の責任において

印刷してください。
　・�コンピューターの印刷機能を利用して各自で準備す

ることが原則です。
　・�コンピューターによる印刷の用紙は各自用意してく

ださい（用紙は生協でも販売しています）。
手書き原稿などコンピューターの印刷機能を利用できな

い資料の場合は、コピー（白黒のみ）の利用を許可します。
コピーを利用するには、原則として科目担当者の許可が

必要です。
　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」を科目担当

者より受け取り、許可を受けてください。
　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」を生協に提

出し、「コピーカード」を受け取り、指定された機械
で、学生自身でコピーをしてください。

　・�「授業発表用資料印刷申請書・許可書」は学務各課
においてあります。

■�②学内でのコピーについて�■
学内のコピー機を使用するには、コピーカードが必要で

す。コピーカード（500円〜）は大学生協で販売していま
す。
図書館内でのコピーについては、56頁を参照してくださ

い。

■�③大判プリンタについて�■
授業やゼミ・サークルなどでA3より大きいサイズの印刷

（ポスター印刷など）をしたい場合、情報メディアセンター
に申し出てください。利用するには申請書の記入と担当教員
または学生支援課の押印が必要です。

研究奨励金について11
大学院生の研究を奨励、サポートする制度として下記の

制度があります。詳細については年度初めの大学院ガイダン
スで案内するほか、随時、学生支援課にお問合わせくださ
い。

大学院生等研究支援制度一覧

研究奨励金
修士、博士前期課程 5 万円
博士後期課程 10 万円
※選考により決定

在学生 1 専攻につき 2 名、ただし博士後期課程別枠
2 名、留学生に別枠 1 名

学会報告者補助 旅費の 1 ／2 以下で 3 万円を限度
在学生
委託生
研究生

補助回数制限なし

学会参加者補助 旅費の 1 ／2 以下で 1 万円を限度
在学生
委託生
研究生

1 専攻における補助総額で年間 6 万円を限
度、博士後期課程は別枠で総額年間 6 万円を
限度

研究会活動補助
複数で構成する研究会活動に関し、1 研究会
につき 1 万円の複写費を補助。
補助件数 5 件

在学生
委託生
研究生

本学内で利用できるコピーカード（1 万円分）
を現物交付
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その他12
■�①掲示について�■
大学から院生への連絡は、特別な場合を除いてすべて掲

示またはポータルサイトで行われます。内容は緊急を要する
もの、知らないと後日支障をきたすもの等さまざまです。掲
示板やポータルサイトは大学とあなたを結ぶ重要な役割を持
っています。毎日必ず確認する習慣をつけてください。
掲示や、ポータルサイトの見忘れ等にわる不利益は、各

自が負うことになります。
なお、ポータルサイトに届いた大学からのメッセージを、

自分のメールアドレス宛に転送することができます。忘れず
に設定して、大学からの連絡を見逃さないようにしましょ
う。
掲示板の位置（学舎配置図参照）
⃝�管理・特別教室棟1階　掲示スペース（大学、学生支
援課、学務第1課、学務第2課、学務第3課、総合教
育課、学術振興課関係）

⃝�図書館入口（図書館関係）

■�②各種証明書の発行について�■
成績証明書、在学証明書、修了見込証明書、成績通知書、
学生時間割表
管理・特別教室棟2階の証明書自動発行機（または学務

第2課、学務第3課）で対応します。発行時間は、開講期間
中の平日8：45〜18：15、休講期間中の平日および開
講期間中の土曜日は8：45〜17：15となっています
（原則、休日および休講期間中の土曜日は発行できません
のでご注意ください）。

  健康診断証明書、学割証、通学乗車券発行控
管理・特別教室棟2階の証明書自動発行機で対応します。

発行時間は、開講期間・休講期間の区分なく 8：45〜
17：15となっています（原則、土曜日および休日は発行
できませんのでご注意ください）。

■�③名刺の作成について�■
研究活動において、大学名やロゴ入りの名刺が必要な場

合には、大学生協で受注しています。名刺作成に係る費用
は、すべて個人負担となります。
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第１章　目的および自己点検・評価
（目的）
第１条　本学は、教育基本法および学校教育法の規定に基づ
き、広く一般教養を施すとともに、深く専門の研究に根
ざす学芸および技能の教授を行い、もって、教養高く情
操豊かにして地域社会および国際社会の発展に貢献しう
る、社会に有為なる人材を育成することを目的とする。

（自己点検・評価）
第１条の２　本学は、その設置目的および社会的使命を達成
するため、教育・研究活動や管理運営等の状況について、
不断の自己点検・評価を実施し、その結果に基づいて教
育研究活動や管理運営等の改善・充実に努める。

２　前項の自己点検・評価の実施に関する規程は、別に定め
る。

第２章　学部および学科
（学部）
第２条　本学に次の学部を置く。
1）文学部
2）国際英語学部
3）発達教育学部
4）現代ビジネス学部
5）看護学部
6）健康科学部

（学部の目的）
第２条の２　前条に定める各学部の目的は、次の各号のとお
りとする。
1）文学部は、幅広い教養や専門的知識を身につけ、社会
で活躍するための人材を養成する。

2）国際英語学部は、国際共通語としての英語を高度に運
用する能力および国際感覚を身につけ、社会のグロー
バル化に対応できる人材を養成する。

3）発達教育学部は、人間の発達と教育に関する専門的な
知識と洞察力を身につけ、現代の課題に対応する実践
的教育力を備えた人材を養成する。

4）現代ビジネス学部は、これからの社会を展望し、新た
な時代のビジネスに必要な人材を養成する。

5）看護学部は、豊かな人間性とコミュニケーション能力
を備え、国際的視野と深い倫理観をもった看護者を育
成する。

6）健康科学部は、心理、医療の各分野の専門的知識や技
術を習得し、幅広い教養と豊かな人間性を身につけ、
新たな課題に対応できる問題解決能力を備えた人材を

養成する。
（学科）
第３条　学部には次の学科を置く。
1）文学部　日本語日本文学科、歴史学科、歴史遺産学科
2）国際英語学部　国際英語学科
3）発達教育学部　児童教育学科
4）現代ビジネス学部　経営学科、都市環境デザイン学科
5）看護学部　看護学科
6）健康科学部　心理学科、理学療法学科、救急救命学科

２　発達教育学部児童教育学科に保育士養成課程を置く。保
育士養成課程に関する細則は別に定める。

３　健康科学部心理学科に通信教育課程を置く。通信教育課
程に関する細則は別に定める。

（学科の目的）
第３条の２　前条第1項に定める各学部学科の目的は、次
の各号のとおりとする。
1）文学部日本語日本文学科は、日本語日本文学および書
道の各分野において専門的な知識や技術を身につけ、
知性と感性を磨き、自らの考えを豊かに表現できる人
材を育成することを目的とする。

2）文学部歴史学科は、歴史学を学ぶことを通して、人類
の築き上げた社会の本質を根源から見極める姿勢を養
い、科学的な視点にたって様々な課題を論理的に解決
することのできる人材を育成することを目的とする。

3）文学部歴史遺産学科は、歴史遺産を対象とする研究を
おこない、その歴史的・文化的意義を解明するととも
に、歴史遺産を適切に活用した社会を創造する意欲を
身につけた人材を育成することを目的とする。

4）国際英語学部国際英語学科は、国際共通語としての英
語を高度に運用する能力および国際感覚を身につけ、
社会のグローバル化に対応できる人材を養成する。

5）発達教育学部児童教育学科は、小学校教諭、幼稚園教
諭、保育士を養成するとともに、多様化する社会のさ
まざまな教育・保育サービスに適切に対応できる人材
を養成することを目的とする。

6）現代ビジネス学部経営学科は、営利・非営利の組織体
の経営に関する専門的な知識と技術を身につけた、こ
れからの産業や社会の発展に貢献できる人材を育成す
ることを目的とする。

7）現代ビジネス学部都市環境デザイン学科は、都市の環
境と地域アメニティに関する問題意識を持ち、総合的
な視点から建築設計、観光ビジネス、公共政策などを
行う知識・技能を身につけた人材を育成することを目
的とする。

RULE諸　規　程

RULE 京 都 橘 大 学 学 則
* 最近改正 2017 年 1 月 23 日
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8）看護学部看護学科は、生命に対して深い畏敬の念を抱
き、一般社会人としての豊かな人間性と良識を持ち、
国際的な視野をもって、看護の実践を通して社会に貢
献できる人材を養成する。

9）心理学科は、心理学の知識やカウンセリングのスキル
などを修得し、心の問題に適切に対応のできる専門的
な人材の養成をめざす。

10）理学療法学科は、理学療法に関する幅広いニーズに
応えるため、確かな知識と技術を修得させるとともに、
高度なコミュニケーション能力を有する理学療法士を
育成する。

11）救急救命学科は、救急救命の専門知識および実践力
を身につけ、医療と地域社会の課題解決に貢献できる
質の高い救急救命士を育成する。

第３章　修業年限および学生定員
（修業年限）
第４条　本学の修業年限は、4年とする。
２　3年次編入学生の修業年限は、2年とする。
（学生定員）
第５条　学生の定員は次のとおりとする。

第４章　学年および休業日
（学年）
第６条　学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わ
る。

（学期）
第７条　学年を分けて次の2学期とする。
前期（春学期）�4月 1日から9月20日まで
後期（秋学期）�9月 21日から翌年3月31日まで

（休業日）
第８条　休業日は次のとおりとする。
日曜日
国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に
規定する休日

創立記念日（10月20日）
春期休業日（2月16日から3月31日まで）
夏期休業日（8月1日から9月20日まで）
冬期休業日（12月22日から翌年1月7日まで）

２　学長は、必要により前項第3号から第6号までの休業
日を変更し、もしくは臨時に休業し、または休業日にお
ける授業等を行わせることができる。

第５章　授業科目および単位
（授業科目区分）
第９条　授業科目は、文学部、国際英語学部、発達教育学部
および現代ビジネス学部においては、その内容により、基

礎教育科目群、教養教育科目群、キャリア教育科目群、専
門教育科目群に分ける。看護学部においては、その内容
により、区分1、区分2、区分3、区分4、区分5に分
ける。健康科学部心理学科においては、その内容により、
基礎科目、教養科目、専門科目に分け、理学療法学科に
おいては、その内容により、基礎分野、専門基礎分野、専
門分野に分け、救急救命学科においては、その内容によ
り、基礎分野、基礎医学領域、救急医学領域、専門関連
科目、演習科目に分ける。別に教職に関する科目、司書
および学校図書館司書教諭に関する科目、博物館学芸員
に関する科目、社会教育主事に関する科目を置く。また、
外国人留学生に対する特例科目として、日本語および日
本事情、日本文化に関する科目を置く。

（授業科目および単位数）
第10条　日本語日本文学科の授業科目および単位数は、別
表第1、第2、第3、第4-1および別表第4-2のとお
りとする。
歴史学科の授業科目および単位数は、別表第1、第2、

第3、第5-1、第5-2および別表第5-3のとおりとす
る。
歴史遺産学科の授業科目および単位数は、別表第1、

第2、第3および別表第6のとおりとする。
国際英語学科の授業科目および単位数は、別表第1、

第2、第3、第7のとおりとする。
児童教育学科の授業科目および単位数は、別表第1、

学部 学科 入学定員 編入学定員 収容定員

文学部

日本語日本文学科 70 名 280 名

歴史学科 90 名 360 名

歴史遺産学科 50 名 200 名

国際英語学部 国際英語学科 90 名 360 名

発達教育学部 児童教育学科 140 名 560 名

現代ビジネス学部 経営学科 180 名 720 名

看護学部 都市環境デザイン学科 130 名  520 名

健康科学部

看護学科 95 名 380 名

心理学科 80 名 (3 年次 )5 名 330 名

理学療法学科 60 名 240 名

救急救命学科 50 名 200 名

心理学科 通信教育課程 180 名 (3 年次 )180 名 1,080 名

計 1,215 名 (3 年次 )185 名 5,230 名
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第2、第3、第8-1および第8-2のとおりとする。
経営学科の授業科目および単位数は、別表第1、第2、

第3、別表第9のとおりとする。
都市環境デザイン学科の授業科目および単位数は、別

表第1、第2、第3、別表第10のとおりとする。
看護学科の授業科目および単位数は、別表第11のと

おりとする。
心理学科の授業科目および単位数は、別表第12のと

おりとする。
理学療法学科の授業科目および単位数は、別表第13

のとおりとする。
救急救命学科の授業科目および単位数は、別表第14

のとおりとする。
心理学科（通信教育課程）の授業科目および単位数は、

別表第15のとおりとする。

第６章　履修方法
（授業日数）
第11条　毎学年の授業日数は、35週以上とする。
（授業の方法）
第12条　授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技の
いずれかによりまたはこれらの併用により行うものとす
る。

２　大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項
の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業
を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３　大学は、第1項の授業を、外国において履修させるこ
とができる。前項の規定により、多様なメディアを高度
に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修さ
せる場合についても、同様とする。

４　大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1
項の授業の一部を、校舎および附属施設以外の場所で行
うことができる。

（単位の認定）
第13条　授業科目の履修は単位制とし、単位は、試験によ
るほか、平素の成績を考慮して認定する。成績評点は、
100点を満点とし、60点以上を合格とする。

（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）
第13条の２　教育上有益と認めるときは、学生が他の大学
または短期大学において履修した授業科目について修得
した単位を、60単位を超えない範囲で本学において修得
したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学
する場合に準用する。

（大学以外の教育施設等における学修）
第13条の３　教育上有益と認めるときは、学生が行う短期
大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文
部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履
修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えるこ
とができる。

２　前項により与えることができる単位数は、前条第1項
および第2項により本学において修得したものとみなす
単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

（入学前の既修得単位等の認定）
第13条の４　教育上有益と認めるときは、学生が本学に入
学する前に大学または短期大学において履修した授業科
目について修得した単位（科目等履修生として修得した
単位を含む）を、本学に入学後の本学における授業科目
の履修により修得したものとみなすことができる。

２　教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に
行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業
科目の学修とみなし､ 本学の定めるところにより単位を
与えることができる｡

３　前2項により修得したとみなし、または与えることの
できる単位数は、編入学、転入学、再入学の場合を除き
本学において修得した単位以外のものについては、第13
条の2第1項および第2項ならびに前条第1項により
本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60
単位を超えないものとする。

（その細則）
第13条の５　前３項の規定による単位認定の方法につい
ては別に定める。

（履修の方法）
第14条　学生は、所属の学部、学科およびコースによっ
て、それぞれ次の授業科目を履修し、文学部生、発達教
育学部生および現代ビジネス学部生は、合計125単位以
上、国際英語学部生、看護学部生および健康科学部生は、
合計124単位以上を修得しなければならない。

基礎教育科目群
　＜学部学科＞� ＜必修＞�
文学部 
　日本語日本文学科� 10単位
　歴史学科� 14単位
　歴史遺産学科� 10単位
国際英語学部�
　国際英語学科� �6 単位
発達教育学部�
　児童教育学科� 12単位
現代ビジネス学部�
　経営学科� 14単位
　都市環境デザイン学科� 14単位

教養教育科目群、キャリア教育科目群� �
　＜学部学科コース＞� ＜必修＞�＜選択＞
文学部� �
　日本語日本文学科� �
　　日本語日本文学コース� 9単位� 44単位
　　書道コース� 9単位� 44単位
　歴史学科� �
　　日本史コース　　　　　　　� 9単位� 32単位
　　世界史コース� 9単位� 32単位
　歴史遺産学科� 9単位� 36単位
国際英語学部� �
　国際英語学科� 7単位� 22単位
発達教育学部� �
　児童教育学科�� �
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　　児童教育コース� 3単位� 22単位
　　幼児教育コース� 3単位� 22単位
現代ビジネス学部� �
　経営学科� 5単位� 36単位
　都市環境デザイン学科� 5単位� 36単位
� �
専門教育科目群� �
　＜学部学科コース＞� ＜必修＞�＜選択＞
文学部� �
　日本語日本文学科� �
　　日本語日本文学コース� 38単位� 24単位
　　書道コース� 34単位� 28単位
　歴史学科� �
　　日本史コース� 28単位� 42単位
　　世界史コース� 28単位� 42単位
　歴史遺産学科� 30単位� 40単位
国際英語学部� �
　国際英語学科　　　　　　　　� 41単位� 48単位
発達教育学部� �
　児童教育学科�� �
　　児童教育コース� 56単位� 32単位
　　幼児教育コース� 41単位� 47単位
現代ビジネス学部� �
　経営学科� 22単位� 48単位
　都市環境デザイン学科� 22単位� 48単位
� �
　＜学部学科＞� ＜必修＞�＜選択＞
看護学部� �
　看護学科� �
　　区分１� 8単位�
　　区分２� 75単位� 2単位
　　区分３� 　3単位� 2単位
　　区分４� 17単位� 11単位
　　区分５� 　6単位�
� �
　＜学部学科＞� ＜必修＞�＜選択＞
健康科学部� �
　心理学科� �
　　基礎科目　　� 6単位�
　　教養科目　　� �3 単位� 18単位
　　　選択� 基礎科目と教養科目で�� 9 単位�
　専門科目� 42単位� 46単位

　理学療法学科� �
　　基礎分野� 16単位� 10単位
　　専門基礎分野� 27単位� 4単位
　　専門分野� 61単位� 6単位
　救急救命学科� �
　　基礎分野� 11単位� 15単位
　　基礎医学領域� 12単位�
　　救急医学領域� 61単位�
　　専門関連科目� � �5 単位
　　演習科目� 20単位�
　心理学科（通信教育課程）� �

　　基礎科目　　　　　　� 6単位�
　　教養科目　　　　　　� �2 単位� 18単位
　　　選択� 基礎科目と教養科目で� 10単位
　　専門科目� 26単位� 62単位

日本語教員養成科目
別表第16のとおり、日本語教員養成として46単位

を履修することができる。
外国人留学生は、基礎教育科目群および教養教育科目

群の一部として、日本語および日本事情科目16単位、
日本文化演習4単位を履修することができる。

（資格取得）
第15条　卒業後の資格取得のために、次の科目を設ける。
１）教職に関する科目
教育職員免許状授与の資格を得ようとする者は、教育

職員免許法の定めるところにより所要科目の単位を修得
しなければならない。（別表第17･ 第 18･ 第 19）
なお、認定こども園法の改正に伴う幼稚園教諭免許状

の特例に関する科目を置く。（別表第18-2）
文学部
　日本語日本文学科�　　国語（中学校1種、高等学校1種）
　　　　　　　　　　　書道（高等学校1種）
　歴史学科　　　　　　社会（中学校1種）�
　　　　　　　　　　　地理歴史（高等学校1種）�
　歴史遺産学科　　　　社会（中学校1種）�
　　　　　　　　　　　地理歴史（高等学校1種）
国際英語学部
　国際英語学科　　　　英語（中学校1種、高等学校1種）
発達教育学部
　児童教育学科　　　　小学校1種、幼稚園1種
現代ビジネス学部
　経営学科　　　　　　社会（中学校1種）�
　　　　　　　　　　　公民（高等学校1種）
　都市環境デザイン学� 　　科社会（中学校1種）�
　　　　　　　　　　　公民（高等学校1種）
看護学部
　看護学科　　　　　　養護教諭1種
健康科学部
　心理学科（通信教育課程を除く）
　　　　　　　　　　　公民（高等学校1種）

2）司書の資格を得させるための科目
司書の資格を得ようとする者は、図書館法に基づき、

本学の定めるところにより、別表第20に定める科目を
履修しなければならない。
3）学校図書館司書教諭の資格を得させるための科目
司書教諭の資格を得ようとする者は、第1号に定める

科目を履修するほか別表第21に定める科目を履修しな
ければならない。
4）博物館学芸員の資格を得させるための科目
博物館学芸員の資格を得ようとする者は、博物館法の

定めるところにより所要科目の単位を修得しなければな
らない。（別表第22）
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5）社会教育主事の資格を得させるための科目
社会教育主事の資格を得ようとする者は、社会教育法

の定めるところにより、所要科目の単位を修得しなけれ
ばならない。（別表第23）
6）保育士の資格を得させるための課程（保育士養成課程）
発達教育学部児童教育学科幼児教育コースにおいて保

育士の資格を得ようとする者は、児童福祉法施行規則第
6条の2第1項第3号の定めるところにより、所要科目
の単位を修得しなければならない。（別表第24）
なお、認定こども園法の改正に伴う保育士免許状の特

例に関する科目を置く。（別表第24-2）
（保健師助産師看護師国家試験受験資格）
第15条の２　看護学部看護学科の学生で看護師、保健師お
よび助産師国家試験受験資格を得ようとする者は、第17
条の規定によるほか、保健師助産師看護師学校養成所指
定規則に定める科目を履修し、所定の単位を取得しなけ
ればならない。

（理学療法士国家試験受験資格）
第15条の３　健康科学部理学療法学科においては、理学療
法士および作業療法士法に規定する学校として指定を受
けた科目を第17条の規定により履修することによって、
理学療法士の国家試験受験資格を得ることができる。

（建築士試験受験資格）
第15条の４　現代ビジネス学部都市環境デザイン学科に
おいて一級建築士ならびに二級建築士および木造建築士
試験の受験資格を得ようとする者は、第17条の規定に
よるほか、建築士法第14条第1号、第15条第1号に
基づき本学が指定を受けた所要科目の単位を修得しなけ
ればならない。なお、建築士試験受験資格に係る所要単
位は別に定める。
　（救急救命士国家試験受験資格）
第15条の５　健康科学部救急救命学科においては、救急救
命士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けた科目との読
み替えを認められた本学科目を、第17条の規定により
履修することによって、救急救命士の国家試験受験資格
を得ることができる。

（単位の計算方法）
第16条　授業科目の単位数は、次の基準により計算するも
のとする。
授業科目の単位数は45時間の学修を必要とする内容

をもつて1単位とし、授業の方法に応じ、当該授業によ
る教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次
の基準により単位数を計算するものとする。
1）講義および演習については、15時間から30時間ま
での範囲で本大学が定める時間の授業をもって1単位
とする。

2）実験、実習および実技については、30時間から45
時間までの範囲で本大学が定める時間の授業をもって
1単位とする。

3）第1号に規定する授業の方法と前号に規定する授業
の方法を併用する場合の単位数の基準は、前2号に規
定する基準を考慮して本大学が定める。

２　前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目につい

ては、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定め
る。

３　前2項の規定にかかわらず、諸資格の取得に関して法
令により定められた授業科目の単位の算定基準について
は、別に定めることができる。

（通信教育課程における単位の計算方法）
第16条の２　通信教育課程の単位数は、次の基準により計
算するものとする。
1）印刷教材により学修する２単位の授業は、「2時間の
予習+2時間の学習+2時間の復習」を計15週に相
当する内容を実施する。学習の中間と終了後に、単位
修得試験またはレポート課題を採点し、合格者に対し
て「単位修得科目」として認定する。

2）メディア授業により履修する2単位については、15
時間のメディア授業と授業の予習・復習の学習時間を
合わせ、授業の中間と終了後に単位修得試験またはレ
ポート課題を採点し、合格者に対して「単位修得科目」
として認定する。

3）　面接授業により履修する2単位については、15時
間の面接授業と授業の予・復習の学習時間を合わせ、
授業の中間と終了後に単位修得試験またはレポート課
題を採点し、合格者に対して「単位修得科目」として
認定する。

第７章　卒業および学士の学位
（卒業および学位）
第17条　本学に4年（第25条、第26条および第28
条までの規定により入学した者はそれぞれ別に定める年
数）以上在学し、所定の授業科目を履修して、その単位
を修得した者は卒業とし、卒業証書を授与する。
文学部日本語日本文学科、歴史学科、歴史遺産学科を

卒業した者には学士（文学）の、国際英語学部国際英語
学科を卒業した者には学士（国際英語）の、発達教育学
部児童教育学科を卒業した者には学士（児童教育学）の、
現代ビジネス学部経営学科を卒業した者には学士（経営
学）の、現代ビジネス学部都市環境デザイン学科を卒業
した者には学士（都市環境デザイン学）の、看護学部を
卒業した者には学士（看護学）の、健康科学部心理学科
を卒業した者には学士（心理学）の、健康科学部理学療
法学科を卒業した者には学士（理学療法学）の、健康科
学部救急救命学科を卒業した者には学士（救急救命学）の
学位を授与する。

第８章　入学
（入学の時期）
第18条　入学の時期は、前期の始めとする。
２　前項にかかわらず、教育上支障がないとき、後期の始め
に入学することができる。

（入学資格）
第19条　本学に入学することのできる者は、次の各号の一
つに該当する者とする。
1）　高等学校または中等教育学校を卒業した者
2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通
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常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育
を修了した者を含む。）

3）外国において学校教育における12年の課程を修了し
た者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し
た者

4）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する
ものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了し
た者

5）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であること
その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学
大臣が定める日以後に修了した者

6）文部科学大臣の指定した者
7）高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程
度認定試験に合格した者（大学入学資格検定規程によ
る大学入学資格検定に合格した者を含む。）

8）その他本学において、相当の年令に達し高等学校を卒
業した者と同等以上の学力があると認めた者

（入学願）
第20条　本学に入学を志願する者は、所定の期日まで入学
願書の提出、その他必要な手続きをしなければならない。

（入学試験）
第21条　入学志願者に対しては、選抜試験を行う。
（入学手続）
第22条　選抜試験に合格した者は、所定の期日までに誓約
書および保証書の提出、

　その他必要な手続きをしなければならない。
（入学許可）
第23条　前条の入学手続を完了した者に対しては、入学を
許可する。

（保証人）
第24条　保証人は、父母またはこれに代わるべき者で、独
立の生計を営み、保証人としての責務を確実に果たし得
る者でなければならない。
学生が保証人を変更しようとするときは、新旧保証人

の連署をもって、また保証人に住所氏名等の変更があっ
たときは、その旨を直ちに届け出なければならない。

（転入学）
第25条　他大学から本学に転学を希望する者があるとき
は、本学に欠員がある場合に限り、選考の上これを許可
することができる。

（編入学）
第26条　本学に編入学を希望する者があるときは、本学に
欠員がある場合に限り、選考の上これを許可することが
できる。

２　健康科学部心理学科、心理学科通信教育課程について
は、3年次編入学を許可することができる。

３　編入学することができる者は、次の各号の一つに該当す
る資格を有する者とする。
1）他大学を卒業した者または１年次、２年次を修了した
者

2）短期大学を卒業した者
3）高等専門学校を卒業した者

4）文部科学大臣の定めた基準を満たす専修学校の専門課
程を修了した者

5）文部科学大臣の定めた基準を満たす高等学校等の専攻
科の課程を修了した者

6）その他同等以上の資格を有する者
（単位の認定）
第27条　前2条の規定により転入学または編入学を許可
された者の、前に在学した大学における履修科目とその
単位については、その一部または、全部を本学における
授業科目および単位数として換算または認定することが
できる。

（その細則）
第27条の２　前2条の規定による単位認定の方法につい
ては別に定める。

（再入学）
第28条　本学学則第34条により退学した者および第39
条第1項第1号もしくは第2号または第3号により除
籍した者が、再入学を願い出た場合許可することができ
る。

（その細則）
第28条の２　再入学に関する規程は、別に定める。

第９章　転学、転科、休学および退学
（転出学）
第29条　本学から他の大学に転学を希望する者があると
きは、学長の許可を受けなければならない。

（転学部、転学科等）
第30条　転学部、転学科、転コースおよび転課程は原則と
して許可しない。ただし、特別の事情があるときは、学
年の始めに限り選考の上これを許可することができる。

２　転学部、転学科、転コースおよび転課程に関する取り扱
いは別にこれを定める。

（休学）
第31条　病気その他やむを得ない事由により、引続き6
ヶ月以上欠席しようとする者は、保証人連署の上願い出
てその許可を受けなければならない。ただし、病気の場
合は医師の診断書を添えなければならない。

（休学期間）
第32条　休学の期間は1年を超えることができない。た
だし、特別の理由があるときは、許可を得て更に1年以
内に限り休学することができる。通算して休学できる期
間は4年以内とする。休学の期間は在学の期間に算入し
ない。

（復学）
第33条　休学者が復学しようとするときは、保証人連署の
上願い出て許可を受けなければならない。

（留学）
第33条の２　学生が第13条の2第2項に規定する留学
（以下「留学」という）をする場合、保証人が連署した留
学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。

２　留学の期間は、在学の期間に算入する。
３　留学に関する取扱は別にこれを定める。
（退学）
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第34条　退学しようとする者は、その理由を具して、保証
人連署の上願い出て許可を受けなければならない

（在学限度）
第35条　在学期間は、通算8年を超えることができない。
通信教育課程では、通算10年を超えることができない。

２　編入学を許可された者の在学期間は、2年次編入学の場
合通算7年、3年次編入学の場合通算6年を超えること
ができない。通信教育課程では、2年次編入学の場合通
算8年、3年次編入学の場合通算6年を超えることがで
きない。

第10章　入学検定料、入学金および授業料
（入学検定料）
第36条　本学に入学を志望する者は、入学願書に添えて別
表Aに定める入学検定料を納めなければならない。

２　入学検定料に関する規程は、別に定める。
（入学金）
第37条　入学を許可されたものは、所定の期日までに別表
Bに定める入学金を納入しなければならない。

２　入学金を納めないときは、入学の許可を取り消すことが
できる。

３　入学金に関する規程は、別に定める。
（授業料）
第38条�学生は、別表Ｂに定める授業料を納入しなければ
ならない。

２　授業料およびその他の学費に関する規程は、別に定め
る。

３　第1項の定めにかかわらず、本則第18条第2項に定
める学生の授業料は別に定める規程によるものとする。

（除籍）
第39条　次の場合、除籍することができる。
1）授業料およびその他の学費の納入を怠り、督促を受け
てもなお納入しない者

2）授業料およびその他の学費が未納で受講登録をしてい
ない者

3）休学者で休学期間終了日までに復学願、退学願または
休学願を未提出の者

4）休学期間が通算して4年を超える者
5）在学期間が所定の年数を超える者
6）外国人留学生で、法に定める在留資格を得られない者
7）入学手続完了者で、受講登録をせずかつ修学の意思が
ない者

8）　死亡届のあった者
２　除籍に関する規程は、別に定める。
（復籍）
第39条の２　本学学則第39条第1項第1号もしくは第
2号または第3号により除籍となったものが、復籍を願
い出た場合、許可することができる。

２　復籍に関する規程は、別に定める。
第39条の３　削除
（授業料等の返還）
第40条　既納の入学検定料・入学金・授業料およびその他
の学費は返還しない。ただし、授業料およびその他の学

費については入学を辞退する旨の申し出があった場合に
限り返還することがある。

（授業料等の延納）
第41条　授業料およびその他の学費を延納しなければな
らない事情があるときは、直ちにその旨を願い出て許可
を受けなければならない。

（休学中等の学費）
第42条　休学期間中は授業料およびその他の学費を徴収
しない。ただし、休学の始めまたは終わりの日の属する
納期分はこの限りでない。

第42条の２　留学期間中の学費の扱いは別に定める。
（授業料の貸与）
第43条　成績優秀にして学資の支弁が極めて困難な者に
は、授業料を貸与することができる。

第11章　�科目等履修生、聴講生、特別聴�
講学生および外国人学生

（科目等履修生）
第44条　本学における授業科目の一部を選択履修しよう
とする者があるときは、選考の上科目等履修生として入
学を許可することができる。

（科目等履修生の選考料、登録料および履修料）
第44条の２　科目等履修生として入学を希望する者は入
学願書に添えて選考料を納めなければならない。

２　選考の結果科目等履修生として入学を許可された者は、
所定の期日までに登録料および履修料を納めなければな
らない。

３　前年度から引続いて履修を希望する者および本学卒業生
に対しては、第1項の選考料は免除する。

４　所定の期日までに登録料および履修料を納付しない場
合、入学を取り消すことができる。

（科目等履修生に対する準用条項）
第44条の３　科目等履修生には第1条から第3条まで、
第7条から第9条まで、第12条、第16条、第20条
および第24条を準用する。

（その細則）
第44条の４　科目等履修生に関する規程は、別に定める。
（外国人学生）
第45条　外国人で入学を志望する者があるときは、選考の
上外国人学生として入学を許可することができる。

（外国人学生に対する準用条項）
第45条の２　外国人学生には、第1条から第4条まで、
第6条から第14条まで、第16条から第27条まで、
第30条から第43条まで、第49条および第50条を
準用する。

（その細則）
第46条　外国人学生に関する規程は、別に定める。
（聴講生）
第46条の２　本学における授業科目の一部を選択履修し
ようとする者があるときは、選考の上聴講生として聴講
を許可することができる。

２　聴講生に関する規程は、別に定める。
（特別聴講学生）
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第46条の３　教育上有益と認めるときは、他の大学または
短期大学との協議に基づき当該他の大学または短期大学
に在学する者で、本学の授業科目を履修し、その単位を
修得しようとする者（以下「特別聴講学生」という。）に
対し、当該授業科目の履修を許可することができる。

（外国の大学または短期大学）
第46条の４�前項の規程は、外国の大学または短期大学に
在学する者で、本学に留学する場合に準用する。

（特別聴講学生の授業料等）
第46条の５　特別聴講学生に係る授業料等については、本
学とその者が在学する大学または短期大学との協議によ
り定める。

（特別聴講学生に対する準用条項）
第46条の６　特別聴講学生には、第2条から第3条まで、
第7条から第9条、第12条、第16条および第24条
を準用する。

（その細則）
第46条の７　特別聴講学生に関する規程は、別に定める。

第12章　公開講座
（公開講座）
第47条　本学は、臨時に公開講座を開設することができ
る。

（その細則）
第48条　公開講座に関する規程は、別に定める。

第13章　賞罰
（表彰）
第49条　本学学生で特に他の学生の模範とすべき篤行の
ある者は、教授会の議を経てこれを表彰することができ
る。

（懲戒）
第50条　本学学生が、この学則その他本学の定める諸規則
を守らず、その本分にもとる行為のあったときは、懲戒
処分を行うことができる。

懲戒は、訓告、停学および退学とする。
２　前項の退学は、次の各号の一つに該当する学生に対して
のみ行うことができる。
1）性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2）学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
3）正当な理由なくして出席常でない者
4）大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した
者

第14章　職員組織
（職員）
第51条　本学に教授、准教授、講師、助教、助手ならびに
事務職員、教務職員、技術職員およびその他の職員を置
く。

（役職）
第51条の２　本学に学長、副学長、部長、学部長、館長、
所長等を置く。

２　学長は、本学を代表するとともに、校務をつかさどり、

教職員を統括する。
（大学評議会）
第52条　本学に大学評議会を置く。
評議会は、次に掲げる職員で組織する。
1）学長（議長）
2）副学長
3）教務部長、学生部長、入学部長、学術情報部長
4）学部長
5）研究科長
6）総合教育センター長、教養教育推進室長、グローバル
教育推進室長

7）総合研究センター長、地域連携センター長、女性歴史
文化研究所長、看護学部看護異文化交流 ･社会連携推
進センター長

8）各学部より選出された教授各4名
9）大学事務局長（幹事）

（大学評議会の任務）
第52条の２　大学評議会は、次の各号に掲げる事項につい
て審議し、学長に対し意見を述べるものとする。
1）学生の入学および卒業に関する事項
2）学位の授与に関する事項
3）大学の機構、組織および制度に関する事項
4）教員の人事のうち教員の教育研究業績の審査に関する
事項

5）全学の教育課程の編成に関する事項
6）学生補導および身分に関する重要な事項
7）その他、学長が大学評議会の意見を聞くことが必要と
定める事項

２　前項に定めるもののほか、大学評議会が審議し、学長の
求めに応じ、意見を述べることができる事項については、
別に定める。

３　通信教育課程に関する審議事項については別に定める。
（学部教授会）
第53条　本学に学部教授会を置く。

学部教授会は、学部長（議長）、学部の教授、准教授、
専任講師および助教をもって組織する。

（学部教授会の任務）
第53条の２　学部教授会は、次の各号に掲げる事項につい
て審議し、学長に対し意見を述べるものとする。
1）学生の卒業に関する事項
2）教員の人事のうち教員の教育研究業績の審査に関する
事項

3）学部諸規程の改廃に関する事項
4）学部の教育課程に関する事項
5）その他、学長が学部教授会の意見を聞くことが必要と
定める事項

２　前項に定めるもののほか、学部教授会が審議し、学長の
求めに応じ、意見を述べることができる事項については、
別に定める。

３　通信教育課程に関する審議事項については別に定める。
第53条の３　本学に通信教育課程委員会を置く。通信教育
課程委員会に関する規程は別に定める。
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第15章　附属施設ならびに教育研究機関
（図書館）
第54条　本学に附属図書館を置く。
附属図書館に関する規程は、別に定める。
（総合教育センター）
第54条の２　本学に総合教育センター（欧文名称：
General�Education�Center）を置く。

　総合教育センターに関する規程は、別に定める。
２�総合教育センターは、次の各号に定める組織で構成する。
1）教養教育推進室
2）グローバル教育推進室
教養教育推進室、グローバル教育推進室に関する規程

は、別に定める。　
（総合学術推進機構）
第54条の３　本学に総合学術推進機構（欧文名称
:Organization� for�Academic�Reseach�Promotion）
を置く。
総合学術推進機構に関する規程は、別に定める。

２　総合学術推進機構は、次の各号に定める組織で構成す
る。
1）総合研究センター
2）（削除）
3）女性歴史文化研究所
4）（削除）
総合研究センター、女性歴史文化研究所に関する規程

は別に定める。
第54条の４　本学に看護教育研修センター（欧文名称：
Center�for�Professional�Development� in�Nursing）
を置く。

看護教育研修センターに関する規程は、別に定める。
第54条の５　本学に地域連携推進機構（欧文名称
:Organization�for�Regional�Collaboration）を置く。

　地域連携推進機構に関する規程は別に定める。
２　地域連携推進機構に地域連携センターをおく。地域連携
センターに関する規程は別に定める。

第54条の６　本学に看護異文化交流・社会連携推進センタ

ー（欧文名称 :�Center�for�Cross-cultural�Nursing�and�
the�Promotion�of�External�Relations）を置く。

　看護異文化交流・社会連携推進センターに関する規程は別
に定める。

第54条の７　削除
第54条の８　本学に心理臨床センター（欧文名称 :Center�
for�Clinical�Psychology）を置く。
心理臨床センターに関する規程は、別に定める。

第54条の９　本学に理学療法教育研修センター（欧文名
称：Center� for� Professional� Development� in�
Physical�Therapy）を置く。

理学療法教育研修センターに関する規程は、別に定める。
（寄宿舎）
第55条　本学に寄宿舎を設置し、学生の希望者を入舎せし
め、本学の理想実現のための有用な一機関とする。

寄宿舎に関する規程は、別に定める。
（医務室）
第56条　本学に医務室を置き、教職員および学生の健康管
理を行なう。

第16章　補則
（細則）
第57条　この学則の実施に関し必要な細則は、別に定め
る。

第58条　この学則の改廃は、大学評議会の議を経て、理事
会が行う。

２　前項にかかわらず、第52条から第53条の3までに
定める事項については、大学評議会の議を経て、学長が
行う。

附　則　この学則は、昭和42年4月1日から施行する。
　（教育職員の免許状授与の所要資格を得させるための課程
の設定、昭和43年2月19日受理）

附　則　（キャリア教育科目群の改定、現代ビジネス学部の
教育課程の改定、学費の改定、日本語教員養成に関する
科目の改定）

　この学則は、平成29年4月1日から適用する。
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（取扱の基礎）
第１条　京都橘大学の学費納付については、学則第36条か
ら第43条までおよび京都橘大学　通信教育課程に関す
る規程（以下「通信教育課程に関する規程」という。）第
23条から　第30条までの規定によるほか、この規程に
定めるところによる。

（定義）
第２条　この規程において学費とは、入学検定料（学則第
36条、通信教育課程に関する規程第23条）、入学金（学
則第37条、通信教育課程に関する規程第24条）、授業
料（学則第38条第1項、通信教育課程に関する規程第
25条第1項）のほか、学生が納付すべきすべての納付
金をいう。

２　学則第38条第2項の「その他の学費」は、文学部、
人間発達学部英語コミュニケーション学科、国際英語学
部国際英語学科、現代ビジネス学部現代マネジメント学
科現代マネジメントコース、現代ビジネス学部現代マネ
ジメント学科経営学系、現代ビジネス学部経営学科およ
び健康科学部心理学科においては教育充実費、人間発達
学部児童教育学科、発達教育学部児童教育学科、現代ビ
ジネス学部現代マネジメント学科救急救命コース、現代
ビジネス学部現代マネジメント学科救急救命学系、現代
ビジネス学部都市環境デザイン学科、現代ビジネス学部
都市環境デザイン学科都市デザイン学系、現代ビジネス
学部都市環境デザイン学科救急救命学系、看護学部、健
康科学部理学療法学科および健康科学部救急救命学科に
おいては、教育充実費および実験実習料とする。

３　前2項に定めるもののほか、教育実習費、博物館実習
費、その他実習費、課程履修費等を学費として徴収する
ことがある。

４　学則第13条の2第2項に規定する留学のうち、海外
留学をする者の取扱に関する規程第2条1号に規定する
派遣留学生の場合、在籍料を徴収する。

５　前項に定める在籍料は1学期に付き、20,000円とす
る。

６　科目等履修生が納付すべき履修料等、聴講生が納付すべ
き聴講料、特別聴講学生の授業料等は別に定める。

（学費納付期日）
第３条��学費は、次のように納付しなければならない。�ただ
し、納付期日が金融機関休業日の場合、翌営業日を納付
期日とする。
（1）　前期分　　4月30日まで
（2）　後期分　10月31日まで
２　前項にかかわらず、健康科学部心理学科通信教育課程に
おいては次のとおりとする。
（1）　前期分　　4月27日まで
（2）　後期分　10月27日まで
３　編入学、転入学等を許可された者の学費納付期日は、そ
の都度定める。

４　教育実習費、博物館実習費、その他実習費等の納付期日

は、その都度定める。
５　（削除）
（納付額）
第４条　学費はすべて入学を許可された年度において納付す
べきものとされた額を、在学中毎年度納付しなければな
らない。ただし、入学金を除く。

２　入学検定料は別表1のとおりとし、入学金、授業料、
その他の学費等は別表2のとおりとする。
（1）　（削除）
（2）　看護学部に在籍する学生のうち、『助産学実習』の
履修を登録した者については、助産師関係科目履修費
として、150,000円を、その登録した年度の後期学
費と同時に徴収する。

（3）　人間発達学部児童教育学科および発達教育学部児童
教育学科以外の学部・学科に在籍する学生のうち、小
学校教員免許課程に関する教職科目の履修を登録した
者については、小学校教員免許関係科目履修費として、
100,000円を、最初に登録を行った年度の後期学費
と同時に徴収する。

（3の2）　現代ビジネス学部現代マネジメント学科経営
学系および現代ビジネス学部経営学科に在籍する学生
のうち、診療情報管理士の受験資格を得ようとする者
については、診療情報管理士科目履修費として、
30,000円を、第3年次後期学費と同時に徴収する。

（4）　健康科学部心理学科通信教育課程の正科生が、4年
間の在学期間を超えて在籍する場合は5年目の学期よ
り、2年次編入学生が3年間の在学期間を超えて在籍
する場合は4年目の学期より、3年次編入学生が2年
間の在学期間を超えて在籍する場合は3年目の学期よ
り、別表2の授業料に代えて納付すべき在籍料を
50,000円とする。

３　学則第30条に定める転学部、転学科および転コースに
関する納付金は、以下のとおりとする。
�（1）選考を受けようとする者が納付すべき試験料は、学
則第36条第１項に定める入学検定料の2分の1の額
とする。

（2）　入学金は、徴収しない。
（3）　転学部、転学科、転コースおよび転課程の許可を受
けた者の学費は、許可される学部、学科またはコース
の当該回生の、入学年度に適用した回生充当学費とす
る。

４　学則第28条に定める再入学に関する納付金は、以下の
とおりとする。
�（1）　再入学を希望する場合の検定料は、その年度に行
う入学試験の検定料と同額とする。

�（2）�　再入学を許可された者が納付すべき再入学金は、
学則第37条第１項に定める入学金の2分の1の額と
する。ただし、通信教育課程については免除する。

�（3）�　再入学の許可を受けた者の学費は、再入学する学
部・学科またはコースの当該回生の、入学年度に適用

RULE 京 都 橘 大 学 学 費 納 付 金 規 程
2016 年 12 月現在
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した回生充当学費とする。
５　第2条第2項に定める学費の額は、それぞれの実習費
の募集要項に定める額とする。

（後期入学者の学費）
第４条の２　後期に入学を許可された者の学費は、入学年度
は、その年度の入学金と後期分の学費とする。

２　通学制において翌年度以降の学費は、別表2に定める
額とする。

（入学検定料の特例）
第４条の３　以下の各号に係る出願の場合の入学検定料は、
当該入試の募集要項に定める額とする。
（1）　一般入試（大学入試センター試験利用を除く。）に
おいて、複数日程併願、複数学部または複数学科併願
の場合

（2）　一般入試（大学入試センター試験利用を除く。）と
同時に大学入試センター試験利用一般入試出願の場合

（3）　インターネットによる出願を実施する入試におい
て、インターネットを使用して出願する場合

（学費年額の特例）
第５条　学則第17条および通信教育課程に関する規程第
41条第1項に定める在学年数を超えて在籍しようとす
る学期に卒業単位修得となる者の学費は、その学期分の
みとする。

（学費の延納）
第６条　特別の事由により学費の延納を願い出る者は、所定

納付期限前に延納願を提出しなければならない。
２　通学制の学費納付延期は、前期分にあっては8月5日
まで、後期分にあっては2月5日までとする。

��　通信教育課程の学費納付延期は、前期分にあっては5月
27日まで、後期分にあっては�11月 27日までとする。
ただし、やむを得ない事情がある場合は、願出により、前
期分に　あっては6月27日、後期分にあっては12月
27日を限りに延納を認める。

３　延納を許可された者の学費の納付は一括払込とする。
４　（削除）
（除籍の時期）
第７条　（削除）
（復学者の学費）
第８条　休学した者が復学を許可された場合は、その期の所
定の学費を納付しなければな　らない。

（臨時の定め）
第９条　（削除）
（事務主管）
第10条　この規程に関する事務の主管は、経理課とする。
（改廃）
第11条　この規程の改廃は、理事会が行う。

附　則　この規程は、1978年 10月 1日から施行する。
附　則　この規程は、2017年 4月1日から施行する。

（1）2014年度以前入学生

【文学部】

　 日本語日本文学科、歴史学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 742,000

後　　　　　期 ――― 417,000 125,000 542,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 250,000 1,284,000

別表1　入学検定料

　【全学部共通】 （単位：円  以下同じ）

入学検定料

推薦入試、一般入試（大学入試センター試験利用を除く）、編入学、海外帰国生徒、社会人、ＡＯ
入学制度

35,000

通信教育課程入試
一般入試（大学入試センター試験利用の者）

10,000

外国人留学生 15,000

※京都橘高等学校卒業見込者の出願については、入学検定料を免除する。

別表2�　入学金、授業料、その他学費

　文化財学科、歴史遺産学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 742,000

後　　　　　期 ――― 417,000 145,000 562,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 270,000 1,304,000
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【人間発達学部】

　児童教育学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 447,000 125,000 25,000 797,000

後　　　　　期 ――― 447,000 145,000 25,000 617,000

初年度納付金合計額 200,000 894,000 270,000 50,000 1,414,000

　英語コミュニケーション学科

区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 424,500 125,000 749,500

後　　　　期 ――― 424,500 125,000 549,500

初年度納付金合計額 200,000 849,000 250,000 1,299,000

【現代ビジネス学部】

　現代マネジメント学科現代マネジメントコース、経営学系
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 742,000

後　　　　期 ――― 417,000 145,000 562,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 270,000 1,304,000

　現代マネジメント学科救急救命コース、救急救命学系
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 75,000 817,000

後　　　　期 ――― 417,000 145,000 75,000 637,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 270,000 150,000 1,454,000

　都市環境デザイン学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 25,000 767,000

後　　　　期 ――― 417,000 145,000 25,000 587,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 270,000 50,000 1,354,000

【看護学部】

　看護学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000 550,000 150,000 125,000 1,075,000

後　　　　期 ――― 550,000 150,000 125,000 825,000

初年度納付金合計額 250,000 1,100,000 300,000 250,000 1,900,000

【健康科学部】

　心理学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 417,000 125,000 742,000

後　　　　　期 ――― 417,000 145,000 562,000

初年度納付金合計額 200,000 834,000 270,000 1,304,000

　理学療法学科
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000    550,000 150,000 125,000 1,075,000

後　　　　期 ―――    550,000 150,000 125,000 825,000

初年度納付金合計額 250,000 1,100,000 300,000 250,000 1,900,000
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【人間発達学部】

　児童教育学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 503,500 34,500 25,000 763,000

後　　　　　期 ――― 503,500 34,500 25,000 563,000

初年度納付金合計額 200,000 1,007,000 69,000 50,000 1,326,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 503,500 134,500 25,000 663,000

後　　　　　期 ――― 503,500 134,500 25,000 663,000

合計額 ――― 1,007,000 269,000 50,000 1,326,000

（2）2015年度入学生および2016年度入学生（編入学生は編入学年次の学費を適用する）
【文学部】

　日本語日本文学科、歴史学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 25,000 697,000

後　　　　　期 ――― 472,000 25,000 497,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 50,000 1,194,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 125,000 597,000

後　　　　　期 ――― 472,000 125,000 597,000

合計額 ――― 944,000 250,000 1,194,000

　歴史遺産学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

合計額 ――― 944,000 270,000 1,214,000

　英語コミュニケーション学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 479,500 25,000 704,500

後　　　　　期 ――― 479,500 25,000 504,500

初年度納付金合計額 200,000 959,000 50,000 1,209,000

　心理学科通信教育課程
区　　分 入学金 授業料 合計

入学時（前期） 30,000 140,000 170,000

後　　　　　期 ――― 140,000 140,000

初年度納付金合計額 30,000 280,000 310,000
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　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 479,500 125,000 604,500

後　　　　　期 ――― 479,500 125,000 604,500

合計額 ――― 959,000 250,000 1,209,000

【現代ビジネス学部】

　経営学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

合計額 ――― 944,000 270,000 1,214,000

　都市環境デザイン学科、都市デザイン学系

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 25,000 732,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 25,000 532,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 50,000 1,264,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 25,000 632,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 25,000 632,000

合計額 ――― 944,000 270,000 50,000 1,264,000

　都市環境デザイン学科、救急救命学系

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

合計額 ――― 944,000 270,000 150,000 1,364,000

【看護学部】

　看護学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　　期 ――― 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000
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【健康科学部】

　心理学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

合計額 ――― 944,000 270,000 1,214,000

　理学療法学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　　期 ――― 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

合計額 ――― 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

　救急救命学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

合計額 ――― 944,000 270,000 150,000 1,364,000

　心理学科通信教育課程
区　　分 入学金 授業料 合計

入学時（前期） 30,000 140,000 170,000

後　　　　　期 ――― 140,000 140,000

初年度納付金合計額 30,000 280,000 310,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

合計額 ――― 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000
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【発達教育学部】

　児童教育学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 503,500 34,500 25,000 763,000

後　　　　　期 ――― 503,500 34,500 25,000 563,000

初年度納付金合計額 200,000 1,007,000 69,000 50,000 1,326,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 503,500 134,500 25,000 663,000

後　　　　　期 ――― 503,500 134,500 25,000 663,000

合計額 ――― 1,007,000 269,000 50,000 1,326,000

【国際英語学部】

　国際英語学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 479,500 25,000 704,500

後　　　　　期 ――― 479,500 25,000 504,500

初年度納付金合計額 200,000 959,000 50,000 1,209,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 479,500 125,000 604,500

後　　　　　期 ――― 479,500 125,000 604,500

初年度納付金合計額 200,000 959,000 250,000 1,209,000

（3）2017年度以降入学生（編入学生は編入学年次の学費を適用する）
【文学部】

　日本語日本文学科、歴史学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 25,000 697,000

後　　　　　期 ――― 472,000 25,000 497,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 50,000 1,194,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 125,000 597,000

後　　　　　期 ――― 472,000 125,000 597,000

合計額 ――― 944,000 250,000 1,194,000

　歴史遺産学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

合計額 ――― 944,000 270,000 1,214,000
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【現代ビジネス学部】

　経営学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 435,000 25,000 660,000

後　　　　　期 ――― 435,000 55,000 460,000

初年度納付金合計額 200,000 870,000 50,000 1,120,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 435,000 125,000 560,000

後　　　　　期 ――― 435,000 125,000 560,000

合計額 ――― 870,000 250,000 1,120,000

　都市環境デザイン学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 435,000 25,000 25,000 685,000

後　　　　　期 ――― 435,000 25,000 25,000 485,000

初年度納付金合計額 200,000 870,000 50,000 50,000 1,170,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 435,000 125,000 25,000 585,000

後　　　　　期 ――― 435,000 125,000 25,000 585,000

合計額 ――― 870,000 250,000 50,000 1,170,000

【看護学部】

　看護学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　　期 ――― 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

合計額 ――― 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

【健康科学部】

　心理学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 707,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 507,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 1,214,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 合　　計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 607,000

合計額 ――― 944,000 270,000 1,214,000
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　理学療法学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 250,000 600,000 15,000 125,000 990,000

後　　　　　期 ――― 600,000 15,000 125,000 740,000

初年度納付金合計額 250,000 1,200,000 30,000 250,000 1,730,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

後　　　　　期 ――― 600,000 140,000 125,000 865,000

合計額 ――― 1,200,000 280,000 250,000 1,730,000

　救急救命学科

　（1 年次）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

入学時（前期） 200,000 472,000 35,000 75,000 782,000

後　　　　　期 ――― 472,000 35,000 75,000 582,000

初年度納付金合計額 200,000 944,000 70,000 150,000 1,364,000

　（2 年次以降）
区　　分 入学金 授業料 教育充実費 実験実習料 合計

前　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

後　　　　　期 ――― 472,000 135,000 75,000 682,000

合計額 ――― 944,000 270,000 150,000 1,364,000

　心理学科通信教育課程
区　　分 入学金 授業料 合計

入学時（前期） 30,000 140,000 170,000

後　　　　　期 ――― 140,000 140,000

初年度納付金合計額 30,000 280,000 310,000
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（趣旨）
第１条　この規程は、京都橘大学（大学院および通信教育課
程を除く。）において、要卒単位数不足により留年した
学生、および最短標準修業年限を超えて在学する学生に
対して行う京都橘大学留年者等学費減免制度（以下「本
制度」という。）について、必要な事項を定める。

（減免制度）
第２条　本制度においては、適用が決定された者が納入すべ
き学費のうち、授業料について2分の1を免除する。

２　本制度が適用され、実行した学期においてなお要卒単位
数が不足することとなった場合であっても、再度申請で
きる。

（対象者）
第３条　本制度の対象者は、以下の事項をすべて満たす者と
する。
（1）　標準修業年限を修了した者、または最短標準修業年
限を超過する者

（2)　卒業要件を満たすための要卒単位数が10単位以下
の者

（3）　最短標準修業年限期間中の必要な学費を納入済みの
者

（除外対象）
第４条　前条の対象者の要件を満たしている場合でも、以下
の事項の一に該当する場合は対象外とする。

（1）　本人が法令に違反したことに起因して、留年となっ
た場合

（2）　京都橘大学学則第50条に起因する留年の場合
（3）　在学年限内に卒業、修了する見込みがない場合
（申請）
第５条　第3条および第4条の要件を満たし、本制度によ
る授業料減免を受けようとする者は、所定の申請書類に
必要事項を記入のうえ、所属する学部を担当する学務各
課（以下「学部事務主管課」という。）に申請するもの
とする。

（申請期限）
第６条　第5条の申請の期限は、成績通知の日から2週間
以内を原則とする。

（審議）
第７条　第5条および第6条に基づき対象者から申請があ
った場合、学部事務主管課がとりまとめたうえ、部長会
において審議を行い、学長が採否を決定する。

（事務主管）
第８条　この規程に関する事務主管は、経理課とする。
（規程の改廃）
第９条　この規程の改廃は、部長会の議を経て、学長が行
う。

附　則　この規程は、2016年 4月1日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 留 年 者 等 学 費 減 免 制 度 規 程
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（目的）
第１条　この内規は、本学学則第39条および本学通信教育
課程に関する規程第49条第１項の規定による除籍に関
する事項を定める。

（除籍の時期）
第２条　本学学則第39条および本学通信教育課程に関す
る規程第49条第１項に規定する除籍の時期は次のとお
りとする。

２　授業料およびその他の学費の納入を怠り、督促を受けて
もなお納入しない者
（1）　前期分学費滞納者は４月１日
（2）　後期分学費滞納者は９月21日
３　授業料およびその他の学費が未納で受講登録をしていな
い者
（1）　前期分学費滞納者は４月１日
（2）　後期分学費滞納者は９月21日
４　休学者で休学期間終了日までに復学願、退学願または休
学願を未提出の者は、当該休学期間終了日の翌日

５　休学期間が通算して４年を超える者は、当該休学期間満
了の翌日

６　在学期間が所定の年数を超える者は、当該在学年度の翌
年度４月１日

７　外国人留学生で、法に定める在留資格を得られない者
は、在留資格喪失日

８　入学手続き完了者で、受講登録をせずかつ修学の意思が
ない者
（1）　通学制　　　　　５月31日
（2）　通信教育課程　　６月30日
９　「死亡届」のあった者は、死亡日の翌日
（除籍の決定）
第３条　除籍の決定は、学部教授会の議を経て、学長が行
う。ただし、通信教育課程生の場合は、通信教育課程委
員会の議を経て学長が行う。
（1）　（削除）
（2）　（削除）
（3）　（削除）
（通知）
第４条　前条により除籍した場合は、死亡届のあった者を除
き、本人および保証人に通知する。

（事務主管）
第５条　この内規に関する事務主管は、通学制においては学
務第１課、通信教育課程においては通信教育課とする。

（改廃）
第６条　この内規の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が
行う。

附　則　この内規は、昭和42年４月１日から実施する。
附　則　この内規は、2015年４月１日から実施する。

RULE 京 都 橘 大 学 の 除 籍 に 関 す る 事 務 取 扱 内 規

（目的）
第１条　この内規は、本学学則第39条の２および本学通信
教育課程に関する規程第49条第３項の規定による復籍
に関する事項を定める。

（手続）
第２条　本学学則第39条の２および通信教育課程に関す
る規程第49条第３項により復籍を希望する場合は、所
定の復籍願に保証人連署の上、復籍手続金（学費納付金
に同じ）を添えて、学長に願出なければならない。

（復籍の手続期間）
第３条　前条の復籍願は、前期に復籍する場合は８月25日
までに、また後期に復籍する場合は２月18日までに提
出しなければならない。　

（復籍の時期）
第４条　復籍の時期は、除籍日と同日とする。
（復籍後の学年）
第５条　復籍を許可された者の学年は、除籍された日付の学
年とする。

（復籍後の学費等）
第６条　復籍後の学費等は、復籍時と同様とする。
（審議）
第７条　復籍の可否決定は、大学評議会の議を経て、学長が
行う。ただし、通信教育課程生については、通信教育課
程委員会の議を経て、学長が行う。

（既修得単位）
第８条　除籍前に履修した科目およびその単位は、復籍後に
修得単位として認定することができる。

（事務主管）
第９条　この内規に関する事務の主管は、学務第１課とす
る。

（改廃）
第10条　この内規の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、2003年４月１日から施行する。
附　則　この内規は、2014年４月１日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 の 復 籍 に 関 す る 事 務 取 扱 内 規
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（目的）
第1条　この規程は、学則第49条に基づき、学生の表彰
について定めることを目的とする。

（対象）
第2条　表彰は、正課及び課外において他の学生の模範と
なる行為をもって、本学の名誉を高めたものを対象とす
る。

（表彰基準）
第3条　本学学生及び本学公認団体のうち、以下の項目に
該当する顕著な活動を行った個人及び団体に対して表彰
する。
（1）正課での成績優秀者、および優秀な修士論文の執筆
者

（2）課外活動において、全国レベルの極めて高い評価を
受けた者

（3）課外活動において、全国レベルに次ぐ大会・コンク
ール等で最上位に入賞した者、および、学芸・学術活
動などで高い評価を受けた者

（4）高水準の資格取得者や、顕著な社会貢献を行った者
など、学部・研究科からの推薦を受けた者

（5）その他、本学の名誉を高めるような活動を行った
　者

2　表彰に特別学生表彰、学生表彰の区分を設ける。表彰区
分やその対象の詳細については別途定める。

（出願）
第4条　対象となる活動は、毎年1月1日から12月末日
までのものとし、翌年1月1日から1月末日まで申請及
び推薦を受けつける。

（選考及び決定）
第5条　表彰者の決定は、選考委員会において選考の上、
大学評議会の議を経て、学長が行う。

2　選考委員会は、学生部委員会がこれを兼ねる。
（表彰の方法）
第6条　表彰の方法は、被表彰者に表彰状及び副賞を授与
するものとする。

（記録等）
第7条　被表彰者（団体）は事務主管課において表彰名簿
及び本人学籍簿に記載する。

（事務主管）
第8条　この規程の事務主管は、学生支援課とする。
（改廃）
第9条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附則　この規程は1998年 1月21日から施行する。
附則　この規程は2005年 11月 22日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 学 生 表 彰 規 程



95

CHAPTER

3

（目的）
第１条　本規程は、経済的理由により修学困難な学生に対
し、経済的援助を行い学業を継続させることを目的とし
て設置する奨学金の取扱いについて定める。

（対象）
第２条　本制度による奨学金の対象者は、本学学部および大
学院の正規課程に在籍する学生とし、本人の経済事情に
より、修学が困難であると認められる者とする。

２　外国人留学生対象の奨学金については別途定める。
第２条の２　本制度に、次の奨学金を設ける。
　（1）　経済援助給付奨学金（以下「給付奨学金」という。）
　（1）　緊急就学援助奨学金（以下「緊急奨学金」という。）
（募集）
第３条　本制度の奨学金は、毎年4月および9月に当該年
度分の募集を行う。

２　（削除）
３　（削除）
（出願資格）
第４条　給付奨学金は、経済的理由により修学が困難な者
で、修学意欲の強い者が出願できる。

２　（削除）
３　（削除）
４　（削除）
第４条の２　緊急奨学金は、以下のいずれかに該当する者が
出願できる。原則として、出願までの１年以内に発生し
た事由を対象とする。
（1）　激甚災害等自然災害被災に伴う家計が急変した者
（2）　学資負担者の失職、廃業、自己破産により、家計が
急変した者

（3）　学資負担者の離職、病気による収入源により家計が
急変した者

（4）　火災等の被害により家計が急変した者
（5）　第４条の２に定める以外の修学困難と認められる特
別な事情が生じた者

（給付の方法）
第５条　本制度の奨学金は、学費に充当する方法で給付する
ことを基本とする。

２　学資負担者の状況により、現金により給付を行うことが
ある。

（出願）
第５条の２　本制度の奨学金を希望する者は、本学所定の願
書に学資負担者と連署の上、必要書類を添えて、第3条
に定める募集期間中に出願しなければならない。

２　前項にかかわらず、経済的理由により修学困難と認めら
れる事情が生じたときには、随時出願できる。

３　緊急奨学金を希望する場合は、前項の書類に加え、その
事由を証明する書類を添付しなければならない。

４　本制度の奨学金を希望する者は、複数の年度に出願する
ことができる。ただし、正規の修学年限を超えて出願す
ることはできない。

（給付の額）
第６条　本制度による給付の額は、採用された年度の授業料
および教育充実費の合計相当額以内、または、授業料の
相当額以内とし、学生部委員会で決定する。

２　（削除）
（給付の取消）
第７条　次の事項に該当した場合、この制度の適用を取り消
すこととする。
（1）　休学したとき。
（2）　除籍または退学もしくは停学等の処分を受けたと
き。

（3）　願書または提出書類に虚偽の記載を行ったとき。
（4）　著しく授業出席状態が不良または、著しく成績が不
良のとき。

（給付期間）
第８条　本制度による奨学生の採用は、奨学生１人につき、
原則として1年度に１回とする。ただし、特例として１
年度に２回の採用を認める場合がある。

２　（削除）
第８条の２　緊急奨学生の採用は、原則として同一学生の同
一事例において在学期間を通じて１回とする。

２　前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するとき
は、1回を超えて採用することができる。
（1）　同一学生であって従前の採用時の事例と異なる事例
のとき。

（2）　学長が特別の事情があると認めたとき。
第９条　（削除）
２　（削除）
３　（削除）
（選考）
第10条　本制度の奨学生の選考および採用は、学生部委員
会をもって選考委員会とし、その議を経て、学長が決定
する。

（選考の基準）
第11条　本制度の奨学生の選考は、以下の基準をもって選
考委員会で総合的に行う。
（1）　卒業、修了が十分に可能な単位修得状況であること。
（2）　日本学生支援機構の規定で算出した「収入の年額」
が、日本学生支援機構第一種奨学金の家計の推薦基準
額以下になっていること。

（3）　本制度を含む各種奨学金の受給実績、修学状況、修
学意欲、課外活動その他の状況を勘案することがある。

２　前項第１号に関する基準については、別途、学生部委員
会が定める。
　（決定通知）
第12条　選考の結果、本制度の奨学生の採用を決定したと
きは、本人および学資負担者に　通知する。

（基金）
第13条　給付奨学金は京都橘大学奨学基金による果実に
よって賄う。

RULE 京 都 橘 大 学 経 済 援 助 等 給 付 奨 学 金 規 程
2016 年度　改定予定
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２�当該年度の給付額がその年度の前項における果実の額を
上回る場合は、その差額を大学会計から支出することが
できる。

（事務主管）
第14条　この規程に関する事務主管は学生支援課とする。
（改廃）
第15条　この規程の改廃は部長会の議を経て、学長が行
う。

附則
１�この規程は、2001年 10月 17日から施行する。
２�この規程の施行に伴い京都橘女子大学給付奨学金規程は
改訂する。

附則　この規程は、2016年 4月1日から施行する。
２　改定規程の施行をもって、「京都橘大学緊急就学援助奨
学金規程」は廃止する。

（目的）
第1条　本学の学部および大学院の学生で経済的理由によ
り修学困難なものに対し、学業を継続させることを目的
として貸与奨学金制度をもうける。

（種別）
第2条　貸与は、通常貸与と緊急貸与の2種とする。
（貸与額）
第3条　貸与額は、授業料相当額以内とする。
（貸与期間）
第4条　奨学金は1年度に限り貸与する。
2　引続き貸与を希望するものは、年度ごとに改めて出願し
なければならない。

（出願）
第5条　通常貸与は毎年1回6月に募集を行い学内に公示
する。緊急貸与は通常貸与以外の学生で、学年の中途に
おいて修学困難と認められる特別な事情が生じた場合に
随時出願することができる。

（出願資格）
第6条　奨学金出願者は次の各号に該当する者でなければ
ならない。ただし、その年数に休学期間を含めない。貸
与奨学金は日本学生支援機構およびその他の奨学金との
併給を認める。
（1）　学部学生にあっては在学期間が4年以内の者。
（2）　大学院生にあっては在学期間が2年以内の者。
（申込）
第7条　奨学金出願者は、本学所定の願書に連帯保証人と
連署のうえ提出する。緊急貸与の出願者は被災証明書等
修学困難となった事由を証明するものを添付して出願し
なければならない。

（選考）
第8条　貸与生の選考は、学生部委員会をもって貸与奨学
金選考委員会とし、その議を経て、学長が行う。

（選考方法）
第9条　貸与生の選考は以下の基準による総合判定とする。
（1）　日本学生支援機構の規定で算出した「収入の年額」
が、日本学生支援機構第二種奨学金の家計の推薦基準
額以下になっていること。

（2）　所定の修業年限内での卒業、終了が可能であること。
（3）　その他、修学状況、修学意欲、授業出席状況等を参
考とする。

（決定通知）
第10条　貸与生の決定は本人および連帯保証人に通知す
る。

（交付）
第11条　奨学金は学費等に充当する。
（交付手続き）
第12条　貸与生に決定されたものは交付手続きを行う。
（変更）
第13条　貸与生または貸与生であったものが、次に掲げる
事項に異動があった場合は、ただちに届け出なければな
らない。
（1）　本人および連帯保証人の住所、勤務先の変更
（2）　連帯保証人の変更
（3）　婚姻その他による改姓
（貸与奨学金の停止）
第14条　貸与生が次に掲げる各事項のいずれかに該当す
る場合は奨学金の貸与を停止する。
（1）　休学したとき
（2）　除籍退学および停学等の処分をうけたとき
（3）　願書および提出書類に虚為の記載を行ったとき
（4）　著しく出席状態または成績不良のとき
（返還）
第15条　貸与生が卒業、修了、退学したとき、または除籍
されたときは在学中にうけた奨学金の全額について連帯
保証人と連署のうえ所定の貸与奨学金借用証書及び返還
計画書をただちに提出しなければならない。

2　前条第3号の場合はただちに奨学金の返還をもとめる
ことがある。

（返還期間）
第16条　貸与生が卒業、修了、退学したとき、または除籍
されたときは、そのときより半年据え置き、毎月賦で基
本月額15,000円を返済しなければならない。なお、基
本月額に満たない端数は最終回の返済額とする。

2　月賦金の返済期日は別途本学が指定した日とする。
3　返済については返還額を変更し、または期日を繰り上げ
て返還することができる。

（督促）
第17条　月賦金の返済を延滞している場合は、金額および
支払方法をそのつど示して返済を督促する。

2　前項による督促は、次に掲げる事項のいずれかに該当す

RULE 京 都 橘 大 学 貸 与 奨 学 金 規 程
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（目的）
第1条　この規程は京都橘大学看護学部貸与奨学金（以下
「本奨学金」という。）の取扱いについて必要な事項を定
めることを目的とする。

（対象）
第2条　本奨学金の受給対象は本学看護学部生で、正規課
程に在学し、修学年限である4年以内の者とする。ただ
し、外国人留学生は除く。

（申込）
第3条　毎年4月に募集を行い学内に公示する。
2　本奨学金の申込者は、以下の書類を提出しなければなら
ない。
（1）本奨学金申込書（連帯保証人の署名が必要）
（2）公的に証明された年間収入等の書類
（3）住民票
（4）その他申込に必要な書類
（申込資格）
第4条　本奨学金の申込者は、「京都市看護師修学資金融資
制度」に申込をする者を対象とする。

（選考）
第5条　本奨学金の受給者（以下「本奨学生」という。）
の選考は、学生部委員会が行い、部長会の議を経て学長
が決定する。本奨学金およびその他奨学金との併給を認
める。

（貸与期間）
第6条　本奨学金は1年度に限り貸与する。
2　引続き本奨学金を希望するものは、年度ごとに改めて申
込しなければならない。

（貸与額）
第7条　本奨学金貸与年額は、5万円とする。
（決定通知）
第8条　本奨学金の決定は本人および連帯保証人に通知す
る。

（交付）
第9条　本奨学金は前期または後期学費納付時に相殺して
交付する。

（交付手続）
第10条　本奨学生として選考された者は、本奨学金交付時
に、本奨学金の全額について連帯保証人と連署のうえ所
定の貸与奨学金借用証書を提出しなければならない。

（変更）
第11条　本奨学生または本奨学生であったものが、次に掲
げる事項に異動があった場合は、ただちに届出なければ
ならない。
（1）本人および連帯保証人の現住所、勤務先を変更した
とき。

（2）連帯保証人の変更をしたとき。
（3）改姓をしたとき。
（貸与奨学金の取消）
第12条　本奨学生が次に掲げる各事項のいずれかに該当
する場合は奨学金の貸与を取り消す。
（1）休学したとき。
（2）除籍退学および停学等の処分をうけたとき。
（3）願書および提出書類に虚為の記載を行ったとき。
（4）著しく出席状態または成績不良のとき。
（返還）
第13条　本奨学生が卒業したとき、退学したとき、または
除籍されたときは、借用証書記載の連帯保証人と連署の
うえ本奨学金の未返済額について返還計画書をただちに
提出しなければならない。

2前条　第3号の場合は、ただちに奨学金の返還をもとめ
ることがある。

（返還期間）
第14条　本奨学生が卒業したとき、転学部したとき、退学
したとき、または除籍されたときは、そのときより半年
据え置き毎月賦で返還し、5年以内に返還が完了しなけ
ればならない。

2　毎月賦金の返還期日は月末とする。
3　返還については返還額を変更し、または期日を繰り上げ
て返還することができる。

（督促）
第15条　毎月賦金の返還を延滞している場合は返還を督

RULE 京 都 橘 大 学 看 護 学 部 貸 与 奨 学 金 規 程

る場合は連帯保証人に対して行う。
（1）　貸与生であったものに督促をかさねても月賦金を返
還しないとき

（2）　貸与生であったものの住所が不明になったとき
（返還猶予）
第18条　貸与生であったものが次の各号のいずれかに該
当するときは、願い出によって返還を猶予することがあ
る。
（1）　災害、傷害、病気その他正当な事由により返還が困
難になったとき

（2）　大学または大学院に在学するとき
（返還免除）

第19条　貸与生が死亡したときは連帯保証人の願い出に
よって、その返還未済額の全額を免除することがある。な
お、返還免除の願い出は死亡後ただちに戸籍抄本を添付
して提出しなければならない。

（事務主管）
第20条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第21条　この規程の改廃は、部長会の議を経て、学長が行
う。

附　則　この規程は、昭和53年10月 1日から施行する。
附　則　この規程は、2013年 4月1日から施行する。
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（目的）
第1条　この制度は、本学の学部および大学院の学生が修
および学生生活維持のため緊急に援助を必要とするとき
に、期間を定めて金を貸付けるものである。その基金は
寄付金その他をもってあてる。

（運営）
第2条　運営については前条に基づき、学生部委員会（以
下「委員会」という）があたり、貸付の事務は学生支援
課の所管とする。

（出願）
第3条　貸付希望者は学生部長に対し、所定の様式により
貸付願を出さなければならない。

2　この貸付の連帯保証人は貸付希望学生の保証人とする。
（審査）
第4条　審査は委員会の定める内規に従い、面接審査し、
貸付金額、期間を定める。

（貸付額及び貸付期間）
第5条　貸付額及び貸付期間は、以下の通りとする。
（1）貸付額限度額30,000円
（2）期間3ケ月以内
（貸付）
第5条　貸付を決定した場合には即日これを貸付ける。
（返済）
第6条　返済は定められた期間内に一括して返済しなけれ
ばならない。

（再貸付）
第7条　返済未了者に対する再貸付はこれを実施しない。
（改廃）
第8条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附則　この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則　この規程は、2005年 4月1日から施行する

（総則）
第1条　本学学生による団体結成・学内集会・掲示等につ
いては、別に定めるものを除き、この規程による。

（結成の届け出）
第2条　学生が課外活動およびこれに類する学内活動を行
う団体（以下「学内団体」という。）を結成しようとす
るときは、学生部長に団体結成承認願を提出して承認を
受けなければならない。届け出た事項を変更しようとす
る場合もこれに準ずる。

（顧問）
第3条　学内団体結成承認の願出に際しては、本学専任教
員のなかから団体の顧問を委嘱することを要する。

（学外者）
第4条　学内団体がその活動のための必要上、部外から講

師、指導員等を招へいしようとする場合は、予め学生部
長の承認をうけなければならない。

第5条　学内団体に承認の条件に反する行為があったとき
はその承認を取消すことがある。

（団体の承認）
第6条　学内団体は毎年2月10日から3月10日までに
団体継続承認願を学生部長に提出し、その承認を得なけ
ればならない。

（団体の解散）
第7条　学内団体が解散したときは学生部長に届け出なけ
ればならない。

（活動許可申請）
第8条　学内団体が本学の建物その他の施設を使用して集
会を催す場合は、学生部長に学内集会許可願を提出して

RULE 京 都 橘 大 学 生 活 資 金 等 短 期 貸 付 規 程

RULE 京 都 橘 大 学 団 体 結 成 等 に 関 す る 規 程

促する。
2　前項による督促は次に掲げる事項のいずれかに該当する
場合は借用証書記載の連帯保証人に対して行う。
（1）本奨学生であったものに督促をかさねても返還し　　
ないとき。

（2）本奨学生であったものの住所が不明となったとき。

（返還猶予）
第16条　本奨学生であったものが次の各号のいずれかに
該当するときは、願出によって返還を猶予することがあ
る。
（1）災害、傷害、病気その他正当な事由により返還が困
難になったとき。

（2）本学の学部または研究科に在学するとき。
（返還免除）
第17条　本奨学生が死亡したときは借用証書記載の連帯
保証人の願い出によって、その返還未済額の全額を免除
することがある。なお、返還免除の願い出は死亡後ただ
ちに戸籍抄本を添付して提出しなければならない。

（事務主管）
第18条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第19条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附則　この規程は、2015年 4月1日から施行する。
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許可をうけなけばならない。学内集会許可願に記載した
事項を変更しようとする場合もこれに準ずる。

第9条　学内団体が学外においてその活動に関する行事を
行おうとする場合は、学生部長に学外行事承認願を提出
して許可をうけなけらばならない。

第10条　学内集会許可願および学外行事承認願は、実施日
の5日前までに提出しなければならない。ただし特別の
事情がある場合はこの限りでない。

第11条　学内に周知させることを目的として掲示、印刷物
の配布、立看板、広告物の掲出その他の行為をしようと
する場合は、学生部長に掲示等許可願を提出して許可を
うけなければならない。

2　学内に掲示、掲出等を認めるものは、第2条によって承
認された学内団体が、指定の場所において行うものに限
る。

（掲示物の取扱）

第12条　掲示期間の経過した掲示物は責任者において撤
去しなければならない。

2　掲示期間の経過した掲示物については学生部にて撤去す
る。

第13条　掲示物の許可は承認印を押印することによって
行う。

2　承認を受けた印刷物には許可日付、許可番号を明示しな
ければならない。

（事務主管）
第14条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附則　この規程は、昭和42年6月29日から施行する。
附則　この規程は、2005年 4月1日から施行する。

（趣旨）
第1条　この規程は、本学学生が本法人の施設設備等を損
壊した際の指導及び弁済等の対応に関して必要な事項を
定める。

（損壊への対応）
第2条　本学学生が本法人の施設設備等を損壊した場合、
以下の各号により対応する。
（1）損壊が故意、未必の故意または重大な過失による場
合は、厳重に指導を行い、顛末書を提出させる。原状
回復にかかる費用は弁済させる。

（2）過失の場合は、指導を行い、顛末書を提出させる。
原状回復にかかる費用の弁済は求めない。

（3）その他法人備品（図書、ロッカーの鍵等を含む）等
を紛失した場合は、顛末書を提出させる。再作成、原
状回復にかかる費用は弁済させる。

（学生への対応窓口）
第3条　前条の対応は、学生支援課を窓口とする。
（事務主管）
第4条　この規程に関する事務主管は学生支援課とする。
（改廃）
第5条　この規程の改廃は、部長会の議を経て、学生部長
が行う。

附則　この規程は、2008年 4月1日から施行する。

（目的）
第１条　この規程は、京都橘大学学則第50条の規定に基づ
き、学部および大学院学生の懲戒処分に関して必要な事
項を定める。

（懲戒処分の対象）
第２条　懲戒処分の対象は、次の各号に掲げるものとする。
（1）　犯罪行為
（2）　人権を侵害する行為
（3）　試験および論文作成等における学問的倫理に反する
行為

（4）　その他、学生の本分に著しく反する行為
（手続き）
第３条　学生部または教務部は懲戒の対象とすべき行為があ
ったと知り得たとき、当該学生に対する面談により事実
確認を行う。

２　事実確認を行うにあたって、必要に応じて、当該学生の
保証人等に同席を求めることがある。

３　なお当該学生が何らかの事由により、面談による事実確
認が行えない場合、文書等によって行うことがある。

４　学生部長または教務部長は事実確認の内容を、学長に報
告する。

（調査委員会）
第４条　学長は学生部長または教務部長からの報告に基づ
き、調査委員会を設置する。

２　調査委員会は次の各号の者をもって構成する。
（1）　副学長
（2）　教務部長
（3）　学生部長
（4）　当該学生が所属する学部の学部長もしくは研究科長
（5）　当該学生のクラスアドバイザーもしくは演習ゼミ担

RULE 学 生 の 施 設 設 備 等 の 損 壊 に 関 す る 規 程

RULE 京 都 橘 大 学 学 生 懲 戒 に 関 す る 規 程
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当教員
（6）　その他、学長が必要と認めた教職員
３　調査委員会は確認された事実に基づき、当該学生を懲戒
する必要の有無について検討する。その際、必要に応じ
て、調査委員会の委員全員もしくは委員の一部が、再度
当該学生に対し事情聴取を行うことがある。

４　調査委員会は当該学生の懲戒を必要と認めた場合、適切
と思われる懲戒内容を付して、学長に報告する。

（自宅謹慎）
第５条　学生部長または教務部長は、懲戒処分が決定するま
での間、当該学生に対して自宅謹慎を命ずることができ
る。

（懲戒処分の決定）
第６条　調査委員会より報告を受けた学長は、直ちに部長会
の審議に付すものとする。

２　学長は、部長会の審議を経た後、通学制の学部学生につ
いては学部教授会の議を経て大学評議会、大学院生につ
いては研究科会議の議を経て大学院委員会、通信教育課
程の学生については通信教育課程委員会の、審議に付す。

３　前２項の審議を経て、学長は処分を決定する。
（懲戒処分の発効日）
第７条　懲戒処分の発効日は、学長が処分を決定した日とす
る。

（懲戒処分の告知）
第８条　懲戒処分は、学生部長または教務部長および当該学
部長もしくは研究科長が本人に対し、文書を手交するこ
とによって告知する。その際、必要に応じて保証人等の
同席を求めることがある。

２　保証人に対しても、当該学生への告知文書の写しを、手
交もしくは郵送する。

３　懲戒処分の内容は原則として公開しない。ただし、部長
会での審議により当該学生の氏名、学籍番号等を明記し
た文書を掲出する場合がある。

（異議申し立て）
第９条��前条に規定する懲戒処分を受けた学生は、告知日よ
り７日以内に、文書により学長に異議を申立てることが
できる。

２　学長は、申立の趣旨、理由等を勘案の上再審議を決定し
たときは、調査委員会に対して再審議を命じるとともに、
その旨を当該学生に通知する。なお再審議は、本規程第
４条および第５条の規定を準用する。

３　学長は当該学生からの異議申立を却下する場合、その旨
を当該学生に通知する。

（懲戒の種類 )
第10条　懲戒は、退学、停学、訓告とする。
２　懲戒の基準は別に定める。
（退学者の扱い）
第11条　懲戒処分により退学となった学生の再入学は、原
則として認めない。

（停学）
第12条　停学は、無期停学および有期停学とする。
２　無期停学は６か月を超える期間とし、有期停学は６か月
以内とする。

３　停学期間は、在学期間に含める。
４　停学期間中の学生に対して指導を行う場合は、当該学部
長と、クラスアドバイザーまたは演習ゼミ担当教員とが
あたる。

５　学生部長または教務部長は、停学処分を受けた学生につ
いて反省の程度等を総合的に検討し、処分を軽減もしく
は短縮することが適当であると判断した場合、学長に対
し処分の軽減または短縮を願出ることができる。ただし
その場合、当該学部教授会または大学院研究科会議の審
議を経なければならない。

６　前項の願出があった場合、部長会での審議を経て、学長
はその処分の軽減または短縮を決定することができる。

７　無期停学は、原則として６か月を経過した後でなけれ
ば、解除することはできない。

８　停学処分の期間には、本規程第５条に定める自宅謹慎期
間を含める。

（懲戒処分と自主退学）
第13条　懲戒対象となる行為を行った学生が、懲戒処分の
決定前に退学の願出を行った場合は、受理しない。

（事務主管）
第14条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第15条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て学長が
行う。

附　則　この規程は、2007年 10月 25日から施行する。
附　則　この規程は、2015年５月1日から施行し、
2015年４月１日から施行する。
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Ⅰ . ガイドライン制定の趣旨
本学は、「自立・共生・臨床の知」という教学理念およ

び日本国憲法、教育基本法、男女雇用機会均等法、労働
基準法等に則り、男女平等を尊重し、学習、研究、労働
の権利を保障し、人権侵害のない環境をめざして、この
ガイドラインを定めます。

Ⅱ . 本学と構成員の責務
学長は、このガイドライン及び「京都橘大学人権委員

会に関する規程」を定め、「人権委員会」を設置し、その
委員を任命します。
人権委員会は、人権侵害の防止・対応並びに人権啓発

に関する全学的な施策を策定し、その実施について学長
が責任を負います。
本学構成員は、このガイドラインの趣旨を理解し、相

互に人格を尊重し、人権侵害の防止に努めなければなり
ません。

Ⅲ . 人権侵害の定義
人権侵害とは、日本国憲法第14条に「すべて国民は、

法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい
て、差別されない。」と規定されているように、法の下
の平等の侵害、思想・信条・良心の自由及び言論の自由
に対する差別的取り扱い、プライバシーの侵害、相手の
意に反する性的言動や身体的接触、その他基本的人権を
侵害するような取り扱いにより相手の尊厳を傷つける行
為をいいます。
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、

インターネットや携帯電話を用いた誹謗、中傷なども人
権侵害行為です

Ⅳ . ガイドラインの対象・適用範囲
（1）本学の構成員である教職員（専任・非常勤など勤務形
態を問わない）及び学生（大学院生・学部生・留学生・
研究生・科目等履修生、公開講座の受講生など本学で教
育を受ける者）のすべてをこの適用対象とします。

（2）本学の構成員相互間において起こった人権侵害行為に
ついては、学内外、授業・課外活動、勤務時間の内外、そ
れらが起こった場所・時間帯を問わずこれを適用します。

（3）卒業生及び退職した教職員についても在学・在職中に
起こった過去の被害については、これを適用します。

（4）本学の構成員の学外者に対する人権侵害行為について
は、当事者間に就労・就学等の利害関係のある場合に限
りこれを適用します。

Ⅴ . 人権侵害の防止
人権委員会は、「京都橘大学人権委員会に関する規程」

に則り、人権侵害を防止するために、以下のような活動

を行います。
（1）人権侵害防止のためのパンフレットやポスターの作
成。

（2）学生・教職員に対する啓発活動。
（3）管理職に対する特別研修。
（4）人権侵害の加害者に対する特別研修。
（5）人権侵害の概要の公表など情報の提供。なお、公表
に際しては、当事者のプライバシーを侵害しないよう
配慮します。

Ⅵ . 人権侵害への対応
（1）相談窓口

人権侵害を受けた本学構成員は、相談窓口の人権相談
員に相談することができます。相談窓口は以下の所に設
けます。

　　・学生相談室
　　・医務室
　　・教職員の人権相談員（半数以上は女性）

相談は本人、代理人又は友人によってすることができ
ます。
相談は面談だけでなく、手紙・電話・電子メールなど

でも受け付けます。人権相談員への連絡方法はパンフや
掲示板等に表示します。
人権相談員は相談者の悩みを聞き、相談者のとるべき

方法（苦情処理の申し立てまたは調査の請求）について、
必要な相談に応じます。また、カウンセリングなどの手
配をすることもできます。

（2）相談後の手続き
人権相談員は、相談を受けた時は、人権委員会の委員

長に報告します。
人権委員会の委員長は、相談者の意向を聞き、苦情処

理の申し立てを行う場合は、その手続き（改善措置また
は調停）を行い、その結果を学長に報告します。
相談者が調査請求を行う場合は、ただちに学長に報告

します。
（3）苦情処理の申し立て

人権委員会の委員長は、相談者が苦情処理の申し立て
を希望する場合、必要に応じて人権救済委員会を設置し、
改善措置または調停の手続きを行います。また緊急性が
認められるときは、臨時の措置として、被申立人に対し
ただちに当該行為をやめるよう勧告することができます。

（a）改善措置
改善措置とは、比較的軽微な人権侵害につき、人権救

済委員会が、被申立人への注意等で解決する手続きをい
います。
人権救済委員会は、当事者双方の事情聴取を行った上

で、申立人が希望しかつ人権救済委員会が改善措置相当
と判断する場合は、被申立人に対し勧告するなど改善措
置を行います。この場合、人権救済委員会は改善措置の
内容を人権委員会に報告し、人権委員会は学長に報告し

RULE 京都橘大学人権侵害防止に関するガイドライン
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ます。
（b）調停

調停とは、人権侵害を当事者双方の話し合いで解決す
る手続です。
人権救済委員会は、当事者双方から事情聴取を行った

上で、申立人が調停を希望し、かつ人権救済委員会が調
停相当と判断する場合は、調停を行います。
人権救済委員会は、調停が成立したとき、合意事項を

文書に作成し、人権委員会に報告し、人権委員会は学長
に報告します。
なお、本学としての措置が必要な場合には、人権委員

会が対応策を付して、学長に報告します。
（4）申し立ての取り下げ・不成立による終了

人権委員会ならびに人権救済委員会の委員は、申立人
の救済を優先し、被害の揉み消しをはかるようなことを
してはなりません。
上記委員がこれに反した場合には、申立人は当該委員

の交替、または苦情処理の申し立ての取り下げ・不成立
を申し出ることができます。
申立人はいつでも改善措置または調停の取り下げをす

ることができます。
人権救済委員会は、相当な期間が経過しても合意が成

立する見込みがないときは、人権委員会に報告の上、改
善措置または調停を不成立として終了させることができ
ます。
被申立人は、正当な理由がない限り、人権救済委員会

または人権委員会が行う事情聴取や改善措置、調停の手
続き等を拒否することができません。

Ⅶ . 調査の請求
（1）調査請求

調査請求による調査とは、次のような場合に、学長が
「人権調査委員会」を設置して、事実関係の調査を行うこ
とをいいます。

　（a）申立人が調査を請求する場合
　（b）人権委員会が、改善措置が困難と判断した場合
　（c）調停が不成立に終わった場合
　（b）（c）の場合は申立人の同意を得て行います。
（2）人権調査委員会

人権調査委員会は、客観性・中立性・公平性を確保す
るために、必要に応じて外部から弁護士などを委員に加
えることができます。ただし、その事例を取り扱った人
権相談員は委員になることができません。
人権調査委員会は、当事者及び関係者から事情を聴取

し、事実関係を明らかにします。この場合、関係者の名
誉・プライバシーなどに注意を払わなければなりません。

（3）調査の終了
人権調査委員会は、原則として2ケ月以内に調査を終

了し、調査結果をただちに人権委員会に報告します。
人権委員会は、必要な場合には、さらに当事者の意見

を聴取することができます。

人権委員会は、人権調査委員会の報告及び本委員会の
調査に基づき、当該事実が人権侵害に該当するか否かの
判断を行います。
人権委員会は当該事実が人権侵害であると認定した場

合には、本学として適切な措置がとられるよう、その対
応策を付して学長に報告します。

Ⅷ . 学長・部長・事務局長等のとるべき措置
（1）学長は、人権委員会から報告を受けたときは、当該学
部・事務局・各部（教員・学生が対象となる場合には学
部、事務職員が対象となる場合には事務局、学外者が対
象となる場合には該当する部）に対して、被申立人への
対応及び関連する措置についての検討を要請します。

（2）当該学部・事務局・各部は被申立人への対応、学習・
研究環境や労働環境等の環境改善策を検討し、学長に報
告します。

（3）学長は当該学部・事務局・各部の意見を尊重し、必要
な場合には理事会に報告し、法人としての対応を要請し
ます。

（4）学長または理事長は、被申立人の人権侵害が認定され
た時には、学則・就業規則等に基づき適切な処分を決定
します。処分決定の過程で、必要な場合には、被申立人
の意見を表明する機会を保障します。

（5）学長は、本学としての措置を、当事者に告知します。
なお、公表が相当と認められる場合には、当事者の人

権に配慮した上で措置及びその理由を学内に公表するこ
とができます。

Ⅸ . その他
（1）人権侵害の被害者に対して、本学は救済措置をとるよ
う努力します。

（2）人権侵害について相談窓口の人権相談員に相談したり、
苦情処理の申し立て、調査請求をしたことを理由として
不利益な扱いを被ることはありません。

（3）人権侵害の相談や苦情処理の申し立て、調査請求をし
たことに対して、被申立人が報復をすることを禁じます。
もし、報復行為がなされた場合には、本学として、必要
な措置をとります。

（4）人権侵害別の相談・苦情処理・調査に際して、虚偽の
申し立てや偽証をすることを禁じます。

（5）人権相談員、人権委員会の委員、人権救済委員会の委
員及び人権調査委員会の委員は人権侵害に関する職務上
知り得た秘密を他人に漏らしてはなりません。任期を終
えた後も同様です。

（6）このガイドラインは、必要が生じた場合、見直し・改
訂を行うものとします。

このガイドラインは2008年 7月28日から施行しま
す。
このガイドラインの施行をもって、「京都橘大学セクシュ

アル・ハラスメントに関するガイドライン」は廃止します。
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学日本語日本文学会と称する。
第2条　本会の事務局は京都橘大学日本語日本文学科研究
室内におく。

第3条　本会は日本語日本文学の研究と会員相互の親睦を
はかることを目的とする。

第2章　会員
第4条　本会員は本学日本語日本文学科入学と同時に自動
的に入会するものとする。

第5条　本会は本学日本語日本文学科学生および日本語日
本文学科教員を以って構成する。

第5条の2　大学院言語文化専攻に入学し、日本語、日本
文学、書道に関する修士論文作成のための「特別研究」に
所属する者は、入学と同時に自動的に入会するものとす
る。

第3章　役員
第6条　本会に下記の役員をおく。
　会長1名副会長1名議長1名
　副議長1名教職幹事1名学生幹事20名会計監査2名
第7条　会長、副会長は日本語日本文学科の学生の中から
互選する。

第8条　議長、副議長は会員の中から互選する。
第9条　教職幹事は日本語日本文学科教員の中から互選す
る。

第10条　学生幹事は1〜4回生の各クラスの中からそれ
ぞれ数名ずつ互選する。

第10条の2　大学院生から学生幹事を1名選出する。
第11条　役員の任期は4月から翌年3月までの1カ年と
する。但し、再選された場合は妨げない。

第12条　役員は役員会を組織して会務を執行する。
第13条　幹事は次の事務を分担する。
　（1）書記
　（2）会計
　（3）編集
　（4）渉外
第14条　会計監査は本学会の全会員の内から5名互選す
る。

第4章　事業
第15条　本会の目的を達成するための事業を行う。
　（1）講演会の開催

　（2）読書会、特別講座の開講、研究発表
　（3）会誌の発行
　（4）研究設備の拡充
　（5）新入生・卒業生の送迎コンパ
　（6）その他

第5章　会議
第16条　本会は下記の会議を開く。
　（1）定期総会（年1回）
　（2）臨時総会
　（3）役員会
第17条　役員は定期総会において、前年度の事業を報告し
会計報告を行い、又その年度の計画を発表する。

第18条　臨時総会は必要に応じて会長がこれを召集する。
　（1）役員会が必要と認めた場合
　（2）正会員の1／3以上の要求があった場合
第19条　役員会は役員の2／3以上の出席をもって成立
し、議決は過半数をもって成立する。

第20条　総会は全会員の1／3以上の出席をもって成立
し、議決は過半数をもって成立する。

第6章　会計
第21条　本会の運営に必要な費用は会員の会費及び寄附
金によって賄う。

第22条　本会の会費は年間1,000円とし1回生時に一
括納入する。

第23条　本会会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月
31日を以って終る。

第24条　監査は本会会計を監査し、その結果を総会に報告
する。

第7章　補則
第25条　本会会則に定める事項は別に細則を制定するこ
とができる。

第26条　本会会則の改正は総会出席2／3以上の賛成に
よるものとする。

附則　この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則　この規程は、2005年 4月1日から施行する。

RULE 日 本 語 日 本 文 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学歴史文化学会と称する。
第2条　本会の事務局は京都橘大学内の歴史文化学会室に
置く。

第3条　本会は歴史および文化財に関する諸問題の研究、
学界への寄与、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第2章　会員
第4条　本会は正会員・準会員を以って構成する。
第5条　本学歴史学科・文化財学科・文学研究科歴史学専
攻・文化財学専攻の学生および本学歴史学科・文化財学
科教員を正会員とする。なお、本会の目的に賛同し入会
した者を準会員とする。

第6条　本学歴史学科・文化財学科および文学研究科歴史
学専攻・文化財学専攻に入学した学生は入学と同時に正
会員となる。

第3章　役員
第7条　本会に下記の役員をおく。
　会長1名副会長3名会計1名書記1名
　会計監査2名顧問若干名
第8条　本会役員の選出方法、並びに任務は次の如くとす
る。
（1）学会委員は各回生のクラスもしくはゼミより2名づ
つ選出する。大学院生からは学会委員を1名選出する。
役員は学会委員の互選によって3回生から選出する。

（2）会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
（3）会計は会計徴収支出等に関する総括事務を行う。
（4）書記は会議の記録・保存にあたる。
（5）会計監査は学会委員より1名、本学歴史学科および
文化財学科の教員より1名選出する。

（6）学会委員は、本会の運営に必要な事務を司り、会員
相互の連絡につとめる。

（7）顧問は、本学歴史学科および文化財学科の教員の中
から互選する。

第9条　本会役員の任期は総会から次年度総会までとする。
任期満了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその
職務を行うものとする。

第4章　事業
第10条　本会は第3条の目的を達成する為に次の事業を
行う。

　（1）学会誌の発行
　（2）講演会・研究発表会
　（3）史跡調査会・見学会・見学旅行
　（4）図書の購入・管理・貸出し
　（5）研究会・サークルなどの活動の支援
（6）その他

第5章　総会
第11条　総会は正会員を以って構成し、会の最高議決機関
とする。総会は正会員の2／3以上（委任状を含む）の
出席を以って成立し、議案は出席者の過半数の賛成を以
って決定する。

第12条　総会は毎年度始めに開催する。なお、下記の場合
は臨時に開くことができる。

　（1）幹事会が必要と認めた場合
　（2）正会員の2／3以上の要求があった時
第13条　議長は正会員中からその都度会長が指名し、総会
の承認により決定する。

第14条　次の事項は総会の承認を必要とする。
　（1）本会の年度行事計画
　（2）予算および決算
　（3）その他（総会が必要と認めた事項）

第6章　会費
第15条　本会の運営に必要な費用は会費及び寄附金によ
って賄う。

第16条　本会の会費は年間1,000円とし、1回生時に一
括納入する。

第7章　附則
第17条　本会則の更改には総会出席者の2／3以上の賛
成を要する。

附則　この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則　この規程は、2013年 6月27日から施行する。

RULE 歴 史 文 化 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学児童教育学会と称する。
第2条　本会は児童教育・保育およびその関連分野の研究
と会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条　本会の運営は会員の総意に基づく。

第2章　会員
第4条　本会員は児童教育学科入学と同時に自動的に入会
するものとする。

第5条　本会は児童教育学科生および教職員を以て構成す
る。

第3章　役員
第6条　本会役員の選出方法と任務
（1）　会長1名、副会長3名を選出する。会長は会務を
総括し、副会長はこれを補佐する。

（2）　書記を3名選出し、書記は会議の記録、保存にあ
たる。

（3）　会計を3名選出し、会計に関する総括事務を行う。
（4）　会計監査を学生より3名、教職員より1名選出す
る。

（5）　学会委員は各クラスより2名以上、教職員より2
名選出する。

（6）　学会幹事会は以上の役員を以て構成し、本会運営上
の事務を司る。

（7）　役員の任期は年度中とする。

第4章　事業
第7条　本会の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）　講演会の開催
（2）　読書会、特別講座の開催、研究発表
（3）　会誌の発行
（4）　研究会、読書会、研究視察などの活動の支援、個人
研究支援

（5）　児童教育学科にふさわしい環境整備（ビオトープ、
掲示など）

（6）　新入生・卒業生の歓送迎会の実施

（7）　その他

第5章　総会
第8条　総会は会員によって構成し、本会の最高機関とす
る。総会の決議は出席者の3分の2以上の賛成により決
定する。

第9条　総会は次の場合に、会長の召集により会員の過半
数の出席を以て開くことができる。
（1）　毎年度の始め
（2）　幹事会が必要と認めた場合
（3）　会員の3分の1以上の要求があった場合
第10条　総会の議長は会長が事前に会員より指名し、総会
の承認により決定する。

第11条　次の事項は総会での承認を必要とする。
（1）　年度活動方針
（2）　予算および決算
（3）　役員の更改
（4）　会費および納期の変更
（5）　その他

第6章　会費
第12条　本会の運営上必要な費用は会員の会費によって
賄う。

第13条　本会の会費は年間1,500円とし1回生時に一
括徴収する。

第7章　附　則
第14条　本会則に定める事項は別に細則を規定すること
ができる。

第15条　本会則の更改には総会出席者の2分の1以上の
賛成を要する。

附　表　第7条�（4）�の例示
　　　げんKids ★応援隊　　山科の子供たちと劇を作る会
　　　算数研究会　　理科研究会

附　則　この規定は、2007年 4月1日から施行する。
附　則　この規程は、2009年 5月13日から施行する。

RULE 児 童 教 育 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学英語コミュニケーション学会と
称する。

第2条　本会は英語コミュニケーションおよびその関連分
野の研究と会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条　本会の運営は会員の総意に基づく。

第2章　会員
第4条　本会員は本学英語コミュニケーション学科入学と
同時に自動的に入会するものとする。

第5条①　本会は本学英語コミュニケーション学科学生お
よび教職員を以って構成する

第5条②　大学院言語文化専攻に入学した学生のうち英米
言語文化を専攻する学生は入学と同時に自動的に入会す
るものとする。

第3章　役員
第6条　本会役員の選出方法と任務
（1）会長、副会長は1回生を除く学生の中から各々1名
選出する。会長は会務を総括し、副会長はこれを補佐
する。

（2）会計委員長を1名選出し、会計に関する総括事務を
行う。

（3）会計監査を学生より1名、教職員より1名選出する。
（4）幹事は各クラスより2名、大学院生より1名、教職
員より2名選出する。

（5）幹事会は以上の役員を以って構成し、本会運営上の
事務を司る。

（6）役員の任期は年度中とする。

第4章　事業
第7条　本会の目的を達成するために次の事業を行う。
　（1）講演会の開催
　（2）読書会、特別講座の開講、研究発表

　（3）会誌の発行
　（4）研究設備の拡充
　（5）新入生・卒業生の送迎コンパ
　（6）その他

第5章　総会
第8条　総会は会員によって構成し、本会の最高議決機関
とする。総会の決議は出席者の3分の2以上の賛成によ
り決定する。

第9条　総会は次の場合に、会長の召集により会員の過半
数の出席を以って開くことができる。

　（1）毎年度の始め
　（2）幹事会が必要と認めた場合
　（3）会員の3分の1以上の要求があった場合
第10条　総会の議長は会長が事前に会員より指名し、総会
の承認により決定する。

第11条　次の事項は総会での承認を必要とする。
　（1）年度行事計画
　（2）予算および決算
　（3）会員の更改
　（4）会費および納期の変更
　（5）その他

第6章　会費
第12条　本会の運営上必要な費用は会員の会費によって
賄う。

第13条　本会の会費は年間1,000円とし1回生時に一
括徴収する。

第7章　附則
第14条　本会則に定める事項は別に細則を規定すること
ができる。

附則　この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則　この規程は、2005年 4月1日から施行する。

RULE 英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学文化政策・現代ビジネス学会と
称する。

第2条　本会は文化政策学・現代ビジネス学の研究と会員
相互の親睦をはかることを目的とする。

第2章　会員
第3条　本会は文化政策学研究科・現代ビジネス学部の学
生および教員を正会員とする。

第4条　本学文化政策学研究科・現代ビジネス学部に入学
した学生は、入学と同時に正会員となる。

第5条　本会の趣旨に賛同して入会を希望し、会費を納入
した者を準会員とする。

第3章　学会役員
第6条　本会の運営と会員相互の連絡を円滑におこなうた
め、学会役員会を設置する。学会役員は各クラス・研究
会・勉強会から選出する。

第7条　本会には下記の役員をおく。
　会長、副会長、会計、書記各1名、会計監査2名、その
他の役員若干名

　（1）　会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
　（2）　会計は会計に関する総括事務を行う。
　（3）　書記は会議の記録・保存にあたる。
　（4）　会計監査は学会役員より1名、教員より1名を選
出する。

　（5）　顧問は教員の中から互選する。
　（6）　その他の役員については、役員会が必要に応じて正
会員から随時選出する。

第8条　本会役員の任期は代議員会から（その他の役員に
ついては選出時から）次年度代議員会までとする。任期
満了の後でも後任者が選出されるまでは、なおその任務
を行うものとする。

第4章　事業
第9条　本会の目的を達成するために次の事業を行う。
　（1）　学会誌等の発行
　（2）　講演会の開催
　（3）　研究発表会の開催
　（4）　研究会・勉強会などの活動の支援
　（5）　図書の購入・管理・貸出

　（6）　研究設備の拡充
　（7）　公共人材育成・調査研究の助成
　（8）　その他

第5章　代議員会
第10条　代議員会は本会の最高議決機関とする。学部の代
議員は各回生のクラスより1名ずつ選出する。研究科の
代議員は博士前期課程及び博士後期課程より1名を選出
する。代議員会は代議員の2分の1以上（委任状を含む）
の出席を以って成立し、議案は出席者の過半数の賛成を
以って決定する。

第11条　代議員会は毎年度初めに開催する。なお、下記の
場合には臨時に開くことができる。

　（1）　役員会が必要と認めた場合
　（2）　正会員の3分の1以上の要求があった場合
第12条　議長は正会員の中からその都度会長が指名し、代
議員会の承認により決定する。

第13条　次の事項は代議員会の承認を必要とする。
　（1）　本会の年度行事計画
　（2）　予算および決算
　（3）　会費および納期の変更
　（4）　その他（代議員会が必要と認めた事項）

第6章　会費
第14条　本会の運営に必要な経費は、会費および寄付金に
よって賄う。

第15条　本会の会費は年間2,500円とし、入学年度に一
括納入する。

第7章　附則
第16条　本会則の更改には代議員会出席者の2分の1以
上の賛成を要する。

附表　第9条の（4）の例示

ミュージアム研究会 都市建築デザイン研究会

医療マネジメント研究会 E.M.T. 研究会

会計学研究会 インテリア設計士研究会

たちばなアーツマネジメント研究会

附　則　この規程は、2001年 7月10日から施行する。
附　則　この規程は、2013年 7月22日から施行する。

RULE 文 化 政 策 ・ 現 代 ビ ジ ネ ス 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学看護学学生学会と称する。
第2条　本会は看護学の研究の推進と会員相互の親睦をは
かることを目的とする。

第2章　会員
第3条　本会は看護学部の学生を正会員とする。
第4条　本学看護学部に入学した学生は、入学と同時に正
会員となる。

第5条　本学看護学部の教職員で、本会の趣旨に賛同して
入会を希望し、会費を納入したものを賛助会員とする。

第6条　看護学部の学生及び教職員以外で、本会の趣旨に
賛同して入会を希望し、会費を納入したものを準会員と
する。

第3章　役員
第7条　本会の運営と会員相互の連絡を円滑に行うため、
学会委員をおく。学会委員は各クラスの正会員の学生の
中からそれぞれ2名以上選出する。

第8条　本会には以下の役員をおく。
（1）�会長　1名
（2）�副会長　2名
（3）�会計　3名
（4）�書記　3名
（5）�会計監査　2名
（6）�顧問　若干名
2　会長、副会長、会計、書記は、学会委員の中から互選し、
総会の決議で承認する

3　会計監査は学会委員以外の正会員の学生の中から1名、
賛助会員の中から1名それぞれ互選し、総会の決議で承
認する。

4　顧問は賛助会員の中から互選し、総会の決議で承認する。
5　会長は会務を総括し、副会長はこれを補佐する。
6　会計は会計に関する総括事務を行う。
7　書記は会議内容の記録・保存にあたる。
8　会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
9　顧問は、学会運営が円滑におこなわれるよう学会委員を
補佐する。

第9条�本会役員の任期は総会から次の総会までの1年と
し、再任は妨げない。任期満了の後でも後任者が選出さ
れるまでは、なおその任務を行うものとする。

第4章　事業
第10条　本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
　（1）総会の開催
　（2）講演会・研究発表会の開催
　（3）研究会・勉強会などの活動の支援

　（4）研究設備の拡充
　（5）学会誌の発行
　（6）その他

第5章　会議　
第11条　総会は毎年1回開催し、正会員の2／3以上
（委任状を含む）の出席をもって成立する。また議案は出
席者の過半数の賛成をもって決定する。賛助会員及び準
会員はオブザーバーとして総会に出席することができる。

2　総会は役員会が必要と認めた場合、または正会員の1／
3以上の要求があった場合、臨時に開催することができ
る。

3　総会の議長は正会員の中から役員会が推薦し、総会の決
議をもって承認する。

4　次の事項は総会の承認を必要とする。
（1）�本会の年度行事計画
（2）�予算及び決算
（3）�その他（総会が必要と認めた事項）
第12条　学会委員会は、学会委員で構成され、顧問はオブ
ザーバーとして参加する。

2　学会委員会は毎年2回開催し、構成員の1／2以上
（委任状を含む）の出席をもって成立する。また議題は出
席者の過半数の賛成をもって決定する。

第13条　役員会は、会長、副会長、書記、会計で構成さ
れ、顧問はオブザーバーとして参加する。また会計監査
は必要時にのみ役員会に参加する。

2　役員会は、構成員の1／2以上の出席をもって成立す
る。また議題は出席者の過半数の賛成をもって決定する。

3　役員会は、会長が必要と認めた場合、臨時で開催するこ
とができる。

4　役員会が必要と認めた場合、会議に構成員以外の者の出
席を認めることができる。

　ただし、議決に加わることはできない。

第6章　会費
第14条　本会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金によ
って賄う。

第15条　本会の年会費は年間1,000円とし、正会員は、
1回生時に一括納入する。

第16条　本会の賛助会員及び準会員の年会費は年間
1,000円とし、毎年1年間分を納入することとする。

第7章　附則
第17条　本会則の更改には総会出席者の2／3以上の賛
成を要する。

附則　この規程は、2005年 6月23日から施行する。
附則　この規定は、2012年 7月23日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 看 護 学 学 生 学 会 会 則
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第１章　総則
第１条　本会は京都橘大学心理学学生学会と称する。
第２条　本会は心理学およびその関連分野の研究推進と会員
相互の親睦をはかることを目的とする。

第３条　本会の運営は会員の総意に基づく。

第２章　会員
第４条　本会員は本学心理学科入学と同時に自動的に入会す
るものとする。

第５条　本会は本学心理学科学生および教員を以って構成す
る。

第３章　役員
第６条　本会役員の選出方法と任務
（1）会長は一回生を除く学生の中から一名、副会長は学
生の中から二名選出する。会長は会務を総括し、副会
長はこれを補佐する。

（2）書記は学生より二名選出する。
（3）会計を二名選出し、会計に関する総括事務を行う。
（4）会計監査を学生より一名、顧問より一名選出する。
（5）学会委員を各アドバイザリー・クラスより若干名互
選する。

（6）顧問若干名を本学心理学科教員の中から、役員と協
議の上、会長が依頼して決定する。

（7）役員の任期は総会から次年度総会までとする。任期
満了前にやむを得ない事情により後任者が必要になっ
た場合には、会長、副会長、顧問の会議により選出し、
その任期は前任者の残任期間とする。

第４章　事業
第７条　本会の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）講演会・研修会の開催
（2）各種研究会への支援
（3）会誌の発行
（4）研究設備の拡充
（5）新入生・卒業生の歓送迎会および会員交流会の実施
（6）その他

第５章　総会
第８条　総会は会員によって構成し、本会の最高議決機関と
する。総会決議は出席者の過半数の賛成により決定する。

第９条　総会は次の場合に、会長の召集により会員の過半数
の出席を以って開くことができる。
（1）年1回の定期総会のとき
（2）会員の3分の1以上の要求があった場合
（3）役員会が必要と認めた場合
第10条　総会の議長は会長とする。もしくは会長が事前に
会員より指名した者を総会の承諾により決定する。

第11条　次の事項は総会での承諾を必要とする。
（1）年度行事計画
（2）予算および決算
（3）役員の更改
（4）会費および納期の変更
（5）その他

第６章　会費
第12条　本会の運営上必要な費用は会員の会費によって
賄う。

第13条　年間1000円とし一回生時に一括徴収する。

第７章　附則
第14条　本会則に定める事項は別に細則を規定すること
ができる。

第15条　本会則の更改には総会出席者の３分の２以上の
賛成を要する。

附則　この規定は、2013年 1月29日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 心 理 学 学 生 学 会 会 則
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第1章　総則
第1条　本会は京都橘大学理学療法学生学会と称する。
第2条　本会は理学療法関連分野の研究と会員相互の親睦
をはかることを目的とする。

第2章　会員
第3条　本会は健康科学部理学療法学科の学生および教職
員を正会員とする。

第4条　本学健康科学部理学療法学科に入学した学生は、
入学と同時に正会員となる。

第3章　役員
第5条　本会役員の選出方法と任務
（1）会長1名、副会長1名を選出する。会長は会務を総
括し、副会長はこれを補佐する。

（2）会計を2名選出し、会計に関する総括事務を行う。
（3）監査を学生より2名、教職員より1名選出する。
（4）学会委員は各学年より2名以上、教職員より2名選
出する。

（5）学会委員は以上の役員を以て構成し、本会運営上の
事務を司る。

（6）役員の任期は年度中とする。

第4章　事業
第6条　本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
（1）総会の開催
（2）講演会・研究発表会の開催
（3）サークル・研究会・勉強会などの活動の支援
（4）新入生・卒業生の歓送迎会の実施
（5）その他

第5章　　総会
第7条　総会は会員によって構成し、本会の最高機関とす
る。総会の決議は出席者の3分の2以上の賛成により決
定する。

第8条　総会は次の場合に、会長の召集により会員の過半
数の出席を以て開くことが出来る。

　（1）毎年度の始め
　（2）役員会が必要と認めた場合
　（3）会員の3分の1以上の要求があった場合
第9条　総会の議長は会長が事前に会員より指名し、総会
の承認により決定する。

第10条　次の事項は総会の承認を必要とする。
（1）年度活動方針
（2）予算及び決算
（3）役員の更改
（4）会費および納期の変更
（5）その他（総会が必要と認めた事項）

第6章　会費
第11条　本会の運営上必要な経費は、会員の会費によって
賄う。

第12条　本会の会費は年間1,000円とし、1回生時に一
括徴収する。

第7章　附則
第13条　本会則に定める事項は別に細則を規定すること
ができる。

附則　この規程は、2012�年 7月 25日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 理 学 療 法 学 生 学 会 会 則
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　第１章　総則
（目的）
第１条　本会は救急救命学およびその関連の研究推進と会員
相互の親睦を図ることを目的とするものとする。

　(名称 )
第２条　本会は京都橘大学救急救命学生学会と称するものと
する。

　第２章　会員
（構成員）
第３条　本会の正会員は健康科学部救急救命学科に所属する
学生と教員をもってあてるものとする。

（入会）
第４条　本会正会員は本学健康科学部救急救命学科に入学お
よび所属により入会するものとする。

　第３章　役員
（役員）
第５条　本会役員の選出方法と任務
（1）会長１名、副会長１名、書記１名、会計１名を２回
生以上の学生より選出するものとする。

（2）会長は会務を総括し、副会長はこれを補佐するもの
とする。

（3）会計は会計に関する事務を行うものとする。
（4）監事を２回生以上の学生より１名、救急救命学科所
属の専任教員より１名を選出し、会計について監査を
行うものとする。

（5）学会委員を各クラスおよびゼミより１名以上、教員
より２名選出するものとする。

（6）役員の任期は総会より次年度総会までとする。任期
満了前に退任が必要となった場合は、役員の協議によ
り選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

　第４章　事業
（事業）
第６条　本会の目的を達成するために、次に掲げる事業を行
うものとする。
（1）総会の開催
（2）救急救命学会誌の発行
（3）講演会などの開催
（4）研究会・卒業研究などの活動支援
（5）在学生と卒業生との交流会
（6）救急救命学生技術選手権（主催：JESA）出場チー
ムへの補助金支給

（7）福利厚生活動
（8）役員会により支出が適当と認められた事項

　第５章　総会
（総会の成立）
第７条　総会は会員によって構成し、本会の最高決定機関と
する。総会は会員の3分の2以上の出席 (議決委任者に
よるみなし出席も含む。)で成立するものとする。

（総会の決議）
第８条　総会の決議は出席者の過半数の賛成により決定する
ものとする。

（総会の開催）
第９条　総会は次に掲げる場合に、会長の招集により開催す
るものとする。
（1）定期総会　(５月上旬予定 )
（2）役員会が必要と認めたとき
（3）会員の３分の１以上の要求があったとき
（議長）
第10条　総会の議長は会長が務めるものとする。ただし、
会長に事故在るときは副会長が務めるものとする。　

（承認事項）
第11条　次に掲げる事項は総会の決議承認を必要とする
ものとする。
（1）年度行事計画
（2）予算および決算
（3）役員の更改
（4）会費および納期の変更
（5）会則の更改
（6）その他

　第6章　会費
（財源）
第12条　本会の運営に必要な経費は会員の会費により賄
うものとする。

（会費の徴収）
第13条　本会の会費は年間2,500円とし、学生は入会時
に4年間分を一括徴収、教員は2年ごとに徴収するもと
とする。なお、学生で留年等により4年を超えて在席し
た場合でも追加徴収はしないものとする。

　第7章　細則
（細則）
第14条　本会則に定める事項は別に細則を定めることが
できるものとする。

附則　　この会則は、2016年 5月18日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 救 急 救 命 学 生 学 会 会 則
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１　学会誌発行のため役員、委員より学会誌発行委員会を組
織するものとする。

２　学科誌発行は、毎年１月末を期限とするものとする。
３　学会誌の掲載内容は助成、補助を行った全ての事業につ
いての報告等によるものとする。ただし、国試祝賀会は
次年度に報告するものとする。

４　2017年度以前の入学生で現代ビジネス学部現代マネ
ジメント学科救急救命コース (学系 ) および都市環境デザ
イン学科救急救命学系所属の学生についても本学会の所
属学生とし、卒業まで健康科学部救急救命学科所属の学
生と同等の取り扱いとするものとする。

附則　　この細則は、2016年 5月18日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 救 急 救 命 学 生 学 会 細 則

（目的）
第1条　本学が公認する本学学生の自主的なクラブ・サー
クルおよびボランティア団体（以下「サークル等」とい
う。）活動の一層の振興を期待して、活動費の援助とし
て奨励金を給付する。

（奨励額）
第2条　給付額は、予算の範囲内で、サークル等の活動状
況や成果に応じて選考する。ただし、1団体への給付額
は、原則として本奨励金総額の20％を超えないこととす
る。

（出願）
第3条　出願期間は毎年7月1日から7月15日とし、
当該前年度4月1日から3月31日までの実績と当該年
度の活動計画に基づいて出願する。奨励金出願者は所定
の用紙に必要事項を記入して、サークル顧問等と連書の
上、サークル連盟委員会またはボランティア推進委員会
に提出し、サークル連盟委員会またはボランティア推進
委員会からの推薦とする。

（出願資格）
第4条　出願資格は、出願時において、大学公認団体とす
る。

（選考）
第5条　選考は、学生部委員会の議を経て、学長が行う。
（選考基準）
第6条　選考は以下の基準をもって行う。
（1）体育系サークル等については、公式戦で優勝したと
き等。

（2）学術文化系サークル等およびボランティア団体につ
いては、加盟上部団体の主催する大会・研究会等に報
告・発表者（団体）として参加したとき等。

（3）その他、大学の名誉となるような社会的評価を受け
る活動を行ったとき。

（交付額の通知）
第7条　交付額については、学外施設借上補助額とそれ以
外に分けて文書で通知する。

（交付手続）
第8条　奨励金執行は以下の方法で行う。
（1）交付請求は、所定の用紙に必要事項を記入し、領収
書または請求書を添付して学生支援課に提出をしなけ
ればならない。

（2）交付は大学が各サークル等代表者の口座へ振込で行
う。交付額については、当該年度の2月末日まで執行
できることとし、翌年度への繰越は行えない。

第9条　削除
（事務主管）
第10条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、2007年 12月 1日から施行する。
附　則　この規程は、2012年 7月1日から施行する。

RULE 京 都 橘 大 学 サ ー ク ル 等 奨 励 金 規 程
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　　第１章　総則
（目的）
第１条　この規程は、京都橘大学図書館規程第8条に基づ
き、京都橘大学図書館（以下「図書館」という。)の所蔵
する図書館資料（以下「資料」という。）および図書館
施設の利用について必要な事項を定め、図書館の円滑な
運営を図ることを目的とする。
　（利用者）
第２条　図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）
は、次のとおりとする。
（1）　京都橘大学（以下「本学」という。）の学部および
大学院の学生（正規課程以外の学生を含む。）

（2）　認定看護教育課程研修生
（3）　本学の教職員（客員教授、非常勤講師、研究員、臨
時職員等を含む。）

（4）　本学名誉教授

（5）　第１号から第４号までに定める以外の者で、図書館
が所蔵する資料の利用を希望する者（以下「学外利用
者」という。）

２　前項第５号に定める者について必要な事項は、別に定め
る。

（開館時間）
第３条　図書館の開館時間は、別表1のとおりとする。た
だし、図書館長が必要と認めるときは、開館時間を変更
することができる。

２　（削除）
��（休館日）
第４条　図書館の休館日は、次の各号のとおりとする。ただ
し、各号に掲げる日であっても授業を開講する場合は、原
則として開館日とし、開館時間は前条の定めに準じる。
（1）　日曜日
（2）　国民の祝日に関する法律に規定する休日
（3）　夏期休暇および冬期休業の一定期間
２　図書館長は前項の休館日のほか、資料の点検その他管
理・運営上の理由により臨時に休館日を定めることがで
きる。

（図書館利用者証）
第５条　図書館を利用する者（以下「利用者」という。）
は、図書館利用者証（以下「利用者証」という。）を必
要とする。

２　本学学生は学生証、本学専任教職員は教職員証を利用者
証とする。

３　前項以外の者は、図書館の利用にあたって利用者登録の
手続を行い、図書館利用者証の発行を受けなければなら
ない。

（図書の区分）
第６条　（削除）

第２章　閲覧
（閲覧）
第７条　利用者は、図書館内の所定の閲覧席において資料を
自由に閲覧することができる。ただし、閲覧のために機
器、設備が必要なときは、所定の手続きを経なければな
らない。

２　利用者は、資料を閲覧するときは、次に掲げる事項を遵
守しなければならない。
（1）　閲覧を終えた資料は、定められた場所に返却するこ
と。

（2）　電子資料については、許可された利用条件に基づき
利用すること。

（3）　閲覧に際して条件のある資料については、それぞれ
の許可された条件の下で閲覧すること。

（4）　教職員の指示に従うこと。
（閲覧の制限）
第７条の２　図書館長は、次の各号のいずれかに該当する場
合は、資料の閲覧を制限することができる。
（1）　貴重図書、準貴重図書
（2）　当該資料の破損もしくは汚損を生じるおそれがある
とき。

（3）　その他、図書館長が閲覧を制限したとき。
第７条の３　第７条の２第１号の資料の閲覧を希望する者
は、所定の願書により、あらかじめ図書館長の許可を受
けなければならない。

（閲覧の返却）
第８条　（削除）
（特別閲覧手続）
第９条　（削除）

第３章　貸出
（貸出サービス）
第10条　図書館は、利用者の研究および教育に資するた
め、資料の貸出サービスを行う。

（貸出）
第11条　資料の貸出を希望する利用者は、所定の手続を経
て貸出を受けることができる。

２　資料の貸出を受けることができる利用者は、第2条第
１項の各号に規定する者とする。

３　利用者は、貸出を受けた資料を転貸してはならない。
（貸出冊数及び期間等）
第12条　貸出資料の冊数および期間は、別表２のとおりと
する。

２　貸出、返却の手続は原則として直接来館にて行う。
３　研究または教育上の理由により、図書館長が必要と認め
た場合は、本条第１項に定める冊数および期限を超える
貸出を認めることがある。

４　利用者は、他の利用者が貸出中の館資料を予約すること
ができる。

RULE 京 都 橘 大 学 図 書 館 利 用 規 程
2016 年度　改定予定
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５　貸出中の資料は、更新手続により期間を延長することが
できる。

６　前項の更新は１回限りとする。ただし、他の利用者より
当該資料に対し既に予約がある　場合、または利用者貸
出停止中の場合は、更新できない。

７　更新については、次の各号に定める。
（1）　更新の手続は、貸出期間内に行う。
（2）　更新による新たな返却期日は、手続処理日から数え
て設定する。

（貸出の制限）
第13条　次の資料は原則として「禁帯出」とし、通常の貸
出を行なわない。
（1）　事典、辞典、便覧、年鑑、白書、地図、書誌、索引
および抄録等の参考図書

（2）　新聞雑誌その他逐次刊行物
（3）　視聴覚資料
（4）　貴重図書
（5）　電子資料
（6）　図書館が特に定めた資料
２　前項第１号から第３号の資料については、所定の手続き
を経て、特別貸出を受けることができる。特別貸出は、
「一時貸出」および「一夜貸出」の２種類とする。
（返却義務）
第14条　貸出資料は、所定の期間内に本人が所定の場所に
返却しなければならない。ただし、特別な事由がある場
合はこの限りではない。

２　図書館長は、点検、整理、その他必要に応じて資料の貸
出を一時停止し、または貸出期間中の貸出資料を返却さ
せることできる。

３　教職員が退職のときおよび学生が卒業、休・退学または
除籍のときは、ただちに貸出資料を返却しなければなら
ない。

第４章　複写
（複写サービス）
第15条　図書館は、利用者の研究および教育に資するた
め、図書の複写サービスを行なう。

２　前項の複写は、著作権法に基づき、図書については一部
分を一人につき一部行うことができる。また、発行後相
当期間を経過した逐次刊行物に掲載された個々の著作物
を複写するときは、その全部において行うことができる。

３　前項の複写を希望する者は、所定の用紙に複写部分を記
入しなければならない。

（複写の制限）
第16条　次の各号に該当する場合は、複写を許可しない。
（1）　本規程第６条で定める第５種図書
（2）　複写により図書の原型を損傷するおそれのあると
き。

（3）　図書館長が特別の理由があると認めたとき。
２　前項第１号の複写について図書館長が必要と認めた場合
は、一定の条件を付して許可することがある。
��（複写の料金）
第17条　複写の許可を受けた者は、所定の複写料金を納入

しなければならない。
２　前項の複写料金については別に定める。

第５章　レファレンス
（レファレンスサービス）
第18条　図書館は、利用者の研究および教育に資するた
め、レファレンスサービスを行う。

２　
（レファレンスサービスの範囲）
第19条　依頼事項に関するレファレンスサービスの範囲
は、原則として次のとおりとする。
（1）　書誌的事項の調査
（2）　参考文献の紹介
（3）　参考文献の所在および利用手段の提示
（4）　専門的調査機関等についての情報の提供
（レファレンスサービスの申込手続）
第20条　レファレンスサービスを希望する者は、口頭また
は所定の申込手続によりレファレンスカウンターに申込
まなければならない。

第６章　図書館相互利用
（相互利用サービス）
第21条　図書館は、利用者の研究および教育に資するた
め、他大学図書館等との図書館相互利用サービスを行う。

２　前項の図書館相互利用サービスを希望する者は、所定の
申込書によりレファレンスカ　ウンターに申込まなけれ
ばならない。

（相互利用の範囲）
第22条　図書館相互利用については、本学が加入する図書
館相互利用に関する協定等のある場合は、当該協定等の
定めるところによる。

２　前項に該当しない他の大学図書館等に対しては、研究お
よび教育上支障のない場合に　限りサービスを行なうこ
とができる。

（相互利用の料金）
第23条　図書館相互利用に要する経費は、利用者の負担と
する。

第７章　図書館施設の利用
（グループ学習室）
第24条　図書館グループ学習室を利用について必要な事
項は、「図書館グループ学習室使用規程」に定める。

２　（削除）
（対面朗読室）
第25条　対面朗読を希望する者は、対面朗読室を使用する
ことができる。

２　対面朗読室は、対面朗読のために使用しない場合は、前
条のグループ学習室と同様に使用することができる。

第８章　雑則
（貸出の停止）
第26条　貸出資料の期限内返却を怠った者は、貸出を停止
する。
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２　前項の停止期間については別に定める。
（弁償）
第27条　資料を紛失、破損または汚損した者は、同一資料
をもって弁償しなけれなならない。ただし、図書館長が
やむを得ない事情があると認めた場合は、相当の金額を
もって代えることができる。

２　図書館内の設備・備品を損傷したときは、その損害を弁
償しなければならない。

（点検）
第28条　図書館は、資料の点検のため、その期間を閉館と
することがある。

２　年１回の点検のため、貸出資料を調査することがある。

（事務主管）
第29条　この規程に関する事務主管は、図書館情報課とす
る。

（改廃）
第30条　この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経
て、図書館長が行う。

附　則
１　この規程は昭和61年４月１日から施行する。
２　この規程施行の日をもって、京都橘女子大学図書館規
程、同規程細則は廃止する。

附　則　この規程は、1994年４月１日から施行する。
附　則　この規程は、2016年４月１日から施行する。

別表2

別表1

利用者区分 貸出冊数 貸出日数

学部生
1 回生〜3 回生 10 冊 14 日
4 回生以上 0 冊 30 日

通信教育課程
1 回生〜3 回生 10 冊 30 日
4 回生以上 10 冊  30 日
科目等履修生 10 冊 30 日

院生
院生（修士） 20 冊 30 日
院生（博士） 20 冊 30 日
研究生 10 冊 14 日

科目等履修生等
科目等履修生（京カレッジ履修生を含む） 10 冊 14 日
特別聴講学生 10 冊 14 日

認定看護師教育課程履修生 10 冊 14 日

教職員

専任教員 40 冊 90 日
名誉教授 20 冊 90 日
客員教授、非常勤講師、研究員 20 冊 30 日
専任職員、臨時職員 10 冊 14 日

区　　　分 曜　　日 開館時間

開講日（授業期間中）
平日（月〜金） 8:45 〜20:30
土　　　　曜 10:00 〜18:30

休講期間中
平日（月〜金） 8:45 〜17:15
土　　　　曜 8:45 〜17:15
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RULE 京都橘大学情報メディアセンター利用規程
（趣旨）
第１条　この規程は、京都橘大学情報メディアセンター（以
下「センター」という。）の円滑な運用を図るために必
要な事項を定める。

（利用者）
第２条　京都橘大学学術情報ネットワーク（以下
「ORANGE」という。）を利用できる者は以下のとおり
とする。
（1）本学教職員
（2）本学学生
（3）本学大学院生
（4）その他学術情報部長（以下「部長」という。）が認
めた者

第３条　センターが所蔵する視聴覚資料（以下「資料」とい
う。）および施設を利用できる者は以下のとおりとする。
（1）本学の教職員ならびに名誉教授
（2）本学の学生ならびに科目等履修生
（3）淳芳会会員（卒業生他）
（4）相互利用規程にもとづく者
（5）その他部長が認めた者
（利用時間）
第４条　センターの開室時間は、別途定める。
（休室日）
第５条　センターの休室日は、次のとおりとする。
　（1）日曜日
　（2）国民の祝日に関する法律に規定する休日
　（3）夏期休暇および冬期休業の一定期間
２　部長は、前項の休室日のほか、臨時に休室日を定めるこ
とができる。

（資料および施設の利用）
第６条　センターの資料および施設を利用する者は、所定の
手続を経なければならない。

（施設の利用範囲）
第７条　ここにいう施設とは、清心館内のメディアホール、
メディアモール、メディアライブラリー、編集室、メデ
ィアオフィス、711教室、721教室から724教室をい
う。

第８条　施設の利用について、以下のとおりの優先順位を定
める。ただし、メディアホール、メディアモールおよび
編集室については、利用者の個人利用を原則とする。

　（1）正課授業
　（2）本学主催の課外講座
　（3）その他、大学が必要と認めた場合の利用
　（4）利用者の個人利用
（施設の利用時間）
第９条　施設の利用時間は、センターの開室時間内とする。
（資料の利用範囲）
第10条　資料の利用は、原則としてセンター内の閲覧とす
る。ただし、部長特に認めた資料については、貸し出す
ことができる。

第11条　資料の複製は原則として行わない。
第12条　1回に利用できる資料は原則として一点とする。
（閲覧手続）
第13条　資料を閲覧しようとする者は、所定の閲覧手続を
経なければならない。

（閲覧時間）
第14条　資料の閲覧時間は、センターの開室時間内とす
る。

第15条　１回の閲覧時間は、原則として１時間以内とす
る。ただし、収録時間が１時間を超える資料については、
その収録時間の範囲内とする。また、施設に余裕がある
場合についてはこの限りでない。

（貸出手続）
第16条　資料の貸出を希望する者は、所定の貸出手続を経
なければならない。

第17条　貸出された資料は転貸してはならない。
第18条　貸出された資料は複製してはならない。
（貸出期限）
第19条　貸出期限は７日間とする。ただし、部長は必要に
応じてこれを制限し、または一時返還を求めることがで
きる。

（返却義務）
第20条　貸出された資料は、所定の期限内に返却しなけれ
ばならない。

第21条　教職員が退職した時、学生が卒業、休学、退学し
た時および除籍された時は、直ちに貸出された資料を返
却しなければならない。

（貸出の停止）
第22条　利用者が貸出された資料を所定の期限内に返却
しない時、貸出を停止する。

２　貸出を停止する期間について別に定める。
（弁償）
第23条　資料・設備等を紛失、破損、または汚損した者
は、これを弁償しなければならない。

（ORANGEの利用）
第24条　ORANGEの利用を認められた者には、利用のた
めのユーザーID及びパスワードを付与し、承認書を発行
する。

（ORANGE利用時間）
第25条　ネットワークの利用については、24時間利用可
能とする。ただし、利用環境の設定、バックアップ、機
器保守等の作業によりシステムの利用ができない場合が
ある。

（ORANGE利用遵守事項）
第26条　ORANGE利用者は、次に掲げる事項を遵守しな
ければならない。
（1）教育・研究およびその支援の目的以外の目的に利用
してはならない

（2）営利目的に利用してはならない
（3）公序良俗に反する行為をしてはならない
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（目的）
第１条　この規程は、少人数グループが図書館資料等を使っ
て行う学習活動の場としてのグループ学習室の使用に関
して定めたものである。

（使用資格）
第２条　グループ学習室を使用できる者は、本学図書館利用
規程第２条第１項第１号から第３号にに定める利用者の
グループとする。

（使用範囲）
第３条　使用範囲は以下のとおりとする。
（1）　図書館資料等を使っての自主的なグループ学習
（2）　図書館資料等を使っての通年化しない少人数講義
（使用手続）
第４条　グループ学習室を使用するときは、代表者が受付カ
ウンターにおいて使用願に必要事項を記入し、学生証を
呈示し鍵を受取り、使用後は、受付カウンターに鍵を返
却しなければならない。

２　使用の申込みは、一週間前から予約をすることができる
ものとし、申込み順に受付を行う。また、１回の申込み
につき、第５条に定める使用時間区分のうち、最大２つ
の時間区分まで申し込むことができる。

３　予約をした日時に、20分以上連絡なしに使用しない場
合は、予約を取り消すものとする。

（使用時間）
第５条　使用時間は、本学図書館利用規程に定める図書館の

開館時間内とし、使用時間の区分は別表による。
（破損等）
第６条　使用者は、施設および備品等を破損したときには直
ちに受付カウンターに届けなければならない。図書館長
が必要と認めた場合はその損害を弁償しなければならな
い。

（主管）
第７条　この規程に関する事務主管は図書館情報課とする。
（改廃）
第８条　この規程の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、
図書館長が行う。

附　則　この規程は、昭和61年４月１日から施行する。
附　則　この規程は、2016年４月１日から施行する。

RULE 図 書 館 グ ル ー プ 学 習 室 使 用 規 程

（4）第三者に対する誹謗中傷など人権を侵害する行為を
してはならない

（5）第三者の知的財産に関わる権利を侵害する行為をし
てはならない

（6）その他ORANGEおよびこれに接続する他のネット
ワークの正常な維持および運用を妨げる行為をしては
ならない

（7）その他部長が必要と認める事項
（ORANGE利用資格の取り消しまたは停止）
第27条　部長は、ORANGEの利用者が次の各号のいずれ
かに該当するときは、利用資格の取り消し、または停止
をすることができる。
（1）前条の規程に違反したと認められる場合
（2）前項のほか、ORANGEの利用者として不適格であ

ると認められる場合
（事務主管）
第28条　この規程に関する事務主管は、図書館情報課とす
る。

（改廃）
第29条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則
１　この規程は、2001年４月１日から施行する。
２　この規程の施行の日をもって、「ＡＶセンター利用規程」
および「京都橘女子大学学術　情報ネットワーク規程」は
廃止する。

附　則　この規程は、2002年４月１日から施行する。
附　則　この規程は、2012年４月１日から施行する。

2016 年度　改定予定

別表　グループ学習室の使用時間区分

 9:00 〜10:30 
10:45 〜12:15
12:15 〜12:45 
13:00 〜14:30 
14:45 〜16:15
16:30 〜18:00
18:10 〜19:40
19:40 〜20:10
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（目的）
第１条　この規程は、学生の自習室使用に関して定めたもの
である。

（対象）
第２条　この規程において自習室とは、以下のとおりであ
る。
（1）　図書館研究室棟１階自習室���������������
（2）　（削除）�����������
（使用）
第３条　同施設は、自習の目的に限り届出なしに任意に使用
できる。

（使用時間）
第４条　使用時間は、午前９時から午後９時までとする。
（休室日）
第５条　同施設の休室日は次のとおりとする。
（1）　夏期休業日および冬期休業日の一定期間
（2）　その他大学が定めた日
（遵守事項）
第６条　使用者は、次の事項を遵守するほか、施設管理者の
指示に従わなくてはならない。
（1）　私語および使用者の迷惑となるような行為や行動は

つつしむこと。
（2）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後は原状に復帰した

　　うえ清掃、戸締り、消灯、閉栓を励行すること。
（3）　午後9時までに退室すること。
（4）　施設内の設備、備品の移動ならびに無断借用はつつ
しむこと。

（5）　（削除）
�（罰則）
第７条　本規程の遵守事項に従わない者に対しては、使用取
消または以後の使用中止を行う場合がある。

（学外者の使用）
第８条　学外者の使用は原則として認めない。
（事務主管）
第９条　この規程に関する事務主管は、図書館情報課とす
る。
�（改廃）
第10条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附　則　この規程は、2014年 7月2日から施行する。

RULE 自 習 室 使 用 規 程

（趣旨）
第１条　この規程は、学生の課外活動において教室等の学内
施設（別に規程を定めるものを除く）を使用するに際し
て必要な事項を定める。

（使用優先順位）
第２条　この規程による施設の使用は正課授業、大学行事を
優先する。

（使用手続）
第３条　使用手続は次の通りとする。
（1）　使用希望者がサークル活動の場合は、原則としてサー
クル連盟が定める期日までに月間利用願を提出し、サー
クル連盟が調整のうえ、学生支援課窓口で学生部長へ願
出て許可を得なければならない。

（2）　前号においてサークル連盟へ期日までに手続ができな
かった場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出て許可
を得なければならない。

（3）　クラス、ゼミによる使用の場合は、学生支援課窓口で
学生部長へ願出て許可を得なければならない。

（4）　本学非公認団体および学生個人（以下「個人等」とい
う。）による使用の場合は、以下のように取り扱う。

　　ａ）願出窓口
個人等が使用したい事由を取り扱う担当課に願出
る。いずれの課にも属さない事由の場合は、学生
支援課に願出る。

　　ｂ）貸出し許可基準
　　　　��担当課長が認めた場合、許可をする。
　　　ただし、以下の場合は許可を行わない。
　　　①�特定の政治団体、宗教団体、営利団体への勧誘

を目的とするもの
　　　②活動が明確でないもの（イベントサークル等）
　　　③既存の公認団体と重複する活動
　　　④学生会館等、合宿施設の利用
　　　⑤�その他学内で活動することがふさわしくないと

学生部委員会が判断したもの
（使用時間）
第４条　使用可能な時間は、原則として午前９時から午後９
時までの間とする。

（使用期間）
第４条の２　この規程による施設は、日曜、祝祭日を含む全
日程において使用できる。ただし、正課授業、大学行事
において優先して大学が使用する日や、夏期および年末
年始において大学が定める日については、使用を許可し
ない。

２　前項の定めにかかわらず、第3条第４号の者の使用で
きる日は、前項の期間内において、当該担当課長が定め
る。

（使用者の遵守事項）
第５条　使用者は次の各号を遵守するほか許可条件ならびに

RULE 京 都 橘 大 学 教 室 等 施 設 使 用 規 程
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施設管理者の指示に従わなければならない。
（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の施設および備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後は原状に復帰したうえ清掃、戸締まり、消
灯、閉栓を行うこと。

　(7)　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
　(8)　節水、節電等に心がけること。
��(9)　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな
るような行為を行わないこと。

　(10)　その他学生部長および担当課が定めた事項
（罰則）
第６条　この規程に違反して使用した場合は、その使用を停
止し、以後の使用を禁止することがある。

（破損等）
第６条の２　使用にあたり、施設および備品等を破損したと
きは直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならな
い。

（鍵の管理）
第６条の３　使用者が使用にあたって鍵を借用したときは、
施錠の上、午後９時までに指定の窓口に返却しなければ
ならない。

（学外者の使用）
第７条　学外者の使用に関する規程は、別に定める。
（事務主管）
第８条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とする。
（改廃）
第９条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が
行う。

附　則　この規程は、昭和54年4月１日から施行する。
附　則　この規程は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する。

（目的）
第１条　この規程は本学の教育目的を達成するとともに学術
文化、体育等、自主的な活動のセンターとして、中央体
育館および第二体育館（以下「体育館」という。）を有
効に活用・運営することを目的とする。

（使用優先順位）
第２条　体育館の使用優先順位は次の各号のとおりとする。
（1）　正課体育授業
（2）　本学または学園の主催する式典、および行事
（3）　学生の課外体育活動
（4）　本学教職員、その他本学が使用を適当と認め許可し
た行事等

２　本学学生非公認団体については、使用を許可しない。
（使用手続）
第３条　使用手続は、別途細則に定める。
２　体育館内の合宿施設を使用する際の必要な事項は、別に
定める。

第４条　（削除）
（使用時間）
第５条　使用可能な時間は、原則として午前９時から午後９
時までの間とする。

（使用期間）
第６条　体育館は、日曜、祝祭日を含む、全日程において使
用できる。ただし、正課授業、大学または学園の行事に
おいて優先して大学、学園が使用する日や、夏期および
年末年始において大学が定める日については、使用を許
可しない。

２　学生個人の使用については、土曜、日曜、祝祭日（平常
授業日除く）、夏期および年末年始において大学が定める
日ならびに学生支援課が窓口業務を行わない日について

は、使用を許可しない。
（遵守事項）
第７条　使用者は、次の各号を遵守するほか許可条件および
施設管理者の指示に従わなければならない。
（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の施設および備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後は原状に復帰したうえ清掃、戸締まり、消
灯、閉栓、使用した用具およびフロアの整理整頓を行
うこと。

（7）　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
（8）　節水、節電等に心がけること。
（9）　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな
るような行為を行わないこと。

（10）　体育館内では土足で上がらず、屋内競技用シュー
ズを使用すること。

（11）　体育館内では飲食および喫煙をしないこと。
（12）　更衣は更衣室を使用し、貴重品は各自の責任で保
管すること。

（13）　その他学生部長が定めた事項
（罰則）
第８条　この規程に違反して使用したときは、その使用を停
止し、以後の使用を禁止することがある。

（破損等）
第９条　使用にあたり、施設および備品等を破損したときは
直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならない。

RULE 京 都 橘 大 学 体 育 館 使 用 規 程
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（趣旨）
第１条　この細則は、京都橘大学体育館使用規程第10条の
定めにより、学生の課外活動による中央体育館および第
二体育館（以下「体育館」という。）の使用に関して必
要な事項を定める。

（削除）
第２条　（削除）
（使用手続）
第３条　使用手続は次のとおりとする。
（1）　使用希望者がサークル活動の場合は、原則としてサ
ークル連盟へ定められた期日までに月間利用願を提出
し、サークル連盟が調整のうえ、学生支援課窓口で学
生部長へ願出て許可を得なければならない。

（2）　前号においてサークル連盟へ期日までに手続ができ
なかった場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出て
許可を得なければならない。

（3）　教育研究活動またはサークル以外の課外活動の場合
は学生支援課窓口で学生部長へ願出て許可を得なけれ
ばならない。

（4）　学生個人による使用の場合は、以下のように取り扱
う。

　ａ）願出窓口
　　　個人が使用したい場合は、学生支援課に願出る。
　ｂ）貸出し許可基準
　　　学生支援課課長が認めた場合、許可をする。
　　　但し、以下の場合は許可を行わない。

　　①�特定の政治団体、宗教団体、営利団体への勧誘を
目的とするもの

　　②活動が明確でないもの
　　③既存の公認団体と重複する活動
　　④�その他学内で活動することがふさわしくないと学

生部委員会が判断したもの
２　（削除）
（削除）
第４条　（削除）
（用具の貸出 )
第５条　サークル以外の課外活動で使用する用具については
学生部委員会で協議の上、学生支援課において管理する。

第６条　（削除）
（フィットネスルーム）
第７条　フィットネスルームの使用については学生部が開催
する所定の講習を受講した学生、または管理責任者が同
席のうえでの使用に限る。

（事務主管）
第８条　この細則に関する事務主管は、学生支援課とする。
（改廃）
第９条　この細則の改廃は、学生部委員会の議を経て、学生
部長が定める。

附　則　この細則は、昭和58年４月１日から適用する。
附　則　この規程は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する。

RULE 京 都 橘 大 学 体 育 館 使 用 規 程 細 則

２　（削除）
　（鍵の管理）
第９条の２　使用者が使用にあたって鍵を借用しているとき
は、施錠の上、午後9時までに指定の窓口に返却しなけ
ればならない。

（雑則）
第10条　この規程の施行に関して必要な事項は細則に定
める。

（事務主管）
第11条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。
　（改廃）
第12条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、昭和58年４月１日から施行する。
附　則　この規程は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する
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（目的）
第１条　この規程は、京都橘大学リバティホ－ルの管理運営
を円滑にするために必要な事項を定めることを目的とす
る。

（管理区分）
第２条　３階から７階までの各階は学生支援課の管理とす
る。

２　４階から７階までの各階は、学内団体の使用に供し、管
理の一部を当該学内団体に委任することができる。

第２条の２　リバティホール５階から７階までのクラブボッ
クスの使用および使用に際して　必要な事項については、
「京都橘大学クラブハウスおよびクラブボックス使用規
程」による。以降の条項において、リバティホールなら
びに、学生支援課の管理する施設とは、本条に定める施
設を除くものとする。

２　リバティーホール内の合宿施設を使用する際に必要な事
項は別に定める。

（使用方法）
第３条　（削除）
２　学生支援課管理施設の使用については、学生支援課を通
じて学生部長の許可を得なければならない。

（使用許可の範囲）
第４条　第３条第２項の施設の使用許可の範囲は次の各号の
とおりとし、学生個人による使用は認めない。
（1）　「京都橘大学団体結成等に関する規程」に基づき承
認された学内団体

（2）　本学学生学会
（3）　本学のクラス、ゼミ
（4）　本学学生自治会および下部組織
（5）　本学教職員、その他本学が適当と認め許可した行事
等

２　学外者の使用は禁止する。
（優先順位）
第５条　施設使用の優先順位は次のとおりとする。
（1）　大学行事
（2）　第４条第１項第１号から第４号の団体（ただし同好
会を除く）

（3）　同好会
（4）　第４条第１項第５号および同条第２項ただし書きに
定める者

（使用期間）
第６条　使用可能な時間については、原則として午前９時か
ら午後９時までの間とする。

２　（削除）
（合宿使用）
第６条の２　リバティホールは、日曜、祝祭日を含む全日程
において使用できる。ただし、　夏期および年末年始に
おいて大学が定める日については、使用を許可しない。

第７条　（削除）
２　（削除）

３　（削除）
��（学生支援課管理施設の使用）
第８条　学生支援課の管理する施設は、使用者または使用の
目的により専用施設と共用施設とに区分する。

２　専用施設とは次の通りとする。
（1）　学生自治会執行委員会　　　２室
（2）　サークル連盟執行委員会　　１室
（3）　共同印刷室　　　　　　　　１室
（4）　生協学生委員会室　　　　　１室
（5）　大学祭実行委員会　　　　　１室
（6）　ボランティア推進委員会　　１室
３　共用施設は次の通りとする。
（1）　ホール
（2）　スタジオ（L301）
（3）　調整室（L302）
（4）　レッスン室（L304）
（5）　和室（L305）
（6）　暗室（L401）
（7）　倉庫（31、32、51、61、71）
（8）　5階から7階までの部屋で学生部長が定めたもの
（9）　（削除）
（10）　（削除）
（11）　（削除）
(12）　（削除）
（13）　（削除）�
（使用手続）
第９条　リバティホールの使用手続等の細則は、別に定め
る。

（鍵の管理）
第９条の２　使用者が使用にあたって鍵を借用しているとき
は、施錠の上、午後９時までに指定の窓口に返却しなけ
ればならない。

（運営委員会の設置）
第10条　リバティホールの運営を円滑にするために、リバ
ティホール運営委員会を設置することができる。

（使用者の遵守事項）
第11条　使用者は次の事項を遵守しなければならない。
（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の施設および備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後には原状に復帰したうえ清掃、戸締まり、
消灯、閉栓、使用した用具および施設の整理整頓に心
がけ､ 常に清潔にすること｡

（7）　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
（8）　節水、節電等に心がけること。
（9）　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな

RULE リ バ テ ィ ホ ー ル 使 用 規 程
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RULE リ バ テ ィ ホ ー ル 使 用 規 程 細 則
（目的）
第１条　この細則は、リバティホール使用規程第９条の定め
るところにより学生団体の使用方法について定めること
を目的とする。

（範囲）
第１条の２　この細則は、規程第３条第２項に定める施設を
対象とする。

（専用施設の使用）
第２条　規程第８条第２項の専用施設の使用手続きは次のと
おりとする。
（1）　使用の期限は毎年３�月 31日とし、引続き使用を
希望する団体は使用継続承認願および火元責任者届を
提出し､ 学生部長の許可を得なければならない｡

（2）　（削除）
２　学生団体としての許可要件を満たさなくなった団体がそ
の所有物を使用期間が過ぎても撤去しない場合は大学が
処分する。

（共用施設の使用）
第３条　規程第８条第３項の共用施設の使用手続は次のとお
りとする。
（1）　使用希望者がサークル活動の場合は、原則としてサ
ークル連盟へ定められた期日までに月間利用願を提出
し、サークル連盟が調整のうえ、学生支援課窓口で学
生部長へ願出て許可を得なければならない。

（2）　前号においてサークル連盟へ期日までに手続きがで
きなかった場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出
て許可を得なければならない。

（3）　教育研究活動またはサークル以外の課外活動の場合は
学生支援課窓口で学生部長へ願出て許可を得なければな
らない。

（4）　その他大学が認めた活動により利用する場合は、所定
の手続きにより総務課を通して大学事務局長の許可を得
なければならない。

（年間継続使用の申請と許可）
第４条　規程第４条第１項第1号の学内団体による使用の
場合に限り、第２条の使用継続承認願と同時に当該施設
の年間継続使用願を学生部長に提出し許可を得た場合に
は、その使用を優先的に認める。ただし、前条の申請方
法によっても毎月申請しなければならない。この申請を
怠った場合は、当該団体の年間使用承認を取り消すこと
がある。
��（学外者の立入禁止）
第５条　共用、専用区分にかかわらず学外者の立入りを禁止
する。ただし、特別の理由がある場合は、あらかじめ氏
名、住所、連絡先、用件、立入り時間を明記のうえ当該
の学内団体が申請し、学生部長の許可を得なければなら
ない。

２　規程第４条第１項第5号に定める行事の場合は、第１
項の規定は適用せず、学生部長がその適否を予め判断す
る。

３　学生部長の許可を得た者であっても、学外者は午後9
時までには学外に退去しなければならない。

（事務主管）
第６条　この細則に関する事務主管は、学生支援課とする。
（改廃）
第７条　この細則の改廃は学生部委員会の議を経て学生部長
が定める。

附��則　この細則は、1988年９月20日から施行する。
附　則　この細則は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する。

るような行為を行わないこと。
（10）　その他学生部長が定めた事項
（11）　（削除）
（使用禁止または停止）
第12条　この規程および細則に違反して使用した場合は、
その使用を停止し、以後の使用を禁止することがある。

（破損等）
第13条　使用にあたり、施設および備品を破損した場合は
直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならない。

（事務主管）
第13条の２　この規程に関する事務主管は、学生支援課と
する。

（改廃）
第14条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、1988年９月20日から施行する。
附　則　この規程は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する。
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（目的）
第1条　この規程は、京都橘大学大学院生（以下「大学院
生」という。）の、研究活動　の場としての大学院生研
究室（以下「研究室」という。）の使用に関して定めた
ものである。

（使用資格）
第2条　研究室を使用できる者は、大学院生とする。ただ
し、ゆとりがある場合にかぎり大学院研究生の使用を認
めることがある。

（管轄）
第3条　研究室は学生支援課が管轄する。

（使用方法）
第4条　研究室の鍵は年度始めに所定の手続きを経て大学
院生及び研究生に貸与する。

2　大学院生及び研究生は、修了時、休学時、留学時、停学
時、退学時、または研究期間満了時には学生支援課に鍵
を返却しなければならない。

3　鍵を紛失した場合は弁済しなければならない。また、鍵
の複製を行ってはならない。

4　貸与された鍵は当人のみの使用とし、第三者に貸与して
はならない。

5　研究室は本学の認める場合を除き、本学大学院生及び研

RULE 大 学 院 生 研 究 室 使 用 規 程

（趣旨）
第1条　この規程は、京都橘大学クラブハウスおよび他の
建物内に設置されるクラブボックス (以下「クラブハウス
等」という。)　の管理運営を円滑にするために必要な事
項を定める。

（管理区分）
第２条　クラブハウス等の管理は学生支援課を主管とする。
（使用許可）
第３条　クラブハウス等を使用できる団体は、「京都橘大学
団体結成等に関する規程」に基づき承認された学内団体
とし、学生部長の許可を得て使用する。

（使用許可の範囲）
第４条　クラブハウス等の使用を希望する学内団体は、結成
承認を願出ると同時に、クラブハウス等の使用について
手続をしなければならない。

２　クラブハウス等を使用していた学内団体が解散したとき
は直ちに使用施設を明渡さなければならない。

３　学内団体としての許可要件を満たさなくなった団体が、
その所有物を第６条第１項の使用期限が過ぎても撤去し
ない場合は、大学が処分する。

（使用可能時間）
第５条　使用可能な時間は、原則として午前9時から午後
9時までの間とする。

２　（削除）
（使用可能期間）
第６条　クラブハウス等は、日曜、祝祭日を含む全日程にお
いて使用できる。ただし、夏期および年末年始において
大学が定める日については、使用を許可しない。

２　使用の期限は毎年3月31日とし、引続き使用を希望
する団体は、使用継続承認願および火元責任者届を学生
支援課に提出し、学生部長の許可を得なければならない。

（使用者の遵守事項）
第７条　使用者は次の各号を遵守するほか許可条件および施
設管理者の指示に従わなければならない。

（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の施設および備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後は原状に復帰したうえ清掃、戸締まり、消
灯、閉栓を行うこと。

（7）　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
（8）　節水、節電等に心がけること。
（9）　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな
るような行為を行わないこと。

（10）　その他学生部長が定めた事項使用者は次の事項を
遵守しなければならない。

（罰則）
第８条　この規程に違反して使用したときは、その使用を停
止し、以後の使用を禁止することがある。

（破損等）
第９条　使用にあたり、施設および備品等を破損したときは
直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならない。

（鍵の管理）
第９条の２　使用者が使用にあたって鍵を借用しているとき
は、施錠の上、午後９時までに指定の窓口に返却しなけ
ればならない。

（事務主管）
第10条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。
�（改廃）
第11条　この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長
が行う。

附　則　この規程は、2012年４月１日から施行する。
附　則　この規程は、2016年６月１日から施行し、2016
年４月１日から適用する。

RULE 京都橘大学クラブハウスおよびクラブボックス使用規程
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（趣旨）
第１条　この規程は、「京都橘大学団体結成等に関する規程」
に基づき承認された学内団体 (以下「学内団体」という。）
が使用する施設の鍵（以下「施設鍵」という。）の管理
について定める。

（適用範囲）
第２条　この規程の適用範囲は、中央体育館、第二体育館、
弓道場、グラウンド、クラブハウス、リバティホール、第
三学生会館、レッスンホールの各施設および付随するク
ラブボックスとする。

（施設鍵の管理主管）
第３条　施設鍵の管理主管課は、学生支援課とする。
（施設鍵の貸出し手続）
第４条　当該施設の使用規程（以下「各使用規程」という。）
に基づき学生部長が許可した学内団体（以下「使用団体」
という。）が施設鍵を借り受けようとするときは、その
都度、使用に際しての責任者 (以下「使用申請者」という。
)が、学生支援課または守衛室に備付けの、施設鍵の貸出
し申請簿に氏名および学籍番号等を記入のうえ、学生証
を提示して施設鍵の貸出しを受けなければならない。

（施設鍵の返却）
第５条　使用申請者は、原則として施設鍵の使用が済み次第
ただちに返却することとし、遅くとも各使用規程に定め
る使用時間内に返却しなければならない。返却は使用申
請者が行い、他の者に代行させてはならない。

（貸出し中の施設鍵の管理責任者）
第６条　貸出し中の施設鍵の管理責任者は、使用団体の代表

者とし、代表者不在のときは使用申請者を管理責任者と
する。

（施設鍵の貸出しと返却窓口）
第７条　施設鍵の貸出し、返却は学生支援課を窓口とする。
ただし、大学の業務時間外、土日祝日および事務局窓口
閉鎖期間における施設鍵の貸出しと返却の窓口は原則と
して守衛室とする。

（施設鍵の複製の禁止）
第８条　施設鍵を複製してはならない。
（破損等）
第９条　施設鍵を破損または紛失した場合は、ただちに大学
へ申出てその指示にしたがわなければならない。破損ま
たは紛失した施設鍵の弁償等については、「学生の施設設
備等の損壊に関する規程」の定めに準ずる。

（施設鍵の貸出しの停止）
第10条　この規程および各使用規程の定めを遵守せず、ま
たは違反した使用団体および管理責　任者には施設鍵の
貸出しを停止することができる。

（事務主管）
第10条の２　この規程に関する事務主管は、学生支援課と
する。

（改廃）
第11条　この規程の改廃は、学生部委員会の議を経て、学
生部長が定める。

附　則　この規程は、1988年９月20日から施行する。
附　�則　この規程は、2016年 12月 19日から施行する。

RULE 学 生 団 体 用 鍵 の 管 理 規 程

究生以外に使用させてはならない。
（使用時間）
第5条　使用時間は午前9時から午後9時までとする。
（遵守事項）
第6条　使用者は次の事項を遵守するほか、施設管理者の
指示に従わなければならない
（1）火気、盗難、器物の破損については厳重に注意し、
使用後は整理整頓した上で清掃、戸締まり、消灯、閉
栓等を行なわなければならない。

（2）施設内の設備、備品等の移動ならびに無断借用は行
なってはならない。

（3）研究室内は禁煙とする。
（4）他の使用者の研究活動の妨げになる行為は行なって

はならない。
（破損等）
第7条　使用者は施設および備品等を破損したときは直ち
に学生支援課に届けなけらばならない。

2　学長が必要と認めた場合は、その損害を弁済しなければ
ならない。

（事務主管）
第8条　この規程に関する事務主管は学生支援課とする。
（改廃）
第9条　この規程の改廃は、大学院委員会の議を経て、学
長が行なう。

附則　　この規程は、1994年 4月1日より施行する。
附則　　この規程は、2013年 2月25日から施行する。
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（趣旨）
第１条　この規程は、京都橘大学レッスンホールの管理運営
を円滑にするために必要な事項を定める。

（使用許可の範囲）
第２条　レッスンホールの使用許可の範囲は次の各号のとお
りとし、学生個人による使用は認めない。
（1）　「京都橘大学団体結成等に関する規程」に基づき承
認された学内団体

（2）　本学学生学会
（3）　本学のクラス、ゼミ
（4）　本学学生自治会および下部組織
（5）　本学教職員および強化サークル指導員
（6）　その他、学生部長が特に認めた者
２　学外者の使用は禁止する。ただし、特に大学が認めた者
はこの限りではない。

（使用優先順位）
第３条　レッスンホールの使用優先順位は下記のとおりとす
る。
（1）　大学行事
（2）　第２条第１項第１号から第４号に該当する者（ただ
し、同好会を除く）

（3）　同好会
（4）　第２条第１項第５号および第２項ただし書きに定め
る者

（使用手続）
第４条　レッスンホールの使用手続は次の各号のとおりとす
る。
（1）　第２条第１項第１号に定める団体が使用する場合
は、原則としてサークル連盟が定める期日までに月間
利用願を提出し、サークル連盟が調整のうえ学生支援
課窓口で学生部長へ願出て許可を得なければならない。

（2）　前号においてサークル連盟へ期日までに手続できな
かった場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出て許
可を得なければならない。

（3）　第２条第１項第２号から第４号に定める団体が使用
する場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出て許可
を得なければならない。

（4）　第２条第１項第５号および第２項ただし書きに定め
る者使用する場合は、所定の様式により、総務課を通
じて大学事務局長の許可を得なければならない。

（使用可能時間）
第５条　使用時間については午前９時から午後９時までの間

とする。
（使用可能期間）
第６条　レッスンホールは、日曜、祝祭日を含む全日程にお
いて使用できる。ただし、夏期および年末年始において
大学が定める日については使用を許可しない。

（使用者の遵守事項）
第７条　使用者は次の各号の事項を遵守しなければならな
い。
（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後には現状に復帰したうえ清掃、戸締まり、
消灯、閉栓、使用した用具および施設の整理整頓に心
がけ、常に清潔にすること。

（7）　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
（8）　節水、節電等に心がけること。
（9）　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな
るような行為を行わないこと。

（10）　その他学生部長が定めた事項
（鍵の管理）
第８条　使用にあたって鍵を借用しているときは、施錠の
上、午後９時までに指定の窓口に返却しなければならい。

（破損等）
第９条　使用にあたり、施設および備品等を破損したときは
直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならない。

（使用禁止等）
第10条　この規程に違反して使用したときは、その使用を
停止し、以後の使用を禁止することがある。

（事務主管）
第11条　この規程の事務主管は、学生支援課とする。
（改廃）
第12条　この規程の改廃は、学生部委員会の議を経て、学
生部長が行う。

附　則
この規程は、2016年６月１日から施行し、2016年４月
１日から適用する。

RULE 京都橘大学レッスンホール使用規程
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RULE 京都橘大学学内合宿施設の使用に関する規程
（趣旨）
第１条　この規程は、学生の課外活動に関して、リバティホ
ール、第三学生会館および第二体育館内に設置される合
宿施設（以下「学内合宿施設」という。）の管理運営を
円滑にするため必要な事項を定める。

（管理区分）
第２条　学内合宿施設の使用管理は学生支援課を主管とす
る。

（使用許可）
第３条　学内合宿施設の使用許可の範囲は次の各号のとおり
とし、学生個人による使用は認めない。
（1）　「京都橘大学団体結成等に関する規程」に基づき承
認された学内団体

（2）　本学学生学会
（3）　本学のクラス、ゼミ
（4）　本学学生自治会および下部組織
（5）　本学教職員および強化サークル指導員
（6）　その他、学生部長が特に認めた者
２　学生のみで宿泊する場合、男女いずれか一方で５名以上
の宿泊者を予定している場合のみ許可できるものとし、ま
た、同一施設内での男女同宿は許可しない。ただし、当
該クラスアドバイザー、当該サークル顧問または当該強
化サークル指導員が同宿する場合は、同一施設内での男
女同宿を許可する。

（使用手続等）
第４条　学内合宿施設の使用を希望する者（以下「使用希望
者」）は、実施の５日前までに学生支援課窓口で学生部長
に願出て許可を得なければならない。

２　希望者が前条第１号の団体の場合は、事前にサークル連
盟での調整を経なければならない。

３　前項においてサークル連盟へ期日までに手続きができな
かった場合は、学生支援課窓口で学生部長へ願出て許可
を得なければならない。

４　教育研究活動またはサークル以外の課外活動の場合は学
生支援課窓口で学生部長へ願出て許可を得なければなら
ない。

（使用可能時間等）
第５条　学内合宿施設の使用時間は、午前９時から翌朝午前
９時までの間とする。

２　１団体ごとの宿泊許可日数は１回の合宿につき４泊まで
とする。

３　原則として、午後10時から翌朝午前７時までの学外へ
の外出は認めない。

（使用可能期間）
第６条　学内合宿施設は、日曜、祝祭日を含む全日程におい
て使用できる。ただし、夏期および年末年始において大
学が定める日については、使用を許可しない。

（使用者の遵守事項）
第７条　学内合宿施設の使用にあたっては、次の各号を遵守
しなければならない。
（1）　防犯、防火、防災に常に心がけること。
（2）　許可した以外の施設および備品を使用しないこと。
（3）　許可条件にないものに転用しないこと。
（4）　所定の場所以外に掲示物を掲示しないこと。
（5）　所定の場所以外に私物や団体の所有物を放置しない
こと。

（6）　火気、盗難、器物の毀損については厳重に注意し、
使用終了後には現状に復帰したうえ清掃、戸締まり、
消灯、閉栓、使用した用具および施設の整理整頓に心
がけ、常に清潔にすること。

（7）　ゴミ等は所定の場所に処理すること。
（8）　節水、節電等に心がけること。
（9）　他の諸活動を妨げるような行為や、近隣の迷惑とな
るような行為をしないこと。

（10）　その他学生部長が定めた事項
（鍵の管理）
第８条　使用者が使用にあたって鍵を借用しているときは、
合宿終了後、速やかに指定の窓口に返却しなければなら
ない。

（使用料金）
第９条　学内合宿施設の使用料は１団体につき１泊あたり
300円とする。

（破損等）
第10条　使用にあたり、施設および備品を破損した場合は
直ちに大学へ申出てその指示に従わなければならない。

（使用禁止等）
第11条　この規程に違反して使用した場合は、その使用を
停止し、以後の使用を禁止することがある。

（事務主管）
第12条　この規程に関する事務主管は、学生支援課とす
る。

（改廃）
第13条　この規程の改廃は、学生部委員会の議を経て、学
生部長が行う。

附　則
この規程は、2016年６月１日から施行し、2016年４月
１日から適用する。
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第1章　総則
（名称）
第1条　本会は京都橘大学学生自治会と称する。
（目的と性格）
第2条　本会は、民主主義の原則に基づいて運営され、学
生の生活と権利を守ることを目的とし、学生の自主的民
主的学術スポーツ活動の発展をめざす。また本会は、学
生の権利と責任に基づき、大学の自治と学問・研究の自
由と大学の擁護とその創造発展をめざす。

第2章　会員
（構成）
第3条　本会は京都橘大学在籍（通信教育課程の学生を除
く）の全学生をもって構成する。

（権利）
第4条　本会の会員は、つぎの権利を有する。
（1）　役員の選挙権と被選挙権。
（2）　学生総会への出席と発言及び動議の提出と議決権。
（義務）
第5条　本会の会員はつぎの義務をおう。
（1）　規約の遵守と本会各機関において決定された事項の
実行。

（2）　所定会費の納入　　　　　年間3,000円

第3章　組織および運営
（機関）
第6条　本会はつぎの機関をおく。
（1）　学生総会
（2）　執行委員会
（3）　自治委員会
（4）　クラス会
（学生総会）
第7条　学生総会は、本会の最高議決機関とし執行委員長
がこれを招集する。

2　学生総会は、定期総会と臨時総会とする。
3　定期総会は、1年1回前期中とする。
4　臨時総会は、次の場合開催されなければならない。
（1）　会員の3分の1以上の署名による要求があった場合
（2）　自治委員会の過半数の要求があった場合
（3）　その他執行委員が必要と認めた場合
5　総会は、会員の5分の1の出席（委任状を含む）をも
って成立する。

6　総会の議決は、委任状を覗く出席の過半数による。
7　総会の議長、副議長、書記はその都度選出する。
8　次の事項は、総会において議決されなければならない。
（1）　予算の審議及び決算の報告、承認
（2）　本会規約の改正（総会出席者（委任状を除く）の過
半数をもって議決するか、または全学投票の形をとる

RULE 京 都 橘 大 学 学 生 自 治 会 規 約

RULE 京都橘大学アッセンブリーアワー委員会規程
（目的）
第1条　アッセンブリーアワーは学生の課外活動の育成と
自治意識の向上をはかり、各種行事を通じて京都橘大学
全大学人の交流を深め、学生の集団活動を促進すること
を目的とする。

（委員会）
第2条　アッセンブリーアワーの企画、運営にあたるもの
としてアッセンブリーアワー委員会（以下、「委員会」と
いう。）を設ける。

（任務）
第3条　委員会は次の事項を協議する。
（1）アッセンブリーアワーの企画ならびに予算に関する
件

（2）その他アッセンブリーアワー運営に関する必要な事
項

（構成）
第4条　委員会は次の者で構成する。
　（1）学生部長
　（2）学生支援課長
　（3）学生代表

（学生代表委員）
第5条　学生代表は次により選出する。
　（1）学生自治会3名
　（2）サークル連盟1名
　（3）（削除）
第6条　学生代表委員の任期は1年とする。ただし、再任
は妨げない。

（委員長）
第7条　委員会の委員長は学生部長とする。
（会議の招集）
第8条　委員会は必要に応じ開くものとし、会議の招集は
委員長が行う。

第9条（削除）
（事務主管）
第10条　委員会の事務主管は学生支援課とする。
（改廃）
第11条　この規程の改廃は、委員会の審議の上、大学評議
会の議を経て、学長が行う。

附則　この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則　この規程は、2010年 7月28日から施行する。
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ことができる。なお、全学投票の場合は、会員の過半
数の有効投票で成立し、有効投票数の3分の2以上を
もって議決する。）

（執行委員会）
第8条　執行委員会は会員の直接投票によって選出された
委員長、副委員長、執行委員によって構成される。

2　執行委員会は、原則1回開催するものとする。
3　執行委員会は、次の場合開催しなくてはならない。
（1）　執行委員長が必要と認めた場合
（2）　執行委員の過半数の要求があった場合
4　執行委員会は、つぎのことを執行する。
（1）　自治委員会及び学生総会の決議事項
（2）　会員全体を代表する交渉、その他執行委員会が必要
と認めた事項

5　執行委員会は次の局をおくことができる。
　書記局　　広報局　　会計部　　渉外部

6　執行委員会は全委員の3分の2以上の出席をもって成
立し、出席者の過半数をもって議決する。議決事項は自
治委員会に報告する。

7　執行委員会は必要と認めた場合、サークル連盟など学内
諸団体と協議することができる。

（自治委員会）
第9条　自治委員会は、執行委員会と各クラスの自治委員
をもって構成され、自治委員会議は必要に応じて全自治
委員を招集することができる。

2　自治委員会は、原則として毎月1回開催し、招集は議長
が行う。

3　自治委員会は、次の場合に開催しなければならない。
（1）　自治委員の3分の1以上の要求があった場合
（2）　執行委員会が必要と認めた場合
4　自治委員会は、全学の問題について討議し、重要事項を
議決する。

5　自治委員会は、過半数の出席をもって成立し、出席者の
過半数をもって議決する。

6　自治委員会の議長は、自治委員の互選により任期は1年
とする。

（クラス総会）
第10条　クラス総会は、毎週1回開催することを原則と
する。

2　クラス総会は、自治委員2名を選出し、その他必要なク
ラス委員を選出する。

第4章　役員
第11条　本会は次の役員を置く。
（1）　執行委員（執行委員長1名、副委員長1名、執行
委員7名以上）を選出

2　本会役員の任期は1年とし、その年の選挙当選後から始
まり、翌年の選挙成立後に終わるものとする。

3　委員長に事故ある場合は、副委員長が代行する。
4　役員は次期役員が選出されるまでその任務をはたさなけ
ればならない。

5　任期中欠員が生じた場合、補充役員の任期はその残任期
間とする。

6　役員の再任は妨げない。

第5章　会計
第12条　本会全般の会計は執行委員会の会計により総括
され、会計報告は定期学生総会において、執行委員が行
う。

2　会費は入学時に納入する。
3　本会の運営費は、会費をもってあてる。
4　本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までと
する。

5　本会の会計監査委員は自治委員から選出する。その後、
執行委員の過半数の承認を得て会計監査委員とする。

第6章　選挙
第13条　執行委員選挙の告示は総会終了後以降に行い、7
月末日までに選挙する。告示後、候補者多数の場合は演
説会を開く。

2　本会役員選挙のために選挙管理委員会を設ける。
3　選挙管理委員会は、各クラスより1名ずつ選出された選
挙管理委員により構成され、互選によって委員長を選出
する。

4　選挙管理委員会は、選挙の告示を行い選挙を管理する。
5　選挙は出席者の過半数の有効投票により成立する。
6　選挙の2日前より不在投票を認める。
7　委員長の立候補者が複数人出た場合、有効投票数の多い
者が次期委員長とする。有効投票が少なかった方は執行
委員となることができる。

8　選挙は出席者の過半数の承認を得なければならない。

附　則　本規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附　則　本規程は、2013年 6月10日から施行する。
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第1章　総則
第1条　本連盟は京都橘大学学生サークル連盟と称する。
第2条　本連盟は京都橘大学学生からなり所属部会によっ
て構成される。

第3条　本連盟は学術文化の向上と民主主義の発展のため
に邁進することを目的とする

第4条　本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業
を行う。

1　所属部会の日常活動の充実
2　所属部会の育成
3　所属部会主催の講演会・研究会、その他の事業に対する
後援・援助

4　他大学同種の学生諸連盟との連絡又は提携
5　予算の申請
6　その他の学術文化活動
第5条　所属部会会員は、次の権利を有し義務を負う。
1　執行委員会委員の選挙権と被選挙権
2　本連盟主催の事業に参加する権利及び義務
3　本連盟の総会に参加する権利と義務
4　本連盟規約及び所属部会規約を遵守し遂行する義務

第2章　組織
第6条　本連盟は次の機関を置く。また必要に応じてその
他の機関を置くことができる

1　総会
2　サークル連盟委員会（以下「委員会」という。）
3　サークル連盟執行委員会（以下「執行委員会」という。）
第7条　総会は本連盟の最高議決機関であり、執行委員長
がこれを招集し年1回定期に開催する。但し、執行委員
長が必要であると認めた場合、及び所属部会の3分の2
以上の提案のある場合執行委員長は、臨時にこれを召集
することができる。

第8条　総会はのべサークル加入者の3分の1以上の出席
をもって成立する。

第9条　総会に出席できない場合は、所定の様式によって
委任状を委員長に提出しなければならない。委任状は出
席者数に含める。

第10条　総会での議決は出席者の過半数をもって成立す
る。

第11条　総会は次の任務を負う。
1　前年度の活動総括の承認
2　本年度の活動方針の決定
3　本年度の執行委員の承認
4　会計監査の承認
5　その他の諸決議の承認
第12条　総会は正副議長、書記各1名を置き、正議長は
総会の議事運営を行ないその責任を負う。副議長はその
補佐を行なう。議長団は、議決権を持たないが、議決に
関して可否同数の場合に限り正議長がこれを決する。

第13条　総会は開催1カ月以前に委員長が所属部会会員
に通知又は公示することを原則とする。但し、緊急やむ
を得ない場合はこの限りではない。

第14条　委員会は執行委員、所属部会会員、及び同好会委
員によって組織され委員の任期は1カ年とする。

第15条　委員会は総会から総会までの本連盟の決定機関
で委員長がこれを招集し月2回以上定期に開催する。但
し、執行委員会が必要と認めた場合及び所属部会の5分
の1以上の連名の要請があった場合、臨時に招集開催す
ることができる。

第16条　委員会は所属部会の3分の2以上の出席をもっ
て成立し、その議決は出席過半数をもって成立する。但
し、同好会の所属部会への昇格については3分の2以上
の賛成をもって承認される。

第17条　委員会に委員が出席できない場合は、代理人の出
席を認め、やむを得ない場合は、所定の様式によって委
任状を執行委員長に提出しなければならない。

第18条　委員会は次の任務を負う。
1　総会の議案書の審議
2　同好会結成の承認
3　部会昇格の承認
4　その他
第19条　執行委員会の員数は12名以上とし、執行委員
会は委員長・副委員長・議長・会計・書記・渉外各1名・
企画2名をおく。（順不同）

第20条　執行委員は、所属部会会員より選挙され総会で承
認される。

第21条　執行委員の任期は1カ年とする。但し、委員会
において所属部会の3分の2以上、又は総会において過
半数で不信任案が可決された場合、該当執行委員は辞任
しなければならない。辞任した後1カ月以内に選挙を行
ない執行委員を選出する。新執行委員の任期は罷免され
た執行委員ののこりの任期とする。

第22条　執行委員は次の任務を負う。
1　委員長は本連盟を代表し統轄する。又総会・委員会その
他必要と認める会議の招集を行なう。

2　副委員長は執行委員長を補佐し、委員長の任務遂行困難
な事態が生じた場合はこれを代行する。

3　議長は委員会の議事運営を行ない、議決に関して可否同
数の場合に限り議長がこれを決定する。

4　会計は本連盟の会計活動一切を担当し処理する。
5　書記は本連盟の書記活動一切を担当し処理する。
6　渉外は本連盟の渉外活動を担当する。
7　企画は本連盟の企画活動の一切を担当し処理する。又本
連盟機関誌を発行する。

第23条　執行委員会は委員長がこれを招集し、月2回以
上定期に開催する。但し、緊急やむを得ない場合はこの
限りではない。

第24条　執行委員会は次の任務を負う。
1　執行委員会をはじめとして所属部会全体の予算書の作成

RULE 京 都 橘 大 学 学 生 サ ー ク ル 連 盟 規 約
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2　所属部会の予算附下願の承認
3　総会の開催
4　所属部会の活動内容の把握及び会計監査
5　部会及び同好会結成申請の審議及び委員会への提出、総
会への報告

6　その他

第3章　部会
第25条　所属部会は、次の原則に基づいた活動をしなけれ
ばならない。

1　部会は全学生に開放しなければならない。
2　部会は部会の独自性を尊重しなければならない。
3　部会は運営を自主的に行なわなければならない。
4　部会はその活動成果を全学生に還元しなければならな
い。

第26条　所属部会は、次の義務を負う。
1　本規約に基づいた活動を行なう。
2　活動の報告を年度始めに提出する。
3　総会、委員会に出席する。
4　総会・委員会において決定された事項及び付与された権
利を遂行する。

5　会計監査をうける。
6　執行委員の諮問に応じる。
7　執行委員会の要請した書類を提出する。
8　部会規約をもつ。
第27条　活動停止・活動不能の所属部会は、活動回復のた
めに執行委員会の指導及び援助をうけ、この場合新しい
構成員によって再建することを認める。

第28条　活動不能により会計決算ができない所属部会は、
第27条が適用され再建不可能と判断された場合、その
処理は委員会が決定する。

第29条　所属部会として昇格せんとする同好会は、次の新
設部会申請書類を作成し、執行委員会の審議を経て委員
会の承認を得、総会に報告させなければならない。

1　設立趣意書（目的）
2　部会規約
3　役員名簿及び連絡先
4　部会会員名簿
5　顧問名簿
6　部会費及び入部会費の徴収の有無及び金額
7　申請年度の予算書
8　主要活動の予定
9　既存同系団体との相違及びその名称と内容の説明
10　学内外の他団体との関連の有無及びその名称と内容の
説明

11　活動経歴及び活動状況
第30条　同好会が部会として昇格するには、以下の用件を
満たすと同時に規約第16条により承認されるものとす
る。

1　同好会として1年以上の活動経歴をもつこと。
2　既存同系団体と異なる基本的活動対象をもつこと。
3　本規約を認め、規約に基づいた活動を行なうこと。
4　総会・委員会へ積極的に参加していること。

第4章　同好会
第31条　同好会の結成に際し、次の同好会結成申請書類を
作成し、執行委員会の審議を経て委員会の承認を得なけ
ればならない。

1　結成趣意書
2　同好会規約
3　役員名簿及び連絡先
4　同好会会員名簿
5　顧問名簿
6　会費及び入会費・徴収の有無及び金額
7　主要活動予定
8　既存同系団体との相違及びその関連と内容の説明
9　学内外の他団体との関連及びその名称と内容の説明
第32条　同好会の承認は次の基準について行なう。
1　本学学生5名以上によって組織され、本学学生誰でも参
加できること。

2　外部団体の支部及び出先機関でないこと。
3　本学の学術文化運動に可能な限り貢献すること。
4　暴力を排し、民主主義を守ること。
5　本規約を認めること。
6　総会・委員会に積極的に参加すること。

第5章　顧問
第33条　部会・同好会は「団体結成等に関する規程第3
条」により次に定める顧問をおかなければならない。

1　顧問は本学の教授・助教授、又は専任講師・助手とする。
2　顧問はその部会・同好会の会務に助言を与えるものとす
る。

3　部会・同好会は顧問推薦状を学生支援課に提出しなけれ
ばならない。

4　顧問の任期は原則として、1カ年とし、再任の場合は新
たに承認書を学生支援課に提出しなければならない。

第6章　会計
第34条　本連盟の会計は細目を別に定める。

第7章　選挙
第35条　本連盟の執行委員選挙は細目を別に定める。

第8章　規約改正
第36条　本規約は執行委員会、又は委員会が必要と認めた
場合、執行委員長の責任において委員会に提案し、所属
部会の3分の2以上の賛成を得たのち総会において過半
数の賛成を得て改正することができる。

第37条　執行委員長は改正後直ちにこれを公示しなけれ
ばならない。

第9章　附則
第38条　施設の使用に際しては「教室等施設使用規程」及
び「体育館使用規程」に従う。

第39条　本規約は「京都橘大学団体結成等に関する規程」
に基づく。
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第40条　本規約は昭和58年11月 21日に公布し即時
施行する。

附則　本規約は2008年 7月23日から施行する。

（目的）
第1条　本細則は、サークル連盟規約第6章第34条によ
りこれを定める。

第2条　本連盟会計活動のために予算委員会を設けて、連
盟執行委員会、サークル、同好会の会計活動の円滑な運
営を行うことを目的とする。

（責任範囲）
第3条　本連盟の会計活動は、連盟執行委員会会計、サー
クル会計、同好会会計を統轄する。

（任務）
第4条　本連盟に所属する全てのサークル及び同好会の任
務は次のとおりとする。

1　執行委員会会計活動
2　サークル会計活動
3　同好会会計活動
4　会計会議
5　予算委員会
6　その他執行委員会が必要と認めた事項
（会計活動）
第5条　本連盟会計は、自治会補助金及び大学補助金をも
ってこれに充てる。

（予算委員会）
第6条　予算委員会は、連盟執行委員、各サークル部長及
び会計、各同好会長及び会計その他執行委員長が必要と
認めた者で構成し、次の事項を行う。

1　全てのサークル、同好会の年間総括報告に関すること。

2　全てのサークル、同好会の決算報告に関すること。
3　全てのサークル、同好会の活動計画報告に関すること。
4　全てのサークル、同好会の活動計画報告書の承認に関す
ること。

5　全てのサークル、同好会の会計決算の承認に関すること。
6　全てのサークル、同好会の活動計画の承認に関すること。
（承認事項）
第7条　予算の承認権は、サークルを1、同好会を2分の
1の比率とし、これを基準とする。

2　承認は、サークル・同好会の3分の2以上の出席を必
要とする。

3　会計監査報告は、総会出席者の過半数の承認を必要とす
る。

（会計会議）
第8条　会計会議は、連盟執行委員、各サークル部長及び
会計、各同好会部長及び会計その他執行員長が必要と認
めた者をもって構成する。

（予算要求の査定）
第9条　各サークル・同好会の補助金要求額に対する査定
は、会計監査と同時に実施し各サークル・同好会との個
別折衝によって決定する。決定された査定額は公表する。

（会計監査）
第10条　会計監査委員は、総会において2名を選出する。
会計監査委員は、総会に対して監査報告をし、その承認
を受けなければならない。

附則　本細則は1990年 2月1日より実施する。

RULE 京 都 橘 大 学 サ ー ク ル 連 盟 会 計 細 則

第1章　総則
（名称）
第1条　本会は京都橘大学ボランティア推進委員会と称す
る。

（構成員）
第2条　本会は京都橘大学学生からなり所属ボランティア
団体によって構成される。所属ボランティア団体（以下、
団体）とは以下をすべて満たす団体とする。
1）社会貢献やキャンパスアメニティー向上を目的とした
団体であること

2）正課の延長上の活動ではなく、自発的で主体的な活動
であること

3）既存のサークル団体、学会と活動内容が重複しないこ
と

4）人数が5名以上集まっていること
5）構成メンバーは全て本学学生であること

（目的と性格）
第3条　本会は、社会貢献を通じ、文化・社会の発展を的
とする。

第4条　本会は第3条の目的を達成するために次の事業を
行う。
1）所属団体の日常活動の充実
2）所属団体の育成
3）社会的要請に応えるプロジェクト団体を組織すること
4）所属団体主催の講演会・研究会・その他の事業に対す
る後援・援助

5）他大学同会との連絡又は提携
6）地域社会との連絡又は連携
7）予算の申請

RULE 京都橘大学ボランティア推進委員会規約



133

CHAPTER

3

8）その他社会貢献活動
第5条　所属団体会員は、次の権利を有し義務を負う。
　1）本委員会委員の選挙権と被選挙権
　2）本委員会主催の事業に参加する権利及び義務
　3）本委員会の総会および定例会に参加する権利と義務
　4）本連盟規約及び所属団体規約を遵守し遂行する義務

第2章　組織
第6条　本委員会は次の機関を置く。また必要に応じてそ
の他の機関を置くことができる。

1　総会
2　ボランティア推進委員会（以下「委員会」という。）
第7条　総会は本委員会の最高議決機関であり、執行委員
長がこれを召集し年1回定期的に開催する。但し、執行
委員長が必要であると認めた場合、及び所属団体の3分
の1以上の提案がある場合、執行委員長は臨時にこれを
召集することができる。

第8条　総会は所属団体の3分の2以上及び所属団体会員
の過半数の出席をもって成立する。

第9条　総会に出席できない場合は、所定の様式によって
委任状を委員長に提出しなければならない。

第10条　総会での決議は所属一部会につき一議決権とし
過半数をもって成立する。

第11条　総会は次の任務を負う。
　1）前年度の活動総括の承認
　2）本年度の活動方針の決定
　3）本年度の執行委員の承認
　4）会計監査の承認
　5）その他の諸決議の承認
第12条　総会は議長、副議長、書記各1名を置き、正義
長は総会の議事運営を行いその責任を負う。副議長はそ
の補佐を行う。議長団は、議決権を持たないが、議決に
関して可否同数の場合に限り正議長がこれを決する。

第13条　総会は開催1ヵ月以前に委員長が所属団体会員
に通知又は公示することを原則とする。但し、緊急やや
むを得ない場合はこの限りではない。

第14条　委員会は執行委員、所属団体会員によって組織さ
れ委員の任期は1ヵ年とする。

第15条　委員会は総会から総会までの本連盟の決定機関
で委員長がこれを召集し定期的に開催する。但し、委員
会が必要と認めた場合および所属団体の過半数以上の連
盟の要請があった場合は、臨時に召集ことができる。

第16条　委員会は所属団体の3分の2以上の出席をもっ
て成立し、その議決は出席者過半数をもって成立する。

第17条　委員会に委員が出席できない場合は、代理人の出
席を認め、やむを得ない場合は、所定の様式によって委
任状を委員長に提出しなければならない。

第18条　委員会は次の任務を負う。
1　総会の議案書の審議
2　ボランティア団体結成の承認
3　プロジェクト団体方針の審議
4　その他
第19条　委員会の員数は6名以上とし、執行委員会は委

員長・副委員長・会計・総務・渉外・広報をおく。（順不
同）

第20条　執行委員は、所属団体会員より選挙され総会で承
認される。

第21条　執行委員の任期は1カ年とする。但し、委員会
において所属団体の3分の2以上、又は総会において過
半数で不信任案が可決された場合、該当執行委員は辞任
しなければならない。辞任した後1カ月以内に選挙を行
ない執行委員を選出する。新執行委員の任期は罷免され
た執行委員の残りの任期とする。

第22条　執行委員は次の任務を負う。
1）委員長は本連盟を代表し統轄する。又総会・委員会そ
の他必要と認める会議の招集を行なう。

2）副委員長は執行委員長を補佐し、委員長の任務遂行困
難な事態が生じた場合はこれを代行する。

3）議長は委員会の議事運営を行ない、議決に関して可否
同数の場合に限り議長がこれを決定する。

4）会計は本連盟の会計活動一切を担当し処理する。
5）書記は本連盟の書記活動一切を担当し処理する。
6）総務は本連盟の総務活動一切を担当し処理する。
7）渉外は本連盟の大宅地区をはじめとする渉外活動を行
う。

8）広報は本連盟の広報活動一切を担当し処理する。
第23条　委員会は委員長がこれを招集し、定期的に開催す
る。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。

第24条　執行委員会は次の任務を負う。
1）執行委員会をはじめとして所属団体全体の予算書の作
成

2）所属団体の予算附下願の承認
3）総会の開催
4）所属団体の活動内容の把握及び会計監査
5）団体結成申請の審議及び委員会への提出、総会への報
告

6）その他

第3章　部会
第25条　所属団体は、次の原則に基づいた活動をしなけれ
ばならない。

　1）団体は全学生に開放しなければならない。
　2）団体は団体の独自性を尊重しなければならない。
　3）団体は運営を自主的に行なわなければならない。
4）団体はその活動成果を全学生に還元しなければならな
い。

第26条　所属団体は、次の義務を負う。
　1）本規約に基づいた活動を行なう。
　2）活動の報告を年度始めに提出する。
　3）総会、委員会に出席する。
4）総会・委員会において決定された事項及び付与された
権利を遂行する。

　5）会計監査をうける。
　6）執行委員の諮問に応じる。
　7）執行委員会の要請した書類を提出する。
　8）団体規約をもつ。
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第27条　活動停止・活動不能の団体は、活動回復のために
執行委員会の指導及び援助をうけ、この場合新しい構成
員によって再建することを認める。

第28条　活動不能により会計決算ができない団体は、第
27条が適用され再建不可能と判断された場合、その処理
は委員会が決定する。

第4章　ボランティア団体
第29条　ボランティア団体の結成に際し、次の同好会結成
申請書類を作成し、執行委員会の審議を経て委員会の承
認を得なければならない。

1　結成趣意書
2　団体規約
3　役員名簿及び連絡先
4　会員名簿
5　顧問名簿
6　会費及び入会費・徴収の有無及び金額
7　主要活動予定
8　既存団体との相違及びその関連と内容の説明
9　学内外の他団体との関連及びその名称と内容の説明
10　傷害・賠償保険加入状況
第30条　ボランティア団体の承認は次の基準について行
なう。
1）社会貢献やキャンパスアメニティー向上を目的とした
団体であること

2）正課の延長上の活動ではなく、自発的で主体的な活動
であること

3）既存のサークル団体、学会と活動内容が重複しないこ
と

4）明確な活動目的があり、長期間の活動の意志があるこ
と

5）5名以上の会員を擁すること

第5章　顧問
第31条　団体はり次に定める顧問をおかなければならな
い。

1　顧問は本学の教授・准教授、又は専任講師・助教・助手
とする。

2　顧問はその団体に助言を与えるものとする。
3　団体は顧問推薦状を学生支援課に提出しなければならな
い。

4　顧問の任期は原則として、1カ年とし、再任の場合は新
たに承認書を学生支援課に提出しなければならない。

第6章　会計
第32条　本連盟の会計は細目を別に定める。

第7章　選挙
第33条　本連盟の執行委員選挙は細目を別に定める。

第8章　規約改正
第34条　本規約は委員会が必要と認めた場合、委員長の責
任において委員会に提案し、所属団体の3分の2以上の
賛成を得たのち総会において過半数の賛成を得て改正す
ることができる。

第35条　執行委員長は改正後直ちにこれを公示しなけれ
ばならない。

第9章　附則
第36条　施設の使用に際しては「教室等施設使用規程」及
び「体育館使用規程」に従う。

第37条　本規約は平成21年4月15日に公布し即時施
行する。
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OTHER キャンパスマップ

OTHER キャンパスマップ
※学生の自動車による通学・乗り入れは禁止しています。

清和館……………… 111教室〜146教室

管理・特別教室棟…… 242教室〜245教室

清心館……………… 711教室〜731教室

清史館……………… 811教室〜831教室

清風館……………9301教室〜9502教室

清優館………… A101教室〜 A406教室

清香館………… B101教室〜 B202教室

児優館………… C201教室〜C504教室

明優館………… D101教室〜D302教室

優心館………… E101教室〜 E603教室

響友館………… F101教室〜 F504教室

※各棟の教室番号は以下のとおりです

工事中工事中
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Ｗ

Ｃ
・
Ｗ

Ｃ
・
Ｗ

応接室

研究室 研究室

事　務
局長室

学生支援課

棟
室
教
別
特
・
理
管

２階

室
長
学

室
接
応

室
接
応

３階

４階

室
長
学
副

応接室 公務員試験
対策自習室

教職
保育職
支援室

教職保育職
支援室

学習
スペース

理事
長室

副学
長室

庫
蔵
収

庫
蔵
収

経理課 　企画広報課
倉庫 244教室

〈書道教室〉
（72人）

242教室
〈書道教室〉
（45人）

245教室
〈書道教室〉

（ビデオ）

（ビデオ）

１階

２階

３階

４階

館
和
清

114教室
（107人）

115教室
（60人）

116教室
（60人）

（暗幕）

（暗幕）

（暗幕）

（暗幕）

111教室
（58人）

Ｖ
Ｅ

Ｖ
Ｅ

Ｖ
Ｅ

Ｖ
Ｅ

112教室
（58人）

113教室
（58人）

124教室
（107人）

134教室
（108人）

131教室
（98人）

132教室
（98人）

133教室
（58人）

135教室
（169人）

145教室
（119人） 146教室

（186人）

125教室
（60人）

126教室
（60人）

121教室
（58人）

141教室
（58人）

142教室
（58人） 143教室

（33人）
144教室
（33人）

122教室
（58人）

123教室
（58人）

（暗幕）

全室ビデオ・DVDあり

室
接
応

１
室
談
面

２
室
談
面

際
国
・
育
教
語
言

室
流
交
ス

AED

　人事秘書課

法人事務
  局長室

応接室 研究室

  公務員
試験支援
センター

響友館4Ｆへ
　　↓
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１階

３階

４階

５階

２階

館
書
図

開架書庫
開架書庫

らせん階段

ロビー

エント
ランス

ス
ン
ラ
ト
ン
エ

演
習
室

閲覧コーナー

閲覧コーナー

個人閲覧コーナー

積層書架

積層書架

グループ学習室

閲覧コーナー

屋上

カウンター

事務室

ミーティング
　  ルーム

フォレスト・コモンズ

室
生
院
学
大

WC

WC

WC

WC

WC

WC WC

WC WC

グループ学習室
グループ学習室

WC WC

室
生
院
学
大

学会室学会室

学会室

女性歴史文化研究所

  閲覧コーナー

  書架スペース

閲覧コーナー

　閲覧
コーナー

　閲覧
コーナー

閉架書庫

倉
庫
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１階

２階

清
心
館

３階

清
史
館

３階

２階

１階

編集室 メディアオフィス

メディアライブラリー

メディアホール

エントランス

情報メディアセンター

711教室
〈パソコン教室〉

（60人）

724教室
〈パソコン教室〉

（56人）

722教室
〈パソコン教室〉

（36人）
733教室 731教室

（PC/LL教室）
（40人）

723教室
〈LL・パソコン教室〉

（56人）

721教室
〈パソコン教室〉

（36人）

811教室
〈実習室〉
（48人）

831教室
〈共同研究室D〉

（20人）

812教室
（56人）

821教室
（204人）

822教室
（22人）

823教室
（22人）

収蔵庫

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

特別
収蔵庫

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）

（ビデオ）（ビデオ）

（暗幕）

（ビデオ）
（ビデオ）

（暗幕）

（ビデオ）

メ
デ
ィ
ア
・
モ
ー
ル

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

EV

EV

EV

E.V

E.V

E.V

エント
ランス
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館
風
清

１階

２階

３階

４階

５階

庫
倉 倉　庫

学会室

学術振興課
エクステンションセンター

リエゾンオフィス

9303教室
（24人）

9301
教室

（22人）

9401教室
（36人）

9502教室
〈製図教室〉
（40人）

研究室
室
究
研

室
沸
湯

室
沸
湯

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

交流スペース

エント
ランス

（ビデオ）

（ビデオ）（ビデオ）

応　接
会議室

看護教育
研修センター
〈認定看護師
教育課程〉

印刷室

コピー室

WC

WC

WC WC

WC

WC

EV

EV

EV

EV

EV

9402教室
（24人）

研究室
室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）（暗幕）

（遮光ブラインド）

（ビデオ）

WC

WC

WC

WC

9302教室
（24人）

9501教室
324人

固定288人
可動 36人〈 〉

建築実習室建築
実習室

セミナールーム

演
習
室

地
域
連
携
セ
ン
タ
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館
優
清 ３階

４階

５階

１階

２階

出
貸

ロビー

ト
ン
エ

ス
ン
ラ

室
械
機

室
沸
湯

室
刷
印

湯沸室

・
流
交
化
文
異
護
看

進
推
携
連
会
社

学生用（女）
ロッカー
ルーム

（ビデオ） （ビデオ）

（ビデオ）
（暗幕）

ラーニング＆
リサーチコモンズ

学生ラウンジ

A103教室
（24人）

A201教室
（165人）

（ビデオ）

A102教室
〈演習室〉
（40人）

A302教室
〈第2実習室〉

（ビデオ） （ビデオ）

（ビデオ）

助教・
助手室

研究室

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

研究室

室
刷
印
・
室
衣
更

A401教室
〈第3実習室〉

A406教室
〈ゼミ・会議室〉

（36人）

A402教室
〈準備室4〉

大学院生室2

助教・
助手室 大学院生室1

A301教室
〈第1実習室〉

A303教室
〈準備室1〉

A305教室
〈準備室3〉

A304教室
〈準備室2〉

A306教室
〈標本室〉

A101
〈実験室〉

（ビデオ）

  学生用（男）
ロッカールーム

）
男
（用
生
学

）
女
（用
生
学

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

室
究
研
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館
香
清 １階

２階

ロビー

ロビー

（ビデオ）

B106教室
（24人）

（ビデオ）

B107教室
（24人）

（ビデオ）

B108教室
（24人）

（ビデオ）

B109教室
（24人）

（ビデオ）

B110教室
（24人）

（ビデオ）

B101教室
（24人）

（暗幕）（ビデオ） （暗幕）（ビデオ）

B201教室
（292人）

B202教室
（174人）

（ビデオ）

B102教室
（24人）

（ビデオ）

B103教室
（24人）

（ビデオ）

B104教室
（24人）

（ビデオ）

B105教室
（24人）

WC

WC

CW CW

エントランス

１階

屋上

２階

カフェテリア

アクティブ・コモンズ

厨房 厨房
事務室

厨房

WC

WC

屋上広場 エントランス
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館
優
児

１階

４階

５階

６階

２階

３階

C201教室
（100人）

C301教室
理科実験室
（42人）

エントランス
ホール

オープンライブラリー

ロビー

ロビー
ピアノ
レッスン
エリア

男子
ロッカー室

女子
ロッカー室倉庫

理科倉庫

理科準備室

調理準備室

図工準備室

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）（暗幕）

（ビデオ）

C302教室
図工実習室
（54人）

（ビデオ）

WC

WC

WC

WC

WCWC

C402教室
音楽実習室
（60人）

C502教室
臨床教育
実践スタジオ
（40人）

C501教室
録音編集室
（ビデオ）

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

研究室湯沸室

印刷室

研究室 研究室 研究室 研究室

研究室 研究室 研究室 研究室

C503教室
教材開発室

C504教室
児童教育学会

C401教室
調理実習室
（36人） グループ

練習室１

レッスン室

グループ
練習室２

（ビデオ）

研究室
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実習室

倉庫１

倉庫２

D102教室

D201教室

D101教室
（245人）

（245人）

（ビデオ）

（ビデオ）

（ビデオ）

明
優
館

女
子
ロ

カ

室

男
子

ロ

カ

室

WC

WC

WC

EV

EV

EV

ロビー

更
衣
室

WC WC

ロビー

D302教室
製図教室

研究室 研究室 研究室 研究室 研究室 研究室

研究室

ＣＡＤ教室
D301教室

（ビデオ） （ビデオ）

WC WC

ロビー

湯
沸
室

印
刷
室

１階

２階

３階

エントランス

エント
ランス

D203教室
（180人）

D202教室
（180人）

（ビデオ）（ビデオ）

（46人）（96人）

助教室

助教室
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館
心
優

２階

E201教室
（150人）

通信教育課
学習講師室 室

控
師
講

スタジオ

調整室

EV
ホール

渡り
廊下

ン
コ
ソ
パ

学生ラウンジ E202教室
（150人）

WCWCEV

３階

E301教室
運動療法実習室

E302教室
評価実習室

E303教室
準備室

EV
ホール

渡り
廊下

E304教室
（125人）

E305教室
（87人）

E306
大学院生室WCWCEV

１階

E101教室
（110人）

心理臨床センター

室
備
準

室
接
面

室
接
面

室
接
面

室
接
面

室
務
事 プレイ

ルーム
プレイ
ルームEV

ホール

室
グ
ン
リ
セ
ン
ウ
カ

エントランス
ホール

大
学
院
生
室

WCWC

WC

WC

４階

E401教室
演習室

E402教室
心理学科
共同研究室

EV
ホール

屋上

E403教室
（30人）

E404教室
（30人）

E405教室
（30人）

E406教室
（30人）

E407教室
会議演習室
（36人）

WCWCEV

印刷室

WC

EV

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

５階

E502教室
基礎医学実習室
（72人）

E501教室
理学療法学科
共同研究室

EV
ホール

E505教室
運動生理機能
評価測定実習室

WCWCEV

印刷室

E503
教室
準備室

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

６階

EV
ホール

E601教室
物理療法・水治療
義肢装具実習室

室
和

WCWCEV

印刷室

WC
UB

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
究
研

室
備
準

作
動
常
日

室
練
訓

室
究
研

室
究
研

E504
実験室

E602
教室

E603教室

助
教
 ・

助
手
室室

究
研
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渡り廊下

管理・特別教室棟 2Ｆへ

面談室１

面談室２

面談室３学生相談
談話室

学生
相談室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

研
究
室

（54人）（60人）

（60人）

（60人） （60人）

（60 人）

（60 人） （60 人） （60 人） （60 人）

響
友
館
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５～７階

１階

２階

３階

４階

応接室

厨房 事務所

キャリアセンター
（就職進路課）

Le bistro
（生協食堂）

ロビー

和室

学生
自治会室

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

クラブBOX

和室

学生会議室
1

学生印刷室

サークル
連盟室

生協学生
委員会室
学生

会議室４

学生会議室
2

学生会議室
3

水屋

倉庫

庫
倉

室
暗

調整室 スタジオ

ホール

レッスン室

総合教育課

エント
ランス

エント
ランス

キャリア
インフォメーション
センター

WC WC

WC

WC

WC WC

WC

WC
EV

応接室
面談室
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AED

中
央
体
育
館

EV

１階

エントランス
ホール

談話
コーナー

フィットネスルーム

クラブボックス
クラブボックス
クラブボックス

ミーティング
ルーム

ミーティング
ルーム

中アリーナ
小アリーナ

教材倉庫 クラブ用具庫
事務室

機械室

クラブ
用具庫

WC WC

WC

講
師
控
室

シ
ャ
ワ
ー
室

シ
ャ
ワ
ー
室

用
具
庫

事
務
室

女
子

更
衣
室

男
子

更
衣
室

教
材
倉
庫

機
械
室

EV

２階

WCWC
給
湯
室

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
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ブ
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ッ
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ス
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ブ
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ス
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ブ
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ス
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ブ
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ス
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ブ
ボ
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ス
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ブ
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ス
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ブ
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ス
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ブ
ボ
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ク
ス
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ブ
ボ
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ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ク
ラ
ブ
ボ
ッ
ク
ス

ロビー

調整室
大アリーナ

３階

WC WC
WC

ロビー

観客席

４階
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館
育
体
二
第

３階

１階

２階

用具庫

更衣室

器具庫

下足棚

ホール

器具庫

倉庫

物入吹　抜

アリーナ

ピロティ

WC

WC

洗面
化粧

物入
シャワー

室
械
機

ブ
ラ
ク

ブ
ラ
ク

ブ
ラ
ク

ブ
ラ
ク

小アリーナ

合宿スペース

エントランス

AED

ピ
ア
ノ
レ
ッ
ス
ン
室

多目的スペース
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第
三
学
生
会
館

１階

２階

1号室
（8人）

2号室
（8人） 3号室

（8人）

4号室
（4人）

5号室
（10人）

6号室
（5人） 倉庫

7号室
（8人）

玄関

リビング

台
所

洗面所

風呂

WC

１階

２階

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

クラブ
ボックス

ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

レ
ッ
ス
ン
ホ
ー
ル
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OTHER 緊急のとき　（救急連絡・地震対策）

OTHER 救急連絡体制表

AED（自動体外式除細動器）を
設置しています1

■�AEDとは�■
突然心臓停止した時に、電気ショックを加えて心臓を元

の正常な状態に戻す処置に使う装置です。

■�AEDは誰でも使えます�■
医療従事者でなくても誰でも使用することができます。
装置の音声指示に従って操作を行えば、電気ショックが

必要か判断してくれます。

本学に設置してあるAEDはフタを開ければ自動的に電源
が入り、あとは機械の音声指示に従って操作を行います。

■�AEDの設置場所�■
管理特別教室棟2階総務課、

中央体育館1・3階、第二体育
館1階、グラウンドに各1台設
置しています。
このサインのあるところに置

いています。

119番

119番

①

③

②

①直ちに医務室へ連絡
②状況によって、現場から直接救急
車を要請

③学生支援課は現場へ直行・対応
☆苦しそうにしている人がいたら知
らない人でも放置せず「大丈夫で
すか」と声をかけ、様子をみて、医
務室へ連絡する

☆近くにいた者は、学生支援課や救
急車の人に状況を説明する

①学生が救急車要請の適否を速
やかに判断し要請する

②現場から守衛室に連絡
③救急車を誘導
④救急車には二人は添乗する
⑤守衛室は学生支援課長に連絡
学生支援課が病院に連絡・直行

① ③

④

⑤

②

業務時間外・休日に救急事態発生の場合
（大学に教職員不在の時）

（教職員・学生）

救 急 車

救 急 車

発 生 現 場

病 院

病 院

学生支援課長

学生支援課 内線1401，
 　　1403～1408，
 　　1410
 075-574-4114
医務室 内線4040，4041
 075-574-4119

守衛室 内線　4052
 075-571-1111

業務時間内に救急事態発生の場合

発生現場
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OTHER 地震対策について
突然大地震に襲われる危険性は常にあります。各自が地

震に対して知識を持つとともに、日頃から「大地震対応マニ
ュアル」は常に携帯し、心の準備と備えをしておくことが被
害を最小限にとどめるもっとも有効な手立てといえます。
地震の主要動は1分ぐらいです。あわてて外に飛び出し

たりせず、すばやく火を消すなど敏速な行動が必要です。確
実な情報と冷静な判断に基づいて行動してください。

地震時の避難マニュアル

■�大学で地震にあったとき�■
①教室や食堂のなかで地震にあったら
□�机やテーブルの下に身を隠し、バッグ、コート、上着
等で頭を保護する。机やテーブルが可動式の場合、机
の脚をしっかりつかんで離さない。

□揺れが収まったら、一時避難場所へ避難する。
　��職員の指示にしたがい、優心館前広場（学内最終避難
場所）へ移動する。

②教室の外で地震にあったら
□�建物の近くは看板や落下物、窓ガラスの破片等危険が
あるので、近寄らない。

□一時避難場所へ避難する。
　�職員の指示にしたがい、優心館前広場（学内最終避難
場所）へ移動する。

③エレベーターの中で地震にあったら
□�地震だと感じたら、すぐに各階のボタンを全部押し、停
止した階で避難する。

□�中に閉じこめられたら、非常ベルを押し続け、あるい
は非常電話を使って、救助が来るのを待つ。

④階段の途中で地震にあったら
□�引き返すか、登り切るかして踊り場に着き、そこで端
に寄ってうずくまり、持っているバッグや衣類で頭を
保護する。

□揺れが収まったら一時避難場所へ避難する。
　�職員の指示にしたがい、優心館前広場（学内最終避難
場所）へ移動する。

⑤優心館前広場（学内最終避難場所）に避難したら
□�職員の指示にしたがい、必要があれば広域避難場所へ
移動する。

　＊学内避難場所詳細は次頁

■�家や下宿にいるときに地震にあったら�■
①ぐらぐらっときたら……
□�揺れがおさまるまで、自分の身の安全を守る。（あわて
て外へ飛び出さない）

　＊�ただし、築年数を経た木造の一軒家の場合、すぐに
飛び出すほうが安全。

□家族の安全を確認する。

□�火が出たら、すばやく消火する。（小さいうちに消し止
める）

□ガスの元栓を締め、電気のブレーカーを「切」にする。
□電話の受話器を置く。（不通になる原因防止）
□�ライターやマッチで灯りをつけない。（ガス漏れしてい
るおそれがある）

□携帯ラジオで地震の規模、震源地等の情報をつかむ。
□�自分の家や外の被害状況を確認する。（避難すべきかど
うかの判断）

□�スリッパを探し出して履くようにする。（足もとをケガ
しない為）

②避難すべきと判断したら……
□�服装は、身軽で暖かいものを。ヘルメット等で頭を守
る。素手、素足は危険。

□�必要最小限の非常持出品（リュックサック入り）を背
負う。両手は使えるように。

□�家族、隣近所、隣組、町内（自主防災部）単位で、で
きる限りまとまって動く。

□�お年寄り、障害者、病人が取り残されていないか確認
しあう。

□ケガをしている人がいたら、応急手当をする。
□�必ず歩いて避難。（車は動けなくなるし、交通妨害の原
因にもなる）

□�狭い路地、塀ぎわ、がけ下、川べりは通らない。また
近づかない。

□切れた電線は、感電の危険あり。

②避難場所にて……
□リーダーの指示に従う。身勝手な行動はしない。
□デマに惑わされず、正確な情報を得る。
□�正確な被害状況が把握できるまで、自分の家に戻らな
い。

□電話はしばらく控える。（緊急電話を最優先）

　＊避難する場所等は次頁

京都橘大学の連絡先
　075-571-1111（代表）
　075-574-4111（総務課）
　075-574-4114（学生支援課）

■�一時避難場所�■
広域避難場所へ避難する前に一時的に避難して災害等の

状況を見る場所をいい、おおむね次の基準により、自主防災
組織または町内会等が自主的に選定するものをいう。
・�一時避難場所に適した広さ（おおむね0.1 ヘクタール
以上）の場所

・�避難（集合）が容易で、地域住民がよく周知している
場所
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・�できるだけ公共的な場所
（例　小学校等、広場、公園、空き地、河川敷等）

■�広域避難場所�■
地震に伴う大火災等の二次災害の危険から、地域住民の

生命の安全を確保できる場所（広さ1ヘクタール以上）を
いい、京都市内で57カ所が指定されている。

避難場所

　　②
バスロータリー

響友館

①

②

③

④

⑦

⑥

⑤

一時避難場所 該当施設

広場

バスロータリー

グラウンド

響友館横駐車場

清和館北西側広場

オレンジロード

優心館前広場

清心館、リバティホール、児優館
管理・特別教室棟、図書館

第二体育館

テニスコート、クラブハウス、弓道場、
レッスンホール

響友館、清優館

清和館、クリスタルカフェ、清風館、清史館

明優館、清香館

優心館、中央体育館

響友館横駐車場

　 　④

  優心館

  前広場⑦

最終避難場所：優心館前広場

 プラザ⑤

広場

 ①

③

工事中

オレンジロード

　 ⑥

避難場所
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■�緊急時の電話連絡先�■

警察　110 山科区役所	 075︲592︲3050
消防　119 山科保健所	 075︲592︲3050
電話の故障　113 山科福祉事務所	 075︲592︲3050
救急病院　①　愛生会山科病院	 075︲594︲2323
　　　　　②　なぎ辻病院	 075︲591︲1131
　　　　　③　洛和会音羽病院	 075︲593︲4111
　　　　　（①〜③は下の地図の番号に対応）

東部土木事務所	 075︲591︲0013
山科まち美化事務所	 075︲573︲2457
山科消防署	 075︲592︲9755
消防相談（火事の問い合わせ）
	 075︲231︲5000
山科警察署	 075︲575︲0110

ガス漏れ　京滋リビング営業部	 0120︲8︲94817 山科郵便局	 075︲593︲2603
停電・漏電　関西電力伏見営業所	 075︲611︲2131 京阪バス山科営業所	 075︲581︲7188
断水・漏電　水道局山科営業所	 075︲592︲3058 京都市営地下鉄山科駅	 075︲595︲2750

●山科区の広域避難場所と救急病院
（①〜③は上表の病院に対応）



157

1CHAPTER

4

C
H

A
PTER

 4

Ⅲ 

緊
急
の
と
き
（
救
急
連
絡
・
地
震
対
策
）

■�非常時持出品リスト（リュックまたはデイパックに詰めて常に持ち出せるようにしておきたいもの）�■
＊この中から各自で選んでください

水 □携帯用飲料水 □ペットボトル □水筒 □ろ過紙

食 料
食器等

□米 □乾パン □缶詰＋缶切り □カップラーメン
□インスタント食品 □レトルト食品 □梅干し □スパゲティ □佃煮
□干物 □スナック菓子 □ビスケット □飴
□チョコレート □割り箸 □スプーン □紙皿・紙コップ　 □携帯食器

衣類等
□ヘルメット・帽子 □革手袋・軍手 □ズボン・スラックス □下着
□シャツ □マフラー □セーター □ジャンパー類 □靴下
□名札

貴重品
□現金 □実印・銀行印 □口座番号の写し □保険証書
□健康保険証の写し □テレフォンカード

医薬品
□傷薬・絆創膏 □かぜ薬 □胃腸薬 □目薬 □包帯
□マスク □ガーゼ

日用品

□使い捨てカイロ □スリッパ □風呂敷 □ロープ・細ひも □生理用品
□トイレット・ペーパー □ティッシュ □ウェットティッシュ
□ビニールシート □懐中電灯 □ローソク □石鹸
□マッチ・ライター □ラップ・アルミホイル □タオル □ハンカチ
□乾電池 □電卓 □メモ用紙 □筆記用具 □貼紙
□マジックインク □はさみ □セロテープ □ガムテープ

その他

□毛布 □雨合羽 □寝袋・シュラフ □防塵マスク
□多徳ナイフ（アーミーナイフ） □携帯ラジオ・テレビ
□市内地図 □携帯用ガスコンロ・ボンベ □ガソリン・バーナー
□固形燃料 □磁石 □緊急時連絡先 □家族一覧表
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OTHER 各種申請用紙　（一部）

■�学生基本データ変更届

■�課外活動開催兼備品借用願（学内） ■�課外活動開催兼備品借用願（学外）
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学籍
番号

氏
名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サイン可） 　 　　　 （大学記入欄）

↓入学式用

申請年月日

　学内にバイクを乗入れるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約します。

１． 関係する法令に従い、事故のないよう安全運転を励行します。
２． 大学が主催する安全運転講習会その他のガイダンスに参加します。
３． 許可証（ステッカー）を車体のよく見える部分に貼付します。
４． 学内では定められた場所に駐輪し、近隣や路上でも放置はいたしません。
５． 学内外を問わず、通行の邪魔にならないよう、整列駐輪を励行します。
６． 学内外を問わず、迷惑・放置車両とされたバイクが撤去されても異議はありません。
７． 不測の事態に備え、任意保険に加入します。
８． その他、バイクの乗入れに関しては大学の指示に従います。
９． 上記事項に違反した場合、許可を取り消されても異議はありません。 以上

入力ch 受付印

備考

学生支援課

　学内にバイクを乗入れるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約します。

１． 関係する法令に従い、事故のないよう安全運転を励行します。
２． 大学が主催する安全運転講習会その他のガイダンスに参加します。
３． 許可証（ステッカー）を車体のよく見える部分に貼付します。
４． 学内では定められた場所に駐輪し、近隣や路上でも放置はいたしません。
５． 学内外を問わず、通行の邪魔にならないよう、整列駐輪を励行します。
６． 学内外を問わず、迷惑・放置車両とされたバイクが撤去されても異議はありません。
７． 不測の事態に備え、任意保険に加入します。
８． その他、バイクの乗入れに関しては大学の指示に従います。
９． 上記事項に違反した場合、許可を取り消されても異議はありません。 以上

※ 本申請書兼誓約書（本人控）は卒業まで保管してください。
※ 車両を乗り換えた場合は、新規に登録手続きをおこなってください。

学籍
番号

氏
名 　　　　　　（大学記入欄）

/　　　　/　　　　　

バイク乗入申請書 兼 誓約書　（大学保管）
登
録
No.

車
種
名

ﾌﾟﾚｰﾄ
番号

バイク乗入申請書 兼 誓約書（本人控）

登
録
No.

車
種
名

ﾌﾟﾚｰﾄ
番号

受
付
印

↓入学式用

学籍
番号

氏
名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（サイン可）

登
録
No. 　 　　　 （大学記入欄）

申請年月日

　学内に自転車を乗入れるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約します。

１． 関係する法令に従い、事故のないよう安全運転を励行します。
２． 大学が主催する安全運転講習会その他のガイダンスに参加します。
３． 許可証（ステッカー）を車体のよく見える部分に貼付します。
４． 学内では定められた場所に駐輪し、近隣や路上でも放置はいたしません。
５． 学内外を問わず、通行の邪魔にならないよう、整列駐輪を励行します。
６． 学内外を問わず、迷惑・放置車両とされた自転車が撤去されても異議はありません。
７． 個人賠償責任保険への加入等、自転車事故による被害・加害に備えます。
８． その他、自転車の乗入れに関しては大学の指示に従います。
９． 上記事項に違反した場合、許可を取り消されても異議はありません。

以上
入力ch

備考

学生支援課
　学内に自転車を乗入れるにあたり、以下の事項を遵守することを誓約します。

１． 関係する法令に従い、事故のないよう安全運転を励行します。
２． 大学が主催する安全運転講習会その他のガイダンスに参加します。
３． 許可証（ステッカー）を車体のよく見える部分に貼付します。
４． 学内では定められた場所に駐輪し、近隣や路上でも放置はいたしません。
５． 学内外を問わず、通行の邪魔にならないよう、整列駐輪を励行します。
６． 学内外を問わず、迷惑・放置車両とされた自転車が撤去されても異議はありません。
７． 個人賠償責任保険への加入等、自転車事故による被害・加害に備えます。
８． その他、自転車の乗入れに関しては大学の指示に従います。
９． 上記事項に違反した場合、許可を取り消されても異議はありません。

※ 本申請書兼誓約書（本人控）は卒業まで保管してください。
以上

※ 車両を乗り換えた場合は、新規に登録手続きをおこなってください。

学籍
番号

氏
名

登
録
No. （大学記入欄）

自転車乗入申請書 兼 誓約書　　（大学保管）

/　　　　/　　　　　

受
付
印

自転車乗入申請書 兼 誓約書　　（本人控）

受
付
印

■�バイク乗入申請書兼誓約書 ■�自転車乗入申請書兼誓約書

活 動 結 果 報 告 書 
２０   年    月    日 

 
京都橘大学  学生部長殿 
 

団体名                  

代表者 学生氏名          印  

学籍番号（                  ） 

顧問氏名              印  
 
 
下記の活動を行いましたので報告いたします。 
 
行事・試合等  

活動日時       月    日（    ）    時～      月    日（    ）    時 

活動場所  

活動参加人数  
共催団体及び

相手校  

活動内容及び結果等                                         

                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

 

 
学生支援課受付印 学生支援課長 

  

 

掲示・印刷物配布許可願 

京都橘大学学生部長 殿 

下記（別添）の通り学内での[ 掲示／配布 ]の許可をいただきたく、申請します。 

年   月   日 

※掲示に関する注意事項※ 

 掲示許可されている場所・・清和館廊下の課外活動掲示板（入口付近のガラス面等は掲示不可）・学生会館・ 

          セントラルコモンズ（掲示用つい立に限る）・中央体育館掲示板・その他許可する掲示板 

掲示の際は、画鋲もしくはセロテープ（四隅を縦向きに貼る）のみを使用すること。ガムテープ等は不可。 

掲示・配布物の見本（Ａ４サイズ以下に限る）を添付すること。 

掲示物は掲示期限印・配布物は受付許可印を受ける事。（コピー可） 

 掲示期限（催し終了後もしくは受付から 1カ月間）後、掲示を撤去すること。 

    
 

団体名 団体代表者名 

掲示および配布責任者 
学籍番号       氏名 

掲示および配布責任者 連絡先 
 携帯番号   

掲示および配布期間 
※受付日より１ヵ月以内。期限後は廃棄のこと。 

 
月   日  ～   月   日 

受付許可印 

■�活動結果報告書 ■�掲示・印刷物配布許可願
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■�学生証の再発行の手続きの手順フローチャート�■

紛失・盗難・破損・磁気不良による再発行

学生支援課で再発行手続き
学生証再発行願い

生協で手続き
※再発行手数料3,000円の支払

①

②

学生支援課で新学生証を受け取る
（2日後以降）

③

盗難・紛失以外は、破損・汚損の学生証と
新学生証との交換を行う

④

※古い学生証が再発行の申込後に見つかっても、
そのカードは無効になっているので学生支援課
に返却してください。

※磁気不良による再発行の場合は、再発行手数料
は不要です。
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OTHER 京都橘大学における個人情報の保護及びその取扱いについて
2005年 4月1日から「個人情報保護に関する法律（いわゆる「個人情報保護法」）」が全面施行されました。学校法人京都橘

学園（京都橘大学の運営主体）及び京都橘大学大学は、個人情報は個人の重要な財産であり、その適切な利用と保護は基本的人権
を擁護する上できわめて重要であると認識し、教育機関としての社会的責務を果たすため、「学校法人京都橘学園個人情報保護規
程」を2005年 4月1日から施行しています。これは、学生・保護者及びその他関係者の方々から取得した個人情報を、その
目的に沿って利用するとともに、より適切に取扱い、保護することを目的に必要事項を定めたものです。
なお、京都橘大学における個人情報の保護及びその取扱いに関するお問合わせ等は、総務課までお願いいたします。

個人情報の管理方法について
個人情報の管理にあたっては、情報通信技術及び管理組織体制の両面から安全対策を講じ、個人情報への不正アクセス、個人

情報の漏洩、滅失等の防止につとめます。また、不要となった情報については速やかに廃棄します。

個人情報の提供について
（1）�本学では、原則として、収集した個人情報を目的外に使用又は提供しませんが、①法令に基づく場合、②生命、身体及び

財産の保護並びに公衆衛生の向上のために必要がある場合、③行政機関等への協力義務に基づく合理的理由がある場合、
④京都橘学園個人情報保護委員会が業務遂行上正当な理由があると認めた場合等、本人の同意を得ないで提供することが
ありますのでご了承ください。

（2）��保護者（学費負担者等）の方に対しては、在学中、保護者と連携した学生指導・支援が重要であることを考慮し、学生本
人からの送付許否の申し出がない限り、原則として学生の学業成績を各学期毎に送付します。

（3）��本学では、本学関係団体と「個人情報の取扱いに関する覚書」を締結し、第三者へ個人情報の提供を行っています（詳細
は本学ホームページ『http://www.tachibana-u.ac.jp/inform_the_thirdparty.html』をご参照ください）。万一、提供
を希望されない場合には、本学総務課（電話：0754-574-4111）までご連絡ください。

（4）�個人情報を取り扱う業務を外部業者など第三者に委託する場合、受託業者と「秘密情報保護に関する覚書」を締結し、個
人情報の安全管理、秘密保持等適切な管理を行います。

個人情報の利用目的について
本学において個人情報とは、現在、過去において在籍した学生・大学院生、受験生、受験希望者、保証人、教職員等生存する

個人に関する情報であって、本学が業務上取得し、または作成したもののうち、個人が識別され、または識別され得るものをいい
ます。
在学中における各種手続き等において本学が取得した学生・保護者・学費負担者の方等に係る個人情報については、本学に在

学・登録されている間、下表による目的のために利用します。なお、学生の場合、利用目的によって卒業等による学籍の離籍後も
利用します。

業務分野 利用目的（個人情報を利用する業務の内容）

①学籍関係 学籍登録、入学（編・転入学）、休学・復学・退学・除籍・再入学・転学部・転学科等の学籍異動及びこ
れらの関係資料作成等学籍に関する事項

②修学関係
履修登録、履修相談、単位認定・成績表作成、授業・試験運営、卒業（修了）判定、卒業証書・学位記授
与、資格課程手続（各種実習含）、欠席手続、科目等履修生・聴講生・研究生関係手続及びこれらの関係
資料作成等学修・研究活動支援に関する事項

③学生生活関係
学生証作成、新入生オリエンテーション（新入生キャンプ含）、学生相談、課外活動支援、福利厚生支援、
奨学生選考、奨学金交付・返還、健康診断・健康相談及びこれらの関係資料作成等学生生活支援に関する
事項

④就職・進路関係 就職・進路相談・指導、就職登録、インターンシップ、卒業生就職先管理及びこれらの関係資料作成等就
職進路支援に関する事項

⑤国際交流関係 海外留学・研修に関する指導・助言、留学・研修手続、外国人留学生支援及び関係資料作成等国際交流支
援に関する事項

⑥学内施設・設備利用関係 図書館、教室等の施設利用及び関係資料作成等学内施設・設備利用に関する事項

⑦各種証明書発行 在学証明書、健康診断証明書、成績証明書、卒業（見込）証明書、通学証明書、学割証及びこれらの関係
資料作成等各種証明書発行に関する事項

⑧学費関係 学費納付案内及び未納者に対する督促、学費延納手続、学費未納による除籍警告・除籍通知及びこれらの
関係資料作成等学費に関する事項

⑨連絡・通知関係（郵便・電話・
掲示板・ホームページ等）

上記①〜⑧に関する連絡・通知
その他の教育研究・業務上必要な連絡・通知

⑩その他 広報活動、寄付金募集活動、式典・行事実施、調査等に関する事項
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中書島
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烏丸

烏丸
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三条
京阪

阪急
京都線

ACCESS

ACCESS MAP

■JR・京阪・地下鉄山科駅
　京阪バス26A・28A系統「京都橘大学」下車
　京阪バス26系統「大宅（おおやけ）」下車徒歩約5分
　地下鉄東西線「椥辻（なぎつじ）駅」下車徒歩約15分
※京阪バス26A・28A系統は、日・祝日は運休となります。
　また、学休期間は一部運休する便があります。

■JR京都駅（八条口）
　京阪バス山科急行線「京都橘大学」下車
※大学に乗り入れない便は「大宅中学校（京都橘大学下）」で下車　徒歩５分
※学休期間は一部運休する便があります。
　土・日・祝日は運休となります。

■四条大宮・四条河原町方面
　京阪バス85系統「大宅甲ノ辻」もしくは「大宅」下車徒歩約5分

■四条大宮・大宮五条方面
　京阪バス82系統「大宅」下車徒歩約5分

■三条京阪駅
　京阪バス17系統「大宅」下車徒歩約5分
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR二条駅・地下鉄烏丸線烏丸御池駅
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR・京阪六地蔵駅
　地下鉄東西線「椥辻駅」下車徒歩約15分

■JR・地下鉄六地蔵駅
　京阪バス京都橘大学急行線「京都橘大学」下車
　※学休期間は大学への乗り入れはありません。
　　土・日・祝日は運休となります。

■近鉄・京阪丹波橋駅
　京阪バス京都橘大学急行線「京都橘大学」下車
　※学休期間は大学への乗り入れはありません。
　　土・日・祝日は運休となります。

〉〉〉セクション別直通電話番号及びメールアドレス
　京都橘大学は、「自立」「共生」「臨床の知」という教学理念を掲げ、人文・社会・

医療系の多様な学部・学科を設置し教育・研究を行っています。

 　2005年４月、本学では男女共学化とともに「自立した女性の育成」という従来

の教学理念を、今日的・世界的課題との関連において発展させ、21世紀にふさわし

い男女両性の《自立》と《共生》としました。

　めまぐるしく変化を遂げる今日の社会にあって、男女共同参画社会の実現、さら

に民族・宗教・文化などの違いを越えた共生社会の実現が緊急の課題になっていま

す。本学が培ってきた女性史・女性文化をはじめとする教育・研究資産を、新しい

教学理念のなかで活かし、新しい男女共学の姿を追求しています。

　また現在、大学と学問のあり方も問い直されています。学問を閉ざされた世界か

ら解放し、社会とのつながりのなかで、その成果を問い直し再構築しようとする動

きです。この要請に応え、本学では、社会と人々の幸福に貢献できる“実践的”な

学問の追究と人材の養成をめざすという意味を《臨床の知》という教学理念に込め

ています。

■ブランドマーク

　橘の紋章を現代的にアレンジし、未来を見つめるブランドをデザインしました。

安定した形状の正円は自立を表し、背景と溶け合う橘の形は共生を意味しています。

ブランドカラーの古代紫は、本学が教育で築いた100年の伝統と古都・京都をイメー

ジしています。

教職保育職支援室
女性歴史文化研究所
地域連携センター
看護異文化交流・社会連携推進センター
看護教育研修センター〈認定看護師教育課程〉
看護教育研修センター〈看護キャリア開発事業〉
通信教育課

生活協同組合

総務課
人事秘書課
経理課
企画広報課

教
務
部

学
生
部

学
術
情
報
部

入学部

学務第 １課
学務第 2課
学務第 3課
総合教育課
学生支援課
就職進路課キャリアセンター

図書館情報課

学術振興課
入学課

図書館
図書館サービスカウンター
情報メディアセンター
エクステンションセンター

セクション名 電話番号 メールアドレス 場　所

（075）571̶1111
（075）574̶4375
（075）574̶4113
（075）574̶4112
（075）574̶4324
（075）574̶4192
（075）574̶4325
（075）574̶4365
（075）574̶4114
（075）574̶4117
（075）574̶4118
（075）574̶4147
（075）574̶4130
（075）574̶4186
（075）574̶4116
（075）574̶4192
（075）574̶4120
（075）574̶4342
（075）574̶4235
（075）574̶4133
（075）574̶4235
（075）574̶4335

（075）571̶2325

gen@tachibana-u.ac.jp
jinji@tachibana-u.ac.jp
acc@tachibana-u.ac.jp
pub@tachibana-u.ac.jp

1academic@tachibana-u.ac.jp
2academic@tachibana-u.ac.jp
3academic@tachibana-u.ac.jp

g-edu@tachibana-u.ac.jp
studentc@tachibana-u.ac.jp
career@tachibana-u.ac.jp
library@tachibana-u.ac.jp

reference@tachibana-u.ac.jp
media@tachibana-u.ac.jp
aca-ext@tachibana-u.ac.jp
admis@tachibana-u.ac.jp
tpsc@tachibana-u.ac.jp
iwhc@tachibana-u.ac.jp
occ@tachibana-u.ac.jp
ktnc@tachibana-u.ac.jp
cpdn@tachibana-u.ac.jp

aca-ext@tachibana-u.ac.jp
echool@tachibana-u.ac.jp

tachibana-coop@ma1.seikyou.ne.jp

管理特別教室棟２階
管理特別教室棟３階
管理特別教室棟３階
管理特別教室棟3階

管理特別教室棟２階

リバティホール（学生会館）1階
管理特別教室棟１階
リバティホール（学生会館）1階

図書館

清心館１階
清風館２階
管理特別教室棟１階
管理特別教室棟３階
図書館2階
清風館２階
清優館２階
清風館２階
清優館２階
優心館2階

響友館１階
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